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《全体》

所管官庁

国 所 管 82 64 18

都 道 府 県 所 管 2,229 802 1,427

合 計 2,311 866 1,445

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

所管官庁

内 閣 府 1 1 0

警 察 庁 0 0 0

金 融 庁 27 25 2

消 費 者 庁 0 0 0

総 務 省 14 13 1

法 務 省 0 0 0

外 務 省 4 1 3

財 務 省 0 0 0

文 部 科 学 省 1 1 0

厚 生 労 働 省 2 1 1

農 林 水 産 省 15 13 2

経 済 産 業 省 7 4 3

国 土 交 通 省 14 8 6

環 境 省 0 0 0

防 衛 省 0 0 0

国 合 計 82 64 18

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

法人の性格が

「互助・共済団体等」

である法人数
うち外部監事制度

がある法人数

うち外部

監事制度がない法

人数

法人の性格が

「互助・共済団体等」

である法人数
うち外部監事制度

がある法人数

うち外部

監事制度がない法

人数

《本省庁所管》

所管官庁

内 閣 府 1 1 0

警 察 庁 0 0 0

金 融 庁 2 2 0

消 費 者 庁 0 0 0

総 務 省 9 9 0

法 務 省 0 0 0

外 務 省 4 1 3

財 務 省 0 0 0

文 部 科 学 省 1 1 0

厚 生 労 働 省 2 1 1

農 林 水 産 省 15 13 2

経 済 産 業 省 7 4 3

国 土 交 通 省 4 3 1

環 境 省 0 0 0

防 衛 省 0 0 0

本 省 庁 合 計 43 33 10

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

所管官庁

金 融 庁 支 部 局 25 23 2

総 務 省 支 部 局 5 4 1

財 務 省 支 部 局 0 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 0 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 10 5 5

環 境 省 支 部 局 0 0 0

支 部 局 合 計 39 31 8

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

法人の性格が

「互助・共済団体等」

である法人数
うち外部監事制度

がある法人数

うち外部

監事制度がない法

人数

法人の性格が

「互助・共済団体等」

である法人数
うち外部監事制度

がある法人数

うち外部

監事制度がない法

人数
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〔都道府県知事・都道府県教育委員会所管〕

所管官庁

北 海 道 知 事 87 35 52

青 森 県 知 事 43 10 33

岩 手 県 知 事 53 36 17

宮 城 県 知 事 19 8 11

秋 田 県 知 事 47 28 19

山 形 県 知 事 32 15 17

福 島 県 知 事 49 22 27

茨 城 県 知 事 40 21 19

栃 木 県 知 事 34 14 20

群 馬 県 知 事 54 25 29

埼 玉 県 知 事 27 11 16

千 葉 県 知 事 35 13 22

東 京 都 知 事 111 25 86

神 奈 川 県 知 事 130 57 73

新 潟 県 知 事 8 5 3

富 山 県 知 事 13 5 8

石 川 県 知 事 52 17 35

福 井 県 知 事 63 20 43

山 梨 県 知 事 36 10 26

長 野 県 知 事 8 5 3

岐 阜 県 知 事 41 10 31

静 岡 県 知 事 56 16 40

愛 知 県 知 事 19 14 5

三 重 県 知 事 19 12 7

滋 賀 県 知 事 32 26 6

京 都 府 知 事 26 15 11

大 阪 府 知 事 53 10 43

兵 庫 県 知 事 3 1 2

奈 良 県 知 事 37 14 23

和 歌 山 県 知 事 8 6 2

鳥 取 県 知 事 29 20 9

島 根 県 知 事 16 7 9

岡 山 県 知 事 60 7 53

広 島 県 知 事 57 14 43

山 口 県 知 事 64 19 45

徳 島 県 知 事 4 3 1

香 川 県 知 事 11 1 10

愛 媛 県 知 事 38 12 26

高 知 県 知 事 34 12 22

福 岡 県 知 事 87 14 73

佐 賀 県 知 事 14 3 11

長 崎 県 知 事 87 28 59

熊 本 県 知 事 42 16 26

大 分 県 知 事 6 3 3

宮 崎 県 知 事 35 7 28

鹿 児 島 県 知 事 16 12 4

沖 縄 県 知 事 42 10 32

知 事 合 計 1,877 694 1,183

法人の性格が

「互助・共済団体等」

である法人数
うち外部監事制

度がある法人数

うち外部

監事制度がない

法人数

所管官庁

宮 城 県 教 委 15 3 12

秋 田 県 教 委 4 1 3

山 形 県 教 委 8 5 3

福 島 県 教 委 21 3 18

茨 城 県 教 委 2 1 1

栃 木 県 教 委 7 3 4

群 馬 県 教 委 2 2 0

埼 玉 県 教 委 4 3 1

千 葉 県 教 委 14 5 9

東 京 都 教 委 1 0 1

神 奈 川 県 教 委 6 2 4

新 潟 県 教 委 14 4 10

富 山 県 教 委 1 1 0

石 川 県 教 委 7 3 4

福 井 県 教 委 7 2 5

山 梨 県 教 委 7 2 5

長 野 県 教 委 14 3 11

岐 阜 県 教 委 4 2 2

静 岡 県 教 委 6 4 2

愛 知 県 教 委 7 5 2

三 重 県 教 委 6 4 2

滋 賀 県 教 委 1 1 0

京 都 府 教 委 3 2 1

大 阪 府 教 委 7 2 5

兵 庫 県 教 委 11 3 8

奈 良 県 教 委 3 1 2

和 歌 山 県 教 委 8 1 7

鳥 取 県 教 委 1 1 0

島 根 県 教 委 5 0 5

岡 山 県 教 委 2 1 1

広 島 県 教 委 13 0 13

山 口 県 教 委 14 5 9

徳 島 県 教 委 6 2 4

香 川 県 教 委 9 2 7

愛 媛 県 教 委 6 1 5

高 知 県 教 委 7 1 6

福 岡 県 教 委 38 9 29

佐 賀 県 教 委 4 0 4

長 崎 県 教 委 4 1 3

熊 本 県 教 委 4 2 2

大 分 県 教 委 13 1 12

宮 崎 県 教 委 5 2 3

鹿 児 島 県 教 委 6 4 2

沖 縄 県 教 委 7 2 5

教 委 合 計 352 108 244

法人の性格が

「互助・共済団体等」

である法人数
うち外部監事制

度がある法人数

うち外部

監事制度がない

法人数
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《全体》

理事 監事 前年役員合計

法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数

国 所 管 2,868 19 37 7 7 21 44 29 42

都 道 府 県 所 管 10,050 1,336 3,258 404 503 1,377 3,761 2,118 5,250

合 計 12,877 1,349 3,295 410 510 1,392 3,805 2,134 5,292

《国所管》

理事 監事 前年役員合計

法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数

内 閣 府 29 0 0 0 0 0 0 0 0

警 察 庁 13 0 0 0 0 0 0 0 0

金 融 庁 37 0 0 0 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 158 1 1 1 1 2 2 3 3

法 務 省 86 3 9 2 2 3 11 4 11

外 務 省 90 1 1 0 0 1 1 2 2

財 務 省 408 0 0 0 0 0 0 0 0

文 部 科 学 省 697 2 2 0 0 2 2 4 4

厚 生 労 働 省 435 2 2 0 0 2 2 2 2

農 林 水 産 省 236 1 2 1 1 2 3 2 3

経 済 産 業 省 239 3 3 1 1 3 4 7 10

国 土 交 通 省 573 4 5 1 1 4 6 7 10

環 境 省 20 1 1 0 0 1 1 1 1

防 衛 省 7 0 0 0 0 0 0 0 0

国 合 計 2,868 17 25 6 6 19 42 29 42

　　
《本省庁所管》

理事 監事 前年役員合計

法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数

内 閣 府 29 0 0 0 0 0 0 0 0

警 察 庁 13 0 0 0 0 0 0 0 0

金 融 庁 12 0 0 0 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 128 1 1 1 1 2 2 3 3

法 務 省 86 3 9 2 2 3 11 4 11

外 務 省 90 1 1 0 0 1 1 2 2

財 務 省 15 0 0 0 0 0 0 0 0

文 部 科 学 省 697 2 2 0 0 2 2 4 4

厚 生 労 働 省 298 2 2 0 0 2 2 2 2

農 林 水 産 省 236 1 2 1 1 2 3 2 3

経 済 産 業 省 239 3 3 1 1 3 4 7 10

国 土 交 通 省 242 2 2 0 0 2 2 5 8

環 境 省 18 1 1 0 0 1 1 1 1

防 衛 省 7 0 0 0 0 0 0 0 0

本 省 庁 合 計 1,959 15 22 5 5 17 38 27 40

《地方支分部局所管》

理事 監事 前年役員合計

法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数

金 融 庁 支 部 局 25 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 支 部 局 30 0 0 0 0 0 0 0 0

財 務 省 支 部 局 393 0 0 0 0 0 0 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 137 0 0 0 0 0 0 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 331 2 3 1 1 2 4 2 2

環 境 省 支 部 局 2 0 0 0 0 0 0 0 0

支 部 局 合 計 909 2 3 1 1 2 4 2 2

所管官庁
役員合計

所管官庁
役員合計

(注) 1　役員は、理事と監事の合計。

 　  2　役員合計の法人数は、理事又は監事が１人以上いる法人の数。

　   3　役員合計の役員数は、理事数と監事数の合計人数。

所管官庁
役員合計

所管官庁
役員合計
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

理事 監事 役員合計 前年役員合計

法人数 法人数 理事数 法人数 監事数 法人数 役員数 法人数 役員数

北 海 道 知 事 355 18 39 2 3 18 42 25 52

青 森 県 知 事 140 20 53 3 3 20 56 31 71

岩 手 県 知 事 183 16 46 9 11 19 57 30 71

宮 城 県 知 事 178 29 73 12 15 30 88 41 105

秋 田 県 知 事 132 18 46 6 7 18 53 27 66

山 形 県 知 事 101 21 52 10 11 21 63 32 86

福 島 県 知 事 199 27 48 7 8 28 56 41 76

茨 城 県 知 事 211 35 79 10 14 36 93 53 124

栃 木 県 知 事 116 15 40 3 4 15 44 30 84

群 馬 県 知 事 135 19 51 11 12 20 63 33 92

埼 玉 県 知 事 226 18 44 2 2 18 46 27 61

千 葉 県 知 事 214 24 47 4 5 24 52 41 97

東 京 都 知 事 229 8 27 2 3 8 30 20 49

神 奈 川 県 知 事 279 13 19 3 3 14 22 20 32

新 潟 県 知 事 193 24 61 9 13 25 74 38 101

富 山 県 知 事 113 26 48 12 12 26 60 39 110

石 川 県 知 事 169 50 148 25 29 50 177 63 216

福 井 県 知 事 146 26 64 4 6 26 70 36 88

山 梨 県 知 事 86 17 51 6 7 17 58 28 85

長 野 県 知 事 173 19 60 9 9 19 69 35 89

岐 阜 県 知 事 139 23 48 6 8 23 56 35 75

静 岡 県 知 事 158 15 47 6 7 15 54 29 76

愛 知 県 知 事 211 19 57 5 7 19 64 34 90

三 重 県 知 事 126 19 48 5 8 20 56 31 75

滋 賀 県 知 事 95 18 46 6 8 18 54 35 87

京 都 府 知 事 177 26 48 7 7 28 55 40 84

大 阪 府 知 事 377 32 69 7 8 32 77 51 110

兵 庫 県 知 事 145 24 71 8 14 25 85 48 129

奈 良 県 知 事 140 25 94 10 15 26 109 35 139

和 歌 山 県 知 事 110 19 57 8 10 21 67 34 99

鳥 取 県 知 事 108 20 41 3 3 21 44 31 60

島 根 県 知 事 143 10 31 5 7 12 38 20 49

岡 山 県 知 事 220 26 62 4 5 27 67 41 94

広 島 県 知 事 206 25 53 4 5 25 58 31 69

山 口 県 知 事 212 26 57 4 5 26 62 35 78

徳 島 県 知 事 92 26 53 7 7 28 60 37 84

香 川 県 知 事 109 19 42 2 3 19 45 28 61

愛 媛 県 知 事 123 15 36 6 6 17 42 25 52

高 知 県 知 事 141 24 50 5 8 24 58 45 107

福 岡 県 知 事 295 32 84 12 16 33 100 47 141

佐 賀 県 知 事 114 24 58 2 2 24 60 29 70

長 崎 県 知 事 191 36 79 9 12 38 91 54 111

熊 本 県 知 事 125 35 91 9 11 36 102 51 123

大 分 県 知 事 136 17 46 4 6 17 52 29 75

宮 崎 県 知 事 127 26 70 7 9 26 79 39 95

鹿 児 島 県 知 事 123 16 54 4 7 16 61 32 93

沖 縄 県 知 事 138 29 72 4 6 29 78 43 104

知 事 合 計 7,859 1,069 2,660 308 387 1,097 3,047 1,679 4,185

北 海 道 教 委 69 9 14 3 3 9 17 11 17

青 森 県 教 委 70 11 18 3 4 12 22 14 25

岩 手 県 教 委 52 6 16 1 1 6 17 8 20

宮 城 県 教 委 48 7 15 2 2 8 17 13 31

秋 田 県 教 委 25 3 6 0 0 3 6 4 8

山 形 県 教 委 69 6 10 1 1 6 11 13 24

福 島 県 教 委 54 6 13 2 2 6 15 8 15

茨 城 県 教 委 24 3 11 1 3 3 14 5 18

栃 木 県 教 委 44 5 13 3 3 6 16 10 29

群 馬 県 教 委 20 3 4 2 3 3 7 7 17

埼 玉 県 教 委 30 3 13 1 1 3 14 6 21

千 葉 県 教 委 40 3 8 2 2 3 10 9 24

東 京 都 教 委 104 13 30 3 5 13 35 24 59

神 奈 川 県 教 委 67 3 4 3 3 4 7 7 19

新 潟 県 教 委 48 5 15 1 1 5 16 7 12

富 山 県 教 委 28 4 8 1 1 4 9 11 22

石 川 県 教 委 45 17 51 9 12 18 63 21 75

福 井 県 教 委 30 9 16 3 3 10 19 15 31

山 梨 県 教 委 26 4 5 2 2 4 7 8 17

長 野 県 教 委 77 2 2 2 2 3 4 7 10

岐 阜 県 教 委 44 6 14 2 3 6 17 6 15

静 岡 県 教 委 124 4 10 1 1 4 11 6 12

愛 知 県 教 委 58 6 9 1 1 6 10 11 21

三 重 県 教 委 28 5 15 1 1 5 16 8 21

滋 賀 県 教 委 30 2 6 1 1 3 7 5 11

京 都 府 教 委 96 12 23 7 7 13 30 18 44

大 阪 府 教 委 96 2 4 2 2 3 6 11 26

兵 庫 県 教 委 65 6 19 5 6 6 25 11 41

奈 良 県 教 委 24 5 14 2 2 5 16 10 26

和 歌 山 県 教 委 52 7 18 1 1 7 19 13 41

鳥 取 県 教 委 24 3 8 0 0 3 8 7 17

島 根 県 教 委 38 5 13 1 1 6 14 7 13

岡 山 県 教 委 29 4 8 1 1 4 9 6 12

広 島 県 教 委 64 4 10 2 4 4 14 6 16

山 口 県 教 委 43 5 10 2 2 5 12 12 24

徳 島 県 教 委 12 2 3 0 0 2 3 2 3

香 川 県 教 委 33 3 10 0 0 3 10 9 18

愛 媛 県 教 委 38 4 8 1 1 4 9 6 12

高 知 県 教 委 31 3 7 2 2 3 9 9 21

福 岡 県 教 委 99 24 43 8 10 26 53 30 70

佐 賀 県 教 委 40 7 13 2 3 7 16 7 15

長 崎 県 教 委 29 8 11 2 2 8 13 7 15

熊 本 県 教 委 31 4 9 0 0 4 9 7 10

大 分 県 教 委 32 5 9 1 1 5 10 7 12

宮 崎 県 教 委 30 4 7 3 3 4 10 7 15

鹿 児 島 県 教 委 44 8 36 4 8 8 44 14 64

沖 縄 県 教 委 37 4 6 0 0 4 6 5 6

教 委 合 計 2,241 274 615 97 117 287 732 455 1,095

所管官庁
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《全体》

所管官庁

法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数

国 所 管 2,868 54 82 0 0 95 148 0 0

都 道 府 県 所 管 10,050 348 511 2 2 527 772 2 2

(注)　共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

所管官庁 うち常勤 うち常勤

法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数

内 閣 府 29 2 3 0 0 2 3 0 0

警 察 庁 13 1 1 0 0 0 0 0 0

金 融 庁 12 0 0 0 0 1 1 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 128 3 5 0 0 5 9 0 0

法 務 省 86 0 0 0 0 0 0 0 0

外 務 省 90 8 13 0 0 14 24 0 0

財 務 省 15 0 0 0 0 1 1 0 0

文 部 科 学 省 697 19 31 0 0 42 67 0 0

厚 生 労 働 省 298 8 10 0 0 13 18 0 0

農 林 水 産 省 236 6 7 0 0 9 12 0 0

経 済 産 業 省 239 5 12 0 0 7 14 0 0

国 土 交 通 省 242 10 17 0 0 9 17 0 0

環 境 省 18 1 1 0 0 3 3 0 0

防 衛 省 7 0 0 0 0 0 0 0 0

本 省 庁 合 計 1,959 53 81 0 0 93 146 0 0

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

所管官庁 うち常勤 うち常勤

法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数

金 融 庁 支 部 局 25 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 支 部 局 30 0 0 0 0 0 0 0 0

財 務 省 支 部 局 393 0 0 0 0 0 0 0 0

厚 生 労働 省支 部局 137 1 1 0 0 2 2 0 0

国 土 交通 省支 部局 331 0 0 0 0 0 0 0 0

環 境 省 支 部 局 2 0 0 0 0 0 0 0 0

支 部 局 合 計 909 1 1 0 0 2 2 0 0

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

現職国会議員理事 現職国会議員理事

今年〔平成24年12月１日現在〕 前年〔平成23年12月１日現在〕

現職議員理事 現職議員理事
うち常勤 うち常勤

今年〔平成24年12月１日現在〕 前年〔平成23年12月１日現在〕

今年〔平成24年12月１日現在〕 前年〔平成23年12月１日現在〕

現職国会議員理事 現職国会議員理事
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

所管官庁 うち常勤 うち常勤

法人数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数 法人数 理事数 法人数 常勤理事数

北 海 道 知 事 355 5 5 0 0 9 11 0 0

青 森 県 知 事 140 5 5 0 0 8 16 0 0

岩 手 県 知 事 183 5 6 0 0 10 11 0 0

宮 城 県 知 事 178 3 11 0 0 8 18 0 0

秋 田 県 知 事 132 5 5 0 0 9 13 0 0

山 形 県 知 事 101 3 11 0 0 7 15 0 0

福 島 県 知 事 199 5 22 0 0 12 29 0 0

茨 城 県 知 事 211 7 11 0 0 13 20 0 0

栃 木 県 知 事 116 2 2 0 0 8 11 0 0

群 馬 県 知 事 135 7 12 0 0 14 18 0 0

埼 玉 県 知 事 226 9 9 0 0 17 17 0 0

千 葉 県 知 事 214 6 8 0 0 9 14 0 0

東 京 都 知 事 229 1 2 0 0 4 5 0 0

神 奈 川 県 知 事 279 4 4 0 0 8 8 0 0

新 潟 県 知 事 193 6 13 0 0 8 16 0 0

富 山 県 知 事 113 4 5 0 0 18 35 0 0

石 川 県 知 事 169 8 14 0 0 11 22 0 0

福 井 県 知 事 146 8 9 0 0 12 14 0 0

山 梨 県 知 事 86 2 3 0 0 10 11 0 0

長 野 県 知 事 173 5 6 0 0 6 7 0 0

岐 阜 県 知 事 139 11 18 0 0 15 26 0 0

静 岡 県 知 事 158 5 6 0 0 13 19 0 0

愛 知 県 知 事 211 5 11 0 0 16 23 0 0

三 重 県 知 事 126 8 8 0 0 7 10 0 0

滋 賀 県 知 事 95 4 4 0 0 9 9 0 0

京 都 府 知 事 177 1 1 0 0 3 3 0 0

大 阪 府 知 事 377 2 2 0 0 1 1 1 1

兵 庫 県 知 事 145 4 6 0 0 9 10 0 0

奈 良 県 知 事 140 8 13 0 0 11 16 1 1

和 歌 山 県 知 事 110 4 6 0 0 7 11 0 0

鳥 取 県 知 事 108 4 7 0 0 5 12 0 0

島 根 県 知 事 143 4 11 0 0 7 16 0 0

岡 山 県 知 事 220 12 13 0 0 17 18 0 0

広 島 県 知 事 206 8 11 0 0 9 17 0 0

山 口 県 知 事 212 6 7 0 0 12 17 0 0

徳 島 県 知 事 92 4 6 0 0 13 14 0 0

香 川 県 知 事 109 0 0 0 0 1 1 0 0

愛 媛 県 知 事 123 4 8 0 0 7 11 0 0

高 知 県 知 事 141 2 2 0 0 3 3 0 0

福 岡 県 知 事 295 10 23 0 0 15 28 0 0

佐 賀 県 知 事 114 9 12 0 0 13 18 0 0

長 崎 県 知 事 191 5 7 0 0 7 10 0 0

熊 本 県 知 事 125 7 16 0 0 9 19 0 0

大 分 県 知 事 136 2 2 1 1 7 7 1 1

宮 崎 県 知 事 127 2 2 0 0 5 5 0 0

鹿 児 島 県 知 事 123 4 4 0 0 12 12 0 0

沖 縄 県 知 事 138 2 4 0 0 2 4 0 0

知 事 合 計 7,859 237 373 1 1 436 651 3 3

北 海 道 教 委 69 3 3 0 0 3 3 0 0

青 森 県 教 委 70 5 5 0 0 10 10 0 0

岩 手 県 教 委 52 2 2 0 0 2 2 0 0

宮 城 県 教 委 48 5 6 0 0 7 10 0 0

秋 田 県 教 委 25 3 4 0 0 5 6 0 0

山 形 県 教 委 69 2 2 0 0 4 4 0 0

福 島 県 教 委 54 2 2 0 0 4 4 0 0

茨 城 県 教 委 24 2 2 0 0 2 2 0 0

栃 木 県 教 委 44 2 2 0 0 4 9 0 0

群 馬 県 教 委 20 2 4 0 0 3 4 0 0

埼 玉 県 教 委 30 0 0 0 0 3 3 0 0

千 葉 県 教 委 40 1 2 0 0 2 3 0 0

東 京 都 教 委 104 1 1 0 0 3 3 0 0

神 奈 川 県 教 委 67 4 7 0 0 5 9 0 0

新 潟 県 教 委 48 1 1 0 0 2 2 0 0

富 山 県 教 委 28 3 3 0 0 1 1 0 0

石 川 県 教 委 45 5 8 0 0 5 8 0 0

福 井 県 教 委 30 3 3 0 0 5 6 0 0

山 梨 県 教 委 26 1 1 1 1 4 6 1 1

長 野 県 教 委 77 4 4 0 0 11 14 0 0

岐 阜 県 教 委 44 4 5 0 0 6 7 0 0

静 岡 県 教 委 124 8 9 0 0 13 14 0 0

愛 知 県 教 委 58 1 1 0 0 4 5 0 0

三 重 県 教 委 28 1 1 0 0 5 5 0 0

滋 賀 県 教 委 30 1 1 0 0 3 3 0 0

京 都 府 教 委 96 3 3 0 0 2 2 0 0

大 阪 府 教 委 96 1 1 0 0 3 4 0 0

兵 庫 県 教 委 65 0 0 0 0 4 5 0 0

奈 良 県 教 委 24 0 0 0 0 1 1 0 0

和 歌 山 県 教 委 52 2 2 0 0 5 7 0 0

鳥 取 県 教 委 24 2 2 0 0 4 5 0 0

島 根 県 教 委 38 4 5 0 0 7 8 0 0

岡 山 県 教 委 29 2 2 0 0 2 2 0 0

広 島 県 教 委 64 5 8 0 0 9 14 0 0

山 口 県 教 委 43 4 5 0 0 6 9 0 0

徳 島 県 教 委 12 0 0 0 0 0 0 0 0

香 川 県 教 委 33 1 1 0 0 3 3 0 0

愛 媛 県 教 委 38 1 1 0 0 1 1 0 0

高 知 県 教 委 31 2 2 0 0 3 3 0 0

福 岡 県 教 委 99 4 10 0 0 6 7 0 0

佐 賀 県 教 委 40 4 4 0 0 6 6 0 0

長 崎 県 教 委 29 1 1 0 0 0 0 0 0

熊 本 県 教 委 31 2 3 0 0 3 6 0 0

大 分 県 教 委 32 4 4 0 0 5 8 0 0

宮 崎 県 教 委 30 4 6 0 0 3 4 0 0

鹿 児 島 県 教 委 44 1 1 0 0 4 5 0 0

沖 縄 県 教 委 37 0 0 0 0 0 0 0 0

教 委 合 計 2,241 113 140 1 1 193 243 1 1

現職都道府県

議会議員理事

現職都道府県

議会議員理事

今年〔平成24年12月１日現在〕 前年〔平成23年12月１日現在〕
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《全体》

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法人数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

国 所 管 2,868 1,298 338 606 359 210 48 9

都 道 府 県 所 管 10,050 7,045 1,486 1,152 252 48 35 32

合 計 12,877 8,332 1,818 1,743 605 257 81 41

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法人数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

内 閣 府 29 15 5 5 2 2 0 0

警 察 庁 13 3 0 1 2 5 2 0

金 融 庁 37 6 1 12 9 5 1 3

消 費 者 庁 4 0 0 2 1 1 0 0

総 務 省 158 57 13 23 24 32 9 0

法 務 省 86 83 0 2 1 0 0 0

外 務 省 90 62 11 9 7 1 0 0

財 務 省 408 271 49 70 13 4 1 0

文 部 科 学 省 697 461 92 74 42 22 3 3

厚 生 労 働 省 435 169 48 106 71 26 12 3

農 林 水 産 省 236 41 31 62 66 33 3 0

経 済 産 業 省 239 70 24 52 48 39 6 0

国 土 交 通 省 573 93 78 224 99 64 14 1

環 境 省 20 6 4 5 3 1 1 0

防 衛 省 7 2 1 2 2 0 0 0

国 合 計 2,868 1,298 338 606 359 210 48 9

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法人数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

内 閣 府 29 15 5 5 2 2 0 0

警 察 庁 13 3 0 1 2 5 2 0

金 融 庁 12 3 1 1 1 3 0 3

消 費 者 庁 4 0 0 2 1 1 0 0

総 務 省 128 40 11 15 22 32 8 0

法 務 省 86 83 0 2 1 0 0 0

外 務 省 90 62 11 9 7 1 0 0

財 務 省 15 3 1 5 2 3 1 0

文 部 科 学 省 697 461 92 74 42 22 3 3

厚 生 労 働 省 298 138 27 44 55 20 11 3

農 林 水 産 省 236 41 31 62 66 33 3 0

経 済 産 業 省 239 70 24 52 48 39 6 0

国 土 交 通 省 242 54 11 45 54 63 14 1

環 境 省 18 4 4 5 3 1 1 0

防 衛 省 7 2 1 2 2 0 0 0

本 省 庁 合 計 1,959 939 201 288 277 200 45 9

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法人数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 3 0 11 8 2 1 0

総 務 省 支 部 局 30 17 2 8 2 0 1 0

財 務 省 支 部 局 393 268 48 65 11 1 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 137 31 21 62 16 6 1 0

国 土 交 通 省 支 部 局 331 39 67 179 45 1 0 0

環 境 省 支 部 局 2 2 0 0 0 0 0 0

支 部 局 合 計 909 359 137 318 82 10 3 0

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁

所管官庁

所管官庁
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法人数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

北 海 道 知 事 355 193 77 72 11 0 1 1

青 森 県 知 事 140 95 19 14 5 4 2 1

岩 手 県 知 事 183 124 30 23 4 0 2 0

宮 城 県 知 事 178 114 18 30 6 2 4 4

秋 田 県 知 事 132 99 22 9 0 1 1 0

山 形 県 知 事 101 76 15 8 0 1 0 1

福 島 県 知 事 199 126 28 30 5 1 2 7

茨 城 県 知 事 211 141 31 21 14 2 1 1

栃 木 県 知 事 116 77 21 17 1 0 0 0

群 馬 県 知 事 135 96 27 11 0 0 1 0

埼 玉 県 知 事 226 165 25 25 9 1 0 1

千 葉 県 知 事 214 157 18 28 10 1 0 0

東 京 都 知 事 229 145 26 27 20 10 1 0

神 奈 川 県 知 事 279 182 34 47 12 2 1 1

新 潟 県 知 事 193 133 29 28 2 1 0 0

富 山 県 知 事 113 75 16 19 3 0 0 0

石 川 県 知 事 169 115 23 23 7 0 1 0

福 井 県 知 事 146 111 14 15 3 1 1 1

山 梨 県 知 事 86 51 14 17 2 0 1 1

長 野 県 知 事 173 118 39 13 2 0 1 0

岐 阜 県 知 事 139 93 25 19 2 0 0 0

静 岡 県 知 事 158 99 30 21 6 1 0 1

愛 知 県 知 事 211 133 25 37 14 1 1 0

三 重 県 知 事 126 85 22 17 2 0 0 0

滋 賀 県 知 事 95 61 20 9 3 0 1 1

京 都 府 知 事 177 100 31 37 4 3 0 2

大 阪 府 知 事 377 237 55 59 20 2 3 1

兵 庫 県 知 事 145 90 18 30 4 2 1 0

奈 良 県 知 事 140 108 14 13 3 2 0 0

和 歌 山 県 知 事 110 78 19 12 1 0 0 0

鳥 取 県 知 事 108 65 27 14 2 0 0 0

島 根 県 知 事 143 113 23 6 1 0 0 0

岡 山 県 知 事 220 158 27 22 4 3 4 2

広 島 県 知 事 206 152 21 30 3 0 0 0

山 口 県 知 事 212 154 36 21 0 0 0 1

徳 島 県 知 事 92 64 14 14 0 0 0 0

香 川 県 知 事 109 76 20 10 2 0 1 0

愛 媛 県 知 事 123 90 17 9 3 0 2 2

高 知 県 知 事 141 104 22 14 1 0 0 0

福 岡 県 知 事 295 199 35 47 10 2 1 1

佐 賀 県 知 事 114 84 14 15 1 0 0 0

長 崎 県 知 事 191 143 31 14 2 1 0 0

熊 本 県 知 事 125 92 15 17 0 0 0 1

大 分 県 知 事 136 99 24 11 2 0 0 0

宮 崎 県 知 事 127 86 12 24 5 0 0 0

鹿 児 島 県 知 事 123 88 15 18 0 1 0 1

沖 縄 県 知 事 138 89 26 14 8 1 0 0

知 事 合 計 7,859 5,333 1,164 1,031 219 46 34 32

北 海 道 教 委 69 43 13 11 2 0 0 0

青 森 県 教 委 70 63 5 1 1 0 0 0

岩 手 県 教 委 52 38 12 1 1 0 0 0

宮 城 県 教 委 48 40 6 1 1 0 0 0

秋 田 県 教 委 25 21 4 0 0 0 0 0

山 形 県 教 委 69 63 5 0 1 0 0 0

福 島 県 教 委 54 41 13 0 0 0 0 0

茨 城 県 教 委 24 16 8 0 0 0 0 0

栃 木 県 教 委 44 33 5 5 1 0 0 0

群 馬 県 教 委 20 17 1 1 1 0 0 0

埼 玉 県 教 委 30 20 5 2 3 0 0 0

千 葉 県 教 委 40 33 3 4 0 0 0 0

東 京 都 教 委 104 76 20 4 2 1 1 0

神 奈 川 県 教 委 67 49 15 3 0 0 0 0

新 潟 県 教 委 48 41 3 4 0 0 0 0

富 山 県 教 委 28 24 3 1 0 0 0 0

石 川 県 教 委 45 35 6 3 1 0 0 0

福 井 県 教 委 30 25 4 0 1 0 0 0

山 梨 県 教 委 26 17 8 1 0 0 0 0

長 野 県 教 委 77 56 14 6 0 1 0 0

岐 阜 県 教 委 44 37 6 1 0 0 0 0

静 岡 県 教 委 124 114 6 3 1 0 0 0

愛 知 県 教 委 58 35 11 8 4 0 0 0

三 重 県 教 委 28 21 5 2 0 0 0 0

滋 賀 県 教 委 30 25 3 2 0 0 0 0

京 都 府 教 委 96 79 10 3 4 0 0 0

大 阪 府 教 委 96 69 16 8 3 0 0 0

兵 庫 県 教 委 65 43 13 7 2 0 0 0

奈 良 県 教 委 24 16 7 1 0 0 0 0

和 歌 山 県 教 委 52 48 2 2 0 0 0 0

鳥 取 県 教 委 24 16 5 3 0 0 0 0

島 根 県 教 委 38 28 8 2 0 0 0 0

岡 山 県 教 委 29 26 1 2 0 0 0 0

広 島 県 教 委 64 52 6 3 3 0 0 0

山 口 県 教 委 43 37 4 2 0 0 0 0

徳 島 県 教 委 12 9 3 0 0 0 0 0

香 川 県 教 委 33 26 5 2 0 0 0 0

愛 媛 県 教 委 38 33 5 0 0 0 0 0

高 知 県 教 委 31 18 10 3 0 0 0 0

福 岡 県 教 委 99 76 13 7 3 0 0 0

佐 賀 県 教 委 40 27 9 2 2 0 0 0

長 崎 県 教 委 29 19 7 3 0 0 0 0

熊 本 県 教 委 31 20 9 2 0 0 0 0

大 分 県 教 委 32 29 2 1 0 0 0 0

宮 崎 県 教 委 30 23 4 3 0 0 0 0

鹿 児 島 県 教 委 44 34 6 4 0 0 0 0

沖 縄 県 教 委 37 29 5 3 0 0 0 0

教 委 合 計 2,241 1,740 334 127 37 2 1 0

所管官庁
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《全体》

員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法 人 数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

国 所 管 611 14 62 232 145 130 27 1

都 道 府 県 所 管 842 92 260 438 48 4 0 0

合 計 1,434 106 317 659 190 134 27 1

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法 人 数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

内 閣 府 4 1 0 1 1 1 0 0

警 察 庁 11 1 0 1 2 5 2 0

金 融 庁 8 0 0 3 3 1 0 1

消 費 者 庁 4 0 0 2 1 1 0 0

総 務 省 59 2 3 14 13 22 5 0

法 務 省 2 0 0 1 1 0 0 0

外 務 省 4 0 1 2 1 0 0 0

財 務 省 49 5 11 28 2 2 1 0

文 部 科 学 省 19 2 5 5 4 3 0 0

厚 生 労 働 省 86 0 14 44 18 7 3 0

農 林 水 産 省 116 3 9 39 40 23 2 0

経 済 産 業 省 66 0 1 16 17 26 6 0

国 土 交 通 省 232 1 21 92 54 53 11 0

環 境 省 4 0 0 1 2 1 0 0

防 衛 省 4 0 1 1 2 0 0 0

国 合 計 611 14 62 232 145 130 27 1

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法 人 数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

内 閣 府 4 1 0 1 1 1 0 0

警 察 庁 11 1 0 1 2 5 2 0

金 融 庁 2 0 0 0 0 1 0 1

消 費 者 庁 4 0 0 2 1 1 0 0

総 務 省 50 2 2 8 12 22 4 0

法 務 省 2 0 0 1 1 0 0 0

外 務 省 4 0 1 2 1 0 0 0

財 務 省 6 0 0 2 1 2 1 0

文 部 科 学 省 19 2 5 5 4 3 0 0

厚 生 労 働 省 34 0 4 8 13 6 3 0

農 林 水 産 省 116 3 9 39 40 23 2 0

経 済 産 業 省 66 0 1 16 17 26 6 0

国 土 交 通 省 110 1 2 13 31 52 11 0

環 境 省 4 0 0 1 2 1 0 0

防 衛 省 4 0 1 1 2 0 0 0

本 省 庁 合 計 386 9 22 88 112 128 26 1

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法 人 数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

金 融 庁 支 部 局 6 0 0 3 3 0 0 0

総 務 省 支 部 局 9 0 1 6 1 0 1 0

財 務 省 支 部 局 43 5 11 26 1 0 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 52 0 10 36 5 1 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 122 0 19 79 23 1 0 0

環 境 省 支 部 局 0 0 0 0 0 0 0 0

支 部 局 合 計 225 5 40 144 33 2 1 0

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁

所管官庁

所管官庁
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

法 人 数
有給役員

なし

400万円

未満

400万円

以上

800万円

未満

 800万円

以上

1,200万円

未満

1,200万円

以上

1,600万円

未満

1,600万円

以上

2,000万円

未満

2,000万円

以上

北 海 道 知 事 23 1 5 16 1 0 0 0

青 森 県 知 事 13 1 6 6 0 0 0 0

岩 手 県 知 事 18 2 8 8 0 0 0 0

宮 城 県 知 事 14 1 3 10 0 0 0 0

秋 田 県 知 事 10 1 7 2 0 0 0 0

山 形 県 知 事 12 2 6 4 0 0 0 0

福 島 県 知 事 20 2 5 11 1 1 0 0

茨 城 県 知 事 25 2 6 13 4 0 0 0

栃 木 県 知 事 19 1 7 11 0 0 0 0

群 馬 県 知 事 22 4 9 9 0 0 0 0

埼 玉 県 知 事 18 1 6 9 2 0 0 0

千 葉 県 知 事 18 2 2 10 4 0 0 0

東 京 都 知 事 10 0 0 4 5 1 0 0

神 奈 川 県 知 事 21 2 6 13 0 0 0 0

新 潟 県 知 事 26 3 5 16 2 0 0 0

富 山 県 知 事 19 0 5 13 1 0 0 0

石 川 県 知 事 30 5 7 15 3 0 0 0

福 井 県 知 事 11 1 3 7 0 0 0 0

山 梨 県 知 事 19 3 4 12 0 0 0 0

長 野 県 知 事 24 5 15 4 0 0 0 0

岐 阜 県 知 事 15 2 3 10 0 0 0 0

静 岡 県 知 事 19 1 7 11 0 0 0 0

愛 知 県 知 事 24 2 3 19 0 0 0 0

三 重 県 知 事 15 1 4 9 1 0 0 0

滋 賀 県 知 事 12 1 7 3 1 0 0 0

京 都 府 知 事 9 2 2 5 0 0 0 0

大 阪 府 知 事 22 0 5 13 4 0 0 0

兵 庫 県 知 事 13 2 3 7 1 0 0 0

奈 良 県 知 事 8 4 1 2 1 0 0 0

和 歌 山 県 知 事 11 0 4 7 0 0 0 0

鳥 取 県 知 事 3 0 1 2 0 0 0 0

島 根 県 知 事 9 3 4 2 0 0 0 0

岡 山 県 知 事 23 2 8 12 1 0 0 0

広 島 県 知 事 21 1 4 15 1 0 0 0

山 口 県 知 事 25 2 9 14 0 0 0 0

徳 島 県 知 事 13 0 6 7 0 0 0 0

香 川 県 知 事 11 0 8 2 1 0 0 0

愛 媛 県 知 事 8 1 4 3 0 0 0 0

高 知 県 知 事 13 0 6 7 0 0 0 0

福 岡 県 知 事 23 2 1 16 4 0 0 0

佐 賀 県 知 事 12 1 4 7 0 0 0 0

長 崎 県 知 事 14 4 4 5 1 0 0 0

熊 本 県 知 事 24 2 8 14 0 0 0 0

大 分 県 知 事 16 1 7 7 1 0 0 0

宮 崎 県 知 事 19 0 5 14 0 0 0 0

鹿 児 島 県 知 事 16 0 5 11 0 0 0 0

沖 縄 県 知 事 11 3 1 2 4 1 0 0

知 事 合 計 781 76 239 419 44 3 0 0

北 海 道 教 委 2 1 0 1 0 0 0 0

青 森 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

岩 手 県 教 委 2 0 2 0 0 0 0 0

宮 城 県 教 委 1 0 1 0 0 0 0 0

秋 田 県 教 委 3 1 2 0 0 0 0 0

山 形 県 教 委 1 1 0 0 0 0 0 0

福 島 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

茨 城 県 教 委 1 0 1 0 0 0 0 0

栃 木 県 教 委 1 1 0 0 0 0 0 0

群 馬 県 教 委 2 1 0 1 0 0 0 0

埼 玉 県 教 委 2 0 1 0 1 0 0 0

千 葉 県 教 委 1 1 0 0 0 0 0 0

東 京 都 教 委 1 0 0 0 0 1 0 0

神 奈 川 県 教 委 1 0 0 1 0 0 0 0

新 潟 県 教 委 3 1 0 2 0 0 0 0

富 山 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

石 川 県 教 委 3 0 2 1 0 0 0 0

福 井 県 教 委 2 2 0 0 0 0 0 0

山 梨 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

長 野 県 教 委 1 0 1 0 0 0 0 0

岐 阜 県 教 委 1 0 0 1 0 0 0 0

静 岡 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

愛 知 県 教 委 1 0 0 0 1 0 0 0

三 重 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

滋 賀 県 教 委 1 0 1 0 0 0 0 0

京 都 府 教 委 1 0 0 0 1 0 0 0

大 阪 府 教 委 1 0 1 0 0 0 0 0

兵 庫 県 教 委 5 1 2 2 0 0 0 0

奈 良 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

和 歌 山 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

鳥 取 県 教 委 1 0 0 1 0 0 0 0

島 根 県 教 委 2 1 0 1 0 0 0 0

岡 山 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

広 島 県 教 委 2 2 0 0 0 0 0 0

山 口 県 教 委 1 0 0 1 0 0 0 0

徳 島 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

香 川 県 教 委 1 1 0 0 0 0 0 0

愛 媛 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

高 知 県 教 委 6 1 4 1 0 0 0 0

福 岡 県 教 委 5 0 1 2 2 0 0 0

佐 賀 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

長 崎 県 教 委 3 1 1 1 0 0 0 0

熊 本 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

大 分 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 崎 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿 児 島 県 教 委 6 0 3 3 0 0 0 0

沖 縄 県 教 委 0 0 0 0 0 0 0 0

教 委 合 計 64 16 23 19 5 1 0 0

所管官庁
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《全体》

職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

国 所 管 2,868 198 451 1,483 537 88 111 96,997 33.8

都 道 府 県 所 管 10,050 1,658 2,142 3,936 1,627 331 356 196,582 19.6

合 計 12,877 1,850 2,592 5,409 2,154 413 459 289,687 22.5

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

内 閣 府 29 4 4 14 7 0 0 236 8.1

警 察 庁 13 0 0 6 2 3 2 1,063 81.8

金 融 庁 37 1 2 24 8 1 1 612 16.5

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 30 7.5

総 務 省 158 10 19 73 38 9 9 3,511 22.2

法 務 省 86 22 16 44 2 0 2 456 5.3

外 務 省 90 15 29 39 4 2 1 651 7.2

財 務 省 408 3 70 316 17 2 0 1,446 3.5

文 部 科 学 省 697 91 167 323 86 12 18 8,057 11.6

厚 生 労 働 省 435 25 53 220 78 14 45 56,814 130.6

農 林 水 産 省 236 7 40 108 66 8 7 4,933 20.9

経 済 産 業 省 239 11 25 127 56 12 8 4,156 17.4

国 土 交 通 省 573 15 49 244 206 32 27 21,337 37.2

環 境 省 20 1 4 8 7 0 0 189 9.5

防 衛 省 7 0 0 5 0 1 1 1,257 179.6

国 合 計 2,868 198 451 1,483 537 88 111 96,997 33.8

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

内 閣 府 29 4 4 14 7 0 0 236 8.1

警 察 庁 13 0 0 6 2 3 2 1,063 81.8

金 融 庁 12 1 0 4 5 1 1 476 39.7

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 30 7.5

総 務 省 128 4 14 58 34 9 9 3,364 26.3

法 務 省 86 22 16 44 2 0 2 456 5.3

外 務 省 90 15 29 39 4 2 1 651 7.2

財 務 省 15 0 3 6 5 1 0 160 10.7

文 部 科 学 省 697 91 167 323 86 12 18 8,057 11.6

厚 生 労 働 省 298 24 38 133 59 11 33 53,094 178.2

農 林 水 産 省 236 7 40 108 66 8 7 4,933 20.9

経 済 産 業 省 239 11 25 127 56 12 8 4,156 17.4

国 土 交 通 省 242 9 17 114 73 17 12 10,497 43.4

環 境 省 18 1 4 8 5 0 0 163 9.1

防 衛 省 7 0 0 5 0 1 1 1,257 179.6

本 省 庁 合 計 1,959 182 334 926 364 69 84 80,859 41.3

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

金 融 庁 支 部 局 25 0 2 20 3 0 0 136 5.4

総 務 省 支 部 局 30 6 5 15 4 0 0 147 4.9

財 務 省 支 部 局 393 3 67 310 12 1 0 1,286 3.3

厚 生 労 働 省 支 部 局 137 1 15 87 19 3 12 3,720 27.2

国 土 交 通 省 支 部 局 331 6 32 130 133 15 15 10,840 32.7

環 境 省 支 部 局 2 0 0 0 2 0 0 26 13.0

支 部 局 合 計 909 16 117 557 173 19 27 16,138 17.8

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁

所管官庁

所管官庁

職員

合計人数

職員

平均人数

職員

合計人数

職員

合計人数

職員

平均人数

職員

合計人数

職員

平均人数

職員

平均人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

北 海 道 知 事 355 42 76 147 67 10 13 6,263 17.6

青 森 県 知 事 140 10 32 53 21 16 8 5,519 39.4

岩 手 県 知 事 183 23 31 83 34 8 4 2,695 14.7

宮 城 県 知 事 178 11 49 64 31 8 15 6,151 34.6

秋 田 県 知 事 132 15 32 59 16 5 5 1,966 14.9

山 形 県 知 事 101 24 18 38 14 4 3 1,863 18.4

福 島 県 知 事 199 26 42 70 42 5 14 12,274 61.7

茨 城 県 知 事 211 33 32 90 38 10 8 4,519 21.4

栃 木 県 知 事 116 12 24 58 13 5 4 1,516 13.1

群 馬 県 知 事 135 22 30 50 24 3 6 2,846 21.1

埼 玉 県 知 事 226 26 44 80 51 16 9 4,592 20.3

千 葉 県 知 事 214 36 34 92 46 4 2 2,173 10.2

東 京 都 知 事 229 29 32 106 38 8 16 7,596 33.2

神 奈 川 県 知 事 279 22 44 123 58 16 16 7,110 25.5

新 潟 県 知 事 193 34 35 79 31 8 6 3,489 18.1

富 山 県 知 事 113 9 32 44 21 4 3 1,368 12.1

石 川 県 知 事 169 17 39 70 33 3 7 3,480 20.6

福 井 県 知 事 146 20 37 65 17 3 4 1,999 13.7

山 梨 県 知 事 86 15 14 38 12 4 3 3,437 40.0

長 野 県 知 事 173 17 32 75 39 5 5 3,260 18.8

岐 阜 県 知 事 139 11 34 54 29 9 2 2,031 14.6

静 岡 県 知 事 158 20 38 53 30 6 11 5,201 32.9

愛 知 県 知 事 211 25 41 84 41 5 15 4,017 19.0

三 重 県 知 事 126 11 29 53 27 2 4 1,458 11.6

滋 賀 県 知 事 95 13 19 40 14 6 3 1,730 18.2

京 都 府 知 事 177 20 35 72 32 5 13 5,309 30.0

大 阪 府 知 事 377 38 91 151 59 18 20 9,383 24.9

兵 庫 県 知 事 145 17 28 52 23 11 14 5,574 38.4

奈 良 県 知 事 140 20 31 61 23 2 3 2,476 17.7

和 歌 山 県 知 事 110 18 27 42 21 1 1 789 7.2

鳥 取 県 知 事 108 10 19 52 21 3 3 1,518 14.1

島 根 県 知 事 143 39 29 49 24 0 2 935 6.5

岡 山 県 知 事 220 34 54 77 34 8 13 10,570 48.0

広 島 県 知 事 206 41 43 65 39 4 14 4,823 23.4

山 口 県 知 事 212 38 41 85 36 5 7 3,100 14.6

徳 島 県 知 事 92 14 23 37 17 0 1 797 8.7

香 川 県 知 事 109 22 25 37 22 2 1 1,003 9.2

愛 媛 県 知 事 123 20 30 44 17 2 10 4,385 35.7

高 知 県 知 事 141 27 35 59 18 2 0 728 5.2

福 岡 県 知 事 295 21 61 122 66 8 17 13,089 44.4

佐 賀 県 知 事 114 16 27 45 19 4 3 1,391 12.2

長 崎 県 知 事 191 29 49 78 21 9 5 2,273 11.9

熊 本 県 知 事 125 11 24 58 25 6 1 1,812 14.5

大 分 県 知 事 136 17 23 61 27 6 2 1,760 12.9

宮 崎 県 知 事 127 12 28 56 24 4 3 2,954 23.3

鹿 児 島 県 知 事 123 19 23 45 19 6 11 4,319 35.1

沖 縄 県 知 事 138 13 33 63 23 5 1 1,405 10.2

知 事 合 計 7,859 1,019 1,649 3,179 1,397 284 331 178,946 22.8

北 海 道 教 委 69 10 14 22 14 5 4 3,015 43.7

青 森 県 教 委 70 33 19 12 5 1 0 247 3.5

岩 手 県 教 委 52 7 6 19 18 1 1 601 11.6

宮 城 県 教 委 48 12 7 21 8 0 0 283 5.9

秋 田 県 教 委 25 8 9 6 1 1 0 132 5.3

山 形 県 教 委 69 35 14 17 2 1 0 176 2.6

福 島 県 教 委 54 10 12 27 4 1 0 269 5.0

茨 城 県 教 委 24 2 7 9 3 2 1 358 14.9

栃 木 県 教 委 44 17 2 14 6 2 3 727 16.5

群 馬 県 教 委 20 3 6 6 2 2 1 387 19.4

埼 玉 県 教 委 30 4 5 7 7 3 4 880 29.3

千 葉 県 教 委 40 7 7 16 6 3 1 575 14.4

東 京 都 教 委 104 32 32 34 4 1 1 717 6.9

神 奈 川 県 教 委 67 11 13 32 11 0 0 372 5.6

新 潟 県 教 委 48 8 13 21 5 1 0 278 5.8

富 山 県 教 委 28 6 7 8 7 0 0 209 7.5

石 川 県 教 委 45 8 15 14 6 2 0 341 7.6

福 井 県 教 委 30 14 3 9 3 0 1 209 7.0

山 梨 県 教 委 26 5 5 12 4 0 0 158 6.1

長 野 県 教 委 77 24 16 27 9 0 1 383 5.0

岐 阜 県 教 委 44 10 9 22 2 1 0 180 4.1

静 岡 県 教 委 124 66 15 37 4 0 2 566 4.6

愛 知 県 教 委 58 8 12 32 3 2 1 1,052 18.1

三 重 県 教 委 28 10 7 6 5 0 0 140 5.0

滋 賀 県 教 委 30 5 10 9 5 1 0 227 7.6

京 都 府 教 委 96 33 22 29 10 2 0 498 5.2

大 阪 府 教 委 96 29 19 38 8 0 2 643 6.7

兵 庫 県 教 委 65 13 12 24 12 2 2 792 12.2

奈 良 県 教 委 24 6 9 5 4 0 0 116 4.8

和 歌 山 県 教 委 52 24 8 17 2 1 0 161 3.1

鳥 取 県 教 委 24 6 4 9 1 4 0 332 13.8

島 根 県 教 委 38 11 6 12 7 2 0 359 9.4

岡 山 県 教 委 29 8 11 10 0 0 0 53 1.8

広 島 県 教 委 64 14 25 18 5 2 0 384 6.0

山 口 県 教 委 43 20 6 12 5 0 0 119 2.8

徳 島 県 教 委 12 2 4 5 1 0 0 50 4.2

香 川 県 教 委 33 14 7 8 2 2 0 242 7.3

愛 媛 県 教 委 38 11 17 8 2 0 0 68 1.8

高 知 県 教 委 31 11 4 10 5 1 0 234 7.5

福 岡 県 教 委 99 25 27 33 8 4 2 997 10.1

佐 賀 県 教 委 40 4 9 18 8 1 0 312 7.8

長 崎 県 教 委 29 6 4 12 7 0 0 142 4.9

熊 本 県 教 委 31 7 5 13 3 1 2 428 13.8

大 分 県 教 委 32 11 10 9 2 0 0 64 2.0

宮 崎 県 教 委 30 11 6 7 5 1 0 202 6.7

鹿 児 島 県 教 委 44 15 7 18 2 2 0 264 6.0

沖 縄 県 教 委 37 11 10 13 3 0 0 133 3.6

教 委 合 計 2,241 647 497 767 246 55 29 19,075 8.5

職員

平均人数
所管官庁

職員

合計人数
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《全体》

常勤職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

国 所 管 2,868 316 500 1,361 510 81 100 85,911 30.0

都 道 府 県 所 管 10,050 2,534 1,970 3,528 1,456 273 289 161,879 16.1

合 計 12,877 2,843 2,469 4,880 1,955 348 382 244,437 19.0

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

常勤職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

内 閣 府 29 4 4 15 6 0 0 198 6.8

警 察 庁 13 1 0 5 3 2 2 1,033 79.5

金 融 庁 37 1 5 21 8 1 1 585 15.8

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 30 7.5

総 務 省 158 14 22 67 38 8 9 3,282 20.8

法 務 省 86 24 20 37 4 1 0 302 3.5

外 務 省 90 25 28 30 4 2 1 597 6.6

財 務 省 408 11 80 303 13 1 0 1,286 3.2

文 部 科 学 省 697 161 165 269 77 9 16 6,854 9.8

厚 生 労 働 省 435 38 64 206 73 15 39 49,283 113.3

農 林 水 産 省 236 10 46 105 60 8 7 4,752 20.1

経 済 産 業 省 239 17 29 118 58 10 7 3,901 16.3

国 土 交 通 省 573 19 57 240 201 29 27 20,349 35.5

環 境 省 20 1 5 9 5 0 0 162 8.1

防 衛 省 7 1 0 4 0 1 1 367 52.4

国 合 計 2,868 316 500 1,361 510 81 100 85,911 30.0

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

常勤職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

内 閣 府 29 4 4 15 6 0 0 198 6.8

警 察 庁 13 1 0 5 3 2 2 1,033 79.5

金 融 庁 12 1 0 4 5 1 1 454 37.8

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 30 7.5

総 務 省 128 7 15 55 34 8 9 3,151 24.6

法 務 省 86 24 20 37 4 1 0 302 3.5

外 務 省 90 25 28 30 4 2 1 597 6.6

財 務 省 15 1 4 4 5 1 0 148 9.9

文 部 科 学 省 697 161 165 269 77 9 16 6,854 9.8

厚 生 労 働 省 298 37 44 121 55 10 31 46,389 155.7

農 林 水 産 省 236 10 46 105 60 8 7 4,752 20.1

経 済 産 業 省 239 17 29 118 58 10 7 3,901 16.3

国 土 交 通 省 242 10 20 114 72 14 12 9,856 40.7

環 境 省 18 1 5 7 5 0 0 144 8.0

防 衛 省 7 1 0 4 0 1 1 367 52.4

本 省 庁 合 計 1,959 289 360 824 348 61 77 71,122 36.3

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

常勤職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

金 融 庁 支 部 局 25 0 5 17 3 0 0 131 5.2

総 務 省 支 部 局 30 7 7 12 4 0 0 131 4.4

財 務 省 支 部 局 393 10 76 299 8 0 0 1,138 2.9

厚 生 労 働 省 支 部 局 137 1 20 85 18 5 8 2,894 21.1

国 土 交 通 省 支 部 局 331 9 37 126 129 15 15 10,493 31.7

環 境 省 支 部 局 2 0 0 2 0 0 0 18 9.0

支 部 局 合 計 909 27 140 537 162 20 23 14,789 16.3

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁

所管官庁

所管官庁

常勤職員

合計人数

常勤職員

平均人数

常勤職員

合計人数

常勤職員

合計人数

常勤職員

平均人数

常勤職員

合計人数

常勤職員

平均人数

常勤職員

平均人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

常勤職員規模別法人数

法人数 0人 1人 2～9人 10～49人 50～99人 100人以上

北 海 道 知 事 355 64 71 135 62 12 11 5,007 14.1

青 森 県 知 事 140 20 30 48 21 13 8 4,518 32.3

岩 手 県 知 事 183 39 25 80 30 7 2 2,015 11.0

宮 城 県 知 事 178 22 45 64 26 9 12 4,967 27.9

秋 田 県 知 事 132 23 29 58 14 3 5 1,777 13.5

山 形 県 知 事 101 32 16 35 12 4 2 1,574 15.6

福 島 県 知 事 199 35 42 67 37 5 13 11,064 55.6

茨 城 県 知 事 211 44 27 90 35 8 7 3,797 18.0

栃 木 県 知 事 116 16 23 59 10 4 4 1,300 11.2

群 馬 県 知 事 135 27 30 50 20 4 4 2,315 17.1

埼 玉 県 知 事 226 45 40 75 48 12 6 3,466 15.3

千 葉 県 知 事 214 49 34 88 39 3 1 1,473 6.9

東 京 都 知 事 229 39 39 98 34 5 14 6,051 26.4

神 奈 川 県 知 事 279 36 59 117 43 13 11 5,295 19.0

新 潟 県 知 事 193 45 38 68 30 8 4 3,124 16.2

富 山 県 知 事 113 18 29 40 20 3 3 1,195 10.6

石 川 県 知 事 169 34 37 62 28 3 5 2,559 15.1

福 井 県 知 事 146 40 27 57 16 3 3 1,698 11.6

山 梨 県 知 事 86 22 12 34 12 3 3 2,781 32.3

長 野 県 知 事 173 24 27 78 37 3 4 2,666 15.4

岐 阜 県 知 事 139 24 33 46 28 6 2 1,551 11.2

静 岡 県 知 事 158 26 39 49 33 3 8 4,237 26.8

愛 知 県 知 事 211 36 52 73 33 6 11 3,198 15.2

三 重 県 知 事 126 29 21 50 20 5 1 1,121 8.9

滋 賀 県 知 事 95 19 18 38 17 1 2 1,373 14.5

京 都 府 知 事 177 32 38 66 26 3 12 3,549 20.1

大 阪 府 知 事 377 73 89 132 51 17 15 7,292 19.3

兵 庫 県 知 事 145 24 26 50 25 9 11 4,562 31.5

奈 良 県 知 事 140 35 31 48 23 0 3 1,981 14.2

和 歌 山 県 知 事 110 22 30 38 19 0 1 682 6.2

鳥 取 県 知 事 108 17 16 50 19 3 3 1,381 12.8

島 根 県 知 事 143 51 28 43 19 1 1 796 5.6

岡 山 県 知 事 220 60 45 67 28 9 11 9,157 41.6

広 島 県 知 事 206 65 29 60 38 2 12 4,019 19.5

山 口 県 知 事 212 48 40 81 32 4 7 2,624 12.4

徳 島 県 知 事 92 24 19 34 14 0 1 665 7.2

香 川 県 知 事 109 29 27 32 19 1 1 858 7.9

愛 媛 県 知 事 123 33 25 43 11 1 10 3,853 31.3

高 知 県 知 事 141 36 34 52 17 2 0 665 4.7

福 岡 県 知 事 295 34 58 120 61 6 16 11,452 38.8

佐 賀 県 知 事 114 26 22 42 18 4 2 1,192 10.5

長 崎 県 知 事 191 44 45 69 22 9 2 1,772 9.3

熊 本 県 知 事 125 23 24 54 18 5 1 1,502 12.0

大 分 県 知 事 136 26 25 51 27 5 2 1,600 11.8

宮 崎 県 知 事 127 20 27 51 24 3 2 2,684 21.1

鹿 児 島 県 知 事 123 24 27 37 22 3 10 3,809 31.0

沖 縄 県 知 事 138 29 27 59 18 4 1 1,022 7.4

知 事 合 計 7,859 1,583 1,575 2,938 1,256 237 270 147,239 18.7

北 海 道 教 委 69 17 9 23 12 4 4 2,503 36.3

青 森 県 教 委 70 39 14 11 5 1 0 238 3.4

岩 手 県 教 委 52 12 7 15 16 2 0 503 9.7

宮 城 県 教 委 48 23 7 11 6 0 1 1,080 22.5

秋 田 県 教 委 25 11 7 5 1 1 0 105 4.2

山 形 県 教 委 69 43 9 14 3 0 0 144 2.1

福 島 県 教 委 54 23 11 15 4 1 0 206 3.8

茨 城 県 教 委 24 7 3 8 4 2 0 291 12.1

栃 木 県 教 委 44 23 2 10 4 3 2 641 14.6

群 馬 県 教 委 20 6 5 5 1 2 1 356 17.8

埼 玉 県 教 委 30 9 1 7 10 2 1 566 18.9

千 葉 県 教 委 40 12 8 10 8 1 1 457 11.4

東 京 都 教 委 104 45 28 26 3 1 1 556 5.3

神 奈 川 県 教 委 67 22 14 24 7 0 0 219 3.3

新 潟 県 教 委 48 15 13 15 5 0 0 212 4.4

富 山 県 教 委 28 9 4 10 5 0 0 140 5.0

石 川 県 教 委 45 12 15 11 5 2 0 308 6.8

福 井 県 教 委 30 15 3 8 3 0 1 199 6.6

山 梨 県 教 委 26 7 6 11 2 0 0 105 4.0

長 野 県 教 委 77 37 12 22 5 0 1 305 4.0

岐 阜 県 教 委 44 19 6 17 2 0 0 123 2.8

静 岡 県 教 委 124 78 20 20 3 0 3 495 4.0

愛 知 県 教 委 58 19 9 24 4 1 1 722 12.4

三 重 県 教 委 28 16 3 5 4 0 0 88 3.1

滋 賀 県 教 委 30 15 3 7 5 0 0 139 4.6

京 都 府 教 委 96 44 17 25 9 1 0 369 3.8

大 阪 府 教 委 96 38 24 27 5 1 1 446 4.6

兵 庫 県 教 委 65 19 10 23 11 1 1 581 8.9

奈 良 県 教 委 24 12 4 5 3 0 0 72 3.0

和 歌 山 県 教 委 52 38 2 9 2 1 0 116 2.2

鳥 取 県 教 委 24 7 6 6 2 3 0 261 10.9

島 根 県 教 委 38 13 6 10 8 1 0 292 7.7

岡 山 県 教 委 29 16 5 8 0 0 0 41 1.4

広 島 県 教 委 64 31 13 14 5 1 0 294 4.6

山 口 県 教 委 43 26 4 11 2 0 0 94 2.2

徳 島 県 教 委 12 4 3 4 1 0 0 39 3.3

香 川 県 教 委 33 16 7 6 3 1 0 194 5.9

愛 媛 県 教 委 38 23 7 6 2 0 0 50 1.3

高 知 県 教 委 31 12 5 8 5 1 0 197 6.4

福 岡 県 教 委 99 37 19 29 10 3 1 735 7.4

佐 賀 県 教 委 40 6 9 19 6 0 0 240 6.0

長 崎 県 教 委 29 10 4 10 5 0 0 117 4.0

熊 本 県 教 委 31 10 8 7 3 1 2 375 12.1

大 分 県 教 委 32 20 4 7 1 0 0 40 1.3

宮 崎 県 教 委 30 14 4 6 6 0 0 183 6.1

鹿 児 島 県 教 委 44 17 12 11 2 2 0 224 5.1

沖 縄 県 教 委 37 15 8 12 2 0 0 109 2.9

教 委 合 計 2,241 962 400 597 220 40 22 15,770 7.0

常勤職員

平均人数
所管官庁

常勤職員

合計人数
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《全体》

法人数 0～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50人以上

国 所 管 2,868 1,261 349 494 182 68 40 128 33,133 26.3

都 道 府 県 所 管 10,050 4,078 1,326 1,648 512 240 129 223 73,190 17.9

合 計 12,877 5,321 1,670 2,138 689 305 169 350 105,871 19.9

《国所管》

法人数 0～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50人以上

内 閣 府 29 14 2 9 3 0 0 0 179 12.8

警 察 庁 13 10 3 3 1 0 2 1 314 31.4

金 融 庁 37 2 0 2 0 0 0 0 35 17.5

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

総 務 省 158 102 31 49 11 6 1 4 1,680 16.5

法 務 省 86 16 3 10 1 2 0 0 253 15.8

外 務 省 90 52 24 18 6 1 1 2 692 13.3

財 務 省 408 34 13 6 1 0 1 13 1,718 50.5

文 部 科 学 省 697 516 129 196 87 22 15 67 16,050 31.1

厚 生 労 働 省 435 224 73 79 30 11 11 20 5,850 26.1

農 林 水 産 省 236 81 21 42 11 5 0 2 1,203 14.9

経 済 産 業 省 239 111 28 44 15 7 6 11 2,564 23.1

国 土 交 通 省 573 182 36 73 37 18 6 12 4,078 22.4

環 境 省 20 11 1 6 1 2 1 0 224 20.4

防 衛 省 7 5 2 2 1 0 0 0 63 12.6

国 合 計 2,868 1,261 349 494 182 68 40 128 33,133 26.3

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数 0～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50人以上

内 閣 府 29 14 2 9 3 0 0 0 179 12.8

警 察 庁 13 10 3 3 1 0 2 1 314 31.4

金 融 庁 12 2 0 2 0 0 0 0 35 17.5

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

総 務 省 128 98 30 46 11 6 1 4 1,634 16.7

法 務 省 86 16 3 10 1 2 0 0 253 15.8

外 務 省 90 52 24 18 6 1 1 2 692 13.3

財 務 省 15 10 3 6 1 0 0 0 113 11.3

文 部 科 学 省 697 516 129 196 87 22 15 67 16,050 31.1

厚 生 労 働 省 298 177 64 65 20 7 8 13 4,606 26.0

農 林 水 産 省 236 81 21 42 11 5 0 2 1,203 14.9

経 済 産 業 省 239 111 28 44 15 7 6 11 2,564 23.1

国 土 交 通 省 242 122 18 55 24 9 6 10 2,821 23.1

環 境 省 18 10 1 6 1 1 1 0 194 19.4

防 衛 省 7 5 2 2 1 0 0 0 63 12.6

本 省 庁 合 計 1,959 1,125 311 459 159 54 36 106 28,951 25.7

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 0～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50人以上

金 融 庁 支 部 局 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

総 務 省 支 部 局 30 4 1 3 0 0 0 0 46 11.5

財 務 省 支 部 局 393 24 10 0 0 0 1 13 1,605 66.9

厚 生 労 働 省 支 部 局 137 47 9 14 10 4 3 7 1,244 26.5

国 土 交 通 省 支 部 局 331 60 18 18 13 9 0 2 1,257 21.0

環 境 省 支 部 局 2 1 0 0 0 1 0 0 30 30.0

支 部 局 合 計 909 136 38 35 23 14 4 22 4,182 30.8

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

評議員制度

有り法人数

評議員規模別法人数

所管官庁
評議員制度

有り法人数

評議員規模別法人数

評議員

平均人数

評議員制度

有り法人数

評議員規模別法人数 評議員

合計人数

評議員

平均人数

評議員

合計人数
所管官庁

所管官庁

所管官庁

評議員制度

有り法人数

（注） 1　評議員平均人数は、評議員制度有りの法人についての平均。

　　　 2　共管重複分を除く実数。

評議員規模別法人数

評議員

合計人数

評議員

平均人数

評議員

平均人数

評議員

合計人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数 0～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人 50人以上

北 海 道 知 事 355 122 52 51 11 4 1 3 1,633 13.4

青 森 県 知 事 140 36 17 8 2 6 2 1 644 17.9

岩 手 県 知 事 183 57 24 25 5 1 1 1 707 12.4

宮 城 県 知 事 178 60 21 21 8 4 3 3 1,079 18.0

秋 田 県 知 事 132 35 10 15 4 2 2 2 684 19.5

山 形 県 知 事 101 37 12 17 5 1 1 1 535 14.5

福 島 県 知 事 199 66 24 26 11 3 0 2 969 14.7

茨 城 県 知 事 211 68 17 41 1 4 3 2 1,050 15.4

栃 木 県 知 事 116 47 11 22 8 2 3 1 778 16.6

群 馬 県 知 事 135 50 21 14 9 3 0 3 756 15.1

埼 玉 県 知 事 226 65 16 30 8 3 3 5 1,318 20.3

千 葉 県 知 事 214 43 12 21 3 1 1 5 859 20.0

東 京 都 知 事 229 85 28 32 13 5 1 6 1,713 20.2

神 奈 川 県 知 事 279 89 25 42 13 4 2 3 1,442 16.2

新 潟 県 知 事 193 72 22 31 6 4 4 5 1,388 19.3

富 山 県 知 事 113 39 11 17 5 1 2 3 701 18.0

石 川 県 知 事 169 54 17 23 6 2 4 2 924 17.1

福 井 県 知 事 146 49 26 11 4 3 1 4 878 17.9

山 梨 県 知 事 86 32 9 13 4 3 1 2 575 18.0

長 野 県 知 事 173 72 18 36 12 1 2 3 1,203 16.7

岐 阜 県 知 事 139 46 20 13 8 3 2 0 658 14.3

静 岡 県 知 事 158 64 22 32 6 1 1 2 897 14.0

愛 知 県 知 事 211 84 32 33 9 2 2 6 1,657 19.7

三 重 県 知 事 126 51 19 20 7 3 2 0 760 14.9

滋 賀 県 知 事 95 34 7 21 6 0 0 0 466 13.7

京 都 府 知 事 177 73 25 28 5 8 2 5 1,346 18.4

大 阪 府 知 事 377 123 47 43 15 6 3 9 2,308 18.8

兵 庫 県 知 事 145 52 19 14 9 3 1 6 1,071 20.6

奈 良 県 知 事 140 37 13 12 2 4 1 5 885 23.9

和 歌 山 県 知 事 110 34 14 11 2 4 0 3 583 17.1

鳥 取 県 知 事 108 27 11 11 2 1 2 0 411 15.2

島 根 県 知 事 143 45 20 16 6 1 1 1 609 13.5

岡 山 県 知 事 220 81 19 45 8 2 4 3 1,403 17.3

広 島 県 知 事 206 82 19 28 14 12 2 7 1,972 24.0

山 口 県 知 事 212 39 11 13 5 3 3 4 925 23.7

徳 島 県 知 事 92 25 9 11 2 2 0 1 441 17.6

香 川 県 知 事 109 37 12 15 4 3 2 1 640 17.3

愛 媛 県 知 事 123 47 11 16 10 6 3 1 1,193 25.4

高 知 県 知 事 141 48 23 12 6 2 3 2 819 17.1

福 岡 県 知 事 295 79 31 26 13 7 1 1 1,135 14.4

佐 賀 県 知 事 114 22 11 4 4 2 0 1 412 18.7

長 崎 県 知 事 191 50 20 20 3 5 0 2 787 15.7

熊 本 県 知 事 125 27 10 11 3 2 0 1 419 15.5

大 分 県 知 事 136 29 10 12 0 1 2 4 584 20.1

宮 崎 県 知 事 127 25 7 8 6 1 1 2 532 21.3

鹿 児 島 県 知 事 123 40 13 15 4 4 2 2 725 18.1

沖 縄 県 知 事 138 40 16 16 5 1 2 0 546 13.7

知 事 合 計 7,859 2,519 864 1,002 302 146 79 126 44,020 17.5

北 海 道 教 委 69 58 19 27 10 1 0 1 924 15.9

青 森 県 教 委 70 51 7 20 12 8 3 1 1,073 21.0

岩 手 県 教 委 52 33 9 10 4 6 1 3 736 22.3

宮 城 県 教 委 48 35 13 13 4 3 2 0 519 14.8

秋 田 県 教 委 25 21 4 10 6 1 0 0 325 15.5

山 形 県 教 委 69 59 21 25 5 5 0 3 886 15.0

福 島 県 教 委 54 40 12 19 5 3 1 0 568 14.2

茨 城 県 教 委 24 17 5 7 2 1 1 1 287 16.9

栃 木 県 教 委 44 36 7 18 5 5 0 1 623 17.3

群 馬 県 教 委 20 13 3 7 1 0 1 1 273 21.0

埼 玉 県 教 委 30 25 6 14 3 0 0 2 429 17.2

千 葉 県 教 委 40 32 6 9 3 4 3 7 1,050 32.8

東 京 都 教 委 104 82 32 37 6 0 3 4 1,298 15.8

神 奈 川 県 教 委 67 44 14 14 11 1 2 2 772 17.5

新 潟 県 教 委 48 30 8 14 1 1 3 3 613 20.4

富 山 県 教 委 28 21 3 9 4 3 0 2 454 21.6

石 川 県 教 委 45 29 3 14 5 2 0 5 780 26.9

福 井 県 教 委 30 20 7 9 3 0 0 1 371 18.6

山 梨 県 教 委 26 18 6 6 0 2 1 3 410 22.8

長 野 県 教 委 77 58 12 23 14 3 1 5 1,301 22.4

岐 阜 県 教 委 44 33 12 13 5 2 0 1 496 15.0

静 岡 県 教 委 124 35 14 7 6 4 2 2 638 18.2

愛 知 県 教 委 58 50 8 25 10 2 1 4 1,056 21.1

三 重 県 教 委 28 23 10 8 1 3 0 1 379 16.5

滋 賀 県 教 委 30 30 8 19 0 1 1 1 474 15.8

京 都 府 教 委 96 73 26 32 5 4 4 2 1,096 15.0

大 阪 府 教 委 96 76 24 32 14 2 1 3 1,211 15.9

兵 庫 県 教 委 65 48 16 16 3 4 3 6 1,288 26.8

奈 良 県 教 委 24 17 7 7 1 1 0 1 285 16.8

和 歌 山 県 教 委 52 24 6 12 4 0 1 1 378 15.8

鳥 取 県 教 委 24 18 8 4 4 2 0 0 280 15.6

島 根 県 教 委 38 33 6 18 3 3 2 1 629 19.1

岡 山 県 教 委 29 29 12 13 2 0 0 2 474 16.3

広 島 県 教 委 64 39 11 18 6 2 1 1 597 15.3

山 口 県 教 委 43 29 11 11 2 0 2 3 844 29.1

徳 島 県 教 委 12 7 1 3 1 1 0 1 184 26.3

香 川 県 教 委 33 25 11 9 3 1 0 1 335 13.4

愛 媛 県 教 委 38 33 10 12 7 2 0 2 586 17.8

高 知 県 教 委 31 18 6 10 1 0 0 1 242 13.4

福 岡 県 教 委 99 69 23 31 4 4 4 3 1,201 17.4

佐 賀 県 教 委 40 23 5 4 3 3 3 5 681 29.6

長 崎 県 教 委 29 23 5 8 6 0 2 2 488 21.2

熊 本 県 教 委 31 28 10 15 3 0 0 0 323 11.5

大 分 県 教 委 32 20 6 6 3 2 0 3 434 21.7

宮 崎 県 教 委 30 16 5 8 2 1 0 0 211 13.2

鹿 児 島 県 教 委 44 35 14 13 3 3 1 1 566 16.2

沖 縄 県 教 委 37 21 5 7 5 0 0 4 553 26.3

教 委 合 計 2,241 1,597 477 666 211 96 50 97 29,621 18.5

所管官庁
評議員制度

有り法人数

評議員規模別法人数 評議員

平均人数

評議員

合計人数
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《全体》

評議員制度

有り法人数
0%

0 ％超

25％以下

25 ％超

50％以下

50 ％超

75％以下

75％超

100％未満
100% 単 管 共 管

国 所 管 1,049 749 181 116 2 0 1 1,046 3

都 道 府 県 所 管 3,701 3,061 439 97 13 33 58 3,597 103 1

合 計 4,732 3,800 613 212 15 33 59 4,625 106 1

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

評議員制度

有り法人数
0%

0 ％超

25％以下

25 ％超

50％以下

50 ％超

75％以下

75％超

100％未満
100% 単 管 共 管

内 閣 府 10 5 3 2 0 0 0 10 0 0

警 察 庁 8 0 2 6 0 0 0 8 0 0

金 融 庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 97 43 26 28 0 0 0 97 0 0

法 務 省 14 6 4 3 1 0 0 13 1 0

外 務 省 41 34 5 1 0 0 1 40 1 0

財 務 省 8 2 3 3 0 0 0 8 0 0

文 部 科 学 省 446 400 38 8 0 0 0 446 0 0

厚 生 労 働 省 187 146 29 11 1 0 0 186 1 0

農 林 水 産 省 69 21 27 21 0 0 0 69 0 0

経 済 産 業 省 89 55 23 11 0 0 0 89 0 0

国 土 交 通 省 154 69 50 35 0 0 0 154 0 0

環 境 省 8 6 2 0 0 0 0 8 0 0

防 衛 省 5 0 1 4 0 0 0 5 0 0

国 合 計 1,049 749 181 116 2 0 1 1,046 3 0

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

評議員制度

有り法人数
0%

0 ％超

25％以下

25 ％超

50％以下

50 ％超

75％以下

75％超

100％未満
100% 単 管 共 管

内 閣 府 10 5 3 2 0 0 0 10 0 0

警 察 庁 8 0 2 6 0 0 0 8 0 0

金 融 庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 93 41 24 28 0 0 0 93 0 0

法 務 省 14 6 4 3 1 0 0 13 1 0

外 務 省 41 34 5 1 0 0 1 40 1 0

財 務 省 8 2 3 3 0 0 0 8 0 0

文 部 科 学 省 446 400 38 8 0 0 0 446 0 0

厚 生 労 働 省 155 121 23 10 1 0 0 154 1 0

農 林 水 産 省 69 21 27 21 0 0 0 69 0 0

経 済 産 業 省 89 55 23 11 0 0 0 89 0 0

国 土 交 通 省 101 28 41 32 0 0 0 101 0 0

環 境 省 7 5 2 0 0 0 0 7 0 0

防 衛 省 5 0 1 4 0 0 0 5 0 0

本 省 庁 合 計 959 680 164 112 2 0 1 956 3 0

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

評議員制度

有り法人数
0%

0 ％超

25％以下

25 ％超

50％以下

50 ％超

75％以下

75％超

100％未満
100% 単 管 共 管

金 融 庁 支 部 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 支 部 局 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0

財 務 省 支 部 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 32 25 6 1 0 0 0 32 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 53 41 9 3 0 0 0 53 0 0

環 境 省 支 部 局 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

支 部 局 合 計 90 69 17 4 0 0 0 90 0 0

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

２分の１

以下
所管官庁

２分の１超

所管官庁

２分の１

以下

２分の１超

特例財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数

所管官庁

特例財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数
２分の１

以下

２分の１超

特例財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数

所管官庁

特例財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数
２分の１

以下

２分の１超
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

評議員制度

有り法人数
0%

0 ％超

25％以下

25 ％超

50％以下

50 ％超

75％以下

75％超

100％未満
100% 単 管 共 管

北 海 道 知 事 111 102 4 2 1 1 1 108 3 0

青 森 県 知 事 34 26 6 0 0 1 1 32 2 0

岩 手 県 知 事 50 38 5 3 0 2 2 46 4 0

宮 城 県 知 事 55 48 3 2 0 0 2 53 2 0

秋 田 県 知 事 32 19 9 1 1 1 1 29 3 0

山 形 県 知 事 35 20 11 1 1 1 1 32 3 0

福 島 県 知 事 59 42 11 5 0 0 1 58 1 0

茨 城 県 知 事 63 40 18 3 0 1 1 61 2 0

栃 木 県 知 事 45 34 9 1 0 0 1 44 1 0

群 馬 県 知 事 46 33 7 5 0 0 1 45 1 0

埼 玉 県 知 事 57 48 8 0 0 1 0 56 1 0

千 葉 県 知 事 35 27 6 1 0 0 1 34 1 0

東 京 都 知 事 67 62 5 0 0 0 0 67 0 0

神 奈 川 県 知 事 77 67 8 0 1 0 1 75 2 0

新 潟 県 知 事 62 40 11 8 0 2 1 59 3 0

富 山 県 知 事 33 19 10 3 0 0 1 32 1 0

石 川 県 知 事 48 35 8 3 1 0 1 46 2 0

福 井 県 知 事 41 34 4 1 0 0 2 39 2 0

山 梨 県 知 事 28 21 4 2 0 0 1 27 1 0

長 野 県 知 事 68 56 8 2 0 1 1 66 2 0

岐 阜 県 知 事 42 36 4 1 0 1 0 41 1 0

静 岡 県 知 事 59 44 11 2 0 1 1 57 2 0

愛 知 県 知 事 76 55 12 6 0 2 1 73 3 0

三 重 県 知 事 48 33 10 3 0 0 2 46 2 0

滋 賀 県 知 事 33 25 3 3 0 1 1 31 2 0

京 都 府 知 事 64 60 3 0 0 0 1 63 1 0

大 阪 府 知 事 108 100 4 0 0 0 4 104 3 1

兵 庫 県 知 事 42 36 4 0 0 1 1 40 2 0

奈 良 県 知 事 30 26 2 0 0 1 1 28 2 0

和 歌 山 県 知 事 28 23 2 0 0 1 2 25 3 0

鳥 取 県 知 事 26 24 1 0 0 1 0 25 1 0

島 根 県 知 事 42 36 4 0 0 0 2 40 2 0

岡 山 県 知 事 69 57 8 2 0 1 1 67 2 0

広 島 県 知 事 70 59 8 0 1 1 1 67 3 0

山 口 県 知 事 33 26 3 1 0 0 3 30 3 0

徳 島 県 知 事 21 9 9 0 1 1 1 18 3 0

香 川 県 知 事 34 30 2 1 0 0 1 33 1 0

愛 媛 県 知 事 42 36 4 0 0 1 1 40 2 0

高 知 県 知 事 45 28 12 2 0 0 3 42 3 0

福 岡 県 知 事 66 55 7 1 0 0 3 63 3 0

佐 賀 県 知 事 18 12 6 0 0 0 0 18 0 0

長 崎 県 知 事 46 30 13 2 0 1 0 45 1 0

熊 本 県 知 事 25 12 7 4 0 1 1 23 2 0

大 分 県 知 事 20 13 4 1 0 1 1 18 2 0

宮 崎 県 知 事 17 13 3 0 0 1 0 16 1 0

鹿 児 島 県 知 事 38 30 5 0 1 1 1 35 3 0

沖 縄 県 知 事 34 25 5 3 0 0 1 33 1 0

知 事 合 計 2,222 1,744 311 75 8 29 55 2,130 91 1

北 海 道 教 委 58 56 2 0 0 0 0 58 0 0

青 森 県 教 委 51 26 24 1 0 0 0 51 0 0

岩 手 県 教 委 33 28 5 0 0 0 0 33 0 0

宮 城 県 教 委 33 30 2 1 0 0 0 33 0 0

秋 田 県 教 委 21 16 5 0 0 0 0 21 0 0

山 形 県 教 委 58 55 2 1 0 0 0 58 0 0

福 島 県 教 委 40 39 1 0 0 0 0 40 0 0

茨 城 県 教 委 17 14 3 0 0 0 0 17 0 0

栃 木 県 教 委 36 28 6 1 1 0 0 35 1 0

群 馬 県 教 委 13 10 2 0 1 0 0 12 1 0

埼 玉 県 教 委 24 19 4 0 0 1 0 23 1 0

千 葉 県 教 委 29 24 4 1 0 0 0 29 0 0

東 京 都 教 委 76 73 2 1 0 0 0 76 0 0

神 奈 川 県 教 委 44 42 2 0 0 0 0 44 0 0

新 潟 県 教 委 28 27 1 0 0 0 0 28 0 0

富 山 県 教 委 21 18 3 0 0 0 0 21 0 0

石 川 県 教 委 26 21 3 2 0 0 0 26 0 0

福 井 県 教 委 19 16 1 2 0 0 0 19 0 0

山 梨 県 教 委 18 16 2 0 0 0 0 18 0 0

長 野 県 教 委 50 50 0 0 0 0 0 50 0 0

岐 阜 県 教 委 32 32 0 0 0 0 0 32 0 0

静 岡 県 教 委 31 31 0 0 0 0 0 31 0 0

愛 知 県 教 委 49 46 3 0 0 0 0 49 0 0

三 重 県 教 委 22 21 1 0 0 0 0 22 0 0

滋 賀 県 教 委 29 29 0 0 0 0 0 29 0 0

京 都 府 教 委 70 70 0 0 0 0 0 70 0 0

大 阪 府 教 委 71 69 0 0 0 1 1 69 1 1

兵 庫 県 教 委 38 33 4 1 0 0 0 38 0 0

奈 良 県 教 委 17 17 0 0 0 0 0 17 0 0

和 歌 山 県 教 委 23 22 1 0 0 0 0 23 0 0

鳥 取 県 教 委 18 14 1 1 1 1 0 16 2 0

島 根 県 教 委 32 28 3 1 0 0 0 32 0 0

岡 山 県 教 委 28 20 7 1 0 0 0 28 0 0

広 島 県 教 委 37 31 6 0 0 0 0 37 0 0

山 口 県 教 委 26 22 4 0 0 0 0 26 0 0

徳 島 県 教 委 6 5 1 0 0 0 0 6 0 0

香 川 県 教 委 25 22 3 0 0 0 0 25 0 0

愛 媛 県 教 委 33 31 2 0 0 0 0 33 0 0

高 知 県 教 委 17 11 3 2 1 0 0 16 1 0

福 岡 県 教 委 66 54 8 3 0 1 0 65 1 0

佐 賀 県 教 委 23 21 1 1 0 0 0 23 0 0

長 崎 県 教 委 22 13 7 0 1 0 1 20 2 0

熊 本 県 教 委 28 27 1 0 0 0 0 28 0 0

大 分 県 教 委 16 15 1 0 0 0 0 16 0 0

宮 崎 県 教 委 14 14 0 0 0 0 0 14 0 0

鹿 児 島 県 教 委 34 26 4 2 0 0 2 32 2 0

沖 縄 県 教 委 14 13 0 1 0 0 0 14 0 0

教 委 合 計 1,516 1,345 135 23 5 4 4 1,503 12 1

所管官庁

特例財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数
２分の１

以下

２分の１超

 

186 



  

データ等 付属資料 

資
料
49 

 

 

 

 

《全体》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

国 所 管 2,816 402 856 412 632 171 343 4,127,018  1,466  

都 道 府 県 所 管 9,734 3,120 2,607 970 1,898 409 730 4,032,053  414  

合 計 12,511 3,514 3,460 1,380 2,518 576 1,063 8,114,923  649  

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 2 13 4 6 2 2 477,095  16,452  

警 察 庁 12 0 2 1 3 0 6 20,478  1,707  

金 融 庁 37 1 14 4 7 4 7 256,204  6,924  

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 652  163  

総 務 省 158 22 27 19 30 17 43 948,056  6,000  

法 務 省 82 16 24 8 26 6 2 24,013  293  

外 務 省 90 47 19 11 7 2 4 22,285  248  

財 務 省 395 35 243 84 29 2 2 25,082  63  

文 部 科 学 省 688 174 201 71 159 35 48 461,618  671  

厚 生 労 働 省 423 47 123 53 92 27 81 994,897  2,352  

農 林 水 産 省 235 12 48 44 59 21 51 514,185  2,188  

経 済 産 業 省 236 15 62 45 64 18 32 457,955  1,940  

国 土 交 通 省 563 40 112 84 185 47 95 795,762  1,413  

環 境 省 19 3 2 5 7 1 1 5,625  296  

防 衛 省 7 0 3 1 1 0 2 13,509  1,930  

国 合 計 2,816 402 856 412 632 171 343 4,127,018  1,466  

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 2 13 4 6 2 2 477,095  16,452  

警 察 庁 12 0 2 1 3 0 6 20,478  1,707  

金 融 庁 12 1 0 1 2 2 6 251,792  20,983  

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 652  163  

総 務 省 128 14 14 15 28 16 41 943,617  7,372  

法 務 省 82 16 24 8 26 6 2 24,013  293  

外 務 省 90 47 19 11 7 2 4 22,285  248  

財 務 省 14 2 5 1 3 1 2 8,873  634  

文 部 科 学 省 688 174 201 71 159 35 48 461,618  671  

厚 生 労 働 省 290 41 56 35 72 22 64 926,066  3,193  

農 林 水 産 省 235 12 48 44 59 21 51 514,185  2,188  

経 済 産 業 省 236 15 62 45 64 18 32 457,955  1,940  

国 土 交 通 省 238 16 35 39 72 17 59 632,074  2,656  

環 境 省 17 3 2 3 7 1 1 5,446  320  

防 衛 省 7 0 3 1 1 0 2 13,509  1,930  

本 省 庁 合 計 1,929 331 455 258 466 132 287 3,869,523  2,006  

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 0 14 3 5 2 1 4,412  176  

総 務 省 支 部 局 30 8 13 4 2 1 2 4,439  148  

財 務 省 支 部 局 381 33 238 83 26 1 0 16,210  43  

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 6 67 18 20 5 17 68,830  518  

国 土 交 通 省 支 部 局 325 24 77 45 113 30 36 163,688  504  

環 境 省 支 部 局 2 0 0 2 0 0 0 179  90  

支 部 局 合 計 887 71 401 154 166 39 56 257,495  290  

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

年間収入

合計金額

（百万円）

所管官庁

所管官庁

年間収入

平均金額

（百万円）

年間収入

平均金額

（百万円）

年間収入額規模別法人数

年間収入額規模別法人数

年間収入

合計金額

（百万円）

年間収入

合計金額

（百万円）

年間収入額規模別法人数

年間収入

合計金額

（百万円）

所管官庁

年間収入

平均金額

（百万円）

年間収入

平均金額

（百万円）

年間収入額規模別法人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

北 海 道 知 事 315 76 89 40 65 13 32 169,208  537  

青 森 県 知 事 132 37 29 13 28 8 17 92,731  703  

岩 手 県 知 事 183 42 53 19 52 6 11 37,789  206  

宮 城 県 知 事 177 44 49 17 37 11 19 78,845  445  

秋 田 県 知 事 129 41 38 15 21 3 11 36,759  285  

山 形 県 知 事 98 40 24 9 10 4 11 35,784  365  

福 島 県 知 事 193 42 55 25 40 10 21 172,481  894  

茨 城 県 知 事 208 50 41 27 65 13 12 108,177  520  

栃 木 県 知 事 114 30 31 19 24 1 9 34,310  301  

群 馬 県 知 事 133 44 41 13 22 5 8 34,390  259  

埼 玉 県 知 事 222 58 50 19 58 13 24 103,202  465  

千 葉 県 知 事 213 60 50 33 50 12 8 52,963  249  

東 京 都 知 事 227 36 58 32 49 21 31 171,648  756  

神 奈 川 県 知 事 266 42 84 27 76 14 23 119,255  448  

新 潟 県 知 事 192 52 60 26 34 6 14 68,010  354  

富 山 県 知 事 111 28 38 7 32 2 4 17,292  156  

石 川 県 知 事 163 54 39 17 37 8 8 100,330  616  

福 井 県 知 事 141 46 43 15 27 3 7 28,315  201  

山 梨 県 知 事 86 25 24 12 16 4 5 43,375  504  

長 野 県 知 事 168 34 50 20 43 5 16 63,388  377  

岐 阜 県 知 事 134 33 38 14 32 7 10 149,967  1,119  

静 岡 県 知 事 153 31 44 14 36 9 19 85,107  556  

愛 知 県 知 事 202 50 57 16 41 13 25 99,042  490  

三 重 県 知 事 110 30 38 13 17 5 7 20,569  187  

滋 賀 県 知 事 95 29 34 7 17 0 8 28,089  296  

京 都 府 知 事 174 43 42 16 49 8 16 68,437  393  

大 阪 府 知 事 371 100 111 33 76 18 33 219,762  592  

兵 庫 県 知 事 138 29 28 19 31 9 22 155,951  1,130  

奈 良 県 知 事 137 40 44 9 33 6 5 32,431  237  

和 歌 山 県 知 事 109 35 29 15 25 3 2 14,875  136  

鳥 取 県 知 事 98 22 39 8 21 3 5 19,447  198  

島 根 県 知 事 137 63 31 11 27 2 3 15,528  113  

岡 山 県 知 事 207 68 53 27 32 12 15 195,422  944  

広 島 県 知 事 204 72 49 19 37 11 16 80,976  397  

山 口 県 知 事 209 69 64 26 34 4 12 46,063  220  

徳 島 県 知 事 91 34 27 7 17 3 3 14,351  158  

香 川 県 知 事 105 33 33 7 25 2 5 16,598  158  

愛 媛 県 知 事 121 42 34 8 19 4 14 57,789  478  

高 知 県 知 事 139 45 45 20 22 4 3 13,721  99  

福 岡 県 知 事 282 56 82 32 68 10 34 203,701  722  

佐 賀 県 知 事 113 41 32 11 19 5 5 18,188  161  

長 崎 県 知 事 169 54 55 17 29 6 8 33,300  197  

熊 本 県 知 事 120 30 32 14 30 5 9 55,972  466  

大 分 県 知 事 135 39 41 22 22 8 3 22,329  165  

宮 崎 県 知 事 127 33 42 14 28 3 7 48,172  379  

鹿 児 島 県 知 事 122 32 32 18 22 5 13 62,127  509  

沖 縄 県 知 事 121 40 34 7 24 4 12 35,004  289  

知 事 合 計 7,594 2,074 2,136 829 1,619 331 605 3,381,171  445  

北 海 道 教 委 68 22 12 5 17 2 10 98,809  1,453  

青 森 県 教 委 70 38 20 1 7 1 3 16,293  233  

岩 手 県 教 委 51 15 10 6 15 3 2 12,323  242  

宮 城 県 教 委 46 22 12 2 6 2 2 10,061  219  

秋 田 県 教 委 25 13 4 0 4 1 3 7,799  312  

山 形 県 教 委 67 39 16 6 2 2 2 5,502  82  

福 島 県 教 委 54 28 8 4 8 3 3 10,017  186  

茨 城 県 教 委 23 10 2 1 7 0 3 8,157  355  

栃 木 県 教 委 44 20 7 5 5 4 3 15,201  345  

群 馬 県 教 委 20 9 6 0 1 2 2 4,947  247  

埼 玉 県 教 委 26 7 4 2 7 3 3 10,132  390  

千 葉 県 教 委 39 13 13 1 7 2 3 35,099  900  

東 京 都 教 委 101 37 40 9 12 1 2 50,383  499  

神 奈 川 県 教 委 67 25 15 3 17 3 4 27,067  404  

新 潟 県 教 委 46 22 11 2 6 2 3 14,953  325  

富 山 県 教 委 28 10 7 1 8 0 2 5,308  190  

石 川 県 教 委 45 16 15 4 3 4 3 8,389  186  

福 井 県 教 委 29 14 7 2 4 0 2 3,387  117  

山 梨 県 教 委 26 13 5 0 4 4 0 3,447  133  

長 野 県 教 委 76 40 18 3 9 0 6 11,850  156  

岐 阜 県 教 委 44 23 11 4 3 1 2 10,423  237  

静 岡 県 教 委 113 55 39 6 7 2 4 17,712  157  

愛 知 県 教 委 54 23 10 5 6 3 7 38,662  716  

三 重 県 教 委 28 17 3 3 2 2 1 8,732  312  

滋 賀 県 教 委 30 16 2 3 7 1 1 7,929  264  

京 都 府 教 委 95 54 17 3 13 4 4 18,969  200  

大 阪 府 教 委 95 45 22 8 13 2 5 23,284  245  

兵 庫 県 教 委 65 23 14 6 11 5 6 22,950  353  

奈 良 県 教 委 24 13 5 2 2 0 2 5,236  218  

和 歌 山 県 教 委 52 30 14 0 6 1 1 3,316  64  

鳥 取 県 教 委 24 10 3 3 4 4 0 4,332  180  

島 根 県 教 委 37 21 4 2 6 3 1 5,871  159  

岡 山 県 教 委 28 20 3 1 1 0 3 10,371  370  

広 島 県 教 委 64 31 15 6 6 2 4 14,117  221  

山 口 県 教 委 43 30 4 4 2 0 3 5,381  125  

徳 島 県 教 委 12 6 1 0 3 2 0 2,506  209  

香 川 県 教 委 32 19 5 1 5 1 1 4,293  134  

愛 媛 県 教 委 37 23 9 1 1 1 2 4,626  125  

高 知 県 教 委 31 12 5 4 7 2 1 6,593  213  

福 岡 県 教 委 95 47 17 7 13 1 10 44,680  470  

佐 賀 県 教 委 40 15 8 7 8 2 0 3,955  99  

長 崎 県 教 委 26 14 3 4 2 0 3 5,505  212  

熊 本 県 教 委 30 18 4 1 3 3 1 4,313  144  

大 分 県 教 委 32 24 4 1 1 1 1 4,787  150  

宮 崎 県 教 委 29 17 3 4 4 0 1 7,255  250  

鹿 児 島 県 教 委 43 20 10 1 6 2 4 19,532  454  

沖 縄 県 教 委 33 15 11 4 1 0 2 8,404  255  

教 委 合 計 2,187 1,054 478 148 292 84 131 672,858  308  

年間収入

平均金額

（百万円）

所管官庁

年間収入額規模別法人数

年間収入

合計金額

（百万円）
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《全体》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

国 所 管 2,816 382 873 413 628 175 345 4,139,636 1,470 

都 道 府 県 所 管 9,734 3,052 2,657 997 1,882 411 735 4,032,898 414 

合 計 12,511 3,427 3,526 1,406 2,500 582 1,070 8,128,752 650 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 2 14 2 7 2 2 476,764 16,440 

警 察 庁 12 0 2 1 3 0 6 19,465 1,622 

金 融 庁 37 1 11 6 8 4 7 260,144 7,031 

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 621 155 

総 務 省 158 19 31 18 27 18 45 950,624 6,017 

法 務 省 82 14 26 8 27 5 2 20,595 251 

外 務 省 90 43 23 10 8 2 4 22,212 247 

財 務 省 395 35 242 86 29 1 2 25,341 64 

文 部 科 学 省 688 168 206 73 154 36 51 470,485 684 

厚 生 労 働 省 423 46 124 54 90 30 79 976,049 2,307 

農 林 水 産 省 235 13 50 39 60 22 51 538,933 2,293 

経 済 産 業 省 236 16 61 42 66 19 32 455,969 1,932 

国 土 交 通 省 563 36 112 92 182 47 94 793,916 1,410 

環 境 省 19 3 2 4 8 1 1 5,763 303 

防 衛 省 7 0 3 1 1 0 2 13,323 1,903 

国 合 計 2,816 382 873 413 628 175 345 4,139,636 1,470 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 2 14 2 7 2 2 476,764 16,440 

警 察 庁 12 0 2 1 3 0 6 19,465 1,622 

金 融 庁 12 1 0 1 2 2 6 255,707 21,309 

消 費 者 庁 4 0 1 1 2 0 0 621 155 

総 務 省 128 10 19 14 26 17 42 945,256 7,385 

法 務 省 82 14 26 8 27 5 2 20,595 251 

外 務 省 90 43 23 10 8 2 4 22,212 247 

財 務 省 14 2 5 1 3 1 2 8,991 642 

文 部 科 学 省 688 168 206 73 154 36 51 470,485 684 

厚 生 労 働 省 290 41 55 39 67 25 63 907,630 3,130 

農 林 水 産 省 235 13 50 39 60 22 51 538,933 2,293 

経 済 産 業 省 236 16 61 42 66 19 32 455,969 1,932 

国 土 交 通 省 238 13 36 42 71 17 59 629,422 2,645 

環 境 省 17 3 2 3 7 1 1 5,576 328 

防 衛 省 7 0 3 1 1 0 2 13,323 1,903 

本 省 庁 合 計 1,929 312 476 254 460 137 290 3,880,644 2,012 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 0 11 5 6 2 1 4,437 177 

総 務 省 支 部 局 30 9 12 4 1 1 3 5,367 179 

財 務 省 支 部 局 381 33 237 85 26 0 0 16,351 43 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 5 69 15 23 5 16 68,419 514 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 23 76 50 111 30 35 164,494 506 

環 境 省 支 部 局 2 0 0 1 1 0 0 187 94 

支 部 局 合 計 887 70 397 159 168 38 55 258,992 292 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

年間支出

合計金額

（百万円）

所管官庁

所管官庁

年間支出

平均金額

（百万円）

年間支出

平均金額

（百万円）

年間支出額規模別法人数

年間支出額規模別法人数

年間支出

合計金額

（百万円）

年間支出

合計金額

（百万円）

年間支出額規模別法人数

年間支出

合計金額

（百万円）

所管官庁

年間支出

平均金額

（百万円）

年間支出

平均金額

（百万円）

年間支出額規模別法人数

 

資料  

50 
 
 

年間支出額規模別法人数 

    189 



 

付属資料 データ等 

資
料
50 

《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

北 海 道 知 事 315 78 87 40 67 12 31 167,794 533 

青 森 県 知 事 132 36 30 13 27 8 18 93,201 706 

岩 手 県 知 事 183 42 54 18 51 8 10 39,734 217 

宮 城 県 知 事 177 43 49 20 35 11 19 80,055 452 

秋 田 県 知 事 129 38 40 15 22 3 11 36,355 282 

山 形 県 知 事 98 36 26 11 9 4 12 37,302 381 

福 島 県 知 事 193 45 51 24 43 11 19 167,367 867 

茨 城 県 知 事 208 52 39 26 66 13 12 106,833 514 

栃 木 県 知 事 114 29 32 20 22 2 9 34,203 300 

群 馬 県 知 事 133 41 45 12 22 5 8 34,945 263 

埼 玉 県 知 事 222 55 51 24 56 13 23 101,372 457 

千 葉 県 知 事 213 57 54 30 52 10 10 53,630 252 

東 京 都 知 事 227 35 59 33 51 17 32 172,795 761 

神 奈 川 県 知 事 266 42 82 31 75 11 25 114,747 431 

新 潟 県 知 事 192 52 61 25 34 6 14 65,168 339 

富 山 県 知 事 111 29 37 7 32 2 4 17,178 155 

石 川 県 知 事 163 51 43 16 38 7 8 99,724 612 

福 井 県 知 事 141 43 46 14 28 3 7 27,854 198 

山 梨 県 知 事 86 27 21 12 17 4 5 43,637 507 

長 野 県 知 事 168 32 50 22 44 3 17 64,560 384 

岐 阜 県 知 事 134 32 38 14 33 6 11 150,644 1,124 

静 岡 県 知 事 153 28 46 18 31 12 18 84,904 555 

愛 知 県 知 事 202 47 56 19 40 14 26 101,742 504 

三 重 県 知 事 110 29 39 12 18 5 7 21,277 193 

滋 賀 県 知 事 95 25 37 8 17 0 8 29,058 306 

京 都 府 知 事 174 43 42 18 46 9 16 67,951 391 

大 阪 府 知 事 371 94 112 38 77 18 32 214,624 579 

兵 庫 県 知 事 138 28 31 18 30 8 23 157,186 1,139 

奈 良 県 知 事 137 39 46 8 33 6 5 33,425 244 

和 歌 山 県 知 事 109 34 30 15 24 4 2 15,508 142 

鳥 取 県 知 事 98 24 37 9 19 4 5 20,276 207 

島 根 県 知 事 137 60 32 13 25 4 3 16,472 120 

岡 山 県 知 事 207 66 54 28 33 11 15 192,838 932 

広 島 県 知 事 204 73 43 19 42 11 16 79,695 391 

山 口 県 知 事 209 67 71 22 32 5 12 45,363 217 

徳 島 県 知 事 91 33 26 9 16 5 2 14,216 156 

香 川 県 知 事 105 32 35 6 24 3 5 16,827 160 

愛 媛 県 知 事 121 38 37 11 17 4 14 56,702 469 

高 知 県 知 事 139 43 46 19 23 5 3 14,152 102 

福 岡 県 知 事 282 53 82 36 67 10 34 206,459 732 

佐 賀 県 知 事 113 40 35 8 20 6 4 18,250 162 

長 崎 県 知 事 169 53 57 17 28 6 8 31,857 189 

熊 本 県 知 事 120 29 35 15 27 5 9 48,587 405 

大 分 県 知 事 135 38 42 23 21 8 3 21,836 162 

宮 崎 県 知 事 127 34 42 12 26 5 8 50,172 395 

鹿 児 島 県 知 事 122 32 33 17 22 6 12 61,024 500 

沖 縄 県 知 事 121 40 33 7 22 7 12 35,203 291 

知 事 合 計 7,594 2,017 2,174 852 1,604 340 607 3,364,701 443 

北 海 道 教 委 68 23 11 5 17 2 10 98,877 1,454 

青 森 県 教 委 70 34 23 1 7 2 3 17,107 244 

岩 手 県 教 委 51 15 9 7 15 3 2 12,280 241 

宮 城 県 教 委 46 22 13 1 6 2 2 10,495 228 

秋 田 県 教 委 25 13 3 0 5 1 3 8,311 332 

山 形 県 教 委 67 41 14 4 4 2 2 5,546 83 

福 島 県 教 委 54 27 9 4 7 3 4 10,727 199 

茨 城 県 教 委 23 9 3 1 7 1 2 8,259 359 

栃 木 県 教 委 44 21 6 6 4 2 5 15,498 352 

群 馬 県 教 委 20 9 5 1 0 3 2 5,008 250 

埼 玉 県 教 委 26 7 4 2 8 3 2 7,715 297 

千 葉 県 教 委 39 13 11 3 7 2 3 35,934 921 

東 京 都 教 委 101 40 38 9 12 0 2 50,003 495 

神 奈 川 県 教 委 67 24 16 3 17 3 4 27,213 406 

新 潟 県 教 委 46 20 13 2 6 1 4 16,241 353 

富 山 県 教 委 28 10 8 1 7 0 2 5,194 185 

石 川 県 教 委 45 17 14 4 4 3 3 8,169 182 

福 井 県 教 委 29 13 8 3 3 0 2 4,249 147 

山 梨 県 教 委 26 14 4 0 6 2 0 3,076 118 

長 野 県 教 委 76 40 17 6 8 0 5 11,204 147 

岐 阜 県 教 委 44 19 14 4 3 2 2 10,669 242 

静 岡 県 教 委 113 60 34 6 6 3 4 18,429 163 

愛 知 県 教 委 54 23 10 6 7 1 7 38,392 711 

三 重 県 教 委 28 15 5 3 2 2 1 20,540 734 

滋 賀 県 教 委 30 14 5 2 7 1 1 11,576 386 

京 都 府 教 委 95 51 20 3 13 4 4 18,525 195 

大 阪 府 教 委 95 45 23 8 12 1 6 25,926 273 

兵 庫 県 教 委 65 22 14 6 13 2 8 24,932 384 

奈 良 県 教 委 24 12 6 2 2 0 2 4,725 197 

和 歌 山 県 教 委 52 31 13 0 6 1 1 3,382 65 

鳥 取 県 教 委 24 10 4 2 3 5 0 4,447 185 

島 根 県 教 委 37 20 5 1 7 3 1 6,394 173 

岡 山 県 教 委 28 20 3 1 1 0 3 10,441 373 

広 島 県 教 委 64 31 16 7 4 1 5 13,754 215 

山 口 県 教 委 43 30 4 4 2 0 3 5,259 122 

徳 島 県 教 委 12 6 1 0 2 3 0 2,555 213 

香 川 県 教 委 32 19 5 0 6 1 1 4,688 147 

愛 媛 県 教 委 37 24 8 1 1 1 2 4,629 125 

高 知 県 教 委 31 12 5 4 7 2 1 6,869 222 

福 岡 県 教 委 95 46 20 5 13 1 10 44,259 466 

佐 賀 県 教 委 40 15 8 8 7 2 0 4,099 102 

長 崎 県 教 委 26 14 4 3 2 0 3 5,430 209 

熊 本 県 教 委 30 17 5 1 3 3 1 4,281 143 

大 分 県 教 委 32 22 6 1 1 1 1 3,947 123 

宮 崎 県 教 委 29 16 4 5 3 0 1 7,122 246 

鹿 児 島 県 教 委 43 21 9 2 7 2 2 15,160 353 

沖 縄 県 教 委 33 15 11 4 1 0 2 8,859 268 

教 委 合 計 2,187 1,042 491 152 291 77 134 690,396 316 

年間支出

平均金額

（百万円）

所管官庁

年間支出額規模別法人数

年間支出

合計金額

（百万円）
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《全体》

法人数 0%未満 0%
0 ％超

25％未満

25％以上

50％未満

50％以上

75％未満

75％以上

100％未満
100% 100%超

国 所 管 2,816 18 109 317 690 1,293 359 2 28

都 道 府 県 所 管 9,734 47 957 2,547 2,542 2,209 1,316 6 110

合 計 12,511 65 1,060 2,855 3,227 3,487 1,671 8 138

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法 人 数 0%未満 0%
0 ％超

25％未満

25％以上

50％未満

50％以上

75％未満

75％以上

100％未満
100% 100%超

内 閣 府 29 1 1 2 8 11 5 0 1

警 察 庁 12 0 0 0 2 10 0 0 0

金 融 庁 37 0 4 9 10 10 4 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 0 2 2 0 0 0

総 務 省 158 1 8 20 40 65 23 1 0

法 務 省 82 0 2 8 12 21 39 0 0

外 務 省 90 2 14 15 22 28 8 1 0

財 務 省 395 0 0 2 53 307 32 0 1

文 部 科 学 省 688 8 38 101 178 266 88 0 9

厚 生 労 働 省 423 4 31 50 92 183 55 0 8

農 林 水 産 省 235 0 0 21 59 119 35 0 1

経 済 産 業 省 236 2 2 28 72 105 24 0 3

国 土 交 通 省 563 2 13 74 168 241 59 0 6

環 境 省 19 0 1 2 8 3 3 0 2

防 衛 省 7 0 0 0 0 5 2 0 0

国 合 計 2,816 18 109 317 690 1,293 359 2 28

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法 人 数 0%未満 0%
0 ％超

25％未満

25％以上

50％未満

50％以上

75％未満

75％以上

100％未満
100% 100%超

内 閣 府 29 1 1 2 8 11 5 0 1

警 察 庁 12 0 0 0 2 10 0 0 0

金 融 庁 12 0 0 1 4 6 1 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 0 2 2 0 0 0

総 務 省 128 1 2 17 31 56 20 1 0

法 務 省 82 0 2 8 12 21 39 0 0

外 務 省 90 2 14 15 22 28 8 1 0

財 務 省 14 0 0 0 3 9 2 0 0

文 部 科 学 省 688 8 38 101 178 266 88 0 9

厚 生 労 働 省 290 4 22 42 58 114 42 0 8

農 林 水 産 省 235 0 0 21 59 119 35 0 1

経 済 産 業 省 236 2 2 28 72 105 24 0 3

国 土 交 通 省 238 1 3 24 81 104 21 0 4

環 境 省 17 0 1 2 6 3 3 0 2

防 衛 省 7 0 0 0 0 5 2 0 0

本 省 庁 合 計 1,929 17 80 246 506 781 272 2 25

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法 人 数 0%未満 0%
0 ％超

25％未満

25％以上

50％未満

50％以上

75％未満

75％以上

100％未満
100% 100%超

金 融 庁 支 部 局 25 0 4 8 6 4 3 0 0

総 務 省 支 部 局 30 0 6 3 9 9 3 0 0

財 務 省 支 部 局 381 0 0 2 50 298 30 0 1

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 0 9 8 34 69 13 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 325 1 10 50 87 137 38 0 2

環 境 省 支 部 局 2 0 0 0 2 0 0 0 0

支 部 局 合 計 887 1 29 71 184 512 87 0 3

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法 人 数 0%未満 0%
0 ％ 超

25 ％ 未 満

25 ％ 以 上

50 ％ 未 満

50 ％ 以 上

75 ％ 未 満

75 ％ 以 上

100 ％ 未 満
100% 100%超

北 海 道 知 事 315 0 28 49 96 93 44 0 5

青 森 県 知 事 132 0 14 30 37 35 15 0 1

岩 手 県 知 事 183 1 19 40 51 40 30 0 2

宮 城 県 知 事 177 0 29 50 40 32 22 0 4

秋 田 県 知 事 129 0 9 27 35 36 22 0 0

山 形 県 知 事 98 0 8 16 31 34 8 0 1

福 島 県 知 事 193 3 15 48 52 34 36 0 5

茨 城 県 知 事 208 1 17 58 47 46 38 0 1

栃 木 県 知 事 114 0 7 27 34 28 15 0 3

群 馬 県 知 事 133 1 13 39 41 30 9 0 0

埼 玉 県 知 事 222 0 14 49 70 54 33 0 2

千 葉 県 知 事 213 1 17 54 58 66 13 0 4

東 京 都 知 事 227 0 21 47 71 64 24 0 0

神 奈 川 県 知 事 266 1 28 65 68 73 29 0 2

新 潟 県 知 事 192 1 8 40 55 64 24 0 0

富 山 県 知 事 111 0 6 17 40 30 16 0 2

石 川 県 知 事 163 2 20 40 42 35 22 1 1

福 井 県 知 事 141 0 8 37 40 39 16 0 1

山 梨 県 知 事 86 0 9 24 25 23 5 0 0

長 野 県 知 事 168 0 6 48 47 39 26 0 2

岐 阜 県 知 事 134 0 10 35 40 28 20 0 1

静 岡 県 知 事 153 0 11 34 40 43 23 0 2

愛 知 県 知 事 202 0 19 60 49 40 32 2 0

三 重 県 知 事 110 0 10 31 29 26 12 0 2

滋 賀 県 知 事 95 1 6 23 39 18 7 0 1

京 都 府 知 事 174 0 12 44 40 40 32 0 6

大 阪 府 知 事 371 2 55 93 90 76 50 0 5

兵 庫 県 知 事 138 0 1 31 39 41 25 0 1

奈 良 県 知 事 137 2 17 30 39 34 15 0 0

和 歌 山 県 知 事 109 0 15 29 31 17 14 0 3

鳥 取 県 知 事 98 0 10 18 17 35 17 0 1

島 根 県 知 事 137 0 15 40 33 29 19 0 1

岡 山 県 知 事 207 3 23 50 54 43 32 0 2

広 島 県 知 事 204 2 19 64 46 45 26 0 2

山 口 県 知 事 209 0 21 64 55 40 28 0 1

徳 島 県 知 事 91 1 10 24 28 14 13 0 1

香 川 県 知 事 105 0 13 28 24 23 16 1 0

愛 媛 県 知 事 121 0 11 35 29 34 12 0 0

高 知 県 知 事 139 2 10 49 39 22 13 0 4

福 岡 県 知 事 282 2 19 73 80 54 51 0 3

佐 賀 県 知 事 113 0 23 26 27 25 12 0 0

長 崎 県 知 事 169 2 16 55 42 29 23 0 2

熊 本 県 知 事 120 0 11 40 30 26 13 0 0

大 分 県 知 事 135 0 12 47 33 31 11 0 1

宮 崎 県 知 事 127 0 16 29 36 25 18 0 3

鹿 児 島 県 知 事 122 1 10 32 30 32 15 0 2

沖 縄 県 知 事 121 1 24 28 31 27 9 0 1

知 事 合 計 7,594 30 715 1,917 2,050 1,792 1,005 4 81

北 海 道 教 委 68 0 3 13 13 18 20 0 1

青 森 県 教 委 70 0 5 12 18 24 11 0 0

岩 手 県 教 委 51 0 5 6 13 13 14 0 0

宮 城 県 教 委 46 0 1 17 14 8 6 0 0

秋 田 県 教 委 25 0 2 13 4 3 3 0 0

山 形 県 教 委 67 1 12 22 15 7 10 0 0

福 島 県 教 委 54 0 5 22 8 10 8 0 1

茨 城 県 教 委 23 0 2 1 5 8 7 0 0

栃 木 県 教 委 44 0 4 12 13 6 8 0 1

群 馬 県 教 委 20 0 2 1 7 6 3 0 1

埼 玉 県 教 委 26 0 2 8 7 6 3 0 0

千 葉 県 教 委 39 0 8 14 5 5 6 0 1

東 京 都 教 委 101 0 15 34 25 16 10 0 1

神 奈 川 県 教 委 67 1 6 14 17 20 7 0 2

新 潟 県 教 委 46 1 3 18 9 8 7 0 0

富 山 県 教 委 28 1 4 5 4 5 8 0 1

石 川 県 教 委 45 0 2 12 6 13 12 0 0

福 井 県 教 委 29 0 3 12 7 6 1 0 0

山 梨 県 教 委 26 0 2 7 8 6 2 0 1

長 野 県 教 委 76 2 7 33 15 11 6 0 2

岐 阜 県 教 委 44 0 7 14 9 9 4 0 1

静 岡 県 教 委 113 0 8 26 27 30 22 0 0

愛 知 県 教 委 54 0 2 18 12 10 11 0 1

三 重 県 教 委 28 0 2 11 4 7 4 0 0

滋 賀 県 教 委 30 0 6 5 9 5 5 0 0

京 都 府 教 委 95 0 23 24 18 16 11 1 2

大 阪 府 教 委 95 1 12 28 17 21 15 0 1

兵 庫 県 教 委 65 4 7 16 18 10 9 0 1

奈 良 県 教 委 24 0 4 6 7 4 2 0 1

和 歌 山 県 教 委 52 0 10 24 6 6 5 0 1

鳥 取 県 教 委 24 0 2 2 7 7 6 0 0

島 根 県 教 委 37 0 3 11 7 8 8 0 0

岡 山 県 教 委 28 0 3 5 7 9 4 0 0

広 島 県 教 委 64 0 7 25 17 4 9 0 2

山 口 県 教 委 43 2 8 17 6 7 1 0 2

徳 島 県 教 委 12 1 4 2 1 2 2 0 0

香 川 県 教 委 32 0 3 12 9 6 2 0 0

愛 媛 県 教 委 37 0 5 14 8 8 2 0 0

高 知 県 教 委 31 0 5 5 7 6 7 0 1

福 岡 県 教 委 95 2 6 20 32 17 16 0 2

佐 賀 県 教 委 40 0 2 15 8 11 4 0 0

長 崎 県 教 委 26 0 1 5 6 7 6 1 0

熊 本 県 教 委 30 0 3 8 10 3 4 0 2

大 分 県 教 委 32 0 0 14 10 6 2 0 0

宮 崎 県 教 委 29 0 8 16 3 0 2 0 0

鹿 児 島 県 教 委 43 1 9 11 12 4 6 0 0

沖 縄 県 教 委 33 0 3 8 9 8 5 0 0

教 委 合 計 2,187 17 246 638 499 430 326 2 29
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《全体》

管理費の総支出に占める割合別法人数

法人数 0%未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％超

 50％以下

50 ％超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100%超

国 所 管 2,816 18 76 1,974 628 83 24 2 11

都 道 府 県 所 管 9,734 62 534 6,086 2,115 648 225 10 54

合 計 12,511 80 609 8,030 2,737 731 247 12 65

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

管理費の総支出に占める割合別法人数

法人数 0%未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100%超

内 閣 府 29 1 1 16 9 1 1 0 0

警 察 庁 12 0 0 9 3 0 0 0 0

金 融 庁 37 0 0 22 6 4 5 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 2 2 0 0 0 0

総 務 省 158 1 5 126 22 3 0 0 1

法 務 省 82 0 0 70 9 1 1 1 0

外 務 省 90 2 13 48 18 7 1 1 0

財 務 省 395 0 3 276 113 3 0 0 0

文 部 科 学 省 688 9 30 478 145 18 2 0 6

厚 生 労 働 省 423 4 19 283 103 9 4 0 1

農 林 水 産 省 235 0 0 182 47 5 1 0 0

経 済 産 業 省 236 2 2 165 58 7 2 0 0

国 土 交 通 省 563 1 8 398 118 28 7 0 3

環 境 省 19 0 0 11 5 3 0 0 0

防 衛 省 7 0 0 5 2 0 0 0 0

国 合 計 2,816 18 76 1,974 628 83 24 2 11

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

管理費の総支出に占める割合別法人数

法人数 0%未満 0%
0 ％ 超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100%超

内 閣 府 29 1 1 16 9 1 1 0 0

警 察 庁 12 0 0 9 3 0 0 0 0

金 融 庁 12 0 0 12 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 4 0 0 2 2 0 0 0 0

総 務 省 128 1 2 107 14 3 0 0 1

法 務 省 82 0 0 70 9 1 1 1 0

外 務 省 90 2 13 48 18 7 1 1 0

財 務 省 14 0 0 10 4 0 0 0 0

文 部 科 学 省 688 9 30 478 145 18 2 0 6

厚 生 労 働 省 290 4 16 205 54 7 3 0 1

農 林 水 産 省 235 0 0 182 47 5 1 0 0

経 済 産 業 省 236 2 2 165 58 7 2 0 0

国 土 交 通 省 238 1 2 170 50 11 1 0 3

環 境 省 17 0 0 10 5 2 0 0 0

防 衛 省 7 0 0 5 2 0 0 0 0

本 省 庁 合 計 1,929 18 61 1,379 390 56 12 2 11

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

管理費の総支出に占める割合別法人数

法人数 0%未満 0%
0 ％ 超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100%超

金 融 庁 支 部 局 25 0 0 10 6 4 5 0 0

総 務 省 支 部 局 30 0 3 19 8 0 0 0 0

財 務 省 支 部 局 381 0 3 266 109 3 0 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 0 3 78 49 2 1 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 325 0 6 228 68 17 6 0 0

環 境 省 支 部 局 2 0 0 1 0 1 0 0 0

支 部 局 合 計 887 0 15 595 238 27 12 0 0

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

管理費の総支出に占める割合別法人数

法人数 0%未満 0%
0 ％ 超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100%超

北 海 道 知 事 315 0 24 189 77 19 4 1 1

青 森 県 知 事 132 0 6 77 33 11 5 0 0

岩 手 県 知 事 183 1 3 104 47 21 7 0 0

宮 城 県 知 事 177 0 11 107 39 11 7 1 1

秋 田 県 知 事 129 0 3 79 39 4 4 0 0

山 形 県 知 事 98 0 5 60 24 6 2 0 1

福 島 県 知 事 193 4 9 113 45 17 3 0 2

茨 城 県 知 事 208 1 11 119 58 16 3 0 0

栃 木 県 知 事 114 1 3 66 31 12 1 0 0

群 馬 県 知 事 133 1 7 79 31 10 4 0 1

埼 玉 県 知 事 222 0 5 135 64 11 5 0 2

千 葉 県 知 事 213 1 12 127 48 16 5 0 4

東 京 都 知 事 227 0 13 165 45 2 1 1 0

神 奈 川 県 知 事 266 2 14 161 69 16 4 0 0

新 潟 県 知 事 192 1 3 127 52 7 2 0 0

富 山 県 知 事 111 0 2 59 36 13 1 0 0

石 川 県 知 事 163 3 17 90 31 16 5 0 1

福 井 県 知 事 141 0 7 83 36 11 3 0 1

山 梨 県 知 事 86 0 3 51 21 8 3 0 0

長 野 県 知 事 168 0 3 106 51 8 0 0 0

岐 阜 県 知 事 134 0 3 101 21 7 2 0 0

静 岡 県 知 事 153 1 4 121 19 7 0 0 1

愛 知 県 知 事 202 0 11 141 32 11 6 0 1

三 重 県 知 事 110 1 1 69 29 6 4 0 0

滋 賀 県 知 事 95 1 4 50 29 11 0 0 0

京 都 府 知 事 174 0 8 117 39 8 2 0 0

大 阪 府 知 事 371 1 37 204 87 21 12 0 9

兵 庫 県 知 事 138 0 2 105 25 2 3 0 1

奈 良 県 知 事 137 2 9 74 35 11 5 0 1

和 歌 山 県 知 事 109 0 8 61 24 9 5 0 2

鳥 取 県 知 事 98 0 6 60 23 8 1 0 0

島 根 県 知 事 137 1 5 82 33 10 4 0 2

岡 山 県 知 事 207 3 13 131 42 14 2 0 2

広 島 県 知 事 204 3 6 137 37 12 5 0 4

山 口 県 知 事 209 0 14 116 56 17 6 0 0

徳 島 県 知 事 91 1 3 52 22 11 1 0 1

香 川 県 知 事 105 0 6 67 21 7 4 0 0

愛 媛 県 知 事 121 0 8 71 27 10 4 0 1

高 知 県 知 事 139 2 3 83 32 15 4 0 0

福 岡 県 知 事 282 4 7 178 61 20 9 0 3

佐 賀 県 知 事 113 0 13 60 25 9 4 2 0

長 崎 県 知 事 169 3 11 92 43 14 5 1 0

熊 本 県 知 事 120 0 5 75 31 9 0 0 0

大 分 県 知 事 135 1 7 66 35 17 8 0 1

宮 崎 県 知 事 127 0 6 77 30 11 3 0 0

鹿 児 島 県 知 事 122 1 5 80 31 5 0 0 0

沖 縄 県 知 事 121 2 8 65 33 10 2 0 1

知 事 合 計 7,594 42 374 4,632 1,799 527 170 6 44

北 海 道 教 委 68 0 3 52 11 2 0 0 0

青 森 県 教 委 70 0 3 58 7 1 1 0 0

岩 手 県 教 委 51 0 0 36 11 1 2 0 1

宮 城 県 教 委 46 0 2 37 4 3 0 0 0

秋 田 県 教 委 25 0 2 18 3 1 1 0 0

山 形 県 教 委 67 1 10 36 11 3 5 1 0

福 島 県 教 委 54 0 1 40 5 4 3 1 0

茨 城 県 教 委 23 0 2 18 3 0 0 0 0

栃 木 県 教 委 44 1 2 29 8 3 1 0 0

群 馬 県 教 委 20 0 2 9 8 0 1 0 0

埼 玉 県 教 委 26 1 1 20 2 0 1 1 0

千 葉 県 教 委 39 0 3 29 5 1 1 0 0

東 京 都 教 委 101 0 9 73 13 3 2 0 1

神 奈 川 県 教 委 67 1 2 38 20 4 1 0 1

新 潟 県 教 委 46 1 2 31 7 3 1 0 1

富 山 県 教 委 28 1 1 18 5 3 0 0 0

石 川 県 教 委 45 0 2 27 7 6 3 0 0

福 井 県 教 委 29 0 1 20 6 1 1 0 0

山 梨 県 教 委 26 0 2 17 2 3 2 0 0

長 野 県 教 委 76 2 7 52 8 4 3 0 0

岐 阜 県 教 委 44 0 3 31 4 6 0 0 0

静 岡 県 教 委 113 0 6 86 16 4 1 0 0

愛 知 県 教 委 54 0 3 34 12 4 1 0 0

三 重 県 教 委 28 1 1 22 2 2 0 0 0

滋 賀 県 教 委 30 0 7 17 5 1 0 0 0

京 都 府 教 委 95 0 19 54 15 5 2 0 0

大 阪 府 教 委 95 1 7 64 18 3 1 1 0

兵 庫 県 教 委 65 2 8 45 5 1 3 0 1

奈 良 県 教 委 24 0 4 15 2 3 0 0 0

和 歌 山 県 教 委 52 0 8 35 8 1 0 0 0

鳥 取 県 教 委 24 0 0 17 4 2 1 0 0

島 根 県 教 委 37 0 0 28 6 2 1 0 0

岡 山 県 教 委 28 0 1 23 2 2 0 0 0

広 島 県 教 委 64 0 0 54 3 4 1 0 2

山 口 県 教 委 43 4 4 24 7 2 1 0 1

徳 島 県 教 委 12 1 1 8 1 1 0 0 0

香 川 県 教 委 32 0 3 23 4 1 1 0 0

愛 媛 県 教 委 37 0 6 22 5 0 4 0 0

高 知 県 教 委 31 0 0 18 7 5 1 0 0

福 岡 県 教 委 95 2 6 65 12 7 3 0 0

佐 賀 県 教 委 40 0 2 23 11 3 1 0 0

長 崎 県 教 委 26 0 2 20 4 0 0 0 0

熊 本 県 教 委 30 0 3 20 2 4 0 0 1

大 分 県 教 委 32 0 1 23 3 4 1 0 0

宮 崎 県 教 委 29 0 5 14 4 4 2 0 0

鹿 児 島 県 教 委 43 1 2 32 3 4 1 0 0

沖 縄 県 教 委 33 0 2 20 8 1 1 0 1

教 委 合 計 2,187 20 161 1,495 319 122 56 4 10
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《全体》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

国 所 管 2,816 2,236 276 147 47 79 31 65,544 23 

都 道 府 県 所 管 9,734 7,331 963 668 245 366 161 568,246 58 

合 計 12,511 9,543 1,237 811 289 442 189 628,682 50 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

内 閣 府 29 26 2 0 0 1 0 136 5 

警 察 庁 12 10 0 1 1 0 0 102 8 

金 融 庁 37 29 3 4 0 1 0 347 9 

消 費 者 庁 4 4 0 0 0 0 0   

総 務 省 158 137 5 3 2 5 6 10,464 66 

法 務 省 82 78 2 1 0 0 1 5,429 66 

外 務 省 90 78 6 4 2 0 0 296 3 

財 務 省 395 273 116 4 1 1 0 505 1 

文 部 科 学 省 688 579 47 29 13 12 8 11,950 17 

厚 生 労 働 省 423 335 26 25 5 25 7 18,214 43 

農 林 水 産 省 235 207 12 10 1 4 1 2,660 11 

経 済 産 業 省 236 198 17 8 6 4 3 3,690 16 

国 土 交 通 省 563 398 47 62 18 31 7 19,551 35 

環 境 省 19 15 3 1 0 0 0 27 1 

防 衛 省 7 7 0 0 0 0 0   

国 合 計 2,816 2,236 276 147 47 79 31 65,544 23 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

内 閣 府 29 26 2 0 0 1 0 136 5 

警 察 庁 12 10 0 1 1 0 0 102 8 

金 融 庁 12 7 2 3 0 0 0 75 6 

消 費 者 庁 4 4 0 0 0 0 0   

総 務 省 128 109 4 3 2 5 5 9,851 77 

法 務 省 82 78 2 1 0 0 1 5,429 66 

外 務 省 90 78 6 4 2 0 0 296 3 

財 務 省 14 11 1 0 1 1 0 207 15 

文 部 科 学 省 688 579 47 29 13 12 8 11,950 17 

厚 生 労 働 省 290 221 21 16 5 21 6 15,502 53 

農 林 水 産 省 235 207 12 10 1 4 1 2,660 11 

経 済 産 業 省 236 198 17 8 6 4 3 3,690 16 

国 土 交 通 省 238 196 15 14 5 6 2 8,066 34 

環 境 省 17 13 3 1 0 0 0 27 2 

防 衛 省 7 7 0 0 0 0 0   

本 省 庁 合 計 1,929 1,614 123 85 34 49 24 50,168 26 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 22 1 1 0 1 0 271 11 

総 務 省 支 部 局 30 28 1 0 0 0 1 613 20 

財 務 省 支 部 局 381 262 115 4 0 0 0 298 1 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 114 5 9 0 4 1 2,712 20 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 202 32 48 13 25 5 11,485 35 

環 境 省 支 部 局 2 2 0 0 0 0 0   

支 部 局 合 計 887 622 153 62 13 30 7 15,376 17 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

収益事業収入

合 計 金 額

（百万円）

指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数

指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数

収益事業収入

合 計 金 額

（百万円）

所管官庁

指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数

収益事業収入

合 計 金 額

（百万円）

収益事業収入

平 均 金 額

（百万円）

所管官庁

収益事業収入

平 均 金 額

（百万円）

所管官庁

所管官庁

収益事業収入

合 計 金 額

（百万円）

収益事業収入

平 均 金 額

（百万円）

指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数

収益事業収入

平 均 金 額

（百万円）
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

北 海 道 知 事 315 272 17 7 7 8 4 7,900 25 

青 森 県 知 事 132 86 16 16 4 6 4 6,294 48 

岩 手 県 知 事 183 135 19 12 5 10 2 5,565 30 

宮 城 県 知 事 177 122 21 11 6 10 7 25,969 147 

秋 田 県 知 事 129 98 12 6 3 8 2 3,376 26 

山 形 県 知 事 98 85 6 4 1 2 0 843 9 

福 島 県 知 事 193 125 22 20 9 14 3 19,404 101 

茨 城 県 知 事 208 148 14 16 8 20 2 11,042 53 

栃 木 県 知 事 114 82 18 8 0 4 2 4,530 40 

群 馬 県 知 事 133 96 14 11 5 6 1 6,868 52 

埼 玉 県 知 事 222 162 14 23 7 12 4 10,337 47 

千 葉 県 知 事 213 167 16 18 6 4 2 3,302 16 

東 京 都 知 事 227 169 14 17 7 13 7 41,625 183 

神 奈 川 県 知 事 266 179 22 26 15 16 8 29,131 110 

新 潟 県 知 事 192 153 13 15 5 4 2 4,513 24 

富 山 県 知 事 111 87 10 10 2 1 1 1,879 17 

石 川 県 知 事 163 128 12 10 2 9 2 4,614 28 

福 井 県 知 事 141 114 10 8 2 6 1 2,920 21 

山 梨 県 知 事 86 57 12 8 0 6 3 16,628 193 

長 野 県 知 事 168 127 19 13 3 6 0 1,986 12 

岐 阜 県 知 事 134 93 19 11 3 5 3 123,761 924 

静 岡 県 知 事 153 123 13 2 4 7 4 16,078 105 

愛 知 県 知 事 202 142 25 11 5 11 8 12,344 61 

三 重 県 知 事 110 74 15 9 4 6 2 3,571 32 

滋 賀 県 知 事 95 72 9 10 2 1 1 1,680 18 

京 都 府 知 事 174 127 17 15 4 9 2 4,465 26 

大 阪 府 知 事 371 282 36 22 7 18 6 32,519 88 

兵 庫 県 知 事 138 108 7 8 4 5 6 11,588 84 

奈 良 県 知 事 137 104 9 9 3 11 1 4,197 31 

和 歌 山 県 知 事 109 82 12 7 2 5 1 1,649 15 

鳥 取 県 知 事 98 73 8 9 1 4 3 4,161 42 

島 根 県 知 事 137 103 16 12 3 3 0 1,242 9 

岡 山 県 知 事 207 148 19 18 10 6 6 7,495 36 

広 島 県 知 事 204 157 15 12 10 8 2 7,367 36 

山 口 県 知 事 209 146 24 23 4 4 8 13,957 67 

徳 島 県 知 事 91 67 9 11 1 2 1 3,146 35 

香 川 県 知 事 105 73 11 11 4 5 1 3,720 35 

愛 媛 県 知 事 121 93 13 6 3 2 4 9,855 81 

高 知 県 知 事 139 109 15 9 4 2 0 839 6 

福 岡 県 知 事 282 199 33 17 14 10 9 24,307 86 

佐 賀 県 知 事 113 83 14 8 3 4 1 1,960 17 

長 崎 県 知 事 169 133 15 12 1 5 3 5,149 30 

熊 本 県 知 事 120 96 9 8 1 4 2 4,113 34 

大 分 県 知 事 135 93 18 13 3 6 2 4,248 31 

宮 崎 県 知 事 127 94 12 10 6 4 1 3,166 25 

鹿 児 島 県 知 事 122 89 13 10 2 5 3 8,605 71 

沖 縄 県 知 事 121 81 18 11 3 2 6 10,687 88 

知 事 合 計 7,594 5,636 725 563 208 319 143 534,600 70 

北 海 道 教 委 68 56 4 6 1 1 0 338 5 

青 森 県 教 委 70 51 14 5 0 0 0 121 2 

岩 手 県 教 委 51 34 8 3 2 3 1 1,427 28 

宮 城 県 教 委 46 36 6 1 2 1 0 415 9 

秋 田 県 教 委 25 22 3 0 0 0 0 3  

山 形 県 教 委 67 59 5 1 1 0 1 988 15 

福 島 県 教 委 54 47 4 1 0 2 0 364 7 

茨 城 県 教 委 23 17 3 2 0 1 0 208 9 

栃 木 県 教 委 44 34 3 4 0 3 0 760 17 

群 馬 県 教 委 20 14 5 0 0 1 0 353 18 

埼 玉 県 教 委 26 20 4 0 0 1 1 933 36 

千 葉 県 教 委 39 27 9 1 0 2 0 543 14 

東 京 都 教 委 101 78 9 8 3 2 1 1,307 13 

神 奈 川 県 教 委 67 55 6 3 1 2 0 559 8 

新 潟 県 教 委 46 35 7 2 0 2 0 440 10 

富 山 県 教 委 28 20 4 1 2 1 0 344 12 

石 川 県 教 委 45 41 3 1 0 0 0 50 1 

福 井 県 教 委 29 24 3 2 0 0 0 100 3 

山 梨 県 教 委 26 18 2 3 1 1 1 1,396 54 

長 野 県 教 委 76 61 8 4 1 1 1 2,865 38 

岐 阜 県 教 委 44 32 4 5 2 1 0 403 9 

静 岡 県 教 委 113 98 10 3 2 0 0 224 2 

愛 知 県 教 委 54 39 5 5 1 3 1 1,491 28 

三 重 県 教 委 28 22 4 0 1 0 1 598 21 

滋 賀 県 教 委 30 28 0 2 0 0 0 53 2 

京 都 府 教 委 95 83 7 2 0 2 1 1,036 11 

大 阪 府 教 委 95 71 9 5 4 4 2 2,810 30 

兵 庫 県 教 委 65 53 4 2 1 4 1 2,206 34 

奈 良 県 教 委 24 20 2 1 1 0 0 86 4 

和 歌 山 県 教 委 52 44 4 2 1 1 0 280 5 

鳥 取 県 教 委 24 18 5 0 0 1 0 212 9 

島 根 県 教 委 37 26 7 2 1 0 1 981 27 

岡 山 県 教 委 28 22 4 1 1 0 0 111 4 

広 島 県 教 委 64 52 6 2 1 1 2 3,427 54 

山 口 県 教 委 43 37 2 4 0 0 0 149 3 

徳 島 県 教 委 12 7 3 0 1 0 1 915 76 

香 川 県 教 委 32 25 2 3 0 1 1 2,138 67 

愛 媛 県 教 委 37 32 4 1 0 0 0 47 1 

高 知 県 教 委 31 19 7 3 1 1 0 271 9 

福 岡 県 教 委 95 74 9 4 2 5 1 2,308 24 

佐 賀 県 教 委 40 26 9 2 2 1 0 528 13 

長 崎 県 教 委 26 21 3 2 0 0 0 46 2 

熊 本 県 教 委 30 22 4 3 1 0 0 121 4 

大 分 県 教 委 32 26 6 0 0 0 0 13  

宮 崎 県 教 委 29 26 1 0 2 0 0 174 6 

鹿 児 島 県 教 委 43 30 9 2 0 2 0 480 11 

沖 縄 県 教 委 33 26 5 2 0 0 0 83 3 

教 委 合 計 2,187 1,728 245 106 39 51 18 34,709 16 

指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数

収益事業収入

合 計 金 額

（百万円）

収益事業収入

平 均 金 額

（百万円）

所管官庁
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《全体》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

国 所 管 2,816 2,327 226 138 37 74 14 43,929 16 

都 道 府 県 所 管 9,734 7,816 746 554 191 297 130 493,743 51 

合 計 12,511 10,118 970 686 227 367 143 534,699 43 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

内 閣 府 29 27 1 0 1 0 0 83 3 

警 察 庁 12 10 0 1 1 0 0 92 8 

金 融 庁 37 29 5 2 0 1 0 223 6 

消 費 者 庁 4 4 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 158 140 2 6 2 6 2 6,171 39 

法 務 省 82 77 2 2 0 0 1 5,355 65 

外 務 省 90 85 1 3 1 0 0 169 2 

財 務 省 395 293 95 5 1 1 0 386 1 

文 部 科 学 省 688 602 36 25 7 16 2 7,584 11 

厚 生 労 働 省 423 348 23 20 8 20 4 10,637 25 

農 林 水 産 省 235 211 11 7 3 2 1 2,299 10 

経 済 産 業 省 236 209 10 9 4 3 1 2,012 9 

国 土 交 通 省 563 416 42 60 11 29 5 13,706 24 

環 境 省 19 14 3 1 1 0 0 123 6 

防 衛 省 7 7 0 0 0 0 0   

国 合 計 2,816 2,327 226 138 37 74 14 43,929 16 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

内 閣 府 29 27 1 0 1 0 0 83 3 

警 察 庁 12 10 0 1 1 0 0 92 8 

金 融 庁 12 7 4 1 0 0 0 75 6 

消 費 者 庁 4 4 0 0 0 0 0 0 0

総 務 省 128 111 2 6 2 5 2 5,964 47 

法 務 省 82 77 2 2 0 0 1 5,355 65 

外 務 省 90 85 1 3 1 0 0 169 2 

財 務 省 14 12 0 0 1 1 0 191 14 

文 部 科 学 省 688 602 36 25 7 16 2 7,584 11 

厚 生 労 働 省 290 231 18 13 7 17 4 9,825 34 

農 林 水 産 省 235 211 11 7 3 2 1 2,299 10 

経 済 産 業 省 236 209 10 9 4 3 1 2,012 9 

国 土 交 通 省 238 201 15 14 2 4 2 4,115 17 

環 境 省 17 12 3 1 1 0 0 123 7 

防 衛 省 7 7 0 0 0 0 0   

本 省 庁 合 計 1,929 1,670 98 79 27 44 11 32,976 17 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 22 1 1 0 1 0 148 6 

総 務 省 支 部 局 30 29 0 0 0 1 0 207 7 

財 務 省 支 部 局 381 281 95 5 0 0 0 195 1 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 117 5 7 1 3 0 812 6 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 215 27 46 9 25 3 9,591 30 

環 境 省 支 部 局 2 2 0 0 0 0 0 0  

支 部 局 合 計 887 657 128 59 10 30 3 10,954 12 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

収 益 事 業 費

平 均 金 額

（ 百 万 円 ）

指導監督基準上の収益事業費規模別法人数

収 益 事 業 費

合 計 金 額

（ 百 万 円 ）

収 益 事 業 費

平 均 金 額

（ 百 万 円 ）

所管官庁

所管官庁

指導監督基準上の収益事業費規模別法人数

収 益 事 業 費

合 計 金 額

（ 百 万 円 ）

指導監督基準上の収益事業費規模別法人数

収 益 事 業 費

合 計 金 額

（ 百 万 円 ）

収 益 事 業 費

平 均 金 額

（ 百 万 円 ）

指導監督基準上の収益事業費規模別法人数

収 益 事 業 費

合 計 金 額

（ 百 万 円 ）

所管官庁

収 益 事 業 費

平 均 金 額

（ 百 万 円 ）
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数 0円
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

北 海 道 知 事 315 279 13 8 7 4 4 6,980 22 

青 森 県 知 事 132 93 15 12 3 7 2 4,566 35 

岩 手 県 知 事 183 148 11 10 5 7 2 4,047 22 

宮 城 県 知 事 177 131 16 9 6 7 8 26,660 151 

秋 田 県 知 事 129 99 17 3 2 5 3 3,210 25 

山 形 県 知 事 98 88 3 4 1 2 0 630 6 

福 島 県 知 事 193 143 11 17 10 9 3 17,953 93 

茨 城 県 知 事 208 159 10 20 4 15 0 3,888 19 

栃 木 県 知 事 114 93 12 4 0 4 1 3,651 32 

群 馬 県 知 事 133 105 9 8 3 7 1 5,912 44 

埼 玉 県 知 事 222 174 13 20 5 6 4 8,418 38 

千 葉 県 知 事 213 172 15 16 4 5 1 2,690 13 

東 京 都 知 事 227 176 18 7 10 11 5 34,612 152 

神 奈 川 県 知 事 266 185 24 26 11 13 7 25,234 95 

新 潟 県 知 事 192 160 15 9 3 3 2 2,206 11 

富 山 県 知 事 111 94 7 5 3 2 0 765 7 

石 川 県 知 事 163 136 11 6 1 7 2 3,526 22 

福 井 県 知 事 141 122 3 6 4 5 1 2,640 19 

山 梨 県 知 事 86 64 9 4 0 6 3 15,920 185 

長 野 県 知 事 168 133 14 11 4 5 1 2,789 17 

岐 阜 県 知 事 134 100 15 8 3 5 3 122,937 917 

静 岡 県 知 事 153 129 8 4 3 6 3 11,143 73 

愛 知 県 知 事 202 152 18 14 5 8 5 9,464 47 

三 重 県 知 事 110 79 10 10 2 8 1 3,132 28 

滋 賀 県 知 事 95 76 9 4 3 2 1 1,522 16 

京 都 府 知 事 174 144 8 9 5 7 1 2,806 16 

大 阪 府 知 事 371 296 33 23 4 11 4 29,277 79 

兵 庫 県 知 事 138 115 5 7 3 2 6 10,548 76 

奈 良 県 知 事 137 106 13 6 2 9 1 3,407 25 

和 歌 山 県 知 事 109 87 7 10 2 3 0 1,197 11 

鳥 取 県 知 事 98 76 7 9 0 5 1 2,167 22 

島 根 県 知 事 137 111 12 9 3 2 0 858 6 

岡 山 県 知 事 207 152 18 20 4 9 4 5,404 26 

広 島 県 知 事 204 166 13 11 5 8 1 4,481 22 

山 口 県 知 事 209 160 18 18 3 4 6 11,662 56 

徳 島 県 知 事 91 70 10 7 1 2 1 3,177 35 

香 川 県 知 事 105 81 8 8 3 4 1 2,943 28 

愛 媛 県 知 事 121 102 6 7 1 2 3 8,057 67 

高 知 県 知 事 139 116 8 11 2 2 0 846 6 

福 岡 県 知 事 282 219 26 12 9 7 9 22,721 81 

佐 賀 県 知 事 113 92 10 6 3 1 1 1,264 11 

長 崎 県 知 事 169 136 11 13 4 3 2 2,928 17 

熊 本 県 知 事 120 98 9 4 2 5 2 4,226 35 

大 分 県 知 事 135 103 14 8 3 5 2 3,784 28 

宮 崎 県 知 事 127 91 17 10 4 4 1 2,743 22 

鹿 児 島 県 知 事 122 92 11 10 2 4 3 7,717 63 

沖 縄 県 知 事 121 86 13 10 3 4 5 10,843 90 

知 事 合 計 7,594 5,989 583 473 170 262 117 467,550 62 

北 海 道 教 委 68 58 3 6 0 1 0 305 4 

青 森 県 教 委 70 68 1 0 1 0 0 55 1 

岩 手 県 教 委 51 39 6 1 1 3 1 1,253 25 

宮 城 県 教 委 46 36 5 2 1 1 1 1,121 24 

秋 田 県 教 委 25 23 1 0 1 0 0 100 4 

山 形 県 教 委 67 63 1 2 0 0 1 1,031 15 

福 島 県 教 委 54 49 1 2 1 1 0 264 5 

茨 城 県 教 委 23 19 2 1 0 1 0 251 11 

栃 木 県 教 委 44 36 6 2 0 0 0 74 2 

群 馬 県 教 委 20 17 3 0 0 0 0 6  

埼 玉 県 教 委 26 23 2 0 0 1 0 446 17 

千 葉 県 教 委 39 28 8 1 0 2 0 584 15 

東 京 都 教 委 101 81 13 5 1 1 0 450 4 

神 奈 川 県 教 委 67 59 2 4 0 2 0 466 7 

新 潟 県 教 委 46 39 4 1 1 1 0 278 6 

富 山 県 教 委 28 23 2 2 1 0 0 145 5 

石 川 県 教 委 45 43 2 0 0 0 0 11  

福 井 県 教 委 29 26 2 0 1 0 0 63 2 

山 梨 県 教 委 26 20 2 2 0 1 1 915 35 

長 野 県 教 委 76 62 7 4 1 1 1 2,893 38 

岐 阜 県 教 委 44 35 3 3 2 1 0 359 8 

静 岡 県 教 委 113 104 7 0 0 2 0 342 3 

愛 知 県 教 委 54 45 3 3 2 1 0 355 7 

三 重 県 教 委 28 22 3 2 0 1 0 246 9 

滋 賀 県 教 委 30 28 0 2 0 0 0 48 2 

京 都 府 教 委 95 86 5 1 1 2 0 896 9 

大 阪 府 教 委 95 74 10 5 2 3 1 1,968 21 

兵 庫 県 教 委 65 55 4 2 0 3 1 1,415 22 

奈 良 県 教 委 24 21 2 1 0 0 0 24 1 

和 歌 山 県 教 委 52 45 3 3 0 1 0 190 4 

鳥 取 県 教 委 24 18 5 0 0 1 0 229 10 

島 根 県 教 委 37 29 5 2 0 0 1 915 25 

岡 山 県 教 委 28 25 1 2 0 0 0 75 3 

広 島 県 教 委 64 59 2 0 0 1 2 3,324 52 

山 口 県 教 委 43 38 3 2 0 0 0 69 2 

徳 島 県 教 委 12 8 2 1 0 0 1 832 69 

香 川 県 教 委 32 25 1 3 0 2 1 2,332 73 

愛 媛 県 教 委 37 35 1 1 0 0 0 49 1 

高 知 県 教 委 31 21 5 3 2 0 0 246 8 

福 岡 県 教 委 95 78 10 4 1 1 1 1,473 16 

佐 賀 県 教 委 40 34 4 1 0 1 0 364 9 

長 崎 県 教 委 26 22 4 0 0 0 0 7  

熊 本 県 教 委 30 23 5 2 0 0 0 74 2 

大 分 県 教 委 32 32 0 0 0 0 0   

宮 崎 県 教 委 29 27 0 1 1 0 0 89 3 

鹿 児 島 県 教 委 43 32 6 2 0 3 0 655 15 

沖 縄 県 教 委 33 28 3 1 1 0 0 101 3 

教 委 合 計 2,187 1,861 170 82 22 39 13 27,388 13 

指導監督基準上の収益事業費規模別法人数

収 益 事 業 費

合 計 金 額

（ 百 万 円 ）

収 益 事 業 費

平 均 金 額

（ 百 万 円 ）

所管官庁
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資
料
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《全体》

法人数 0％未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100％超

国 所 管 2,816 1 2,327 402 65 18 2 0 1

都 道 府 県 所 管 9,734 13 7,821 1,101 382 241 155 3 18

合 計 12,511 14 10,123 1,494 444 257 157 3 19

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数 0％未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100％超

内 閣 府 29 0 27 2 0 0 0 0 0

警 察 庁 12 0 10 2 0 0 0 0 0

金 融 庁 37 0 29 8 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 4 0 4 0 0 0 0 0 0

総 務 省 158 0 140 16 2 0 0 0 0

法 務 省 82 0 77 3 1 1 0 0 0

外 務 省 90 0 85 2 2 0 0 0 1

財 務 省 395 0 293 102 0 0 0 0 0

文 部 科 学 省 688 0 602 75 10 0 1 0 0

厚 生 労 働 省 423 1 348 46 18 9 1 0 0

農 林 水 産 省 235 0 211 21 3 0 0 0 0

経 済 産 業 省 236 0 209 24 3 0 0 0 0

国 土 交 通 省 563 0 416 113 26 8 0 0 0

環 境 省 19 0 14 4 1 0 0 0 0

防 衛 省 7 0 7 0 0 0 0 0 0

国 合 計 2,816 1 2,327 402 65 18 2 0 1

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法 人 数 0％未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100％超

内 閣 府 29 0 27 2 0 0 0 0 0

警 察 庁 12 0 10 2 0 0 0 0 0

金 融 庁 12 0 7 5 0 0 0 0 0

消 費 者 庁 4 0 4 0 0 0 0 0 0

総 務 省 128 0 111 15 2 0 0 0 0

法 務 省 82 0 77 3 1 1 0 0 0

外 務 省 90 0 85 2 2 0 0 0 1

財 務 省 14 0 12 2 0 0 0 0 0

文 部 科 学 省 688 0 602 75 10 0 1 0 0

厚 生 労 働 省 290 1 231 39 14 4 1 0 0

農 林 水 産 省 235 0 211 21 3 0 0 0 0

経 済 産 業 省 236 0 209 24 3 0 0 0 0

国 土 交 通 省 238 0 201 36 0 1 0 0 0

環 境 省 17 0 12 4 1 0 0 0 0

防 衛 省 7 0 7 0 0 0 0 0 0

本 省 庁 合 計 1,929 1 1,670 214 35 6 2 0 1

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 0％未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100％超

金 融 庁 支 部 局 25 0 22 3 0 0 0 0 0

総 務 省 支 部 局 30 0 29 1 0 0 0 0 0

財 務 省 支 部 局 381 0 281 100 0 0 0 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 0 117 7 4 5 0 0 0

国 土 交 通 省 支 部 局 325 0 215 77 26 7 0 0 0

環 境 省 支 部 局 2 0 2 0 0 0 0 0 0

支 部 局 合 計 887 0 657 188 30 12 0 0 0

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁

指導監督上の収益事業費の総支出に占める割合

指導監督上の収益事業費の総支出に占める割合

所管官庁

所管官庁

指導監督上の収益事業費の総支出に占める割合

指導監督上の収益事業費の総支出に占める割合

 

資料  

55 
 

指導監督基準上の収益事業費の総支出に占める割合別法人数 

199 



 

付属資料 データ等 

資
料
55 

《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数 0％未満 0%
0 ％超

25％以下

25 ％ 超

50％以下

50 ％ 超

75％以下

75％超

100％未満
100% 100％超

北 海 道 知 事 315 0 279 16 11 7 2 0 0

青 森 県 知 事 132 0 93 20 10 5 3 0 1

岩 手 県 知 事 183 0 148 15 8 6 5 0 1

宮 城 県 知 事 177 0 131 25 7 6 8 0 0

秋 田 県 知 事 129 0 100 20 4 3 2 0 0

山 形 県 知 事 98 0 88 6 3 0 1 0 0

福 島 県 知 事 193 0 143 29 7 5 8 0 1

茨 城 県 知 事 208 0 159 25 12 8 4 0 0

栃 木 県 知 事 114 1 93 12 3 3 2 0 0

群 馬 県 知 事 133 0 105 16 6 3 3 0 0

埼 玉 県 知 事 222 0 174 31 11 3 3 0 0

千 葉 県 知 事 213 0 172 25 10 2 2 0 2

東 京 都 知 事 227 0 176 32 13 6 0 0 0

神 奈 川 県 知 事 266 0 185 40 24 14 3 0 0

新 潟 県 知 事 192 0 160 22 6 2 2 0 0

富 山 県 知 事 111 0 94 8 3 4 1 0 1

石 川 県 知 事 163 1 136 18 3 2 3 0 0

福 井 県 知 事 141 0 122 9 5 2 2 1 0

山 梨 県 知 事 86 0 64 11 4 5 2 0 0

長 野 県 知 事 168 0 133 19 7 5 4 0 0

岐 阜 県 知 事 134 0 100 24 3 2 4 0 1

静 岡 県 知 事 153 0 129 15 4 3 2 0 0

愛 知 県 知 事 202 0 153 34 7 8 0 0 0

三 重 県 知 事 110 0 80 17 6 4 3 0 0

滋 賀 県 知 事 95 0 76 12 3 3 0 1 0

京 都 府 知 事 174 0 144 17 7 4 2 0 0

大 阪 府 知 事 371 0 296 44 16 13 1 0 1

兵 庫 県 知 事 138 0 115 11 6 4 2 0 0

奈 良 県 知 事 137 0 106 12 10 4 5 0 0

和 歌 山 県 知 事 109 0 87 8 5 5 2 0 2

鳥 取 県 知 事 98 0 76 12 4 3 3 0 0

島 根 県 知 事 137 0 111 18 5 2 1 0 0

岡 山 県 知 事 207 1 153 29 12 4 7 0 1

広 島 県 知 事 204 0 166 17 9 8 3 1 0

山 口 県 知 事 209 0 160 27 12 6 4 0 0

徳 島 県 知 事 91 1 70 11 6 1 2 0 0

香 川 県 知 事 105 0 81 13 5 2 2 0 2

愛 媛 県 知 事 121 0 102 11 4 4 0 0 0

高 知 県 知 事 139 0 116 11 7 4 1 0 0

福 岡 県 知 事 282 1 219 44 9 2 6 0 1

佐 賀 県 知 事 113 0 92 14 2 3 2 0 0

長 崎 県 知 事 169 1 136 19 2 7 3 0 1

熊 本 県 知 事 120 0 98 10 5 5 2 0 0

大 分 県 知 事 135 0 103 18 7 6 1 0 0

宮 崎 県 知 事 127 0 91 25 4 3 4 0 0

鹿 児 島 県 知 事 122 0 92 16 10 3 1 0 0

沖 縄 県 知 事 121 1 86 18 4 8 4 0 0

知 事 合 計 7,594 7 5,993 906 331 212 127 3 15

北 海 道 教 委 68 0 58 8 1 1 0 0 0

青 森 県 教 委 70 0 68 1 0 1 0 0 0

岩 手 県 教 委 51 0 39 8 0 2 2 0 0

宮 城 県 教 委 46 0 36 6 2 1 1 0 0

秋 田 県 教 委 25 0 23 1 0 0 1 0 0

山 形 県 教 委 67 0 63 1 1 2 0 0 0

福 島 県 教 委 54 0 49 1 3 1 0 0 0

茨 城 県 教 委 23 0 19 3 0 0 1 0 0

栃 木 県 教 委 44 0 36 7 1 0 0 0 0

群 馬 県 教 委 20 0 17 3 0 0 0 0 0

埼 玉 県 教 委 26 1 23 2 0 0 0 0 0

千 葉 県 教 委 39 0 28 9 1 0 1 0 0

東 京 都 教 委 101 0 81 8 7 4 1 0 0

神 奈 川 県 教 委 67 0 59 6 1 1 0 0 0

新 潟 県 教 委 46 1 39 5 1 0 0 0 0

富 山 県 教 委 28 0 23 3 1 1 0 0 0

石 川 県 教 委 45 0 43 2 0 0 0 0 0

福 井 県 教 委 29 0 26 2 0 1 0 0 0

山 梨 県 教 委 26 0 20 3 1 1 1 0 0

長 野 県 教 委 76 0 62 11 2 0 1 0 0

岐 阜 県 教 委 44 0 35 5 1 1 2 0 0

静 岡 県 教 委 113 0 105 8 0 0 0 0 0

愛 知 県 教 委 54 0 45 4 2 3 0 0 0

三 重 県 教 委 28 0 22 6 0 0 0 0 0

滋 賀 県 教 委 30 0 28 1 1 0 0 0 0

京 都 府 教 委 95 0 86 6 1 1 1 0 0

大 阪 府 教 委 95 1 74 11 4 0 5 0 0

兵 庫 県 教 委 65 1 55 5 2 1 0 0 1

奈 良 県 教 委 24 0 21 3 0 0 0 0 0

和 歌 山 県 教 委 52 0 45 5 2 0 0 0 0

鳥 取 県 教 委 24 1 18 4 1 0 0 0 0

島 根 県 教 委 37 0 29 6 1 0 1 0 0

岡 山 県 教 委 28 0 25 2 0 0 1 0 0

広 島 県 教 委 64 0 59 2 0 0 2 0 1

山 口 県 教 委 43 0 38 5 0 0 0 0 0

徳 島 県 教 委 12 1 8 1 1 0 1 0 0

香 川 県 教 委 32 0 25 4 1 0 2 0 0

愛 媛 県 教 委 37 0 35 1 1 0 0 0 0

高 知 県 教 委 31 0 21 5 4 0 1 0 0

福 岡 県 教 委 95 0 78 11 1 2 3 0 0

佐 賀 県 教 委 40 0 34 4 0 1 1 0 0

長 崎 県 教 委 26 0 22 4 0 0 0 0 0

熊 本 県 教 委 30 0 23 5 1 1 0 0 0

大 分 県 教 委 32 0 32 0 0 0 0 0 0

宮 崎 県 教 委 29 0 27 0 2 0 0 0 0

鹿 児 島 県 教 委 43 0 32 5 2 2 1 0 1

沖 縄 県 教 委 33 0 28 2 2 1 0 0 0

教 委 合 計 2,187 6 1,862 205 52 29 30 0 3

指導監督上の収益事業費の総支出に占める割合

所管官庁
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料
56 

 

 

 

 

《全体》

法人数 ０円
100万円

未満

100万円

以上

１千万円

未満

１千万円

以上

１億円

未満

１億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

国 所 管 2,816 1,364 203 113 319 430 255 132 678,440 467 

都 道 府 県 所 管 9,734 6,160 820 151 595 1,080 731 197 2,554,622 715 

合 計 12,511 7,514 1,021 264 910 1,505 976 321 3,200,189 640 

《国所管》

法人数 ０円
100万円

未満

100万円

以上

１千万円

未満

１千万円

以上

１億円

未満

１億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 20 2 2 1 2 1 1 2,054 228 

警 察 庁 12 5 0 0 0 1 2 4 12,069 1,724 

金 融 庁 37 21 1 2 3 8 2 0 985 62 

消 費 者 庁 4 3 0 0 0 0 1 0 145 145 

総 務 省 158 72 11 2 8 26 23 16 81,898 952 

法 務 省 82 72 1 1 2 3 2 1 8,680 868 

外 務 省 90 68 8 2 3 7 1 1 9,116 414 

財 務 省 395 88 34 75 151 43 4 0 2,548 8 

文 部 科 学 省 688 397 54 13 41 103 57 23 84,049 289 

厚 生 労 働 省 423 236 52 7 22 42 37 27 151,954 813 

農 林 水 産 省 235 127 10 3 19 37 20 19 91,282 845 

経 済 産 業 省 236 122 26 4 16 36 24 8 68,847 604 

国 土 交 通 省 563 210 5 4 57 147 96 44 221,296 627 

環 境 省 19 7 4 0 3 3 2 0 838 70 

防 衛 省 7 3 0 0 0 1 2 1 10,273 2,568 

国 合 計 2,816 1,364 203 113 319 430 255 132 678,440 467 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数 ０円
100万円

未満

100万円

以上

１千万円

未満

１千万円

以上

１億円

未満

１億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 20 2 2 1 2 1 1 2,054 228 

警 察 庁 12 5 0 0 0 1 2 4 12,069 1,724 

金 融 庁 12 5 0 0 1 5 1 0 649 93 

消 費 者 庁 4 3 0 0 0 0 1 0 145 145 

総 務 省 128 53 11 2 6 21 21 14 77,580 1,034 

法 務 省 82 72 1 1 2 3 2 1 8,680 868 

外 務 省 90 68 8 2 3 7 1 1 9,116 414 

財 務 省 14 6 0 0 1 4 3 0 780 97 

文 部 科 学 省 688 397 54 13 41 103 57 23 84,049 289 

厚 生 労 働 省 290 147 37 7 13 32 35 19 130,382 912 

農 林 水 産 省 235 127 10 3 19 37 20 19 91,282 845 

経 済 産 業 省 236 122 26 4 16 36 24 8 68,847 604 

国 土 交 通 省 238 81 3 2 23 64 39 26 143,883 916 

環 境 省 17 7 3 0 3 2 2 0 798 80 

防 衛 省 7 3 0 0 0 1 2 1 10,273 2,568 

本 省 庁 合 計 1,929 1,038 150 34 122 289 192 104 572,994 643 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 ０円
100万円

未満

100万円

以上

１千万円

未満

１千万円

以上

１億円

未満

１億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 16 1 2 2 3 1 0 335 37 

総 務 省 支 部 局 30 19 0 0 2 5 2 2 4,317 392 

財 務 省 支 部 局 381 82 34 75 150 39 1 0 1,768 6 

厚 生 労働 省支 部局 133 89 15 0 9 10 2 8 21,573 490 

国 土 交通 省支 部局 325 129 2 2 34 83 57 18 77,413 395 

環 境 省 支 部 局 2 0 1 0 0 1 0 0 40 20 

支 部 局 合 計 887 326 53 79 197 141 63 28 105,446 188 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

収益事業届

出平均金額

（百万円）

所管官庁

収益事業届

出平均金額

（百万円）

所管官庁

収益事業届

出平均金額

（百万円）

収益事業

届出なし

法 人 数

法人税法上の収益事業届出額規模別法人数

収益事業届

出合計金額

（百万円）

収益事業届

出平均金額

（百万円）

所管官庁

収益事業

届出なし

法 人 数

法人税法上の収益事業届出額規模別法人数

収益事業届

出合計金額

（百万円）

収益事業

届出なし

法 人 数

法人税法上の収益事業届出額規模別法人数

収益事業届

出合計金額

（百万円）

収益事業

届出なし

法 人 数

法人税法上の収益事業届出額規模別法人数

収益事業届

出合計金額

（百万円）

(注) 1　収益事業届出平均金額は、収益事業届出法人数に対する平均金額。

　   2　共管重複分を除く実数。
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

1

法人数 ０円
100万円

未満

100万円

以上

１千万円

未満

１千万円

以上

１億円

未満

１億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

北 海 道 知 事 315 195 19 1 26 33 32 9 33,770 281 

青 森 県 知 事 132 70 9 2 4 18 19 10 40,210 649 

岩 手 県 知 事 183 116 25 5 10 15 10 2 6,408 96 

宮 城 県 知 事 177 102 27 5 9 19 10 5 29,323 391 

秋 田 県 知 事 129 83 9 1 8 15 9 4 12,015 261 

山 形 県 知 事 98 74 2 1 1 11 8 1 10,100 421 

福 島 県 知 事 193 110 26 3 14 25 14 1 7,504 90 

茨 城 県 知 事 208 130 7 1 6 31 28 5 26,139 335 

栃 木 県 知 事 114 71 20 0 8 9 2 4 9,855 229 

群 馬 県 知 事 133 82 10 3 5 20 10 3 12,488 245 

埼 玉 県 知 事 222 119 24 0 8 39 23 9 26,747 260 

千 葉 県 知 事 213 133 19 0 11 33 15 2 15,901 199 

東 京 都 知 事 227 130 11 2 17 40 19 8 75,940 783 

神 奈 川 県 知 事 266 140 38 5 21 35 20 7 37,073 294 

新 潟 県 知 事 192 132 14 3 8 19 12 4 17,852 298 

富 山 県 知 事 111 66 9 0 4 21 10 1 4,856 108 

石 川 県 知 事 163 110 14 2 7 10 17 3 10,937 206 

福 井 県 知 事 141 98 8 2 2 15 12 4 15,711 365 

山 梨 県 知 事 86 46 5 2 10 13 7 3 28,348 709 

長 野 県 知 事 168 78 21 4 18 19 22 6 20,198 224 

岐 阜 県 知 事 134 80 14 1 3 24 11 1 5,516 102 

静 岡 県 知 事 153 101 7 0 11 13 15 6 22,254 428 

愛 知 県 知 事 202 125 18 5 5 15 24 10 40,480 526 

三 重 県 知 事 110 65 7 2 6 18 10 2 7,551 168 

滋 賀 県 知 事 95 50 5 2 12 18 5 3 15,734 350 

京 都 府 知 事 174 95 36 2 10 13 17 1 7,370 93 

大 阪 府 知 事 371 214 60 2 18 35 32 10 46,586 297 

兵 庫 県 知 事 138 72 18 2 5 14 15 12 42,212 640 

奈 良 県 知 事 137 90 12 3 7 14 10 1 6,424 137 

和 歌 山 県 知 事 109 67 11 1 4 15 11 0 3,144 75 

鳥 取 県 知 事 98 56 14 1 9 9 8 1 4,330 103 

島 根 県 知 事 137 93 16 1 10 12 5 0 2,317 53 

岡 山 県 知 事 207 134 1 6 13 29 18 6 35,338 484 

広 島 県 知 事 204 132 15 2 13 22 15 5 140,262 1,948 

山 口 県 知 事 209 122 4 2 17 36 22 6 20,423 235 

徳 島 県 知 事 91 60 6 2 5 11 5 2 5,028 162 

香 川 県 知 事 105 68 7 2 6 12 7 3 1,184,630 32,017 

愛 媛 県 知 事 121 84 10 3 7 11 4 2 12,655 342 

高 知 県 知 事 139 82 6 4 13 23 11 0 3,303 58 

福 岡 県 知 事 282 174 4 13 28 35 19 9 29,900 277 

佐 賀 県 知 事 113 73 11 1 9 12 7 0 3,404 85 

長 崎 県 知 事 169 113 8 0 13 18 16 1 7,443 133 

熊 本 県 知 事 120 82 3 1 8 15 9 2 358,044 9,422 

大 分 県 知 事 135 88 13 2 6 14 12 0 3,888 83 

宮 崎 県 知 事 127 68 13 4 9 21 10 2 6,215 105 

鹿 児 島 県 知 事 122 77 13 1 8 11 12 0 4,873 108 

沖 縄 県 知 事 121 88 15 0 6 6 6 0 1,909 58 

知 事 合 計 7,594 4,638 664 107 458 916 635 176 2,462,608 833 

北 海 道 教 委 68 38 7 1 1 9 8 4 17,954 598 

青 森 県 教 委 70 50 20 0 0 0 0 0   

岩 手 県 教 委 51 30 1 1 6 6 7 0 2,202 105 

宮 城 県 教 委 46 34 1 3 4 2 2 0 1,498 125 

秋 田 県 教 委 25 19 0 2 1 1 1 1 1,505 251 

山 形 県 教 委 67 55 4 2 1 5 0 0 248 21 

福 島 県 教 委 54 45 3 0 1 3 2 0 825 92 

茨 城 県 教 委 23 17 1 1 0 2 2 0 498 83 

栃 木 県 教 委 44 32 3 0 2 4 1 2 3,008 251 

群 馬 県 教 委 20 13 0 0 5 0 1 1 2,206 315 

埼 玉 県 教 委 26 15 1 1 4 3 2 0 1,015 92 

千 葉 県 教 委 39 23 1 2 6 2 4 1 1,890 118 

東 京 都 教 委 101 60 7 0 14 12 7 1 10,417 254 

神 奈 川 県 教 委 67 46 7 2 4 3 5 0 2,343 112 

新 潟 県 教 委 46 32 2 2 3 3 3 1 3,900 279 

富 山 県 教 委 28 20 2 0 1 2 2 1 2,484 311 

石 川 県 教 委 45 36 5 0 0 0 3 1 3,769 419 

福 井 県 教 委 29 21 1 0 4 1 2 0 1,130 141 

山 梨 県 教 委 26 20 3 0 1 2 0 0 47 8 

長 野 県 教 委 76 58 6 0 5 6 0 1 2,758 153 

岐 阜 県 教 委 44 29 0 2 5 7 1 0 437 29 

静 岡 県 教 委 113 93 1 3 6 8 2 0 733 37 

愛 知 県 教 委 54 33 4 0 3 9 3 2 6,960 331 

三 重 県 教 委 28 20 2 1 1 2 2 0 809 101 

滋 賀 県 教 委 30 16 11 0 1 1 1 0 176 13 

京 都 府 教 委 95 63 8 2 7 7 8 0 2,366 74 

大 阪 府 教 委 95 68 4 1 6 10 5 1 4,719 175 

兵 庫 県 教 委 65 42 8 1 2 4 7 1 3,369 146 

奈 良 県 教 委 24 18 0 1 1 4 0 0 197 33 

和 歌 山 県 教 委 52 40 3 2 2 2 3 0 1,220 102 

鳥 取 県 教 委 24 15 1 1 2 2 3 0 1,433 159 

島 根 県 教 委 37 20 7 2 4 2 2 0 1,291 76 

岡 山 県 教 委 28 21 1 2 1 3 0 0 116 17 

広 島 県 教 委 64 47 16 1 0 0 0 0   

山 口 県 教 委 43 33 3 0 2 4 0 1 2,146 215 

徳 島 県 教 委 12 7 3 0 1 0 1 0 124 25 

香 川 県 教 委 32 25 0 0 1 2 3 1 2,786 398 

愛 媛 県 教 委 37 32 1 1 1 2 0 0 99 20 

高 知 県 教 委 31 17 0 0 5 7 2 0 805 58 

福 岡 県 教 委 95 68 2 3 6 8 7 1 3,734 138 

佐 賀 県 教 委 40 20 1 1 11 5 2 0 846 42 

長 崎 県 教 委 26 18 0 2 3 3 0 0 109 14 

熊 本 県 教 委 30 22 2 0 1 3 1 1 1,545 193 

大 分 県 教 委 32 29 3 0 0 0 0 0

宮 崎 県 教 委 29 22 0 1 1 5 0 0 371 53 

鹿 児 島 県 教 委 43 34 1 0 4 1 2 1 2,693 299 

沖 縄 県 教 委 33 28 1 0 1 3 0 0 156 31 

教 委 合 計 2,187 1,544 158 44 141 170 107 23 98,934 154 

収益事業届

出平均金額

（百万円）

所管官庁

収益事業

届出なし

法 人 数

法人税法上の収益事業届出額規模別法人数

収益事業届

出合計金額

（百万円）
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《全体》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

国 所 管 2,816 351 681 314 670 249 551 14,112,480 5,012 

都 道 府 県 所 管 9,734 1,848 2,301 1,281 2,465 614 1,225 10,475,135 1,076 

合 計 12,511 2,195 2,974 1,594 3,123 861 1,764 24,533,869 1,961 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 5 11 2 5 5 1 167,177 5,765 

警 察 庁 12 0 2 0 1 2 7 38,619 3,218 

金 融 庁 37 3 6 5 7 3 13 4,649,196 125,654 

消 費 者 庁 4 0 2 1 1 0 0 431 108 

総 務 省 158 11 24 15 31 8 69 1,366,457 8,648 

法 務 省 82 27 25 13 15 0 2 15,609 190 

外 務 省 90 36 18 5 20 4 7 234,303 2,603 

財 務 省 395 53 221 50 63 6 2 70,993 180 

文 部 科 学 省 688 84 124 64 226 85 105 2,199,705 3,197 

厚 生 労 働 省 423 55 74 60 96 38 100 1,943,080 4,594 

農 林 水 産 省 235 20 41 19 54 18 83 5,391,674 22,943 

経 済 産 業 省 236 15 49 30 60 31 51 795,937 3,373 

国 土 交 通 省 563 52 108 58 122 64 159 2,665,286 4,734 

環 境 省 19 3 2 2 7 1 4 11,792 621 

防 衛 省 7 1 0 2 1 1 2 12,063 1,723 

国 合 計 2,816 351 681 314 670 249 551 14,112,480 5,012 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 5 11 2 5 5 1 167,177 5,765 

警 察 庁 12 0 2 0 1 2 7 38,619 3,218 

金 融 庁 12 1 1 0 2 0 8 4,610,706 384,225 

消 費 者 庁 4 0 2 1 1 0 0 431 108 

総 務 省 128 7 9 10 29 8 65 1,343,286 10,494 

法 務 省 82 27 25 13 15 0 2 15,609 190 

外 務 省 90 36 18 5 20 4 7 234,303 2,603 

財 務 省 14 2 3 0 4 3 2 48,825 3,488 

文 部 科 学 省 688 84 124 64 226 85 105 2,199,705 3,197 

厚 生 労 働 省 290 39 34 34 67 30 86 1,769,047 6,100 

農 林 水 産 省 235 20 41 19 54 18 83 5,391,674 22,943 

経 済 産 業 省 236 15 49 30 60 31 51 795,937 3,373 

国 土 交 通 省 238 19 36 15 52 27 89 2,296,770 9,650 

環 境 省 17 3 1 2 7 1 3 10,078 593 

防 衛 省 7 1 0 2 1 1 2 12,063 1,723 

本 省 庁 合 計 1,929 245 338 186 505 198 457 13,484,588 6,990 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 2 5 5 5 3 5 38,490 1,540 

総 務 省 支 部 局 30 4 15 5 2 0 4 23,171 772 

財 務 省 支 部 局 381 51 218 50 59 3 0 22,168 58 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 16 40 26 29 8 14 174,033 1,309 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 33 72 43 70 37 70 368,516 1,134 

環 境 省 支 部 局 2 0 1 0 0 0 1 1,715 857 

支 部 局 合 計 887 106 343 128 165 51 94 627,892 708 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

資　　産

平均金額

（百万円）

所管官庁

資産額規模別法人数

資　　産

合計金額

（百万円）

資　　産

平均金額

（百万円）

所管官庁

資産額規模別法人数

資　　産

合計金額

（百万円）

資　　産

平均金額

（百万円）

資　　産

合計金額

（百万円）

資産額規模別法人数

資　　産

合計金額

（百万円）

所管官庁

資　　産

平均金額

（百万円）

資産額規模別法人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

北 海 道 知 事 315 78 73 33 64 24 43 281,322 893 

青 森 県 知 事 132 36 31 16 27 3 19 130,940 992 

岩 手 県 知 事 183 44 45 32 36 10 16 89,127 487 

宮 城 県 知 事 177 28 47 19 36 18 29 127,005 718 

秋 田 県 知 事 129 38 32 14 20 10 15 104,166 807 

山 形 県 知 事 98 27 21 17 14 3 16 234,176 2,390 

福 島 県 知 事 193 36 48 29 35 12 33 250,139 1,296 

茨 城 県 知 事 208 48 49 33 42 12 24 185,601 892 

栃 木 県 知 事 114 24 33 17 23 3 14 49,765 437 

群 馬 県 知 事 133 28 37 16 30 9 13 70,365 529 

埼 玉 県 知 事 222 44 40 25 67 20 26 222,656 1,003 

千 葉 県 知 事 213 41 57 22 58 10 25 143,590 674 

東 京 都 知 事 227 34 38 25 64 23 43 336,676 1,483 

神 奈 川 県 知 事 266 46 49 35 76 20 40 380,818 1,432 

新 潟 県 知 事 192 51 47 19 40 12 23 730,895 3,807 

富 山 県 知 事 111 25 30 15 23 7 11 94,205 849 

石 川 県 知 事 163 32 38 29 34 10 20 288,823 1,772 

福 井 県 知 事 141 34 22 19 37 16 13 182,712 1,296 

山 梨 県 知 事 86 21 14 13 19 6 13 84,138 978 

長 野 県 知 事 168 15 37 33 53 12 18 150,461 896 

岐 阜 県 知 事 134 21 47 14 32 6 14 144,835 1,081 

静 岡 県 知 事 153 28 30 14 44 6 31 743,303 4,858 

愛 知 県 知 事 202 32 50 20 54 19 27 214,151 1,060 

三 重 県 知 事 110 14 30 14 33 5 14 52,620 478 

滋 賀 県 知 事 95 18 30 14 14 9 10 162,132 1,707 

京 都 府 知 事 174 23 49 19 45 14 24 146,108 840 

大 阪 府 知 事 371 76 66 40 125 19 45 413,298 1,114 

兵 庫 県 知 事 138 15 21 13 39 10 40 242,267 1,756 

奈 良 県 知 事 137 26 45 12 37 3 14 77,812 568 

和 歌 山 県 知 事 109 19 29 26 25 4 6 38,805 356 

鳥 取 県 知 事 98 34 29 8 13 5 9 74,042 756 

島 根 県 知 事 137 39 37 16 30 6 9 119,982 876 

岡 山 県 知 事 207 44 41 24 59 16 23 257,269 1,243 

広 島 県 知 事 204 38 50 27 48 12 29 181,872 892 

山 口 県 知 事 209 64 46 25 51 7 16 124,150 594 

徳 島 県 知 事 91 27 21 11 17 6 9 48,095 529 

香 川 県 知 事 105 30 26 10 23 5 11 43,019 410 

愛 媛 県 知 事 121 33 30 9 24 6 19 75,679 625 

高 知 県 知 事 139 29 40 16 34 7 13 71,315 513 

福 岡 県 知 事 282 38 72 37 66 20 49 321,265 1,139 

佐 賀 県 知 事 113 25 31 12 24 14 7 30,262 268 

長 崎 県 知 事 169 45 42 23 28 10 21 80,946 479 

熊 本 県 知 事 120 22 35 10 26 10 17 113,539 946 

大 分 県 知 事 135 32 48 16 23 7 9 47,546 352 

宮 崎 県 知 事 127 32 37 13 26 6 13 118,783 935 

鹿 児 島 県 知 事 122 32 27 16 20 5 22 129,887 1,065 

沖 縄 県 知 事 121 36 15 16 28 6 20 115,364 953 

知 事 合 計 7,594 1,602 1,812 936 1,786 483 975 8,325,925 1,096 

北 海 道 教 委 68 3 11 14 25 4 11 68,734 1,011 

青 森 県 教 委 70 11 23 15 15 3 3 36,324 519 

岩 手 県 教 委 51 9 11 11 12 3 5 25,432 499 

宮 城 県 教 委 46 5 15 7 12 2 5 14,264 310 

秋 田 県 教 委 25 3 7 2 8 0 5 28,885 1,155 

山 形 県 教 委 67 6 21 9 26 2 3 20,310 303 

福 島 県 教 委 54 5 16 13 14 1 5 20,137 373 

茨 城 県 教 委 23 0 5 5 8 2 3 32,605 1,418 

栃 木 県 教 委 44 1 12 9 13 2 7 22,236 505 

群 馬 県 教 委 20 2 8 4 3 2 1 3,775 189 

埼 玉 県 教 委 26 1 3 4 6 5 7 22,817 878 

千 葉 県 教 委 39 5 5 5 13 5 6 106,654 2,735 

東 京 都 教 委 101 12 14 14 38 5 18 262,188 2,596 

神 奈 川 県 教 委 67 9 8 10 24 4 12 77,964 1,164 

新 潟 県 教 委 46 4 10 6 12 6 8 75,428 1,640 

富 山 県 教 委 28 4 6 6 8 2 2 18,553 663 

石 川 県 教 委 45 5 14 7 11 4 4 16,735 372 

福 井 県 教 委 29 3 4 5 10 2 5 20,703 714 

山 梨 県 教 委 26 1 6 4 11 1 3 12,089 465 

長 野 県 教 委 76 12 21 14 19 2 8 41,399 545 

岐 阜 県 教 委 44 1 12 8 16 4 3 25,534 580 

静 岡 県 教 委 113 13 25 20 38 5 12 74,403 658 

愛 知 県 教 委 54 1 6 10 18 8 11 86,985 1,611 

三 重 県 教 委 28 1 8 5 10 0 4 49,389 1,764 

滋 賀 県 教 委 30 5 3 10 8 1 3 26,868 896 

京 都 府 教 委 95 21 22 9 33 3 7 52,686 555 

大 阪 府 教 委 95 9 20 13 34 10 9 86,354 909 

兵 庫 県 教 委 65 6 11 4 23 3 18 301,778 4,643 

奈 良 県 教 委 24 6 1 3 9 1 4 14,384 599 

和 歌 山 県 教 委 52 11 13 8 16 1 3 11,924 229 

鳥 取 県 教 委 24 3 8 5 4 1 3 6,155 256 

島 根 県 教 委 37 1 9 7 17 2 1 38,429 1,039 

岡 山 県 教 委 28 3 10 2 10 0 3 25,783 921 

広 島 県 教 委 64 7 11 7 20 8 11 62,922 983 

山 口 県 教 委 43 7 13 5 9 5 4 23,144 538 

徳 島 県 教 委 12 4 0 1 5 2 0 3,113 259 

香 川 県 教 委 32 2 9 8 8 4 1 7,043 220 

愛 媛 県 教 委 37 6 10 6 10 2 3 11,956 323 

高 知 県 教 委 31 6 7 5 9 0 4 19,307 623 

福 岡 県 教 委 95 10 16 15 35 6 13 124,776 1,313 

佐 賀 県 教 委 40 5 7 11 10 3 4 15,524 388 

長 崎 県 教 委 26 2 6 5 10 1 2 30,420 1,170 

熊 本 県 教 委 30 2 10 4 11 2 1 5,504 183 

大 分 県 教 委 32 2 13 5 9 0 3 25,606 800 

宮 崎 県 教 委 29 7 8 4 8 1 1 18,810 649 

鹿 児 島 県 教 委 43 2 8 8 13 5 7 100,731 2,343 

沖 縄 県 教 委 33 4 10 3 11 2 3 42,817 1,297 

教 委 合 計 2,187 248 496 355 692 137 259 2,219,576 1,015 

資　　産

合計金額

（百万円）

資　　産

平均金額

（百万円）

所管官庁

資産額規模別法人数
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《全体》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

国 所 管 2,816 1,423 565 197 343 88 200 8,936,234 3,173 

都 道 府 県 所 管 9,734 5,995 1,591 595 831 202 520 6,580,189 676 

合 計 12,511 7,406 2,148 787 1,165 289 716 15,502,068 1,239 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 15 6 3 4 0 1 33,003 1,138 

警 察 庁 12 3 1 2 2 2 2 9,934 828 

金 融 庁 37 13 9 1 8 1 5 4,324,420 116,876 

消 費 者 庁 4 2 0 2 0 0 0 136 34 

総 務 省 158 51 35 7 29 5 31 692,590 4,383 

法 務 省 82 51 21 4 5 1 0 2,337 28 

外 務 省 90 63 20 1 2 1 3 200,465 2,227 

財 務 省 395 324 54 7 9 0 1 5,137 13 

文 部 科 学 省 688 417 128 35 72 17 19 328,503 477 

厚 生 労 働 省 423 192 76 26 57 15 57 1,343,153 3,175 

農 林 水 産 省 235 84 43 20 38 13 37 4,937,041 21,009 

経 済 産 業 省 236 80 60 23 46 11 16 162,996 691 

国 土 交 通 省 563 179 144 71 92 29 48 1,523,484 2,706 

環 境 省 19 8 7 1 3 0 0 815 43 

防 衛 省 7 2 2 1 0 1 1 4,377 625 

国 合 計 2,816 1,423 565 197 343 88 200 8,936,234 3,173 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 15 6 3 4 0 1 33,003 1,138 

警 察 庁 12 3 1 2 2 2 2 9,934 828 

金 融 庁 12 3 1 0 4 0 4 4,303,338 358,612 

消 費 者 庁 4 2 0 2 0 0 0 136 34 

総 務 省 128 33 31 4 27 5 28 686,273 5,362 

法 務 省 82 51 21 4 5 1 0 2,337 28 

外 務 省 90 63 20 1 2 1 3 200,465 2,227 

財 務 省 14 6 4 0 3 0 1 1,953 140 

文 部 科 学 省 688 417 128 35 72 17 19 328,503 477 

厚 生 労 働 省 290 113 52 19 44 13 49 1,208,962 4,169 

農 林 水 産 省 235 84 43 20 38 13 37 4,937,041 21,009 

経 済 産 業 省 236 80 60 23 46 11 16 162,996 691 

国 土 交 通 省 238 69 48 26 42 21 32 1,442,668 6,062 

環 境 省 17 7 6 1 3 0 0 796 47 

防 衛 省 7 2 2 1 0 1 1 4,377 625 

本 省 庁 合 計 1,929 894 384 134 268 77 172 8,690,693 4,505 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 10 8 1 4 1 1 21,082 843 

総 務 省 支 部 局 30 18 4 3 2 0 3 6,317 211 

財 務 省 支 部 局 381 318 50 7 6 0 0 3,184 8 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 79 24 7 13 2 8 134,191 1,009 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 110 96 45 50 8 16 80,815 249 

環 境 省 支 部 局 2 1 1 0 0 0 0 20 10 

支 部 局 合 計 887 529 181 63 75 11 28 245,540 277 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

負　　債

平均金額

（百万円）

所管官庁

負債額規模別法人数

負債額規模別法人数

負　　債

平均金額

（百万円）

負　　債

合計金額

（百万円）

所管官庁

負債額規模別法人数

負　　債

合計金額

（百万円）

負　　債

合計金額

（百万円）

負　　債

平均金額

（百万円）

所管官庁

負　　債

平均金額

（百万円）

負債額規模別法人数

負　　債

合計金額

（百万円）
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〔都道府県知事・都道府県教育委員会所管〕

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

北 海 道 知 事 315 188 53 20 27 8 19 161,894 514 

青 森 県 知 事 132 72 20 13 12 2 13 89,612 679 

岩 手 県 知 事 183 109 38 11 12 6 7 62,986 344 

宮 城 県 知 事 177 103 26 11 16 9 12 70,381 398 

秋 田 県 知 事 129 84 22 6 10 0 7 68,113 528 

山 形 県 知 事 98 67 5 6 7 3 10 191,676 1,956 

福 島 県 知 事 193 102 33 16 20 4 18 164,716 853 

茨 城 県 知 事 208 111 46 19 19 3 10 124,254 597 

栃 木 県 知 事 114 74 17 5 11 3 4 18,935 166 

群 馬 県 知 事 133 87 19 8 10 3 6 18,696 141 

埼 玉 県 知 事 222 118 36 23 31 5 9 84,250 380 

千 葉 県 知 事 213 119 44 17 22 3 8 68,411 321 

東 京 都 知 事 227 101 51 16 29 9 21 92,240 406 

神 奈 川 県 知 事 266 128 59 27 30 6 16 241,097 906 

新 潟 県 知 事 192 124 35 9 11 3 10 666,653 3,472 

富 山 県 知 事 111 69 20 7 8 4 3 66,726 601 

石 川 県 知 事 163 101 30 6 14 2 10 225,241 1,382 

福 井 県 知 事 141 87 23 10 16 2 3 135,037 958 

山 梨 県 知 事 86 48 18 4 8 2 6 51,969 604 

長 野 県 知 事 168 91 43 9 12 4 9 108,843 648 

岐 阜 県 知 事 134 77 31 8 8 4 6 88,049 657 

静 岡 県 知 事 153 82 21 12 21 3 14 670,712 4,384 

愛 知 県 知 事 202 111 28 15 30 7 11 133,288 660 

三 重 県 知 事 110 73 15 2 14 1 5 28,103 255 

滋 賀 県 知 事 95 56 15 4 11 2 7 140,977 1,484 

京 都 府 知 事 174 88 40 9 21 6 10 88,518 509 

大 阪 府 知 事 371 211 62 29 41 9 19 203,738 549 

兵 庫 県 知 事 138 63 21 12 19 8 15 136,152 987 

奈 良 県 知 事 137 82 24 14 10 4 3 34,597 253 

和 歌 山 県 知 事 109 66 22 10 7 0 4 22,335 205 

鳥 取 県 知 事 98 62 18 4 7 4 3 39,988 408 

島 根 県 知 事 137 96 21 7 6 4 3 71,063 519 

岡 山 県 知 事 207 129 28 13 20 4 13 132,448 640 

広 島 県 知 事 204 120 29 19 18 8 10 86,622 425 

山 口 県 知 事 209 144 26 15 15 2 7 73,363 351 

徳 島 県 知 事 91 56 15 7 8 0 5 28,997 319 

香 川 県 知 事 105 65 23 6 7 2 2 11,553 110 

愛 媛 県 知 事 121 74 21 2 13 4 7 32,195 266 

高 知 県 知 事 139 87 25 9 11 2 5 48,061 346 

福 岡 県 知 事 282 156 54 15 28 8 21 176,505 626 

佐 賀 県 知 事 113 75 19 5 10 3 1 8,235 73 

長 崎 県 知 事 169 109 31 5 13 4 7 31,699 188 

熊 本 県 知 事 120 73 23 7 7 1 9 52,421 437 

大 分 県 知 事 135 80 33 6 13 1 2 13,046 97 

宮 崎 県 知 事 127 78 20 6 15 2 6 95,153 749 

鹿 児 島 県 知 事 122 75 18 5 9 4 11 74,700 612 

沖 縄 県 知 事 121 68 19 8 14 2 10 36,498 302 

知 事 合 計 7,594 4,439 1,340 497 721 180 417 5,270,746 694 

北 海 道 教 委 68 41 10 2 10 0 5 50,658 745 

青 森 県 教 委 70 57 6 4 2 0 1 18,799 269 

岩 手 県 教 委 51 36 10 1 1 0 3 10,786 211 

宮 城 県 教 委 46 35 7 0 1 2 1 -3,645 -79 

秋 田 県 教 委 25 19 2 0 2 0 2 11,871 475 

山 形 県 教 委 67 55 5 1 2 1 3 17,041 254 

福 島 県 教 委 54 35 11 6 1 0 1 6,906 128 

茨 城 県 教 委 23 14 3 3 1 1 1 22,227 966 

栃 木 県 教 委 44 33 3 1 3 3 1 6,498 148 

群 馬 県 教 委 20 12 3 0 4 1 0 1,399 70 

埼 玉 県 教 委 26 12 3 4 4 2 1 5,053 194 

千 葉 県 教 委 39 27 3 4 1 1 3 69,680 1,787 

東 京 都 教 委 101 79 15 2 2 2 1 127,457 1,262 

神 奈 川 県 教 委 67 38 7 8 3 4 7 60,488 903 

新 潟 県 教 委 46 34 5 2 2 0 3 48,932 1,064 

富 山 県 教 委 28 19 6 1 1 0 1 12,531 448 

石 川 県 教 委 45 30 7 3 3 0 2 8,039 179 

福 井 県 教 委 29 22 3 1 2 0 1 6,363 219 

山 梨 県 教 委 26 17 5 1 1 0 2 6,708 258 

長 野 県 教 委 76 60 9 3 2 0 2 12,606 166 

岐 阜 県 教 委 44 36 3 1 2 1 1 15,052 342 

静 岡 県 教 委 113 89 10 5 3 1 5 41,840 370 

愛 知 県 教 委 54 34 4 4 5 0 7 67,808 1,256 

三 重 県 教 委 28 21 2 2 0 0 3 42,962 1,534 

滋 賀 県 教 委 30 24 1 1 2 0 2 19,726 658 

京 都 府 教 委 95 73 10 2 6 1 3 25,501 268 

大 阪 府 教 委 95 66 14 8 3 0 4 56,437 594 

兵 庫 県 教 委 65 35 9 4 11 3 3 229,540 3,531 

奈 良 県 教 委 24 16 5 0 1 0 2 5,371 224 

和 歌 山 県 教 委 52 41 5 2 3 0 1 2,440 47 

鳥 取 県 教 委 24 14 4 3 2 0 1 1,961 82 

島 根 県 教 委 37 24 7 2 3 0 1 29,956 810 

岡 山 県 教 委 28 22 3 1 1 0 1 6,787 242 

広 島 県 教 委 64 49 2 3 7 0 3 23,902 373 

山 口 県 教 委 43 37 2 1 1 0 2 13,569 316 

徳 島 県 教 委 12 8 1 2 0 0 1 1,410 117 

香 川 県 教 委 32 24 2 2 4 0 0 1,059 33 

愛 媛 県 教 委 37 30 4 0 1 0 2 4,735 128 

高 知 県 教 委 31 19 5 2 2 0 3 17,613 568 

福 岡 県 教 委 95 71 10 1 6 1 6 89,257 940 

佐 賀 県 教 委 40 26 7 5 0 0 2 7,701 193 

長 崎 県 教 委 26 20 4 0 1 0 1 15,953 614 

熊 本 県 教 委 30 21 6 0 3 0 0 721 24 

大 分 県 教 委 32 27 3 0 0 0 2 18,583 581 

宮 崎 県 教 委 29 24 4 0 0 0 1 15,844 546 

鹿 児 島 県 教 委 43 30 4 3 0 1 5 66,499 1,546 

沖 縄 県 教 委 33 26 3 1 1 1 1 23,866 723 

教 委 合 計 2,187 1,582 257 102 116 26 104 1,346,489 616 

負　　債

合計金額

（百万円）

負　　債

平均金額

（百万円）

所管官庁

負債額規模別法人数
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《全体》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

国 所 管 2,816 517 703 287 655 216 438 5,158,941 1,832 

都 道 府 県 所 管 9,734 2,419 2,376 1,243 2,303 604 789 5,262,351 541 

合 計 12,511 2,932 3,069 1,528 2,949 816 1,217 10,381,899 830 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 12 6 2 5 3 1 134,184 4,627 

警 察 庁 12 1 1 0 2 2 6 28,684 2,390 

金 融 庁 37 7 5 4 7 5 9 324,776 8,778 

消 費 者 庁 4 1 2 0 1 0 0 295 74 

総 務 省 158 19 29 13 32 11 54 673,728 4,264 

法 務 省 82 34 26 14 6 0 2 13,259 162 

外 務 省 90 38 17 6 20 3 6 33,752 375 

財 務 省 395 70 218 50 51 4 2 65,856 167 

文 部 科 学 省 688 109 123 62 232 68 94 1,871,055 2,720 

厚 生 労 働 省 423 90 81 48 103 37 64 584,255 1,381 

農 林 水 産 省 235 37 46 22 51 23 56 454,127 1,932 

経 済 産 業 省 236 28 61 23 62 21 41 632,094 2,678 

国 土 交 通 省 563 87 113 46 124 53 140 1,141,795 2,028 

環 境 省 19 4 4 1 6 0 4 10,977 578 

防 衛 省 7 2 0 2 0 1 2 7,687 1,098 

国 合 計 2,816 517 703 287 655 216 438 5,158,941 1,832 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

内 閣 府 29 12 6 2 5 3 1 134,184 4,627 

警 察 庁 12 1 1 0 2 2 6 28,684 2,390 

金 融 庁 12 2 1 1 1 1 6 307,368 25,614 

消 費 者 庁 4 1 2 0 1 0 0 295 74 

総 務 省 128 9 16 11 31 11 50 656,873 5,132 

法 務 省 82 34 26 14 6 0 2 13,259 162 

外 務 省 90 38 17 6 20 3 6 33,752 375 

財 務 省 14 3 3 2 3 1 2 46,872 3,348 

文 部 科 学 省 688 109 123 62 232 68 94 1,871,055 2,720 

厚 生 労 働 省 290 68 39 24 73 29 57 545,002 1,879 

農 林 水 産 省 235 37 46 22 51 23 56 454,127 1,932 

経 済 産 業 省 236 28 61 23 62 21 41 632,094 2,678 

国 土 交 通 省 238 29 35 16 58 23 77 854,102 3,589 

環 境 省 17 4 3 1 6 0 3 9,282 546 

防 衛 省 7 2 0 2 0 1 2 7,687 1,098 

本 省 庁 合 計 1,929 359 355 180 504 171 360 4,777,186 2,477 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 5 4 3 6 4 3 17,409 696 

総 務 省 支 部 局 30 10 13 2 1 0 4 16,854 562 

財 務 省 支 部 局 381 67 215 48 48 3 0 18,984 50 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 22 42 24 30 8 7 39,253 295 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 58 78 30 66 30 63 287,694 885 

環 境 省 支 部 局 2 0 1 0 0 0 1 1,695 848 

支 部 局 合 計 887 158 348 107 151 45 78 381,755 430 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

正味財産

平均金額

（百万円）

所管官庁

正味財産額規模別法人数

正味財産額規模別法人数

正味財産

平均金額

（百万円）

正味財産

合計金額

（百万円）

所管官庁

正味財産額規模別法人数

正味財産

合計金額

（百万円）

正味財産

合計金額

（百万円）

正味財産

平均金額

（百万円）

所管官庁

正味財産

平均金額

（百万円）

正味財産額規模別法人数

正味財産

合計金額

（百万円）
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数
1千万円

未満

1千万円

以上

5千万円

未満

5千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

5億円

未満

5億円

以上

10億円

未満

10億円

以上

北 海 道 知 事 315 98 70 39 57 19 32 119,409 379 

青 森 県 知 事 132 47 35 7 30 3 10 41,330 313 

岩 手 県 知 事 183 60 44 27 37 9 6 26,142 143 

宮 城 県 知 事 177 40 48 16 38 18 17 56,711 320 

秋 田 県 知 事 129 49 25 13 23 10 9 35,980 279 

山 形 県 知 事 98 32 21 16 18 2 9 42,500 434 

福 島 県 知 事 193 54 50 27 31 14 17 85,424 443 

茨 城 県 知 事 208 64 58 25 32 13 16 61,419 295 

栃 木 県 知 事 114 34 31 17 18 5 9 30,830 270 

群 馬 県 知 事 133 32 37 19 29 4 12 51,669 388 

埼 玉 県 知 事 222 52 43 33 56 22 16 138,407 623 

千 葉 県 知 事 213 57 56 24 49 11 16 75,068 352 

東 京 都 知 事 227 42 43 25 63 19 35 244,436 1,077 

神 奈 川 県 知 事 266 62 58 27 71 20 28 138,945 522 

新 潟 県 知 事 192 58 47 16 40 13 18 64,241 335 

富 山 県 知 事 111 34 30 14 18 6 9 27,479 248 

石 川 県 知 事 163 44 42 22 32 10 13 63,413 389 

福 井 県 知 事 141 42 23 19 33 13 11 47,731 339 

山 梨 県 知 事 86 25 18 13 17 7 6 32,148 374 

長 野 県 知 事 168 19 42 36 51 11 9 42,656 254 

岐 阜 県 知 事 134 33 47 14 26 7 7 57,188 427 

静 岡 県 知 事 153 33 34 16 42 10 18 72,591 474 

愛 知 県 知 事 202 41 56 19 56 13 17 79,835 395 

三 重 県 知 事 110 21 29 14 34 4 8 24,520 223 

滋 賀 県 知 事 95 25 31 14 14 6 5 21,155 223 

京 都 府 知 事 174 35 52 18 44 10 15 57,549 331 

大 阪 府 知 事 371 96 72 46 105 23 29 208,991 563 

兵 庫 県 知 事 138 23 20 16 42 7 30 106,205 770 

奈 良 県 知 事 137 40 39 15 29 5 9 42,817 313 

和 歌 山 県 知 事 109 34 28 21 18 5 3 17,726 163 

鳥 取 県 知 事 98 44 27 4 13 5 5 34,050 347 

島 根 県 知 事 137 45 38 16 26 8 4 48,903 357 

岡 山 県 知 事 207 51 44 26 57 14 15 124,801 603 

広 島 県 知 事 204 51 48 28 43 14 20 363,281 1,781 

山 口 県 知 事 209 76 46 29 39 10 9 51,255 245 

徳 島 県 知 事 91 33 24 8 16 5 5 19,082 210 

香 川 県 知 事 105 36 23 11 22 5 8 31,449 300 

愛 媛 県 知 事 121 39 29 14 18 7 14 42,953 355 

高 知 県 知 事 139 43 39 16 25 11 5 23,254 167 

福 岡 県 知 事 282 53 78 30 66 19 36 144,760 513 

佐 賀 県 知 事 113 30 34 11 25 9 4 21,599 191 

長 崎 県 知 事 169 60 41 16 28 12 12 49,459 293 

熊 本 県 知 事 120 32 31 10 25 8 14 61,114 509 

大 分 県 知 事 135 46 41 13 23 6 6 34,500 256 

宮 崎 県 知 事 127 46 34 14 21 5 7 1,141,603 8,989 

鹿 児 島 県 知 事 122 38 27 13 23 4 17 55,040 451 

沖 縄 県 知 事 121 45 19 13 24 9 11 78,861 652 

知 事 合 計 7,594 2,094 1,852 900 1,647 470 631 4,440,478 585 

北 海 道 教 委 68 5 15 12 25 5 6 17,971 264 

青 森 県 教 委 70 11 25 14 14 4 2 17,525 250 

岩 手 県 教 委 51 12 9 10 12 4 4 14,646 287 

宮 城 県 教 委 46 8 14 8 13 1 2 3,107 68 

秋 田 県 教 委 25 4 7 3 7 0 4 17,014 681 

山 形 県 教 委 67 9 22 11 22 3 0 3,358 50 

福 島 県 教 委 54 7 21 12 10 0 4 12,785 237 

茨 城 県 教 委 23 2 5 4 8 2 2 10,378 451 

栃 木 県 教 委 44 1 13 10 13 2 5 15,738 358 

群 馬 県 教 委 20 3 8 6 2 0 1 2,376 119 

埼 玉 県 教 委 26 3 4 4 5 4 6 17,801 685 

千 葉 県 教 委 39 7 4 5 12 5 6 39,967 1,025 

東 京 都 教 委 101 15 14 12 37 5 18 134,731 1,334 

神 奈 川 県 教 委 67 14 12 8 24 4 5 17,477 261 

新 潟 県 教 委 46 6 10 5 12 8 5 26,137 568 

富 山 県 教 委 28 5 7 5 8 1 2 5,985 214 

石 川 県 教 委 45 5 15 9 10 5 1 8,704 193 

福 井 県 教 委 29 5 2 6 10 3 3 14,288 493 

山 梨 県 教 委 26 1 8 3 12 1 1 5,380 207 

長 野 県 教 委 76 13 24 13 19 1 6 28,797 379 

岐 阜 県 教 委 44 3 13 7 15 3 3 10,482 238 

静 岡 県 教 委 113 15 27 20 38 5 8 32,562 288 

愛 知 県 教 委 54 2 11 9 19 8 5 19,205 356 

三 重 県 教 委 28 3 8 4 9 2 2 6,427 230 

滋 賀 県 教 委 30 6 3 11 8 1 1 7,142 238 

京 都 府 教 委 95 25 19 12 34 4 1 27,217 286 

大 阪 府 教 委 95 11 23 12 30 13 6 29,748 313 

兵 庫 県 教 委 65 11 8 6 22 6 12 68,804 1,059 

奈 良 県 教 委 24 6 2 4 8 1 3 9,012 376 

和 歌 山 県 教 委 52 12 15 7 15 1 2 9,463 182 

鳥 取 県 教 委 24 5 8 4 5 1 1 4,194 175 

島 根 県 教 委 37 4 10 5 15 2 1 8,473 229 

岡 山 県 教 委 28 3 11 2 9 0 3 18,996 678 

広 島 県 教 委 64 10 11 7 22 7 7 38,540 602 

山 口 県 教 委 43 9 12 4 11 5 2 9,558 222 

徳 島 県 教 委 12 5 0 1 5 1 0 1,697 141 

香 川 県 教 委 32 2 12 7 7 3 1 5,984 187 

愛 媛 県 教 委 37 6 11 6 11 2 1 7,228 195 

高 知 県 教 委 31 10 8 6 6 0 1 1,693 55 

福 岡 県 教 委 95 13 15 18 35 5 9 34,510 363 

佐 賀 県 教 委 40 6 10 8 11 3 2 7,813 195 

長 崎 県 教 委 26 2 7 6 9 1 1 14,436 555 

熊 本 県 教 委 30 3 11 3 11 1 1 4,784 159 

大 分 県 教 委 32 2 15 4 9 0 2 7,023 219 

宮 崎 県 教 委 29 8 8 6 6 1 0 2,973 103 

鹿 児 島 県 教 委 43 5 8 8 14 6 2 34,154 794 

沖 縄 県 教 委 33 5 10 5 8 2 3 18,911 573 

教 委 合 計 2,187 328 535 352 667 142 163 855,192 391 

正味財産

合計金額

（百万円）

正味財産

平均金額

（百万円）

所管官庁

正味財産額規模別法人数
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資
料
60 

 

 

 

《全体》

法人数
1千万円

以上

1千万円

未満

0又は

100万円

未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

国 所 管 2,816 637 945 385 436 286 127 2,205,820 783 

都 道 府 県 所 管 9,734 1,314 3,562 2,034 1,594 902 328 69,770 7 

合 計 12,511 1,939 4,500 2,417 2,022 1,181 452 2,276,165 182 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
1千万円

以上

1千万円

未満

0又は

100万円

未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

内 閣 府 29 4 12 5 6 1 1 43,815 1,511 

警 察 庁 12 4 2 0 1 4 1 256 21 

金 融 庁 37 11 17 1 1 3 4 102,373 2,767 

消 費 者 庁 4 2 1 0 1 0 0 -120 -30 

総 務 省 158 59 35 22 12 20 10 17,793 113 

法 務 省 82 8 39 10 20 5 0 -122 -1 

外 務 省 90 15 36 28 8 2 1 -3,075 -34 

財 務 省 395 29 216 63 76 10 1 -1,846 -5  

文 部 科 学 省 688 150 234 104 108 71 21 920,053 1,337 

厚 生 労 働 省 423 92 118 64 61 60 28 6,860 16 

農 林 水 産 省 235 78 70 17 24 25 21 -61,189 -260 

経 済 産 業 省 236 68 66 27 38 23 14 1,401,125 5,937 

国 土 交 通 省 563 158 146 59 87 72 41 -73,804 -131 

環 境 省 19 7 4 1 4 2 1 -2,715 -143 

防 衛 省 7 2 2 0 2 0 1 -75 -11 

国 合 計 2,816 637 945 385 436 286 127 2,205,820 783 

(注)  国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
1千万円

以上

1千万円

未満

0又は

100万円

未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

内 閣 府 29 4 12 5 6 1 1 43,815 1,511 

警 察 庁 12 4 2 0 1 4 1 256 21 

金 融 庁 12 3 4 0 0 2 3 102,454 8,538 

消 費 者 庁 4 2 1 0 1 0 0 -120 -30 

総 務 省 128 53 24 15 9 18 9 18,997 148 

法 務 省 82 8 39 10 20 5 0 -122 -1 

外 務 省 90 15 36 28 8 2 1 -3,075 -34 

財 務 省 14 4 6 1 1 1 1 -1,201 -86 

文 部 科 学 省 688 150 234 104 108 71 21 920,053 1,337 

厚 生 労 働 省 290 77 63 43 36 45 26 7,212 25 

農 林 水 産 省 235 78 70 17 24 25 21 -61,189 -260 

経 済 産 業 省 236 68 66 27 38 23 14 1,401,125 5,937 

国 土 交 通 省 238 79 53 19 29 31 27 -66,370 -279 

環 境 省 17 5 4 1 4 2 1 -2,680 -158 

防 衛 省 7 2 2 0 2 0 1 -75 -11 

本 省 庁 合 計 1,929 502 569 256 275 218 109 2,215,564 1,149 

(注)  本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
1千万円

以上

1千万円

未満

0又は

100万円

未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 8 13 1 1 1 1 -81 -3 

総 務 省 支 部 局 30 6 11 7 3 2 1 -1,204 -40 

財 務 省 支 部 局 381 25 210 62 75 9 0 -646 -2 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 15 55 21 25 15 2 -351 -3 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 79 93 40 58 41 14 -7,435 -23 

環 境 省 支 部 局 2 2 0 0 0 0 0 -35 -17 

支 部 局 合 計 887 135 376 129 161 68 18 -9,743 -11 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

正味財産

増　減

平均金額

（百万円）

減少 一定又は増加

減少 一定又は増加

所管官庁

正味財産増減額規模別法人数

正味財産

増　減

合計金額

（百万円）

正味財産

増　減

平均金額

（百万円）

一定又は増加

正味財産増減額規模別法人数

所管官庁

正味財産増減額規模別法人数

正味財産

増　減

合計金額

（百万円）

減少

所管官庁

正味財産増減額規模別法人数

正味財産

増　減

合計金額

（百万円）

正味財産

増　減

平均金額

（百万円）

減少 一定又は増加

所管官庁

正味財産

増　減

合計金額

（百万円）

正味財産

増　減

平均金額

（百万円）
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数
1千万円

以上

1千万円

未満

0又は

100万円

未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

北 海 道 知 事 315 41 130 45 53 33 13 6,825 22  

青 森 県 知 事 132 21 55 20 20 8 8 -2,627 -20  

岩 手 県 知 事 183 24 61 35 38 21 4 -128 -1  

宮 城 県 知 事 177 27 47 34 40 24 5 1,651 9  

秋 田 県 知 事 129 12 57 20 24 14 2 1,319 10  

山 形 県 知 事 98 12 46 15 15 4 6 -10,875 -111  

福 島 県 知 事 193 20 63 31 42 27 10 -3,503 -18  

茨 城 県 知 事 208 28 59 44 54 18 5 2,640 13  

栃 木 県 知 事 114 17 52 17 16 8 4 790 7  

群 馬 県 知 事 133 22 51 27 16 15 2 894 7  

埼 玉 県 知 事 222 28 78 35 41 30 10 3,923 18  

千 葉 県 知 事 213 31 72 47 42 19 2 -2,551 -12  

東 京 都 知 事 227 34 62 40 51 31 9 -4,194 -18  

神 奈 川 県 知 事 266 29 86 47 58 39 7 8,356 31  

新 潟 県 知 事 192 22 79 34 31 17 9 5,775 30  

富 山 県 知 事 111 11 50 17 18 12 3 218 2  

石 川 県 知 事 163 19 54 43 25 17 5 18,088 111  

福 井 県 知 事 141 20 55 29 22 14 1 -1,089 -8  

山 梨 県 知 事 86 13 34 16 16 4 3 -140 -2  

長 野 県 知 事 168 19 63 27 41 15 3 -969 -6  

岐 阜 県 知 事 134 12 52 31 19 15 5 35,513 265  

静 岡 県 知 事 153 28 65 21 23 12 4 -1,341 -9  

愛 知 県 知 事 202 35 67 33 32 26 9 5,729 28  

三 重 県 知 事 110 20 39 21 21 8 1 -951 -9  

滋 賀 県 知 事 95 16 35 22 16 2 4 1,542 16  

京 都 府 知 事 174 34 45 37 36 18 4 -4,267 -25  

大 阪 府 知 事 371 56 102 86 67 44 16 864 2  

兵 庫 県 知 事 138 31 30 30 25 15 7 -5,520 -40  

奈 良 県 知 事 137 21 40 38 20 11 7 2,114 15  

和 歌 山 県 知 事 109 9 48 22 22 7 1 -434 -4  

鳥 取 県 知 事 98 8 48 22 10 3 7 890 9  

島 根 県 知 事 137 16 51 29 28 9 4 -370 -3  

岡 山 県 知 事 207 15 89 40 37 15 11 5,204 25  

広 島 県 知 事 204 29 71 43 29 27 5 -4,466 -22  

山 口 県 知 事 209 21 90 49 27 16 6 1,373 7  

徳 島 県 知 事 91 10 33 21 17 5 5 703 8  

香 川 県 知 事 105 10 35 38 11 5 6 1,100 10  

愛 媛 県 知 事 121 10 55 27 14 9 6 1,359 11  

高 知 県 知 事 139 16 56 24 27 14 2 519 4  

福 岡 県 知 事 282 47 102 38 54 29 12 -9,715 -34  

佐 賀 県 知 事 113 8 47 26 20 10 2 18 0  

長 崎 県 知 事 169 30 56 32 34 16 1 -3,890 -23  

熊 本 県 知 事 120 20 45 20 18 12 5 -4,423 -37  

大 分 県 知 事 135 11 47 39 21 14 3 697 5  

宮 崎 県 知 事 127 19 48 31 17 8 4 -2,665 -21  

鹿 児 島 県 知 事 122 13 45 25 18 15 6 972 8  

沖 縄 県 知 事 121 17 37 29 22 9 7 3,724 31  

知 事 合 計 7,594 1,012 2,732 1,497 1,348 744 261 48,681 6  

北 海 道 教 委 68 7 32 13 8 6 2 -132 -2  

青 森 県 教 委 70 8 31 10 14 4 3 3,290 47  

岩 手 県 教 委 51 4 21 10 10 4 2 -446 -9  

宮 城 県 教 委 46 8 14 11 8 4 1 -3,759 -82  

秋 田 県 教 委 25 5 17 1 1 0 1 20 1  

山 形 県 教 委 67 3 25 26 6 3 4 1,028 15  

福 島 県 教 委 54 3 18 20 8 4 1 82 2  

茨 城 県 教 委 23 8 8 2 0 4 1 -169 -7  

栃 木 県 教 委 44 6 14 14 7 1 2 -291 -7  

群 馬 県 教 委 20 4 8 4 3 0 1 223 11  

埼 玉 県 教 委 26 5 9 4 4 3 1 -155 -6  

千 葉 県 教 委 39 9 11 7 5 3 4 1,368 35  

東 京 都 教 委 101 12 36 25 15 10 3 530 5  

神 奈 川 県 教 委 67 15 20 15 11 6 0 -1,177 -18  

新 潟 県 教 委 46 8 15 17 4 1 1 -1,094 -24  

富 山 県 教 委 28 4 9 10 2 2 1 66 2  

石 川 県 教 委 45 3 20 17 3 2 0 -30 -1  

福 井 県 教 委 29 6 16 3 3 0 1 -255 -9  

山 梨 県 教 委 26 5 14 1 6 0 0 -189 -7  

長 野 県 教 委 76 13 36 17 4 3 3 1,521 20  

岐 阜 県 教 委 44 5 15 12 8 3 1 -97 -2  

静 岡 県 教 委 113 30 38 19 9 14 3 -581 -5  

愛 知 県 教 委 54 7 22 7 10 5 3 99 2  

三 重 県 教 委 28 6 14 5 1 2 0 -284 -10  

滋 賀 県 教 委 30 5 9 9 5 2 0 -41 -1  

京 都 府 教 委 95 14 26 33 11 7 4 969 10  

大 阪 府 教 委 95 15 37 23 9 9 2 -5,365 -56  

兵 庫 県 教 委 65 16 15 14 10 9 1 -2,858 -44  

奈 良 県 教 委 24 5 10 6 1 1 1 -2,664 -111  

和 歌 山 県 教 委 52 0 0 52 0 0 0  0  

鳥 取 県 教 委 24 4 7 6 5 1 1 2,214 92  

島 根 県 教 委 37 10 18 6 2 1 0 -1,104 -30  

岡 山 県 教 委 28 0 13 11 0 1 3 2,296 82  

広 島 県 教 委 64 6 22 21 6 4 5 4,014 63  

山 口 県 教 委 43 6 16 13 2 3 3 564 13  

徳 島 県 教 委 12 1 7 1 3 0 0 -266 -22  

香 川 県 教 委 32 6 14 7 2 3 0 -250 -8  

愛 媛 県 教 委 37 4 17 10 3 2 1 1,003 27  

高 知 県 教 委 31 0 19 7 2 3 0 57 2  

福 岡 県 教 委 95 14 38 17 14 12 0 -434 -5  

佐 賀 県 教 委 40 3 17 9 4 7 0 63 2  

長 崎 県 教 委 26 1 11 6 4 1 3 1,409 54  

熊 本 県 教 委 30 3 16 6 3 2 0 -18 -1  

大 分 県 教 委 32 2 22 3 1 3 1 989 31  

宮 崎 県 教 委 29 2 14 6 4 3 0 -15 -1  

鹿 児 島 県 教 委 43 8 17 4 5 4 5 21,998 512  

沖 縄 県 教 委 33 6 13 6 6 1 1 4 0  

教 委 合 計 2,187 315 841 546 252 163 70 22,134 10  

所管官庁

正味財産増減額規模別法人数

正味財産

増　減

合計金額

（百万円）

正味財産

増　減

平均金額

（百万円）

減少 一定又は増加
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資
料
61 

 

 

 

《全体》

法人数
－1千万

円以下

－1千万円超

0円未満

0円以上

100万円未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

国 所 管 2,816 190 120 242 865 963 436 102,467 36 

都 道 府 県 所 管 9,734 874 408 1,335 2,924 3,018 1,175 -660,324 -68 

合 計 12,511 1,061 528 1,572 3,785 3,961 1,604 -561,400 -45 

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数
－1千万

円以下

－1千万円超

0円未満

0円以上

100万円未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

内 閣 府 29 4 2 3 9 9 2 2,030 70 

警 察 庁 12 1 0 1 2 2 6 3,643 304 

金 融 庁 37 2 1 2 13 9 10 4,489 121 

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 4 0 138 35 

総 務 省 158 26 4 16 27 48 37 -56,046 -355 

法 務 省 82 0 1 7 34 37 3 2,547 31 

外 務 省 90 3 7 23 27 27 3 3,765 42 

財 務 省 395 7 8 22 250 107 1 2,765 7 

文 部 科 学 省 688 53 38 91 192 213 101 62,248 90 

厚 生 労 働 省 423 46 16 36 130 110 85 70,798 167 

農 林 水 産 省 235 19 7 12 55 99 43 -59,436 -253 

経 済 産 業 省 236 14 12 8 48 108 46 33,001 140 

国 土 交 通 省 563 25 27 29 108 247 127 45,417 81 

環 境 省 19 2 4 1 5 6 1 218 11 

防 衛 省 7 1 0 0 2 2 2 4,148 593 

国 合 計 2,816 190 120 242 865 963 436 102,467 36 

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数
－1千万

円以下

－1千万円超

0円未満

0円以上

100万円未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

内 閣 府 29 4 2 3 9 9 2 2,030 70 

警 察 庁 12 1 0 1 2 2 6 3,643 304 

金 融 庁 12 1 1 2 0 3 5 4,556 380 

消 費 者 庁 4 0 0 0 0 4 0 138 35 

総 務 省 128 21 3 9 16 43 36 -55,655 -435 

法 務 省 82 0 1 7 34 37 3 2,547 31 

外 務 省 90 3 7 23 27 27 3 3,765 42 

財 務 省 14 2 0 1 5 5 1 84 6 

文 部 科 学 省 688 53 38 91 192 213 101 62,248 90 

厚 生 労 働 省 290 38 13 30 58 84 67 62,909 217 

農 林 水 産 省 235 19 7 12 55 99 43 -59,436 -253 

経 済 産 業 省 236 14 12 8 48 108 46 33,001 140 

国 土 交 通 省 238 10 8 11 38 104 67 17,347 73 

環 境 省 17 2 4 1 4 5 1 155 9 

防 衛 省 7 1 0 0 2 2 2 4,148 593 

本 省 庁 合 計 1,929 156 89 190 461 681 352 64,301 33 

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数
－1千万

円以下

－1千万円超

0円未満

0円以上

100万円未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

金 融 庁 支 部 局 25 1 0 0 13 6 5 -67 -3 

総 務 省 支 部 局 30 5 1 7 11 5 1 -391 -13 

財 務 省 支 部 局 381 5 8 21 245 102 0 2,681 7 

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 8 3 6 72 26 18 7,889 59 

国 土 交 通 省 支 部 局 325 15 19 18 70 143 60 28,070 86 

環 境 省 支 部 局 2 0 0 0 1 1 0 63 31 

支 部 局 合 計 887 34 31 52 404 282 84 38,166 43 

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

内部留保

合計金額

（百万円）

内部留保額規模別法人数

内部留保

合計金額

（百万円）

内部留保

平均金額

（百万円）

内部留保

平均金額

（百万円）

内部留保

平均金額

（百万円）

内部留保

平均金額

（百万円）

内部留保額規模別法人数

所管官庁

内部留保

合計金額

（百万円）

所管官庁

所管官庁

内部留保額規模別法人数

所管官庁

内部留保

合計金額

（百万円）

内部留保額規模別法人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数
－1千万

円以下

－1千万円超

0円未満

0円以上

100万円未満

100万円

以上

1千万円

未満

1千万円

以上

1億円

未満

1億円

以上

北 海 道 知 事 315 19 11 34 105 105 41 21,666 69 

青 森 県 知 事 132 25 2 19 37 33 16 -46,030 -349 

岩 手 県 知 事 183 12 13 29 53 58 18 7,421 41 

宮 城 県 知 事 177 16 9 20 50 54 28 169 1 

秋 田 県 知 事 129 11 8 18 44 36 12 -39,244 -304 

山 形 県 知 事 98 11 1 27 29 23 7 -123,656 -1,262 

福 島 県 知 事 193 30 8 22 52 60 21 -36,342 -188 

茨 城 県 知 事 208 18 5 29 61 76 19 -14,727 -71 

栃 木 県 知 事 114 9 9 11 43 29 13 1,183 10 

群 馬 県 知 事 133 8 3 17 41 51 13 -875 -7

埼 玉 県 知 事 222 14 12 22 59 59 56 35,250 159 

千 葉 県 知 事 213 16 13 21 61 69 33 26,016 122 

東 京 都 知 事 227 14 3 25 41 88 56 34,787 153 

神 奈 川 県 知 事 266 30 14 21 65 87 49 -7,837 -29 

新 潟 県 知 事 192 12 6 22 71 60 21 -29,718 -155 

富 山 県 知 事 111 16 5 15 43 28 4 -4,257 -38 

石 川 県 知 事 163 15 9 33 47 44 15 -53,285 -327 

福 井 県 知 事 141 9 2 19 50 45 16 773 5 

山 梨 県 知 事 86 11 4 9 24 28 10 -3,407 -40 

長 野 県 知 事 168 14 7 13 41 68 25 -75,829 -451 

岐 阜 県 知 事 134 10 7 23 37 41 16 -59,732 -446 

静 岡 県 知 事 153 13 6 20 48 46 20 2,259 15 

愛 知 県 知 事 202 15 6 18 48 80 35 -29,546 -146 

三 重 県 知 事 110 11 4 16 42 27 10 -11,894 -108 

滋 賀 県 知 事 95 9 1 10 34 32 9 -7,922 -83 

京 都 府 知 事 174 22 9 14 42 65 22 -37,569 -216 

大 阪 府 知 事 371 30 11 70 72 125 63 32,163 87 

兵 庫 県 知 事 138 25 5 7 32 46 23 -74,605 -541 

奈 良 県 知 事 137 14 6 12 44 39 22 9,469 69 

和 歌 山 県 知 事 109 6 4 12 35 41 11 8,898 82 

鳥 取 県 知 事 98 9 6 20 31 21 11 -23,554 -240 

島 根 県 知 事 137 13 5 21 50 38 10 -61,663 -450 

岡 山 県 知 事 207 20 9 21 68 65 24 12,837 62 

広 島 県 知 事 204 20 5 18 68 65 28 10,314 51 

山 口 県 知 事 209 13 11 36 70 63 16 -1,178 -6 

徳 島 県 知 事 91 9 2 16 25 31 8 602 7 

香 川 県 知 事 105 9 7 17 38 24 10 5,864 56 

愛 媛 県 知 事 121 10 1 14 50 35 11 -3,621 -30 

高 知 県 知 事 139 20 10 13 43 46 7 -2,381 -17 

福 岡 県 知 事 282 28 17 17 75 102 43 -25,830 -92 

佐 賀 県 知 事 113 11 6 16 36 31 13 4,250 38 

長 崎 県 知 事 169 18 8 23 60 46 14 -543 -3 

熊 本 県 知 事 120 4 3 8 34 45 26 13,075 109 

大 分 県 知 事 135 13 10 16 43 38 15 -555 -4 

宮 崎 県 知 事 127 17 5 13 38 41 13 -37,442 -295 

鹿 児 島 県 知 事 122 12 10 16 41 24 19 6,853 56 

沖 縄 県 知 事 121 21 7 22 39 23 9 -6,503 -54 

知 事 合 計 7,594 712 325 935 2,260 2,381 981 -585,899 -77 

北 海 道 教 委 68 4 3 9 21 20 11 -4,877 -72 

青 森 県 教 委 70 3 3 16 24 23 1 -6,322 -90 

岩 手 県 教 委 51 1 2 8 18 17 5 3,563 70 

宮 城 県 教 委 46 1 2 9 18 11 5 3,013 65 

秋 田 県 教 委 25 2 0 5 7 5 6 12,029 481 

山 形 県 教 委 67 5 1 21 22 17 1 -12,818 -191 

福 島 県 教 委 54 6 2 12 15 16 3 -4,239 -79 

茨 城 県 教 委 23 1 1 3 5 10 3 1,565 68 

栃 木 県 教 委 44 4 1 3 13 15 8 3,094 70 

群 馬 県 教 委 20 3 1 8 5 3 0 -188 -9 

埼 玉 県 教 委 26 4 1 3 3 10 5 3,335 128 

千 葉 県 教 委 39 4 4 7 10 9 5 -7,651 -196 

東 京 都 教 委 101 6 4 13 36 30 12 5,968 59 

神 奈 川 県 教 委 67 9 3 16 20 16 3 -29,223 -436 

新 潟 県 教 委 46 3 3 7 15 12 6 2,331 51 

富 山 県 教 委 28 2 2 6 10 6 2 1,173 42 

石 川 県 教 委 45 2 1 10 14 17 1 959 21 

福 井 県 教 委 29 3 0 2 13 9 2 343 12 

山 梨 県 教 委 26 2 0 8 4 9 3 564 22 

長 野 県 教 委 76 4 7 15 29 14 7 -6,124 -81 

岐 阜 県 教 委 44 4 0 6 16 14 4 1,631 37 

静 岡 県 教 委 113 3 2 14 39 40 15 13,458 119 

愛 知 県 教 委 54 7 1 6 14 20 6 -8,301 -154 

三 重 県 教 委 28 2 0 6 8 10 2 585 21 

滋 賀 県 教 委 30 5 0 7 6 11 1 -1,356 -45 

京 都 府 教 委 95 8 1 33 22 26 5 762 8 

大 阪 府 教 委 95 8 5 18 24 32 8 -16,005 -168 

兵 庫 県 教 委 65 12 3 6 14 20 10 3,383 52 

奈 良 県 教 委 24 4 3 6 4 5 2 -2,510 -105 

和 歌 山 県 教 委 52 1 3 14 15 13 6 1,504 29 

鳥 取 県 教 委 24 0 3 6 7 7 1 1,422 59 

島 根 県 教 委 37 2 1 6 12 13 3 1,535 41 

岡 山 県 教 委 28 1 0 5 14 7 1 1,388 50 

広 島 県 教 委 64 3 0 9 24 18 10 12,882 201 

山 口 県 教 委 43 3 3 9 13 10 5 1,881 44 

徳 島 県 教 委 12 1 0 3 2 5 1 -352 -29 

香 川 県 教 委 32 2 1 6 10 10 3 1,985 62 

愛 媛 県 教 委 37 4 1 7 12 11 2 528 14 

高 知 県 教 委 31 5 2 3 9 9 3 -3,615 -117 

福 岡 県 教 委 95 4 3 20 33 29 6 -26,573 -280 

佐 賀 県 教 委 40 5 0 6 5 20 4 -3,534 -88 

長 崎 県 教 委 26 2 3 2 8 11 0 -14,802 -569 

熊 本 県 教 委 30 4 1 3 14 6 2 478 16 

大 分 県 教 委 32 0 1 6 13 11 1 1,857 58 

宮 崎 県 教 委 29 1 0 7 8 11 2 736 25 

鹿 児 島 県 教 委 43 6 1 3 20 10 3 -25,044 -582 

沖 縄 県 教 委 33 3 4 6 8 10 2 -11,897 -361 

教 委 合 計 2,187 169 83 404 676 658 197 -101,479 -46 

内部留保

平均金額

（百万円）

所管官庁

内部留保額規模別法人数

内部留保

合計金額

（百万円）
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《全体》

法人数 0％未満
0％以上

30％以下

30％超

100％未満

100％以上

1,000％未満
1,000％以上

国 所 管 2,816 310 1,674 637 170 25

都 道 府 県 所 管 9,734 1,282 3,666 2,398 1,978 410

合 計 12,511 1,589 5,322 3,026 2,140 434

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数 0％未満
0％以上

30％以下

30％超

100％未満

100％以上

1,000％未満
1,000％以上

内 閣 府 29 6 15 8 0 0

警 察 庁 12 1 8 3 0 0

金 融 庁 37 3 24 5 5 0

消 費 者 庁 4 0 1 3 0 0

総 務 省 158 30 83 35 9 1

法 務 省 82 1 60 14 6 1

外 務 省 90 10 38 26 12 4

財 務 省 395 15 327 51 2 0

文 部 科 学 省 688 91 309 198 74 16

厚 生 労 働 省 423 62 277 71 12 1

農 林 水 産 省 235 26 163 41 5 0

経 済 産 業 省 236 26 123 65 20 2

国 土 交 通 省 563 52 330 153 28 0

環 境 省 19 6 6 6 1 0

防 衛 省 7 1 5 1 0 0

国 合 計 2,816 310 1,674 637 170 25

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数 0％未満
0％以上

30％以下

30％超

100％未満

100％以上

1,000％未満
1,000％以上

内 閣 府 29 6 15 8 0 0

警 察 庁 12 1 8 3 0 0

金 融 庁 12 2 7 3 0 0

消 費 者 庁 4 0 1 3 0 0

総 務 省 128 24 75 25 4 0

法 務 省 82 1 60 14 6 1

外 務 省 90 10 38 26 12 4

財 務 省 14 2 8 2 2 0

文 部 科 学 省 688 91 309 198 74 16

厚 生 労 働 省 290 51 173 54 11 1

農 林 水 産 省 235 26 163 41 5 0

経 済 産 業 省 236 26 123 65 20 2

国 土 交 通 省 238 18 156 58 6 0

環 境 省 17 6 5 5 1 0

防 衛 省 7 1 5 1 0 0

本 省 庁 合 計 1,929 245 1,055 468 137 24

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 0％未満
0％以上

30％以下

30％超

100％未満

100％以上

1,000％未満
1,000％以上

金 融 庁 支 部 局 25 1 17 2 5 0

総 務 省 支 部 局 30 6 8 10 5 1

財 務 省 支 部 局 381 13 319 49 0 0

厚 生 労 働 省 支 部 局 133 11 104 17 1 0

国 土 交 通 省 支 部 局 325 34 174 95 22 0

環 境 省 支 部 局 2 0 1 1 0 0

支 部 局 合 計 887 65 619 169 33 1

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁

所管官庁

所管官庁

内部留保の水準別法人数

内部留保の水準別法人数

内部留保の水準別法人数

内部留保の水準別法人数
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数 0％未満
0％以上

30％以下

30％超

100％未満

100％以上

1,000％未満
1,000％以上

北 海 道 知 事 315 30 138 83 62 2

青 森 県 知 事 132 27 52 35 17 1

岩 手 県 知 事 183 25 79 46 32 1

宮 城 県 知 事 177 25 65 43 38 6

秋 田 県 知 事 129 19 51 34 21 4

山 形 県 知 事 98 12 42 27 14 3

福 島 県 知 事 193 38 77 42 33 3

茨 城 県 知 事 208 23 105 51 27 2

栃 木 県 知 事 114 18 49 33 13 1

群 馬 県 知 事 133 11 42 48 29 3

埼 玉 県 知 事 222 26 85 66 40 5

千 葉 県 知 事 213 29 76 59 42 7

東 京 都 知 事 227 17 95 75 37 3

神 奈 川 県 知 事 266 44 89 95 35 3

新 潟 県 知 事 192 18 85 48 39 2

富 山 県 知 事 111 21 50 27 11 2

石 川 県 知 事 163 24 72 30 27 10

福 井 県 知 事 141 11 50 42 30 8

山 梨 県 知 事 86 15 30 24 16 1

長 野 県 知 事 168 21 61 48 36 2

岐 阜 県 知 事 134 17 50 41 24 2

静 岡 県 知 事 153 19 74 33 25 2

愛 知 県 知 事 202 21 73 60 41 7

三 重 県 知 事 110 15 52 24 16 3

滋 賀 県 知 事 95 10 35 27 18 5

京 都 府 知 事 174 31 64 39 38 2

大 阪 府 知 事 371 41 163 85 72 10

兵 庫 県 知 事 138 30 52 31 21 4

奈 良 県 知 事 137 20 40 42 27 8

和 歌 山 県 知 事 109 10 36 29 30 4

鳥 取 県 知 事 98 15 45 28 9 1

島 根 県 知 事 137 18 43 32 30 14

岡 山 県 知 事 207 29 74 50 47 7

広 島 県 知 事 204 25 69 40 57 13

山 口 県 知 事 209 24 85 56 38 6

徳 島 県 知 事 91 11 30 25 24 1

香 川 県 知 事 105 16 41 28 16 4

愛 媛 県 知 事 121 11 45 34 25 6

高 知 県 知 事 139 30 41 34 30 4

福 岡 県 知 事 282 45 100 63 65 9

佐 賀 県 知 事 113 17 41 26 26 3

長 崎 県 知 事 169 26 72 38 26 7

熊 本 県 知 事 120 7 37 43 31 2

大 分 県 知 事 135 23 46 37 27 2

宮 崎 県 知 事 127 22 42 33 24 6

鹿 児 島 県 知 事 122 22 45 32 19 4

沖 縄 県 知 事 121 28 51 26 13 3

知 事 合 計 7,594 1,037 2,939 1,992 1,418 208

北 海 道 教 委 68 7 30 10 13 8

青 森 県 教 委 70 6 22 19 20 3

岩 手 県 教 委 51 3 30 10 5 3

宮 城 県 教 委 46 3 14 15 10 4

秋 田 県 教 委 25 2 7 2 10 4

山 形 県 教 委 67 6 22 11 20 8

福 島 県 教 委 54 8 21 8 8 9

茨 城 県 教 委 23 2 10 6 4 1

栃 木 県 教 委 44 5 11 7 13 8

群 馬 県 教 委 20 4 10 5 0 1

埼 玉 県 教 委 26 5 5 6 8 2

千 葉 県 教 委 39 8 16 5 8 2

東 京 都 教 委 101 10 29 25 31 6

神 奈 川 県 教 委 67 12 30 14 9 2

新 潟 県 教 委 46 6 17 8 11 4

富 山 県 教 委 28 4 13 4 3 4

石 川 県 教 委 45 3 24 5 11 2

福 井 県 教 委 29 3 8 6 9 3

山 梨 県 教 委 26 2 13 4 5 2

長 野 県 教 委 76 11 28 12 20 5

岐 阜 県 教 委 44 4 12 11 12 5

静 岡 県 教 委 113 5 28 16 42 22

愛 知 県 教 委 54 8 19 11 12 4

三 重 県 教 委 28 2 7 6 10 3

滋 賀 県 教 委 30 5 10 2 9 4

京 都 府 教 委 95 9 47 16 15 8

大 阪 府 教 委 95 13 32 19 26 5

兵 庫 県 教 委 65 15 21 11 14 4

奈 良 県 教 委 24 7 5 5 5 2

和 歌 山 県 教 委 52 4 19 7 12 10

鳥 取 県 教 委 24 3 14 3 2 2

島 根 県 教 委 37 3 12 7 10 5

岡 山 県 教 委 28 1 8 8 8 3

広 島 県 教 委 64 3 18 14 23 6

山 口 県 教 委 43 6 6 7 20 4

徳 島 県 教 委 12 1 5 3 1 2

香 川 県 教 委 32 3 4 7 14 4

愛 媛 県 教 委 37 5 8 6 14 4

高 知 県 教 委 31 7 12 4 8 0

福 岡 県 教 委 95 7 36 27 20 5

佐 賀 県 教 委 40 5 14 5 14 2

長 崎 県 教 委 26 5 6 4 8 3

熊 本 県 教 委 30 5 6 9 8 2

大 分 県 教 委 32 1 10 8 9 4

宮 崎 県 教 委 29 1 8 7 11 2

鹿 児 島 県 教 委 43 7 10 9 13 4

沖 縄 県 教 委 33 7 10 4 9 3

教 委 合 計 2,187 252 747 418 567 203

内部留保の水準別法人数

所管官庁
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料
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《全体》

全法人数
特例財団

法人数
基本財産

割合（対財

団法人％）

ポートフォ

リオ運用
割合(％)

法律に

よる指定
割合(％) その他 割合(％)

保有

なし
割合(％)

国 所 管 2,868 1,074 78 7.3 50 1.7 1 0.0 110 3.8 2,651 92.4

都 道 府 県 所 管 10,050 4,818 220 4.6 124 1.2 4 0.0 262 2.6 9,487 94.4

合 計 12,877 5,873 298 5.1 174 1.4 5 0.0 368 2.9 12,101 94.0

《国所管》

全法人数
特例財団

法人数
基本財産

割合（対財

団法人％）

ポートフォ

リオ運用
割合(％)

法律に

よる指定
割合(％) その他 割合(％)

保有

なし
割合(％)

内 閣 府 29 11 0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 28 96.6

警 察 庁 13 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0

金 融 庁 37 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 100.0

消 費 者 庁 4 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 100.0

総 務 省 158 100 2 2.0 3 1.9 0 0.0 4 2.5 150 94.9

法 務 省 86 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 86 100.0

外 務 省 90 41 1 2.4 1 1.1 0 0.0 0 0.0 88 97.8

財 務 省 408 8 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 407 99.8

文 部 科 学 省 697 454 60 13.2 32 4.6 0 0.0 21 3.0 603 86.5

厚 生 労 働 省 435 194 4 2.1 4 0.9 0 0.0 2 0.5 426 97.9

農 林 水 産 省 236 69 7 10.1 5 2.1 0 0.0 1 0.4 223 94.5

経 済 産 業 省 239 89 4 4.5 8 3.3 0 0.0 7 2.9 222 92.9

国 土 交 通 省 573 161 1 0.6 4 0.7 1 0.2 79 13.8 488 85.2

環 境 省 20 8 2 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 90.0

防 衛 省 7 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 100.0

国 合 計 2,868 1,074 78 7.3 50 1.7 1 0.0 110 3.8 2,651 92.4

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

全法人数
特例財団

法人数
基本財産

割合（対財

団法人％）

ポートフォ

リオ運用
割合(％)

法律に

よる指定
割合(％) その他 割合(％)

保有

なし
割合(％)

内 閣 府 29 11 0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 28 96.6

警 察 庁 13 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0

金 融 庁 12 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0

消 費 者 庁 4 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 100.0

総 務 省 128 96 2 2.1 3 2.3 0 0.0 3 2.3 121 94.5

法 務 省 86 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 86 100.0

外 務 省 90 41 1 2.4 1 1.1 0 0.0 0 0.0 88 97.8

財 務 省 15 8 0 0.0 1 6.7 0 0.0 0 0.0 14 93.3

文 部 科 学 省 697 454 60 13.2 32 4.6 0 0.0 21 3.0 603 86.5

厚 生 労 働 省 298 161 4 2.5 4 1.3 0 0.0 2 0.7 289 97.0

農 林 水 産 省 236 69 7 10.1 5 2.1 0 0.0 1 0.4 223 94.5

経 済 産 業 省 239 89 4 4.5 8 3.3 0 0.0 7 2.9 222 92.9

国 土 交 通 省 242 106 1 0.9 4 1.7 1 0.4 6 2.5 230 95.0

環 境 省 18 7 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 88.9

防 衛 省 7 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 100.0

本 省 庁 合 計 1,959 981 78 8.0 50 2.6 1 0.1 36 1.8 1,816 92.7

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

全法人数
特例財団

法人数
基本財産

割合（対財

団法人％）

ポートフォ

リオ運用
割合(％)

法律に

よる指定
割合(％) その他 割合(％)

保有

なし
割合(％)

金 融 庁 支 部 局 25 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0

総 務 省 支 部 局 30 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 29 96.7

財 務 省 支 部 局 393 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 393 100.0

厚 生 労 働 省 支 部 局 137 33 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 137 100.0

国 土 交 通 省 支 部 局 331 55 0 0.0 0 0.0 0 0.0 73 22.1 258 77.9

環 境 省 支 部 局 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0

支 部 局 合 計 909 93 0 0.0 0 0.0 0 0.0 74 8.1 835 91.9

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

特例財団法人のみ対象 全法人（特例社団法人＋特例財団法人）が対象

所管官庁

特例財団法人のみ対象 全法人（特例社団法人＋特例財団法人）が対象

所管官庁

所管官庁

特例財団法人のみ対象 全法人（特例社団法人＋特例財団法人）が対象

特例財団法人のみ対象 全法人（特例社団法人＋特例財団法人）が対象

(注) 1　株式には、有限会社の持分を含む。

      2　共管重複分を除く実数。
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

全法人数
特例財団

法人数
基本財産

割合（対財

団法人％）

ポートフォ

リオ運用
割合(％)

法律に

よる指定
割合(％) その他 割合(％)

保有

なし
割合(％)

北 海 道 知 事 355 117 2 1.7 1 0.3 0 0.0 17 4.8 335 94.4

青 森 県 知 事 140 51 1 2.0 1 0.7 0 0.0 8 5.7 130 92.9

岩 手 県 知 事 183 55 1 1.8 3 1.6 0 0.0 1 0.5 178 97.3

宮 城 県 知 事 178 75 4 5.3 3 1.7 0 0.0 4 2.2 168 94.4

秋 田 県 知 事 132 42 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 12.1 116 87.9

山 形 県 知 事 101 43 1 2.3 1 1.0 0 0.0 3 3.0 96 95.0

福 島 県 知 事 199 81 0 0.0 3 1.5 0 0.0 14 7.0 184 92.5

茨 城 県 知 事 211 78 2 2.6 1 0.5 1 0.5 2 0.9 207 98.1

栃 木 県 知 事 116 57 0 0.0 1 0.9 0 0.0 2 1.7 113 97.4

群 馬 県 知 事 135 53 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 3.0 131 97.0

埼 玉 県 知 事 226 82 2 2.4 0 0.0 1 0.4 3 1.3 220 97.3

千 葉 県 知 事 214 77 1 1.3 1 0.5 1 0.5 4 1.9 207 96.7

東 京 都 知 事 229 72 4 5.6 3 1.3 0 0.0 3 1.3 220 96.1

神 奈 川 県 知 事 279 103 2 1.9 1 0.4 0 0.0 15 5.4 261 93.5

新 潟 県 知 事 193 76 4 5.3 1 0.5 0 0.0 6 3.1 184 95.3

富 山 県 知 事 113 44 1 2.3 0 0.0 0 0.0 1 0.9 111 98.2

石 川 県 知 事 169 89 2 2.2 2 1.2 0 0.0 12 7.1 154 91.1

福 井 県 知 事 146 55 1 1.8 1 0.7 0 0.0 10 6.8 134 91.8

山 梨 県 知 事 86 31 1 3.2 1 1.2 0 0.0 1 1.2 83 96.5

長 野 県 知 事 173 72 3 4.2 0 0.0 0 0.0 4 2.3 166 96.0

岐 阜 県 知 事 139 64 5 7.8 0 0.0 0 0.0 4 2.9 130 93.5

静 岡 県 知 事 158 65 2 3.1 0 0.0 0 0.0 3 1.9 153 96.8

愛 知 県 知 事 211 80 1 1.3 0 0.0 0 0.0 3 1.4 207 98.1

三 重 県 知 事 126 55 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 125 99.2

滋 賀 県 知 事 95 39 3 7.7 3 3.2 0 0.0 3 3.2 88 92.6

京 都 府 知 事 177 79 6 7.6 1 0.6 1 0.6 3 1.7 167 94.4

大 阪 府 知 事 377 171 1 0.6 2 0.5 0 0.0 8 2.1 366 97.1

兵 庫 県 知 事 145 72 1 1.4 1 0.7 0 0.0 6 4.1 138 95.2

奈 良 県 知 事 140 66 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 100.0

和 歌 山 県 知 事 110 40 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 110 100.0

鳥 取 県 知 事 108 54 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 107 99.1

島 根 県 知 事 143 60 1 1.7 0 0.0 0 0.0 3 2.1 139 97.2

岡 山 県 知 事 220 109 3 2.8 4 1.8 0 0.0 8 3.6 205 93.2

広 島 県 知 事 206 101 3 3.0 1 0.5 0 0.0 4 1.9 198 96.1

山 口 県 知 事 212 73 2 2.7 1 0.5 0 0.0 5 2.4 205 96.7

徳 島 県 知 事 92 32 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 91 98.9

香 川 県 知 事 109 53 0 0.0 3 2.8 0 0.0 2 1.8 104 95.4

愛 媛 県 知 事 123 53 1 1.9 2 1.6 0 0.0 2 1.6 118 95.9

高 知 県 知 事 141 63 1 1.6 0 0.0 0 0.0 4 2.8 136 96.5

福 岡 県 知 事 295 123 3 2.4 3 1.0 0 0.0 6 2.0 284 96.3

佐 賀 県 知 事 114 42 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 113 99.1

長 崎 県 知 事 191 74 0 0.0 1 0.5 0 0.0 2 1.0 189 99.0

熊 本 県 知 事 125 39 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4.8 119 95.2

大 分 県 知 事 136 47 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.5 134 98.5

宮 崎 県 知 事 127 36 0 0.0 2 1.6 0 0.0 3 2.4 122 96.1

鹿 児 島 県 知 事 123 43 1 2.3 2 1.6 0 0.0 2 1.6 118 95.9

沖 縄 県 知 事 138 58 1 1.7 2 1.4 0 0.0 4 2.9 132 95.7

知 事 合 計 7,859 3,144 67 2.1 52 0.7 4 0.1 217 2.8 7,536 95.9

北 海 道 教 委 69 58 4 6.9 0 0.0 0 0.0 2 2.9 64 92.8

青 森 県 教 委 70 59 4 6.8 1 1.4 0 0.0 0 0.0 65 92.9

岩 手 県 教 委 52 39 2 5.1 0 0.0 0 0.0 2 3.8 48 92.3

宮 城 県 教 委 48 36 2 5.6 0 0.0 0 0.0 1 2.1 45 93.8

秋 田 県 教 委 25 21 6 28.6 1 4.0 0 0.0 2 8.0 18 72.0

山 形 県 教 委 69 58 4 6.9 1 1.4 0 0.0 0 0.0 64 92.8

福 島 県 教 委 54 47 1 2.1 3 5.6 0 0.0 0 0.0 50 92.6

茨 城 県 教 委 24 20 3 15.0 1 4.2 0 0.0 0 0.0 21 87.5

栃 木 県 教 委 44 37 1 2.7 2 4.5 0 0.0 0 0.0 41 93.2

群 馬 県 教 委 20 13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 100.0

埼 玉 県 教 委 30 24 2 8.3 2 6.7 0 0.0 4 13.3 24 80.0

千 葉 県 教 委 40 32 1 3.1 1 2.5 0 0.0 5 12.5 34 85.0

東 京 都 教 委 104 80 8 10.0 4 3.8 0 0.0 1 1.0 91 87.5

神 奈 川 県 教 委 67 48 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 3.0 65 97.0

新 潟 県 教 委 48 34 7 20.6 5 10.4 0 0.0 1 2.1 37 77.1

富 山 県 教 委 28 28 4 14.3 1 3.6 0 0.0 2 7.1 22 78.6

石 川 県 教 委 45 35 1 2.9 2 4.4 0 0.0 0 0.0 42 93.3

福 井 県 教 委 30 24 3 12.5 1 3.3 0 0.0 0 0.0 26 86.7

山 梨 県 教 委 26 19 4 21.1 1 3.8 0 0.0 2 7.7 21 80.8

長 野 県 教 委 77 54 6 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 71 92.2

岐 阜 県 教 委 44 40 3 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 93.2

静 岡 県 教 委 124 32 5 15.6 13 10.5 0 0.0 0 0.0 107 86.3

愛 知 県 教 委 58 52 7 13.5 1 1.7 0 0.0 0 0.0 51 87.9

三 重 県 教 委 28 24 2 8.3 1 3.6 0 0.0 0 0.0 25 89.3

滋 賀 県 教 委 30 29 3 10.3 1 3.3 0 0.0 0 0.0 26 86.7

京 都 府 教 委 96 85 7 8.2 4 4.2 1 1.0 1 1.0 83 86.5

大 阪 府 教 委 96 72 7 9.7 2 2.1 0 0.0 2 2.1 85 88.5

兵 庫 県 教 委 65 45 6 13.3 2 3.1 0 0.0 3 4.6 56 86.2

奈 良 県 教 委 24 18 2 11.1 0 0.0 0 0.0 1 4.2 21 87.5

和 歌 山 県 教 委 52 35 1 2.9 1 1.9 0 0.0 1 1.9 50 96.2

鳥 取 県 教 委 24 22 1 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 95.8

島 根 県 教 委 38 34 1 2.9 1 2.6 0 0.0 1 2.6 36 94.7

岡 山 県 教 委 29 28 4 14.3 1 3.4 0 0.0 1 3.4 24 82.8

広 島 県 教 委 64 46 11 23.9 5 7.8 0 0.0 0 0.0 50 78.1

山 口 県 教 委 43 36 3 8.3 1 2.3 0 0.0 1 2.3 40 93.0

徳 島 県 教 委 12 8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7

香 川 県 教 委 33 29 2 6.9 2 6.1 0 0.0 2 6.1 27 81.8

愛 媛 県 教 委 38 34 4 11.8 2 5.3 0 0.0 2 5.3 31 81.6

高 知 県 教 委 31 21 2 9.5 3 9.7 0 0.0 1 3.2 27 87.1

福 岡 県 教 委 99 81 12 14.8 1 1.0 0 0.0 0 0.0 87 87.9

佐 賀 県 教 委 40 32 2 6.3 1 2.5 0 0.0 0 0.0 37 92.5

長 崎 県 教 委 29 23 2 8.7 0 0.0 0 0.0 1 3.4 26 89.7

熊 本 県 教 委 31 28 0 0.0 1 3.2 0 0.0 0 0.0 30 96.8

大 分 県 教 委 32 19 2 10.5 2 6.3 0 0.0 1 3.1 28 87.5

宮 崎 県 教 委 30 24 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 28 93.3

鹿 児 島 県 教 委 44 35 6 17.1 1 2.3 0 0.0 1 2.3 38 86.4

沖 縄 県 教 委 37 21 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 100.0

教 委 合 計 2,241 1,719 158 9.2 72 3.2 1 0.0 46 2.1 1,994 89.0

所管官庁

特例財団法人のみ対象 全法人（特例社団法人＋特例財団法人）が対象
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

関東総合通信

局放送部有線

放送課

(財)東京ケーブル

ビジョン

(株)国際電気通信

基礎技術研究所

38株

(0.009)

　将来の通信・放送技術の高度化に貢献すること

及び研究開発成果活用のため保有している。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.63. 7. 9

共立建設㈱ 950,000株

（47.50）

H.18.11.30

きらら保険サービ

ス㈱

4,000株

（42.55）

H.18.11.30 監事（1名）が当該企業の非常

勤監査役に就任

近畿電電輸送㈱ 6,000株

（30.00）

H.18.11.30

テレワークサービ

ス㈱

20,000株

（18.18）

H.18.11.30

日本電業工作㈱ 1,029,000株

（15.91）

H.18.11.30

ＮＴＴエレクトロ

ニクス㈱

400,000株

（4.24）

H.18.11.30

㈱ＮＴＣ 100,000株

（2.78）

H.18.11.30

㈱横浜国際平和会

議場

200株

（0.06）

H.18.11.30

文部科学省 (株)ショセキ 40,000株

(4.0)

S.39.12.22

清流出版(株) 200株

(33.3)

H.6.3.22

高等教育局学

生・留学生課

(財)吉岡文庫育成

会

(株)新建築社 35,300株

(44.1)

　寄附された経緯は不明。

　適当な処分方法を検討中。

S.42. 3. 1 　役員兼任2名

(財)守屋留学生交

流協会

(株)帝国書院 856,100株

(77.8)

　基本財産として寄付されたもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.57. 8.20 　役員兼任2名

　当該企業の建物の一部を事

務所として借用

日ノ丸自動車㈱ 75,008株

(1.1)

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.48.12.17 　役員兼任2名

日ノ丸産業㈱ 16,000株

(4.4)

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.49. 9.20 　役員兼任2名

㈱日ノ丸総本社 3,500株

(1.0)

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.55. 3.27 　役員兼任1名

　当該企業の建物の一部を事

務所として借用

㈱三朝温泉後楽 900株

(1.5)

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.48. 6. 5

(株)オーム社 11,789株

(0.6)

S.56. 6. 1

   ほか1回

(株)錦電サービス 200株

(10)

S.52. 3.18

   ほか1回

研究振興局

学術機関課

(財)緒方医学化学

研究所

太平化学産業

（株）

3,715株

(0.05)

　財務運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.53（不確

定）

(財)報国積善会 (株)泉吉 169,622株

(21.2)

S.62. 6

   ほか1回

　役員兼任2名

　評議員兼任3名

(株)トーハン 757株

(0.001)

S.24. 9

(不確定)

　当該企業を通じて全国に配

本

日本出版販売(株) 1,800株

(0.003)

S.24. 9

(不確定)

　当該企業を通じて全国に配

本

（財）日本相撲協

会

日本テレビ放送網

（株）

 10,562株

(0.04)

保有に至った経緯等は不明。

証券会社に指し値で売却を依頼している。

S. 31.2.6

（社）日本アメリ

カンフットボール

協会

(株)横浜スタジア

ム

5,000株

（0.07)

当該株式は、横浜スタジアムをアメリカンフット

ボールの競技に使用するための優先権を確保する

目的で保有している。処分には困難な問題がある

が、株式保有の意義が薄れた段階で処分について

の検討を行う。

S. 52.5.16 なし

文化庁

文化部

芸術文化課

裏千家インターナ

ショナルインク

66,190株

(50.0)

S.50.11.28

  ほか10回

　役員兼任1名

　事業実施に際し当該企業の

施設を利用

（株）淡交社 9,000株

（9.4）

S.42. 7.31

   ほか2回

　理事１名が当該企業の役員

を兼務。

（株）ミリエーム 6,400株

（6.7）

S.45. 3.17 　施設の管理・警備を依頼し

ている。

文化環境センター 10,000株

（1.3）

S.50. 3.31

コンチネンタル

フーズ

6,000株

（0.12）

S.56. 2.16

（株）淡交総業 600株

（0.3）

S.43. 8.30 　理事１名が当該企業の役員

を兼務。

(社)全国出版協会 (株)トーハン 1,199,500株

(1.7)

  財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

H. 2. 3.28 　理事２名が当該企業の役員

を兼務。監事は当該企業の顧

問。常務理事は当該企業から

の出向。

（社）日本図案家

協会

（株）京都産業振

興センター

100株

（5.6）

  財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

H. 5. 4.27 　建物を区分所有しているた

め。

研究振興局学

術研究助成課

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

(財)法政大学出版

局

スポーツ・青

少年局競技ス

ポーツ課

(財)今日庵   財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

生涯学習政策

局社会教育課

(社)実践倫理宏正

会

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

(財)日ノ丸報恩会

高等教育局

私学行政課

(社)東京電機大学

校友会

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

 (注)　  「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」においては、「現に株式保有等を行っている公益法人で、必要な努力を行ったにもかかわらず

        処分が困難な株式等を保有しているもの(株式保有等を事業としているものも含む。)の取扱については、原則禁止のもと、更に検討を行う。その

        際、処分が困難な株式等を保有しているものについては、次の事項を「公益法人に関する年次報告」に記載し、その実態を明らかにする。」とされ

        ている。

　     　 本資料は、これを踏まえ、所管官庁から提出を受けた事項を要約整理したものである。

平成24年12月１日現在

総務省

総合通信基盤

局電気通信事

業部事業政策

課

㈳電気通信共済会 　㈳全日本情報通信サービス協会と㈶電気通信共

済会が平成24年10月5日に合併し、名称変更のうえ

㈳電気通信共済会となったが、財団法人が基本財

産として寄付された株式を承継し保有している。

　適当な処分先が見つかっていない。
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付属資料 データ等 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

文部科学省 文化庁文化部

宗務課

(財)基督教視聴覚

センター

日本キリスト教書

販売(株)

600株

(4.2)

　財産運用上の都合によるもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.48. 8.11

(株)国際放送 90株

(11.2)

S.59.10.29

   ほか1回

（株）キリスト教

新聞社

200株

(0.1)

S.42. 8.12 　各種講座の共催

(株)アバコクリエ

イティブスタジオ

35,100株

(43.8)

S.57.11.30 　役員兼任１名

　当法人の建物・設備を当該

企業へ賃貸

(株)アバコブライ

ダルホール

25,160株

(31.4)

S.46. 2.25

   ほか2回

役員兼任１名

当法人の建物・設備を当該企

業へ賃貸

(株)アバコ撮影ス

タジオ

24,900株

(31.1)

H.15. 7.29

　 ほか5回

　役員兼任1名

経済産業省 製造産業局産

業機械課

(社)日本配電制御

システム工業会

(株)配電盤会館 1,800株

(4.5)

　任意団体時代より、当該企業から事務所を賃借

していたが、当法人設立時に倒産・廃業会員の持

ち株の譲渡の受け皿の一つとして、額面で譲り受

けたもの。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式であるため、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.58.6（初

回800株入手

ほか1回入

手）

　役員3名が当該企業役員を兼

任(非常勤、無給)

製造産業局航

空機武器宇宙

産業課

(財)日本航空機開

発協会

民間航空技術サー

ビス(株)

5,100株

(51.0)

　航空機工業振興法に基づき国から助成を受けた

当法人が日本の開発主体となり、航空機の国際共

同開発プロジェクトに参画した。参画に当たり、

米国企業と米国で実施する開発作業等について、

当法人が事業主体であることを明確にしつつ、日

米両国の法制度の違いから生じる負担の軽減を図

ることで政府助成の効果を最大限発揮させるた

め、米国での活動主体として当該企業を設立し、

その株式を保有している。

  当該株式の処分については、効率的な政府助成

の実施の観点から、今後も慎重な検討が必要であ

る。

H. 3. 1. 9 　役員1名が当該企業役員を兼

任

　当法人事務所の一部を当該

企業に貸与

　米国における航空機の開

発・量産設計作業を当該企業

に発注

製造産業局繊

維課

(社)日本綿花協会 (株)綿花会館 726株

(5.2)

　当該企業が運営する会館に入居する団体の一員

として応分の負担をするため、当該会館の株式を

購入した。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式であるため、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.54. 1.25

   ほか9回

　当該企業の取締役5名のう

ち、代表取締役を含む4名は当

法人の理事を兼任(ただし、常

勤は1名)

資源エネル

ギー庁電力・

ガス事業部政

策課

(社)日本電気協会 有電ビル管理(株) 1,500株

(12.5)

　当法人は、有楽町電気ビルの地権者であり、建

物の区分所有者として他の地権者(区分所有者)と

建物の管理を共同で運営する必要から当該企業を

設立して、区分所有の持分に応じて株式を保有し

ている。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式であるため、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.50.10 　設立時から、当法人の理事1

名が、当該企業の取締役を兼

任している。取引状況として

は、当法人と当該企業が建物

管理委託契約、運営管理委託

契約を締結している。

　金銭の貸借はなし。

(株)エレクトロ

ニック・ライブラ

リー

200株

(0.32)

　当該企業は新聞雑誌記事を横断的に取り扱う

データベース事業会社として設立されたもの。当

法人は、自らが発行する新聞記事を、当該企業が

所有するデータベースに登録するために株式を保

有したものであり、処分には困難な問題がある

が、更に処分について検討を行う。

S.61.11

中小企業庁経

営支援部経営

支援課

(社)中小企業診断

協会

(株)中小企業診断

士会館

8,667株

(86.7)

　当該企業の株主は、当初、当法人の会員であっ

たが、その後株式の寄付、譲渡等を受けたもので

ある。当法人が自ら使用する事務所を確保するた

めに保有している株式であるため、処分には困難

な問題があるが、更に処分についての検討を行

う。

S.60. 5.23

  ほか27回

　会長が当該企業の代表取締

役社長、副会長(4人)が代表取

締役副社長、専務理事が専務

取締役、理事(8人)が常務取締

役に就任

国土交通省 東北高速道路ター

ミナル(株)

215,000株

(19.9)

S.59. 5. 9

北陸高速道路ター

ミナル(株)

160,000株

(13.8)

S.59. 5. 9

   ほか1回

北海道運輸局

総務課

(社)釧根地区ト

ラック協会

(株)釧根自動車会

議所

19,600株

(13.0)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.47.9.30

   ほか1回

役員兼任３名

(社)北海道トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

1,010株

(0.9)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((公社)全日

本トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区にお

いて共同利用できる施設(トラック会館)を入手す

るため、各都道府県トラック協会会員等の協力に

より設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1 　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

道路局総務課

高速道路経営

管理室

(財)高速道路交流

推進財団

　当該企業は、高速道路の物流の効率化を図るた

めに必要な施設を設置管理する会社であり、ト

ラックターミナル等の設置は、自動車交通の効率

性の増進を図り、道路利用者への便益増進に寄与
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データ等 付属資料 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

国土交通省 東北運輸局旅

客第二課

(社)青森県タク

シー協会

2,505株

(2.5)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.40. 3.10

   ほか3回

　会長及び副会長が当該企業

の取締役を兼務

東北運輸局旅

客第一課

(社)青森県バス協

会

2,505株

(2.5)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.38. 3. 7

   ほか3回

　副会長が当該企業の取締役

を兼務

東北運輸局貨

物課

(株)青森県交通会

館

2,505株

(2.5)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.38. 3. 7

   ほか3回

　会長及び副会長が当該企業

の取締役を兼務、専務理事が

監査役を兼務

日本トラック興業

(株)

250株

(0.2)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1

国土交通省 東北運輸局貨

物課

北上流通サービス

(株)

40株

(0.9)

S.63.10.20

岩手トラックター

ミナル(株)

840株

(1.9)

S.52. 3.26 　役員兼任1名

東北運輸局旅

客第二課

(社)宮城県タク

シー協会

(株)宮城県交通会

館

50株

(1.1)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.41. 5. 1 　役員兼任1名

東北運輸局貨

物課

(社)宮城県トラッ

ク協会

(株)宮城県交通会

館

122株

(2.7)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.45. 6.15 　専務理事が当該企業の理事

を兼務

東北運輸局貨

物課

(社)宮城県トラッ

ク協会

(株)仙台トラック

ターミナル

40株

(0.2)

　当該企業は、円滑な物流を確保するための物流

施設等の建設・管理を目的として、地元自治体等

の出資により第三セクター方式で設立されたもの

である。当法人は、当該施設を利用する物流事業

者の団体として株式保有している。

　このように、公益性の高い物流施設の管理・運

営を行う第三セクター企業の株式については、処

分には困難な問題があるが、更に処分についての

検討を行う。

S.35. 7. 5

   ほか1回

　専務理事が当該企業の監査

役を兼務

日本トラック興業

(株)

460株

(0.4)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.40. 7. 1

(株)青森県交通会

館

(社)青森県トラッ

ク協会

(社)岩手県トラッ

ク協会

　当該企業は、円滑な物流を確保するための物流

施設等の建設・管理を目的として、地元自治体等

の出資により第三セクター方式で設立されたもの

である。
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付属資料 データ等 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

国土交通省 東北運輸局貨

物課

(社)福島県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

340株

(0.3)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.37.12.

   ほか2回

　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

(社)秋田県トラッ

ク協会

220株

(0.2)

S.39. 7.10

(社)山形県トラッ

ク協会

360株

(0.3)

S.36.10. 2

関東運輸局総

務課

(社)茨城県トラッ

ク協会

430株

(0.4)

S.36.10. 2

   ほか7回

　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

(社)栃木県トラッ

ク協会

400株

(0.4)

S.36.10. 2

   ほか7回

(社)草津温泉観光

協会

(株)草津温泉フッ

トボールクラブ

30株

(0.3)

　当該企業は、草津温泉のイメージアップのため

地域と密着し、Jリーグを目指したサッカーチーム

「ザスパ草津」の運営法人として設立されたもの

である。その際、当法人等が窓口となって草津町

や他の団体も出資を募り、草津温泉のイメージ

アップに大きく貢献することから、地元の観光振

興を推進する団体として出資に協力したものであ

る。

　草津温泉の町ぐるみの企画であり、適当な処分

先が見当たらない。

H.15. 9.29

国土交通省 (社)草津温泉観光

協会

(株)草津観光公社 4株

(0.4)

　当該企業は、(財)草津町開発協会を組織改革し

て、草津町の来訪観光客向けの休憩施設等の公益

的な施設の管理・運営を行う目的で設立されたも

のである。その際、当法人が窓口となって町内の

団体に出資を募り、当法人も草津町の観光事業の

発展等のため、地元の観光振興を推進する団体と

して出資に協力したものである。

　草津町の全体の方針に沿ったものであり、適当

な処分先が見当たらない。

H.14. 3. 7

(株)東京都軽自動

車センター

600株

(33.3)

S.48. 5. 1 　役員兼任3名

(株)八王子軽自動

車センター

100株

(25.0)

H. 3. 9.24 　役員兼任2名

(社)東京乗用旅客

自動車協会

(株)自動車会館 10,140株

(1.3)

S.47. 9.30

   ほか4回

　当該企業株主は、当法人会

員により構成

　当法人はビルの共同所有者

日本トラック興業

(株)

180株

(0.2)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.39. 7.10 　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

400株

(20.0)

S.44.11.20

400株

(20.0)

S.44. 9.11

   ほか1回

　会社設立趣旨に基づく施設

利用(土地貸借)

(株)山梨県軽自動

車センター

6,800株

(33.3)

S.48. 3.20

   ほか1回

　当該企業の取締役及び監査

役は3団体からそれぞれ充てて

おり取締役3名、監査役1名と

なっている

(社)三多摩自動車

協会

(株)八王子軽自動

車センター

100株

(25.0)

H. 3. 9.24 　当該企業が所有している建

物の賃借

　当該企業の所有する建物の

管理運営を当法人が受託

(株)千葉県交通会

館

3,540株

(4.9)

S.63. 5.11

ほか1回

日本トラック興業

(株)

500株

(0.5)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1 　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

(社)神奈川県ト

ラック協会

1,600株

(1.4)

S.44.11. 1

(社)群馬県トラッ

ク協会

500株

(0.5)

S.36.10. 2

   ほか7回

(社)埼玉県トラッ

ク協会

500株

(0.5)

S.37. 8. 1

(社)富山県トラッ

ク協会

330株

(0.3)

S.36.10. 2

   ほか7回

　役員1名兼任

(社)石川県トラッ

ク協会

400株

(0.4)

S.36.10. 2

   ほか8回

(社)新潟県トラッ

ク協会

700株

(0.6)

S.36. 7. 1

(社)長野県トラッ

ク協会

550株

(0.5)

S.36. 7. 1

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

(社)東京都自動車

整備振興会

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

(社)山梨県トラッ

ク協会

(株)山梨県自動車

会館

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

(社)山梨県自動車

整備振興会

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

(社)千葉県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ

北陸信越運輸

局総務課

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

　会社設立趣意に基づく施設

利用のみ
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データ等 付属資料 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

国土交通省 福井埠頭(株) 1,000株

(0.1)

　当該企業は、円滑な物流を確保するための物流

施設等の建設・管理を目的として、地元自治体等

の出資により第三セクター方式で設立されたもの

である。

　当法人は、当該施設を利用する物流事業者の団

体として株式を保有している。このように、公益

性の高い物流施設の管理・運営を行う第三セク

ター企業の株式については、処分には困難な問題

があるが、更に処分についての検討を行う。

S.53. 7.10

200株

(0.2)

S.36.10. 2

   ほか7回

(社)静岡県トラッ

ク協会

800株

(0.7)

S.36.10. 2

   ほか7回

(社)愛知県トラッ

ク協会

1,600株

(1.5)

S.36. 7. 1

   ほか7回

(社)三重県トラッ

ク協会

450株

(0.4)

S.36.10. 2

   ほか7回

(社)岐阜県トラッ

ク協会

700株

(0.6)

S.36.10. 2

   ほか7回

近畿運輸局総

務課

日本トラック興業

(株)

760株

(0.7)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1

34,483株

(8.8)

S.38. 4. 1 　役員兼任1名

(社)京都府自家用

自動車協会

977株

(0.3)

S.37.12.22

　 ほか2回

(社)京都乗用自動

車協会

3,000株

(0.02)

H.12.11.20

(社)京都府自動車

整備振興会

17,400株

(4.5)

S.37.12.22

   ほか4回

　役員兼任1名

(社)京都府バス協

会

3,000株

(0.02)

H.12.11.20

(社)兵庫県タク

シー協会

(株)兵庫県タク

シー会館

11,540株

(8.1)

S.63. 4. 1

   ほか6回

  役員兼任12名

(社)堺北・東自家

用自動車協会

(株)大阪自家用自

動車会館

1,150株

(5.8)

S.37. 8. 1

   ほか2回

　会長が当該企業の取締役に

就任

(社)大阪府トラッ

ク協会

関西国際空港土地

保有(株)

780株

(0.004)

　当該企業は、関西国際空港の建設・管理を目的

として、国、地方自治体、関係団体及び民間企業

の出資により特殊法人として設立されたものであ

る。当法人は、地元経済界からの要請により在阪

団体の一員として株式を保有している。

  関西経済圏において国際空港の管理・運営とい

う高い公益性を有する事業を行う当該企業の株式

については、処分には困難な問題があるが、更に

処分についての検討を行う。

S.60. 7.27

  ほか10回

中部運輸局自

動車交通部貨

物課

(社)福井県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

(社)京都府トラッ

ク協会

(株)京都自動車会

館

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。
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付属資料 データ等 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

国土交通省 近畿運輸局総

務課

(社)大阪府トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

2,400株

(2.2)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

  当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 4. 1

   ほか7回

　相談役が当該企業の取締役

(社)奈良県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

110株

(0.1)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1 　会社設立趣意に基づく施設

利用(入居のみ)

(株)神戸商工貿易

センター

200株

(0.1)

　当該企業は、海外の貿易事務所、観光施設、コ

ンベンション施設等である神戸商工貿易センター

ビルの管理運営を行うため、神戸市の出資により

第三セクター方式で設立されたものである。

　極めて公益的性格の強い団体であり、出資の中

止は公益的事業の安定的継続に支障を来すことか

ら、処分には困難な問題があるが、更に処分につ

いての検討を行う。

H. 3. 3.

   ほか1回

神戸航空交通ター

ミナル(株)

300株

(0.6)

　当該企業は、航空旅客ターミナルビル及び神戸

リムジンバスの運営等を行うものである。また、

神戸市及び兵庫県からの出資が約半分を占める。

　当該企業は、現在休眠状態となっているため、

処分は困難。

H.元.12.

(社)和歌山県ト

ラック協会

430株

(0.4)

S.36. 7. 1

(社)滋賀県トラッ

ク協会

210株

(0.2)

S.36. 7. 1

(社)兵庫県トラッ

ク協会

1,200株

(1.1)

S.36. 7. 1

中国運輸局総

務課

(社)山口県バス協

会

1,600株

(8.0)

S.45. 8. 7 　役員兼任1名

(財)山口県自動車

振興センター

1,660株

(8.3)

S.45. 8. 7 　役員兼任8名

(社)山口県自動車

整備振興会

1,600株

(8.0)

S.45. 8. 7 　役員兼任1名

(社)山口県乗用自

動車協会

1,600株

(8.0)

S.44.12. 7 当法人が当会館の一部を事務

所として使用

1,600株

(8.0)

S.45. 8. 7 　会長が当該企業の取締役

510株

(0.5)

S.36.10. 2

(社)広島県トラッ

ク協会

550株

(0.5)

S.38.12.10

(社)鳥取県トラッ

ク協会

170株

(0.2)

S.39. 7.10

以前

(社)岡山県自動車

整備振興会

(株)岡山県自動車

会館

9,791株

(24.5)

S.38. 9. 9 　役員兼任1名

(社)岡山県自家用

自動車協会

3,817株

(9.5)

S.38. 9. 9

(社)岡山県タク

シー協会

5,577株

(13.9)

S.38. 9. 9

   ほか2回

　役員兼任1名

(社)岡山県トラッ

ク協会

5,281株

(13.2)

S.38. 9. 9 会長が当該企業の代表取締役

(社)岡山県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

400株

(0.4)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1

(財)神戸国際観光

コンベンション協

会

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

　会社設立趣意に基づく施設

利用(入居のみ)

(株)山口県自動車

会館

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

(社)山口県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。
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データ等 付属資料 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

国土交通省 中国運輸局総

務課

(社)岡山県トラッ

ク協会

(株)岡山県自動車

会館

5,281株

(13.2)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたもの。当法人は、当該会館を

使用する団体の一員として応分の負担をするため

に株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.38. 9. 9 会長が当該企業の代表取締役

60株

(0.3)

H. 8.10. 1

（社）岡山県バス

協会

566株

(3.3)

S.61. 9.11 　役員兼任1名

(社)岡山県タク

シー協会

岡山県タクシー興

業㈱

4,680株

(5.3)

当該企業は岡山県乗用旅客自動車協会（(社)岡山

県タクシー協会の前身）の会員が共同で乗車券（ﾀ

ｸｼｰﾁｹｯﾄ）を利用するために設立されたものであ

る。共同利用のため、保有している株式について

は、処分に困難な問題があるが更に処分について

の検討を行う。

H.8.3.15 理事役員８名が当該企業の役

員

日本トラック興業

(株)

220株

(0.2)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.36. 7. 1

   ほか6回

　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

(株)徳島県自動車

会館

2,800株

(14.0)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.40. 8. 5

   ほか4回

　役員兼任1名

(社)高知県バス協

会

(株)高知交通会館 130株

(25.0)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.63. 3.11 　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

(社)高知県トラッ

ク協会

220株

(0.2)

S.37. 8. 1

   ほか6回

　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

(社)愛媛県トラッ

ク協会

300株

(0.3)

S.36. 7. 1 　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

(社)香川県トラッ

ク協会

250株

(0.2)

S.36.10. 2

   ほか7回

　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

九州運輸局総

務課

(社)福岡県自動車

整備振興会

40株

(0.1)

S.57. 3. 1

200株

(0.5)

S.23.12.26

   ほか1回

日本トラック興業

(株)

1,300株

(1.2)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

S.40. 7. 1 　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

岡山空港ターミナ

ル(株)

　当該企業は、空港ターミナルの管理・運営を目

的として、地元自治体等の出資により第三セク

ター方式で設立されたものである。当法人は地元

自治体からの要請により、当該企業が運営する

四国運輸局総

務課

(社)徳島県トラッ

ク協会

日本トラック興業

(株)

(株)福岡交通会館 当該企業は、関係団体が事務所として使用する会

館の建設・管理を目的として、関係団体等の出資

により設立されたものである。当法人は、当該会

館を使用する団体の一員として応分の負担をする

(社)福岡県トラッ

ク協会
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

国土交通省 九州運輸局総

務課

(社)熊本県トラッ

ク協会

80株

(0.07)

S.37. 7. 1

   ほか2回

(社)宮崎県トラッ

ク協会

150株

(0.1)

S.36. 8. 1

(社)大分県トラッ

ク協会

300株

(0.3)

S.46.10. 7 会社設立趣旨に基づく施設利

用のみ

(社)佐賀県トラッ

ク協会

180株

(0.2)

S.37. 8. 1

   ほか6回

　会社設立趣旨に基づく施設

利用のみ

(社)鹿児島県ト

ラック協会

150株

(0.1)

S.37. 8. 1

   ほか3回

(財)佐世保観光コ

ンベンション協会

させぼパールシー

(株)

60株

(1.0)

　当該企業は「西海国立公園九十九島」のPRと観

光客誘致を主要業務としており、博物展示施設の

管理も佐世保市から受託している。観光宣伝・観

光客誘致を連携していく必要があるため株式保有

している。

　既に必要最小限の保有と思われるが、更に処分

について検討を行う。

H. 5. 9. 1 　役員兼任1名

九州運輸局総

務課

警察本部交通

部交通企画課

(社)熊本県自家用

自動車協会

(株)熊本県自動車

会館

700株

(4.8)

　当該企業は、関係団体が事務所として使用する

会館の建設・管理を目的として、関係団体等の出

資により設立されたものである。当法人は、当該

会館を使用する団体の一員として応分の負担をす

るために株式を保有している。

　当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式については、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

S.58. 3.23 　役員兼任1名

(社)福岡県自家用

自動車協会

200株

(0.5)

S.25.11.30

沖縄総合事務

局運輸部総務

運航課

沖縄県離島海運振

興(株)

200株

(0.04)

　当該企業は、沖縄県、沖縄振興開発金融公庫、

旅客船事業者による第三セクター方式で設立され

たものである。零細事業者が多い当法人の会員の

代船を容易にし、離島航路の振興発展を期するこ

とを目的として、株式を保有している。

　今後の離島航路の準備・維持の上からも継続保

有が必要であり、処分には困難な問題があるが、

更に処分についての検討を行う。

S.55. 3.26

日本定航保全(株) 400株

(2.0)

　当該企業は、旅客船事業者の船客傷害賠償保険

制度への加入を促進するとともに、当該保険料の

負担額を軽減するため、旅客船業界と損害保険会

社との出資で設立されたものである。これを受け

海上運送法上も賠償保険付保の命令権を創設して

いる。

　このように、公共交通機関である旅客船の利用

者保護を図るための保険制度の維持・充実に当た

る公的性格が強い当該企業の株式保有について

は、処分には困難な問題があるが、更に処分につ

いての検討を行う。

H. 5. 3.10

（社）石垣市観光

協会

(株)石垣市経済振

興公社

10株

（2.3)

　当該企業は、「八重山物産流通拠点形成プロ

ジェクト」の一環として、第三セクター方式で設

立されたものである。八重山観光のPR、特産品の

販路拡大を目的としていることから、設立準備段

階から関与していたため、株式を保有することと

なった。

　H19年度内に所有株式を八重山ビジターズビュー

ローに引継ぐことで調整を図っていたが、営利を

目的とした株式の保有ではなく、地域振興を目的

とする第3セクターの株であり地域の他の経済団体

と協調している事から、新公益法人法に基づく組

織の改編時に対応する事となった。

H17.5.23 　役員（監査）として、1名派

遣

国土交通省 沖縄総合事務

局運輸部総務

運航課

（社）石垣市観光

協会

石垣空港ターミナ

ルビル株式会社

100株

(0.9)

　当該企業は、国関連金融機関、沖縄県、石垣市

等が出資する第３セクターである。平成２５年３

月の新石垣空港の開港へ向け、ターミナルビルの

建設に取組む企業として公共性の高い企業であ

り、本会は、地域の行政並びに経済団体（商工

会）と連携して、地域経済の振興発展の為株式を

取得した。公益法人法改革に伴い、既に一般社団

等への移行を視野に入れ検討を進めている所であ

り、地域観光産業の振興の為にも当該企業を支援

する事が望ましいと考えるが、今後の組織改革等

において検討を重ねたい。

H.21. 3.26

(財)沖縄観光コン

ベンションビュー

ロー

ブセナリゾート

(株)

320株

(5.2)

　当該企業は、県が出資する第三セクターであ

る。国際的なリゾート施設開発を支援し、沖縄観

光の振興発展に寄与するという公共性の高い企業

であり、観光の振興発展を図るため、今後も株式

を保有し、当該企業を支援することが必要である

が、更に処分についての検討を行う。

H. 2. 7.23

(株)釧根自動車会

議所

46,800株

(23.9)

　当該企業が運営する会館に入居する団体の一員

として応分の負担をするために保有している株式

であるため、処分には困難な問題があるが、更に

処分についての検討を行う。

S.56. 7. 8

   ほか1回

　理事(無報酬)が当該企業の

取締役

  事務室賃貸借契約

(株)愛知県自販会

館

1,600株

(16.3)

  当法人が自ら使用する事務所を確保するために

保有している株式であるため、処分には困難な問

題があるが、更に処分についての検討を行う。

H. 3. 9.21

   ほか8回

　理事(無報酬)2名が当該企業

の取締役社長、副社長

　事務室賃貸借契約

経済産業省

国土交通省

製造産業局自

動車課

自動車局自動

車情報課

(社)日本自動車販

売協会連合会

九州運輸局総

務課

(社)沖縄旅客船協

会

当該企業は、関係団体が事務所として使用する会

館の建設・管理を目的として、関係団体等の出資

により設立されたものである。当法人は、当該会

日本トラック興業

(株)

　当該企業は、(社)日本トラック協会((社)全日本

トラック協会の前身)の会員が、首都圏地区におい

て共同利用できる施設(トラック会館)を入手する

ため、各都道府県トラック協会会員等の協力によ

り設立されたものである。

　当該会館の共同利用のため保有している株式に

ついては、処分には困難な問題があるが、更に処

分についての検討を行う。

(株)福岡交通会館
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

厚生労働省

国土交通省

医薬食品局食

品安全部監視

安全課

港湾局港湾経

済課

日本海事検定(泰

国)(株)

10,000株

(100)

S.45. 4. 1 　職員3名(当該企業の役員を

兼務)を派遣

　業務の委受託

日本海事検定(マ

レーシア)(株)

60,000株

(30.0)

S.50. 4. 1 　職員1名(当該企業の役員を

兼務)を派遣

　業務の委受託

フィリピン日本海

事検定(株)

4,000株

(40.0)

S.51. 6.28 　職員1名(当該企業の役員を

兼務)を派遣

　業務の委受託

日本海事検定(イ

ンドネシア)(株)

105株

(70.0)

H. 6. 1. 1 　職員1名(当該企業の役員を

兼務)を派遣

　業務の委受託

亜東海事検定保険

公證人股份有限公

司

3,600株

(60.0)

S.62. 9. 1 　業務契約者1名(当該企業の

役員を兼務)を派遣

　業務の委受託

天津華和海事検定

有限公司

1,685万円

(49.0)

H. 7. 3. 1 　職員3名(当該企業の役員を

兼務)を派遣

　業務の委受託

(株)北九州輸入促

進センター

10株

(0.02)

H. 5. 4.26

(株)舞鶴21 40株

(0.1)

H. 7.11.21

清水港振興(株) 20株

(0.2)

H. 8. 4.30

日本海事検定

キューエイ(株)

600株

(50.0)

　当該企業は、品質管理システム等に関する審査

登録機関であり、独立性・透明性を確保するため

に出資し、株式を保有している。

　適当な処分先が見つかっていない。

H. 5. 4. 1

(財)新日本検定協

会

泰国新日本検定

(株)

2,938株

(49.0)

　海外に所在する被検定者からの実施要請に応え

るため、現地国に当法人が事務所を設置しようと

したところ、現地国の政策により現地法人を設立

せざるを得なかったことにより株式を保有してい

る。

　外国における公益事業の実施に当たり、当該現

地国の制度により保有せざるを得ない株式につい

ては、処分には困難な問題があるが、更に処分に

ついての検討を行う。

H.元. 7.25 　職員2名を派遣（うち1名が

当該企業の役員を兼務）

　業務の一部を委託

(株)北九州輸入促

進センター

10株

(0.02)

H. 5. 4. 5

清水港振興(株) 20株

(0.2)

H. 8. 4.12

文部科学省

厚生労働省

研究振興局

学術機関課

医政局総務課

(財)河野臨牀医学

研究所

商工組合中央金庫

(株)

78000株

(0.004)

財産運用上の都合によるもの。

適当な処分先が見つかっていない。

H.20.12.10

総務省

文部科学省

経済産業省

総合通信基盤

局データ通信

課

研究振興局情

報課

商務情報政策

局情報政策課

(社)日本ネット

ワークインフォ

メーションセン

ター

(株)日本レジスト

リサービス

1,265株

(19.7)

　当法人のｊpドメイン名管理事業を分離させるた

め、平成12年12月に設立された当該企業への現物

出資の対価として株式を取得した。平成14年4月に

当該事業を当該企業に移管。平成15年3月に当該企

業に対し当法人保有株式の一部(775株)を売却。平

成16年3月会員企業に対して360株を売却した。現

在当該事業の公益性等を踏まえつつ、残りの1,265

株についても早い時期に処分できるよう検討中。

H.13. 2.21 　理事のうち2名が当該企業の

役員及び従業員

農林水産省

国土交通省

経営局協同組

織課

観光庁観光地

域振興部観光

資源課

(社)全国農協観光

協会

(株)農協観光 9,004株

(25.0)

　当法人が行っていた旅行業を分離して、（株）

農協観光を設立した際に保有。

　株式の処分先が限定されているため処分は極め

て困難。処分促進のため平成25年度末までに保有

株式の処分計画を策定する等鋭意処分を進めてい

るところ。

H.元.10.20

   ほか2回

　役員兼務5名

　旅行業に係る取引、法人の

事務室を当該企業から賃借、

当該企業が自社ビルに係る土

地を法人から賃借、当該企業

からの職員の出向。

(社)日本海事検定

協会

　海外に所在する検査依頼者からの実施要請に応

えるため、現地国に事務所を設置しようとしたと

ころ、現地国の政策により現地法人を設立せざる

を得なかったことにより株式を保有している。

  外国における公益事業の実施に当たり、当該現

地国の制度により保有せざるを得ない株式等につ

いては、処分には困難な問題があるが、更に処分

についての検討を行う。

　当該企業は、港湾等のFAZ(フォーリンアクセス

ゾーン)指定により第三セクター方式で設立され、

その円滑な運営のため、地方自治体からの要請で

出資し、株式を保有したものであり、処分には困

難な問題があるが、更に処分についての検討を行

う。

　当該企業は、港湾等のFAZ(フォーリンアクセス

ゾーン)指定により第三セクター方式で設立され、

その円滑な運営のため、地方自治体からの要請で

出資、株式を保有しているものであり、処分には
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付属資料 データ等 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

北海道 総務部法人団

体課

(社)北海道歯科医

師会

308株

(77.0)

H.元. 7. 1

   ほか1回

(社)札幌歯科医師

会

8株

(2.0)

H.元. 7. 1

(社)函館歯科医師

会

8株

(2.0)

H.元. 7. 1

(社)北見歯科医師

会

8株

(2.0)

H.元. 7. 1

(社)十勝歯科医師

会

8株

(2.0)

H.元. 7. 1

(社)釧路歯科医師

会

8株

(2.0)

H.元. 7. 1

(社)後志歯科医師

会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)旭川歯科医師

会

8株

(2.0)

H.元. 7. 1

(社)苫小牧歯科医

師会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)岩見沢歯科医

師会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)美唄歯科医師

会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)留萌歯科医師

会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)稚内歯科医師

会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)千歳歯科医師

会

4株

(1.0)

H.元. 7. 1

(社)北海道産炭地

域振興センター

(株)徳川 160株

(26.7)

　当該企業は、千葉県の人形製造卸業が事業拡大

と新たな生産拠点づくりとして、平成3年に赤平市

に設立。

　当法人は、閉山に伴う炭鉱離職者対策及び産炭

地域振興対策から出資。

　景気の低迷により売上が伸びず、創業以来赤字

状態が続いており、財務状態は厳しい状況にある

ことから、株式買取期日を平成21年3月31日まで延

長。

H. 4. 5.20

(株)プラスチック

油化プラント

150株

(25.0)

　廃プラスチックを熱分解させることによる油化

事業を展開するために当該企業を設立。

　当法人は、閉山に伴う炭鉱離職者対策及び産炭

地域振興対策から出資。

　なお、株式の引受期間は5年となっており、株式

買取期日は平成13年2月28日。現在、今後の対応を

検討中。

H. 8. 2.29

三桂(株) 20,000株

(20.0)

　当該企業は炭鉱閉山に伴い、新規事業の創造を

図るため、農業用廃塩化ビニール再生処理及びペ

レット生産を目的に設立。

　閉山に伴う炭鉱離職者対策及び産炭地域振興対

策から出資。

　円高の影響により、再生塩化ビニールの価格も

当初予測を大きく下回り、業績が悪化。その後パ

ネルの新製品開発に成功しているが、いまだに業

績不振から脱却できないため、株式買取期日を平

成22年3月31日まで延長。

H. 2. 2.26

西川化学工業(株) 4,000株

(12.5)

　炭鉱閉山に伴う離職者雇用及び地域振興対策と

ポリエチレン製袋の安定生産体制を図るため、新

工場での創業のための設備資金として出資。

　ごみ袋の売上げは増加したが、米袋、買い物袋

の受注が減少し、経営が低迷してることから、株

式買取期日を平成21年3月31日まで延長。

H. 2. 5.15

(株)ジャパンバイ

オ

110株

(11.5)

　平成2年、赤平市内にキノコの人工菌床を開発、

製造、販売するために当該企業を設立。雇用対策

と産炭地域振興対策として出資。

　しいたけを中心とした菌床製造は、しいたけの

東南アジアからの輸入増加などの影響により販売

不振なため、株式買取期日を平成23年3月31日まで

延長。

H. 2.10.31

(株)道歯企画 　当法人会員に対する損保業務は、個人代理店を

通して行っていたが、損保業務以外の収益事業の

取扱高が増加したことから、他県の歯科医師会の

対応も参考に(社)北海道歯科医師会が主たる株主

となり企業を設立。

　当該企業は、顧客を当法人会員に限っているこ

と、設立経緯から当法人と一体となった経営が必

要なこと等から、株式保有への部外者の参入はな

じまない。

　H.9.4から監査役を除く当該

企業役員15名全員が当法人役

員を兼任

　当法人の施設の一部を当該

企業の事務室等として賃貸

［都道府県知事］
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データ等 付属資料 

資
料
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

北海道 総務部法人団

体課

(社)北海道産炭地

域振興センター

(株)歌志内ショッ

ピングセンター

200株

(10.0)

　ポスト石炭の地域対策として、商業の活性化と

離職者の対策を図る目的で、第三セクターによる

共同店舗を平成10年4月に設立。

  地域の振興と雇用創出に寄与するものとして出

資。初期設備投資の過大と売上が伸びず、資金繰

りが悪化したことから、平成14年6月に核店舗を入

替え再オープン。今後は売上増も期待できること

から、株式買取期日を平成21年3月31日まで延長。

H.10. 6.30

(社)北海道産炭地

域振興センター

(株)エコバレー歌

志内

100株

(6.3)

　ポスト石炭の地域対策として廃棄物発電による

エネルギー供給を目的とした当該企業を設立。新

しい産業群を形成し、地域の振興と雇用創出に寄

与するものとして出資。

　平成13年から操業しているが、設備投資や試運

転等に時間を要し、本格操業に至っていない状況

から株式買収期日を平成23年3月31日まで延長

H.12. 4. 7

(社)北海道土地改

良設計技術協会

320株

(8.0)

　当該企業の施設の利用により、法人活動が経済

的に実施できるため株式を取得。

　平成15年10月、平成16年10月及び平成17年10月

にそれぞれ20株ずつを処分。今後とも当該企業と

継続して交渉。

S.60.12. 1

(社)北海道土地改

良建設協会

520株

(13.0)

　当法人の前身である任意団体から寄付を受けた

もの。

　平成15年10月、平成16年10月及び平成17年10月

にそれぞれ20株ずつを処分。今後とも継続して交

渉。

S.60.12.18

(社)北海道ホルス

タイン協会

(株)ジャパンホル

スタインブリー

ディングサービス

5,760株

(3.4)

　当該企業は、設立当時から営利を主目的とする

ことなく、企業の利益はすべて利用者に還元する

こととしており、こうした企業の方針を維持する

ため、当法人が意見を述べるなど監査役としての

機能を持つことを目的に株式を保有。

　設立当初の所有経過もあり、株式の売却に対し

て、理事の理解等を得るのに時間を要するととも

に、処分先が見つかっていない。

S.46. 7. 8

   ほか3回

(社)北海道栽培漁

業振興公社

(株)ほくほくファ

イナンシャルグ

ループ

5,000,000株

(1.5)

　低金利時代において、当法人の事業活動を維持

するために、当該企業の優先株を取得。

　株式を処分することは、公益事業の安定的な継

続に支障を来すこと及び市場流通性がないことか

ら、処分は困難。

H.11. 7.30

H.17. 3.15

(財)桧山漁業振興

協会

(株)ほくほくファ

イナンシャルグ

ループ

1,000,000株

(0.3)

　低金利時代において、当法人の事業活動を維持

するために、当該企業の優先株を取得。

　株式を処分することは、公益事業の安定的な継

続に支障を来すこと及び市場流通性がないことか

ら、処分は困難。

H.17. 4.14

(社)旭川市医師会 （株）旭川保険医

療情報センター

11,420株

(23.2)

  旭川市が中心となり医療情報の有効利用を目的

に設立された第３セクター。設立時に同市からの

強い要請を受け、株式を取得した。 非公開株であ

り、引き受け手が現れないことから処分は困難。

S.62.2.27   同社事務所は、旭川市医師

会が所有する医師会館内 (賃

貸)に置かれている。旭川市医

師会は、検診事業について、

検診データの整理を同社に委

託している。

総務部法人団

体課

(財)北見振興公社 (株)グリーンズ北

見

215株

(5.6)

　当該企業は、北見市内の地場農産物の付加価値

向上を目的として北見市、当法人、農協等が出資

して設立。当該企業は地域農業の振興や雇用の拡

大に寄与するもので、公益性があると考え、株式

を保有。

  当該企業の、主要株主である農業団体に引き受

けてもらうべく交渉中であるが、農業団体の経営

状況から一括での引き受けは困難であるため、分

割による引き受けについて、引き続き交渉を行っ

ているものの、農業団体の経営上の事情などか

ら、現時点で合意に至っていない。

S.61. 4. 1

   ほか7回

青森県 (株)みちのくラン

ド

10株

(0.5)

H. 2. 5.12

弘前リゾート開発

(株)

20株

(0.2)

H. 2. 5. 1

農林水産部総

合販売戦略課

(社)青森県物産振

興協会

青森県物産(株) 30株

(7.5)

　当該企業は設立時からの当法人会員である。配

当割合が高く、当法人の公共事業の安定的・積極

S.60. 8.27 　当該企業は設立時からの当

法人会員

(株)あおもり北彩

館

60株

(41.1)

　取得した当該株式は、営利部門を株式会社化す

るための、現物出資の見返りとして取得したもの

H24.3.9 　当該企業は当協会の会員の

出資により設立

県土整備部建

築住宅課

(社)青森県建築士

会

(株)建築住宅セン

ター

100株

(8.3)

　当該企業は、建築基準法に基づく建築物等の指

定確認検査機関として、住宅の安全性向上を図る

H.11. 6.16

(株)エヌデイビル 　当法人の事務所等について

賃貸借契約の関係

［都道府県知事］

　平成2年当時、第三セクター方式によるリゾート

開発が盛んに行われていたが、リゾート施設の整

備が観光産業の発展にもつながると考えられたこ

とから、当法人もその活動に寄与するため、株式

観光国際戦略

局観光企画課

(社)弘前観光コン

ベンション協会
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資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

(株)アイビーシー

岩手放送

150株

(0.029)

　当該企業からの出資の要請を受けて株式を保

有。

S.29. 3. 1

   ほか2回

　県医師会提供のラジオ番組

を毎週1回放送中

(株)岩手日報社 100株

(0.025)

　当該企業からの出資の要請を受けて株式を保

有。

S.37. 7. 2   健康に関する情報等を毎月

最終火曜日朝刊に掲載

岩医厚生(株) 200株

(100)

　当法人に関連する生命保険、損害保険等の各種

保険取扱業務を実施するために、全株を保有して

S.53. 3.27

   ほか1回

　会長が、副会長、理事3名、

監事がそれぞれ当該企業の社

宮城県
保健福祉部健

康推進課

（財）宮城県成人

病予防協会

健生株式会社 300株

(100.0)

　当該企業は，当法人の業務を一部代替するため

平成13年12月に設立していたもの。平成25年3月に

H.13.12. 3 　役員２人が兼務

農林水産部森

林整備課

(社)宮城県林業公

社

東北電力(株) 199,567株

（0.0002）

法人設立時に県から現金で出資を受けたが、その

後、法人から県からの出資金額のうち一部を県保

S.41. 8.31

(株)宮城県建設会

館

11,917株

(20.6)

　当該企業は、当法人が入居するビルを建設管理

するため設立され、その後、平成8年に現ビルを建

S.39. 1.30

ほか7回

　協会会長が当該企業の代表

取締役に、副会長４名が取締

東日本建設業保証

(株)

6,741株

(0.2)

  当該企業は、受発注者側双方の要望により設立

され、また、当時の建設省の依頼もあり株を取得

S.39.11.30  

(社)秋田県医師会 160株

(26.7)

S.58. 9.1

   ほか1回

(社)秋田市医師会 40株

(6.7)

S.58. 9. 1

ほか1回

(社)大館北秋田医

師会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

   ほか1回

(社)男鹿市南秋田

郡医師会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

   ほか1回

(社)湯沢市雄勝郡

医師会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

ほか1回

(社)由利本荘医師

会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

   ほか1回

(社)横手市医師会 40株

(6.7)

S.58. 9. 1

ほか1回

(社)大曲仙北医師

会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

ほか1回

(社)能代市山本郡

医師会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

ほか1回

(社)鹿角市鹿角郡

医師会

40株

(6.7)

S.58. 9. 1

ほか1回

(社）秋田県歯科

医師会

（株）アディック

ス

40株

(100）

　当法人で会員の福利厚生のため損害保険契約の

募集及び掛け金の集金業務を行うべく、会員であ

る歯科医師が発起人となり当該業務を行う当該企

業を設立。その際に株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

H 1. 9. 1 当該企業の業務の範囲を当法

人及び会員に限定

秋田県

土木部事業管

理課

(社)宮城県建設業

協会

　当該企業の業務の範囲を当

法人会員に限定

(株)秋田メディカ

ルサービス

健康福祉部医

務薬事課

岩手県 保健福祉部医

療推進課

(社)岩手県医師会

　従来、当法人で会員の福利厚生のため生命保険

契約の募集及び掛け金の集金業務を行っていた

が、当該事務を廃止し、新たに会員である医師が

発起人となり当該業務を行う当該企業を設立。そ

の際に株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

［都道府県知事］
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(社)秋田県建設業

協会

3,163株

(0.08)

S.47.11. 1

   ほか1回

(社)能代山本建設

業協会

561株

(0.01)

S.39.11.30

   ほか1回

373株

(0.009)

S.39.12. 1

   ほか3回

由利高原鉄道(株) 160株

(8.0)

　第三セクターとしての当該企業を円滑に運営す

るため保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.60. 2.28

(社)秋田県仙北建

設業協会

180株

(3.0)

S.60. 2.20

   ほか2回

180株

(3.0)

S.60. 2. 2

   ほか2回

東日本建設業保証

(株)

186株

(0.004)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期する上から保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.39.12. 1

   ほか1回

(社)秋田市建設業

協会

(株)インフォメー

ションプラザ秋田

60株

(2.0)

　秋田市が関連団体と共同してキャプテンシステ

ムによる情報の伝達を拡げる事業を推進してお

り、その協力呼び掛けに応じるため株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.62. 6.22 　会長が当該企業の取締役に

就任

山形県 商工観光部観

光交流課

(社)東根市観光物

産協会

さくらんぼ東根ま

ちづくり(株)

1株

(0.5)

　同株式会社は、東根市の「都市計画マスタープ

ラン」に基づき事業を推進する市民組織のTMOとし

て設立されたものであり、同社の要請を受けて、

東根市のまちづくりの推進を期する観点から株式

を取得。

　適当な処分先が見つかっていない。

H.15. 7.31 　協会の会長、常務理事、理

事がそれぞれ株式会社の専

務、副社長、社長に就任

福島県 総務部

市町村行政課

(財)棚倉町活性化

協会

(株)ルネサンス棚

倉

100株

(10.0)

　棚倉町が活性化の起爆剤として整備をしたルネ

サンス棚倉について、管理運営を行う当該企業を

第三セクターとして設立。その際に構成メンバー

として出資。※株式の１０％を出資。

　当該企業は第三セクターであることから株式の

処分は困難。

H. 2. 3.20

   ほか1回

理事長(棚倉町助役:現副町長)

が当該企業の取締役に就任。

鈴木敏光（副町長）

平23.04.01～平27.03.31

保健福祉部

社会福祉課

(財)福島民報厚生

文化事業団

(株)福島民報社 8,000株

(20.0)

　(財)小針育英財団が解散する際に、当該財団が

保有していた株式の寄付を受けたもの。

（未公開株）

H18.4.13 　基本財産等の寄付を受けて

いる。

保健福祉部地

域医療課

(社)福島市医師会 (株)インフォメー

ションネットワー

ク福島

20株

(0.4)

　第三セクターである当該企業設立時に当法人へ

協力依頼があり、公共性が高いため、設立準備段

階から関わってきた経緯で保有。

　株式は、未公開無配当であり、また今後も無配

当と見込まれることから処分は困難。

S.61. 1. 7   業界関係等

(社)田村医師会 ㈱福島メデサ 4株

(0)

福島県医師会との関係上取得。

(財)温知会 会津鉄道(株) 100株

(0.1)

　第三セクターである当該企業設立時に当法人へ

協力依頼があり、公共性が高く、地域振興に寄与

するものであるため引き受けたもの。

　株式は、未公開無配当であり、また今後も無配

当と見込まれることから処分は困難。

S.62. 4.10

(財)太田綜合病院 (株)太田メディカ

ルショップ

100株

(25.0)

　非上場株式 H. 6. 9. 1   取引先

会津鉄道(株) 250株

(0.8)

　第三セクターである当該企業設立時に、自治体

より協力依頼があり、公共性が高く、地域振興に

寄与するものであるため引き受けた。株式は未公

開無配当であり、また今後も無配当と見込まれる

ことから処分は困難。

S.62. 5.28

(株)エフエム会津 10株

(1.0)

　企業より依頼により購入。第三セクターである

当該企業設立当初に同社からの株式処分依頼に応

じて取得。適当な処分先が見つかっていない。

H. 8. 8.30   特定企業との出資関係

秋田県 建設交通部建

設管理課

秋田内陸縦貫鉄道

(株)

　国鉄改革に伴い、沿線地域の産業、経済、文化

などあらゆる分野の振興や住民生活の安定向上を

図る重要な交通機関として、地域住民の期待にこ

たえるため株式を保有。

(社)北秋田建設業

協会

(社)由利建設業協

会

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期する上から保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

東日本建設業保証

(株)

(財)竹田綜合病院

［都道府県知事］
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付属資料 データ等 

資
料
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

福島県 保健福祉部地

域医療課

(財)会田病院 (株)小池メディカ

ル

200株

(0.05)

　資産運用の目的で保有(未公開株)。 H.14. 8.27   取引企業

商工労働部

商工総務課

（財）いわき市産

業振興公社

㈱いわき市観光物

産センター

20株

(0.2)

当該企業から協力要請され株式を保有。

適当な処分先が見つかっていない。

H.8.10.23

商工労働部

経営金融課

(社)郡山商工会議

所会館

(株)福島情報処理

センター

300株

(15.0)

　当該企業の設立の際に、当法人が中心となった

ことなどから株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.40. 8.12

(社)福島青年会議

所

(株)インフォメー

ションネットワー

ク福島

20株

(0.4)

　当該企業から協力要請され株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

不明

商工労働部

雇用労政課

（財）福島県民共

済会

㈲協働 3000株

（100）

　当会の歴代役員・管理職がこの株式を保有して

いたが、全員が保有株式をすべてを当会へ譲渡し

たい旨を受け入れ、2010年3月に100％子会社とす

る。この会社は損害保険代理店業を行っており、

当会が実施している共済商品では対応できない分

野を補完する役割を担っており、会員等への保障

サービスを維持するため必要な状況にある。

H.22. 3.31 なし

農林水産部水

産課

(財)福島県いわき

地区漁業調整基金

(株)いわき市観光

物産センター

300株

(3.0)

　当該企業は、いわき市の観光と物産振興の中核

的施設として地場産業や地域経済の活性化に寄与

することを目的に小名浜港に設立された第三セク

ター。当法人がいわき市内の75漁協（当法人の設

立当時は12漁協）を構成員としていることから、

当該企業の設立に当たり要請を受けて資本参加。

　株式は、未公開無配当であるため、当分の間処

分は困難。

H. 6. 9.13 特になし

企画部事業推

進課

(財)茨城県開発公

社

つくば国際貨物

ターミナル(株)

600株

(10.6)

　当法人は、県内立地企業に対する利便性の提供

を目的として、インランドデポ(内陸通関拠点)施

設整備事業を推進しており、同施設の借主である

当該企業(県、地元市、通関業者等が出資)の経営

の安定化及び経営状態を掌握するため出資。

　現在、保有株の処分に向け調整を進めている

が、適当な処分先が見つかっていない。

H. 9. 2. 1 　当該公益法人の常務理事が

当該営利企業の非常勤取締役

に就任

保健福祉部厚

生総務課

(財)霞ヶ浦成人病

研究事業団

(株)八王子薬剤セ

ンター

60株

(13.0)

　(学)東京薬科大学、(社)東京都薬剤師会八王子

支部及び当法人の三法人で、八王子市及び周辺地

域の医療機関の患者に対する調剤、薬学生及び薬

剤師の調剤実務研修、並びに緊急災害の医薬品の

備蓄管理のほか、医薬品の副作用情報収集・管理

等を行うことを目的として当該企業を設立。

　株式の処分は、公益性の高い企業であることか

ら困難。

H. 3. 7. 9  

保健福祉部厚

生総務課

(財)筑波メディカ

ルセンター

つくばコミュニ

ティ放送（株）

4株

(0.8)

(保有することとなった理由）

会社設立に賛同したため

（処分が困難な理由）

株式の譲渡先がないため

H.20. 4. 30 特定の関係なし

栃木県 県土整備部監

理課

(社)栃木県建設業

協会

東日本建設業保証

(株)

26,377株

(0.6)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適切な施行

及び建設業の健全な発展を目的として設立。保証

事業の促進及び前払い制度の拡充を期する上から

保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.32. 1.10

  ほか数回

産業労働観光

部観光交流課

（社）那須観光協

会

那須未来（株） 5株

(2.3)

　当該企業は、那須町と地元経済団体が共同出資

し、那須町の地域活性化と協働の町づくりを進め

るため設立した企業であり、当該公益法人は、公

益的見地から共同出資に賛同し株式を取得。

　公益性の高い企業の株式であり、処分が困難。

H.20. 1.31 　会長が取締役に就任

東日本建設業保証

(株)

10,486株

(0.2)

  当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適切な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。保証事

業の促進及び前払い制度の拡充を期する上から保

有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.56. 8.12

   ほか2回

(株)群馬建設会館 59,115株

(8.3)

　当該企業が運営する会館の利用目的で株式を保

有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.56.11. 1

   ほか2回

茨城県

群馬県 県土整備部監

理課

(社)群馬県建設業

協会

［都道府県知事］
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資
料
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

埼玉県 (株)ホビーベース

イエローサブマリ

ン

50株

(1.4)

H.12.12. 1

(株)協真エンジニ

アリング

50株

(0.9)

H.15. 2.25

(株)メディアファ

イブ

300株

(5.6)

H.13. 3.28

(株)メガオプト 70株

(2.3)

H.15. 3.19

産業労働部

産業労働政策

課

(財)川口工業会館 新日本製鐵(株) 1,358株

(0.0000002)

　購入経緯不明。

　株式の処分について検討中。

S.45. 5.29

   ほか1回

県土整備部建

設業課

(社)埼玉県建設業

協会

東日本建設業保証

(株)

5,058株

(0.1)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適切な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期するため保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.47.11.28

　 ほか1回

　当該企業の埼玉支店長が当

法人の監事に就任

都市整備部公

園スタジアム

課

(財)埼玉県公園緑

地協会

埼玉高速鉄道(株) 200株

(0.01)

  当該企業から、安定した経営基盤の確立と当協

会との業務連携強化のため、出資の依頼があっ

た。

　当該企業は、埼玉県が出資している第三セク

ターの鉄道会社であり、同鉄道は、当法人が管理

運営する施設への重要な交通手段である等の理由

から相互の協力は不可欠であると判断し、株式を

保有することとなった。

　株式の処分について検討中。

H.15. 1.14 当法人の理事長が当該企業の

取締役に就任

千葉県 県土整備部建

築指導課

（社）千葉県建築

士会

(株)千葉県建築住

宅センター

80株

(80)

　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく

住宅性能表示制度の実施のため、指定住宅性能評

価機関の設立が必要となり、当法人が100パーセン

ト出資して当該企業を設立。

　事業が軌道に乗るまでは、当法人が全面的に支

援していく必要があり、また、指定住宅性能評価

機関の早期設立を要請指導してきた行政としても

側面的に協力する必要があるため、株式を処分す

ることは困難であった。

　しかしながら、将来の株式処分に向けて計画的

な出資額の減額について指導を行い、昨年度にお

いては20株売却した。

H.12. 9. 1 　本企業の設立について、当

初から中心的に関わってきて

おり、設立後においても支援

を継続せざるを得ない関係で

あるが、順次出資額を減額し

将来的に株式を処分する方

針。

東京都 (株)吉祥寺駅前共

同ビル

96株

(48.0)

　武蔵野市の要請に基づき、都市計画道路及び市

道の施行のために平和通り街区整備事業に参加

し、吉祥寺駅前共同ビルの建設及び管理運営を行

うため、昭和61年、他の借地権者と共に当該企業

を設立。

　当該企業は、市の要請に基づき、行政と借地権

者が協力して設立した第三セクター方式と同様の

方式の会社で、営利を目的としていないため、株

式の処分は困難。

S.61. 2.18

   ほか3回

　常務理事が当該企業の取締

役を兼任(無給)

　借地権を当該企業に転貸

(株)エフエムむさ

しの

320株

(16.0)

　武蔵野市の要請に基づき、地域情報の活性化に

協力するため、平成6年の当該企業の設立の際に、

市、武蔵野商工会議所及び(財)武蔵野健康開発事

業団と共に株式を取得。

　当該企業は市が設立発起人代表となり、地元企

業と行政が一体となって設立した第三セクターで

あり、営利を目的としていないため、株式の処分

は困難。

　※平成21年度に取得した60株については、公社

が保有するエフエフビルのキーテナントであった

株式会社伊勢丹の撤退に伴い、同社が保有してい

た株式の引き受け先が決まらなかったため、一時

的な措置として引き受けたものである。新たな引

き受け先は、株式会社エフエムむさしので選定

中。

H. 6. 9. 9

   ほか1回

　理事長が当該企業の取締役

を兼任(無給)

　気象、交通、鉄道及び駐車

場情報番組提供事務を委託

神奈川県 県土整備局総

務部建設業課

(社)湘南建設業協

会

1,720株

(0.9)

S.35. 4. 1

(社)神奈川県建設

業協会

54,120株

(25.0)

S.37. 6. 1

(社)平塚建設業協

会

400株

(0.2)

S.35. 4. 1

(社)横浜建設業協

会

2,700株

(1.4)

S.48. 5. 8

(社)相模原市建設

業協会

260株

(0.08)

S.35. 8.20

(社)茅ヶ崎建設業

協会

430株

(0.2)

S.42. 3.13

藤沢エフエム放送

(株)

10株

(0.3)

　当該企業は、災害発生時に地域防災を図るため

藤沢市等の出資により、設立された第三セクター

で公益性の高い企業。当法人は、藤沢市の要請を

受けて株式を保有。

　当法人の公益事業遂行のために当該企業との連

携は不可欠であり、株式の処分は困難。

H. 7. 4.19

(株)神奈川県建設

会館

820株

(0.4)

　当該企業は、関係団体が使用する会館の建設・

管理を目的として、関係団体等の出資により設

立。当法人は、当会館を使用する団体の一員とし

て応分の負担をするために株式を保有。

　当法人が会館を使用するために保有している株

式については、処分が困難。

S.42.12.21 　当法人の会長が当該企業の

取締役

生活文化局都

民生活部管理

法人課

(財)武蔵野市開発

公社

　投資先企業

　当該企業の役員は当法人が

推薦

　「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨

時措置法（廃止）」に基づき投資事業を実施して

いた（財）埼玉県創造的企業投資育成財団と、平

成１６年１２月２８日付けで統合したことによっ

て保有することとなった。

　投資原資となっている県貸付金の要綱におい

て、投資企業の株主比率安定等の観点から株式公

開前の株式の譲渡が原則、禁じられている。

(社)藤沢市建設業

協会

産業労働部産

業支援課

（財）埼玉県産業

振興公社

(株)神奈川県建設

会館

　当該企業は、関係団体が使用する会館の建設・

管理を目的として、関係団体等の出資により設

立。当法人は、当会館を使用する団体の一員とし

て応分の負担をするために株式を保有。

　当法人が当該企業の会館を使用するために保有

している株式については、処分が困難。

［都道府県知事］
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付属資料 データ等 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

新潟県 (株)ワダトレー

ディング

5,000株

(41.7)

S.39. 6.10

   ほか4回

(株)エイボック 30株

(3.3)

H. 2. 3.30

佐渡汽船(株) 10,000株

(0.1)

S.58. 3.31

丸七商事(株) 15,768株

(1.0)

S.57. 3 31

   ほか1回

新潟空港ビルディ

ング(株)

700株

(0.02)

S.50. 2.25

   ほか2回

貝印石油(株) 63,000株

(15.8)

S.30.10. 1

   ほか8回

(株)和田商会 116,200株

(19.4)

S.30.10. 1

   ほか8回

鶴見サンマリン

(株)

19,440株

(0.3)

S.50 .3.31

   ほか6回

協和水産(株) 30,000株

(2.0)

S.41. 7. 5

　 ほか3回

(株)新潟日報社 12,000株

(0.4)

S.39. 9.18

   ほか1回

新潟トヨタ自動車

(株)

25,000株

(2.0)

S.38.10.21

   ほか5回

(株)ニヤクコーポ

レーション

98,600株

(0.6)

S.45. 6.16

   ほか3回

㈳新潟県建設業協

会

㈱新潟県建設会館 6,304株

（21.2）

建設業界における公平性を確保するため、株式を

取得し発言権を確保したもの。適当な処分先が見

つかっていない。

s42.10.1

ほか４３２

回

　会長が当該企業の代表取締

役を、常任理事及び専務理事

が取締役を（20名）、常任理

事が監査役を（2名）を兼任

(社)新潟市建設業

協会

(株)新潟県建設会

館

1,053株

(3.5)

　建設業界における公平性を確保するため、株式

を取得し発言権を確保したもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.42.10. 1

   ほか3回

当該会館一部の賃貸借人

土木部都市整

備課

(社)新潟県公園緑

地建設業協会

新潟県公園緑地開

発(株)

80株

(8.3)

　当該企業の株式は当法人を構成する会員が出資

保有していたが、保有会員が脱退し、当該株式を

譲渡するに当たり、やむを得ず当法人が取得する

ことになったもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

H.17. 9.15

   ほか1回

　当該企業が保有する建物を

借受けている。

石川県 のと鉄道(株) 100株

(1.1)

　当該企業は、旧国鉄が分割民営化された際、経

営上の問題によりJRから切り離され誕生した第三

セクターであり、株式の取得を依頼され保有。

　鉄道事業の公益性から譲渡先が限られる中、沿

線市町村及び地元関係団体がほとんどの株式を保

有しており、適当な処分先が見つかっていない。

S.62. 7.20

石川県並行在来線

（株）

500株

(1.0)

　本県の並行在来線が沿線市町の住民だけではな

く、広く県民に利用されていることや、地域経済

を支えるインフラであることから、県、沿線市町

のみならず、オール石川で支えていくことが必要

であるため、石川県からの要請を受けて出資した

もので、この株式にかかる配当金はない。

　なお、地元の沿線市町は既に株式を保有してお

り、適正な処分先が見つかっていない。

H.24. 8.28

観光交流局交

流政策課

(財)石川県観光余

暇資源開発公団

白山レイクハイラ

ンド(株)

300株

(3.6)

　当該企業は、総合保養地域整備法第2条第1項に

定める施設の運営を行う会社であり、当法人と事

業の目的が一致することや、県外観光客の増加、

地域雇用の確保等、地域活性化に貢献すると認め

られるため出資。

　目的の公益性から譲渡先は信頼のある者に限ら

れるため、適当な引受先が見つかっていない。

H.元. 2.22

　 ほか1回

常務理事が当該企業の取締役

に就任

東日本建設業保証

(株)

1,697株

(0.04)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期するため保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.57. 3.31

　 ほか1回

(株)農業土木会館 200株

(0.07)

　当該企業が運営する会館の利用目的で株式を保

有。

　適当な処分先が見つからない。

S.57. 3.31

福井空港(株) 800株

(0.4)

　取得した経緯は不明。

　無配当であり、適当な処分先が見つからない。

S.40.11. 1

1,317株

(0.03)

S.39.11. 1

　 ほか2回

(社)敦賀建設業会 929株

(0.02)

S.39.11. 1

　 ほか2回

(社)若狭地区建設

業会

1,093株

(0.03)

S.39. 9.30

　 ほか4回

(社)大野建設業会 1,477株

(0.04)

S.40. 3.31

　 ほか1回

(社)今立建設業会 195株

(0.005)

S.40. 3.31

　 ほか3回

(社)坂井郡建設業

協会

549株

(0.01)

S.40. 3.31

　 ほか2回

(社)勝山建設業会 131株

(0.003)

S.40. 3.31

　 ほか3回

(社)鯖江建設業会 224株

(0.006)

S.39.11.13

　 ほか3回

　財産運用のため保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

土木部監理課

福祉保健部児

童家庭課

(財)和田徳伝会

福井県 土木部土木管

理課

(社)福井県建設業

連合会

(社)福井地区建設

業会

総務部地方課 (財)石川県市町村

振興協会

東日本建設業保証

(株)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期するため保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

［都道府県知事］
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

山梨県 総務部私学文

書課

(社)山梨県建設業

協会

東日本建設業保証

(株)

12,934株

(0.3)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期する上から保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.39. 9. 1

　 ほか8回

役員兼任・金銭貸借・取引な

し。

長野県 総務部情報公

開・私学課

(社)長野県経営者

協会

しなの鉄道(株) 20株

(0.04)

　当該企業は、住民の交通利便性を確保するため

の鉄道事業を行うため、長野県、沿線市町村及び

地元経済団体の出資により第三セクター方式で設

立。当法人は、地元経済の発展を担う機関として

株式を保有。

　公益性の高い公共交通機関の運営を行う第三セ

クター企業の株式については、処分が困難。

H. 8. 5. 1

(社)佐久市振興公

社

佐久平尾山開発

(株)

540株

(9.0)

　当該企業は、佐久平ハイウェイオアシス一帯の

開発を目的として、佐久市等の出資により第三セ

クター方式で設立。当法人は、地域産業の振興及

び住民福祉の向上を担う推進機関として株式を保

有。

　平成15年10月に240株、平成16年2月に1,380株を

処分。残余についても、処分を検討している。

H. 3. 4.22

　 ほか1回

(財)下高井郡山ノ

内町共益会

長野電鉄(株) 33,000株

(0.3)

　当該企業は、住民の交通利便性を確保するため

の鉄道事業を行うため、沿線自治体等の出資によ

り第三セクター方式で設立。当法人は、地元の振

興と住民福祉の向上を担う機関として株式を保

有。

  公益性の高い公共交通機関の運営を行う第三セ

クター企業の株式については、処分が困難。

S.39. 1.21

岐阜県 都市建築部建

築指導課

(社)岐阜県建築士

会

72株

(11.1)

　建築基準法に基づく建築物の確認及び検査に関

する業務が民間開放されたことに伴い、県内を業

務範囲とする県下初の指定確認検査機関を第三セ

クター方式で設立するに当たり、出資の要請が

あったため、株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

H.12. 6. 2 　会長が、当該企業の役員に

就任

(社)岐阜県建築士

事務所協会

72株

(11.1)

　建築基準法に基づく建築物の確認及び検査に関

する業務が民間開放されたことに伴い、県内を業

務範囲とする県下初の指定確認検査機関を第三セ

クター方式で設立するに当たり、出資の要請が

あったため、株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

H.12. 6. 2 　会長が、当該企業の役員に

就任

商工労働部地

域産業課

(財)飛騨地域地場

産業振興センター

(株)飛騨高山テ

レ・エフエム

150株

(3.7)

　昭和61年、高山市が郵政省(当時)から指定を受

けたテレトピア計画を推進する目的で第三セク

ター方式の株式会社が設立されることになり、当

センターにも出資の要請があったため、その事業

を支援する目的で株式を保有した。

　当該株式は当初から縁故募集されたものであ

り、市場流通性がないため、処分は困難。

S.61. 8. 1

　 ほか2回

　理事長、副理事長及び専務

理事が当該企業の役員に就任

健康福祉部健

康担当局医務

国保課

(財)春日会 勝川開発(株) 20株

(0.14)

勝川開発㈱は、勝川駅周辺の活性化と魅力あるま

ちづくりを推進するため、市、商工会議所、市内

企業の出資により設立された第三セクターであ

り、当会も街の発展に少しでも寄与したいという

想いより出資（保有）した。

H.22. 2. 1

建設部建設業

不動産業課

(社)春日井建設協

会

(株)愛知建設業会

館

145株

(0.05)

S.38. 4. 1

(社)名古屋建設業

協会

555株

(0.2)

H. 2. 4.27 　会長が当該企業の取締役を

兼任

三重県 地域連携部地

域連携総務課

(財)鳥羽市開発公

社

(株)鳥羽水族館 10,000株

(5.0)

　当該企業は、総合保養地域整備法による三重サ

ンベルトゾーンの中核施設に位置付けられた鳥羽

水族館の施設整備がスムーズに進捗し、市街地の

観光再生を図る目的で第三セクターとして設立。

鳥羽市の要請により株式を保有。

　現在のところ処分することは困難。

H.元. 3. 1

滋賀県 農政水産部畜

産課

(社)滋賀県畜産振

興協会

(株)滋賀食肉市場 300株

(6.8)

　当該企業は、円滑な食肉流通を確保するための

食肉市場を開催することを目的に、県等の出資に

より第三セクター方式で設立。当法人は、当該市

場を利用する家畜生産者の団体として株式を保

有。

　当該企業は、公益性の高い食肉市場の管理・運

営を行っているため、株式を処分することは困

難。

S.50. 5.28 　理事3名が当該企業の取締役

に就任

京都府 健康福祉部医

療課

(社)京都府歯科医

師会

京歯(株) 200株

(100)

　当該企業は、ほとんどの歯科医師が医師賠償責

任保険、所得保障保険、災害保険等に加入してい

る現状にかんがみ、府内の歯科医師が出資して損

害賠償保険契約を集中的に取り扱う損害保険代理

店として設立。当法人が会員の便宜を図るため全

株式を保有。

　当法人との関連が強く、適当な処分先が見つ

かっていない。

S.62.11.30

　 ほか2回

　副会長2名、専務理事及び常

務理事が当該企業の取締役を

兼任

農林水産部農

産課

(財)タキイ財団 タキイ種苗(株) 42,914株

(1.1)

　当法人の運営が、基本財産の預貯金の運用益で

は困難となったため、当法人の基本財産を寄付し

た当該企業が、より有利で確実な運用方法として

当法人の自社株所有を承認した関係で株式を保

有。

　必要な運用益を確保する他の運用方法を検討中

であり、適当な処分先が見つかっていない。

S.62. 4.20

　ほか12回

 理事長が当該企業の代表取締

役を兼任

建設交通部建

築指導課

(社)京都府建築士

会

(株)京都すまいづ

くりセンター

8株

(1.0)

　当該企業は、京都市等が出資した第三セクター

で、京都のまちづくり、住居情報の提供や住宅相

談、住宅に関する総合的なサービスを提供できる

等、建築士活動に意義深いものと認められ、ま

た、設立発起人である京都市から参画の依頼があ

り出資。

　出資参画団体との関係から、株式の処分は困

難。

H. 2. 7.27

当該企業は、業界発展のための活動の場として、

また、建設業従事者の共同教育施設の建設を目的

として県下建設業者が出資して設立。団体の一員

として応分の負担をするため株式を保有。

［都道府県知事］

(株)ぎふ建築住宅

センター

愛知県
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当該株式
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当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

府民文化部

都市魅力創造

局国際交流・

観光課

(財)箕面市国際交

流協会

みのおコミュニ

ティ放送(株)

1株

(0.09)

　当該企業の設立に当たり、筆頭株主である箕面

市から当法人に出資の依頼があった。当該企業と

相互に協力して、市の国際化施策を市民に対して

周知することによって公益事業の推進を図ってい

くことができるため、当該株式を取得した。

　当該株式の取得希望者がないため、現在も保有

している。

H. 7. 7.10

健康医療部保

健医療室医事

看護課

(社)八尾市医師会 やおコミュニティ

放送(株)

20株

(1.0)

　八尾市市政50周年と阪神大震災での教訓を基

に、市、企業、団体及び個人が出資し当該企業を

設立。

　当法人としては、当該企業を災害時の医療情報

伝達手段と評価しており、また、市当局の主導で

運営されていることから、公共性が高いと判断

し、株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

H.10. 3. 9

商工労働部商

工振興室経営

支援課

(社)生野産業会 財形住宅金融

(株）

１株

（0.0002）

当法人の会員(従業員を含む。)の福利厚生（住宅

融資）のために株式を保有。

H.17.3.31

環境農林水産

部流通対策室

(社)大阪市中央卸

売市場本場市場協

会

(株)光明 7,300株

(13.5)

　当該企業は市場内診療所であり、市場内の会

社、団体が構成員となっているため、市場内の福

利厚生を図るうえで保有することとなった。ま

た、協会員１社が解散時に社保有分を引き受け

た。

　当法人の目的にも沿った施設であるため、保有

株を処分することは困難である。

H. 6.10. 2

　 ほか1回

都市整備部市

街地整備課

（財）堺市都市整

備公社

ブリヂストン・

リーガ（株）

400株

(1.0)

　同公社が堺駅西口地区第１種市街地市開発事業

に参画するため、出資を引き受けた経過から保有

したものである。発行会社は、平成24年10月1日で

解散となり、現在清算手続き中です。

H2.12

ポルタス堺管理

（株）

100株

(10.0)

　同公社が堺駅西口地区第１種市街地市開発事業

に参画するため、出資を引き受けた経過から保有

したもので、同公社が平成25年3月31日をもって解

散となることから、発行会社に株式の取得を依頼

し、株式を譲渡することが決定している。

H5.11 同公社の常務理事が発行会社

の取締役を平成24年4月から兼

任していない。

住宅まちづく

り部タウン推

進室管理課

(財)大阪府タウン

管理財団

千里北センター

(株)

24,500株

(49.0)

　千里北地区センターの再整備及びその後の商業

施設等の運営のためには、民間活力の導入が事業

手法として適切であるという判断に基づき、当法

人が商業者と共同で当該企業を設立。

　当法人は、当該企業に参画し、当該地区の調整

役を果たすことが求められており、株式処分につ

いては慎重な対応を要する。

S.63. 4.30

   ほか4回

　常務理事兼千里事業本部長

が当該企業の非常勤取締役に

就任

　法人所有の施設の運営、管

理を当該企業に委託

兵庫県 企画県民部管

理局文書課公

益法人室

(財)神戸みのりの

公社

(株)神戸ワイン 1,060株

(3.8)

　当該企業は、神戸ワインを中心とした神戸ブラ

ンドの開発等、主として各種収益事業を積極的に

推進することにより、アーバンリゾート都市の農

村版の実現に努めて、市民福祉の向上に寄与する

ために設立された神戸市の外郭団体。

　公益的性格の強い団体であり、出資の中止は公

益的事業の安定的継続に支障を来すため、処分は

困難。

S.59. 9.22

　 ほか3回

　当法人の理事長が当該企業

の理事に就任。

企画県民部管

理局文書課公

益法人室

(社)神戸市医師会 神医協興産(株) 600株

(0.4)

　当該企業の株式は、当法人の会員から無償譲渡

されたもの。

　非公開株式であることから適当な譲渡先が見当

たらず、また、寄贈者の信頼関係を損なうことに

なるため、処分は困難。

S.57. 8.13 　当法人の会長が当該企業の

取締役に就任

(財)姫路市まちづ

くり振興機構

姫路ウォーターフ

ロント(株)

1,120株(28.0) 　当該企業は、当法人が開発に携わったゴルフ場

を経営する企業で、姫路市民の福祉の向上を目的

として、姫路市、民間企業等により設立。設立の

趣意に賛同して出資。

　株式の処分は、当該企業の公益的な事業の継続

に支障を来すとともに、非公開株式であることか

ら、適当な処分先が見当たらない。

H. 2. 4.10

   ほか1回

　理事が当該企業の社長に就

任

(財)姫路市まちづ

くり振興機構

姫路ケーブルテレ

ビ(株)

1,000株

(3.2)

　当該企業は、地域に密着したケーブルテレビを

業務とする企業で、姫路市、民間企業等により設

立。設立の趣意に賛同して出資。

　株式の処分は、当該企業の公益的な事業の継続

に支障を来すとともに、非公開株式であることか

ら、適当な処分先が見当たらない。

H. 6. 7. 6

大阪府

［都道府県知事］
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

兵庫県 企画県民部管

理局文書課公

益法人室

(株)神戸商工貿易

センター

30株

(0.02)

　当該企業は、神戸市及び神戸商工会議所が中心

となって、海外の貿易事務所や内外の経済・貿

易・海運関係の官民団体等及び国際通信その他関

連施設の入居を図り、併せて総合的な商工事務の

指導・相談を行うため建設された神戸商工貿易セ

ンターを管理運営するために設立。当法人は、こ

の設立目的に賛同して出資。

　株式の処分は、当該企業の公益的な事業の継続

に支障を来すとともに、非公開株式であることか

ら、適当な処分先が見当たらない。

S.42.12. 1

   ほか2回

西日本建設業保証

(株)

1,625株

(0.08)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期する上から保有。

　非公開株式であり、適当な処分先が見当たらな

い。

S.27.12. 1

   ほか6回

会長・副会長・専務理事が兵

庫保証事業審査会委員。

(社)神戸市東部中

央卸売市場協会

40株

(0.02)

H. 4. 7. 1

(社)神戸市中央卸

売市場運営協議会

40株

(0.02)

H. 4. 7. 1

企画県民部管

理局文書課公

益法人室

(財)杉山社会福祉

会

タカラベルモント

(株)

89,040株

(1.5)

　当法人は、基本財産が少額であるため事業に必

要な収入を確保すべく、前理事長から運用財産と

して当該株式の寄付を受けたもの。

　当該株式の配当収入が全収入の8割を占め、これ

に代わる適当な財源もないことから処分すること

は困難。

S.36.12.23

   ほか5回

(社)釜屋改進社 80株

(0.08)

不明 無

111株

(0.1)

S.38. 7.15 無

あいらんど(株) 20株

(0.2)

H. 7. 2.28 無

地域振興部市

町村課

(財)都万進栄社 隠岐汽船(株) 4 株

(0.004)

　日常生活に必要不可欠な海上交通手段を提供す

る地元企業である当該企業から要請があり株式を

取得。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.38. 7.15 無

地域振興部市

町村課

(財)都万進栄社 あいらんど(株) 10株

(0.09)

　当該企業は、地域振興を目的とした第三セク

ターであり、出資の要請により株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

H. 7. 2.23 無

岡山県 保健福祉部保

健福祉課

(財)宇野碩正財団 宇野自動車(株) 510,082株

(23.2)

　当法人の安定的な運用を確保するため、株式を

保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.47. 9

  ほか86回

　理事長が当該企業の監査役

に、理事が取締役に就任

(社)岡山県建築士

会

240株

(36.3)

H.12. 7. 5 　会長が当該企業の取締役

に、理事1名が監査役に就任

(社)岡山県住宅宅

地供給協会

10株

(1.5)

H.12. 7. 5

(社)岡山県建築士

事務所協会

60株

(9.1)

H.12. 7. 5 　会長が当該企業の取締役に

就任

(社)岡山県設備設

計事務所協会

2株

(0.3)

H.12. 7. 5

土木部監理課 (社)岡山県建設業

協会

岡山県建築住宅セ

ンター(株)

40株

(6.1)

　当該企業は、住宅の品質確保の促進等に関する

法律に定める指定住宅性能評価機関として関係公

益法人の出資により設立。公益的見地から株式を

保有。

　当該企業の設立趣旨から株式の処分は困難。

H.12. 7. 5 　専務理事が当該企業の非常

勤取締役に就任

商工労働局産

業政策課

(社)広島県情報産

業協会

(株)広島ソフト

ウェアセンター

60株

(0.2)

　当該企業は、平成3年4月、地域ソフトウェア供

給開発事業推進臨時措置法に基づいて、プログラ

ム業務従事者の知識及び技能の向上を図る事業、

その他のソフトウェア供給開発事業を推進するた

めに県が中心となって設立した第三セクター。

　当法人が、第三セクターの人材育成事業を支援

するために株式を保有するに至ったもので、処分

は困難。

H. 3. 4.25 　当該営利企業は当該社団法

人の会員企業

環境県民局産

業廃棄物対策

課

(財)広島県環境保

全公社

福山リサイクル発

電(株)

5,140株

(16.1)

　当該企業は、広域的な観点から廃棄物のエネル

ギー利用を促進するため県が出資して設立。当法

人としては、事業の公益性を勘案し、廃棄物の中

間処理分野への事業展開の観点から事業参画を行

うこととして出資。

　株式の処分は困難。

H.12. 5.24

ほか１回

役員の兼任なし

(社)宇部市医師会 山福(株) 200株

(2.5)

　当該企業は、レセプト等の医療関係様式の販

売、医師の損害保険等本会の運営目的に必要な事

業を行うため、県下の医師会の参加により設立。

　今後、公益法人制度改革の中で県医師会の方針

が出されるので、これにより処理する。

S.59. 1 医療関係用紙の購入、損害保

険等の委託

エフエム萩(株) 20株

(1.5)

　観光客誘致促進のため、また、災害時における

市民への唯一の情報手段であることから、株式を

保有。

　株式の処分は困難。

H. 8. 6. 7

関釜フェリー(株) 200株

(0.05)

　海外(韓国)観光客誘致促進のため、広告及び宣

伝に便宜を図ってもらう必要があるため、株式を

保有。

　株式の処分は困難。

S.44. 6.23

広島県

山口県 山口県総務部

学事文書課

(社)萩市観光協会

土木部都市局

建築指導課

岡山県建築住宅セ

ンター(株)

　当該企業は、住宅の品質確保の促進等に関する

法律に定める指定住宅性能評価機関として関係公

益法人の出資により設立。公益的見地から株式を

保有。

　当該企業の設立趣旨から株式の処分は困難。

隠岐汽船(株)

(社)津戸共栄社

島根県 総務部総務課

(社)兵庫県建設業

協会

神戸航空貨物ター

ミナル(株)

　当該企業は、神戸市及び民間企業等により設立

された団体であり、当法人も設立の趣意に賛同し

て出資。

　出資の中止は、当該企業の公益的な事業の継続

　当該企業は、地元企業であり、出資の要請が

あったことから株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

［都道府県知事］
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

徳島県 県土整備部建

設管理課建設

業振興指導室

（社）徳島県建設

業協会

（株）とくしま建

築住宅センター

２０株  (5.9) 建築基準法の改正に伴い、（株）とくしま建築住

宅センターから保有依頼があり、他に引受先がな

いため。

H.12. 6.23 株主

香川県 土木部土木監

理課

(社)香川県建設業

協会

西日本建設業保証

(株)

2,750株

(0.1)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

及び建設業の健全な発展を目的として設立。

　当該企業から当法人に株式保有の要請があり、

保証事業の促進及び前払制度の拡充を期するため

保有。

　設立経緯から処分は困難。

S.41. 8.25 　当該企業の取締役2名及び参

与2名には、四国4県にある建

設業協会の会長が交互就任

高松空港ビル(株) 180株

(0.6)

　当該企業は、高松空港及び周辺の振興と県民福

祉の向上を図るために、県、県関係団体等により

設立された第三セクター。公益的見地から株式を

保有。

　公営性の高い第三セクターの株式については､処

分が困難。

S.61. 7.29

(株)香川県建築住

宅センター

60株

(17.1)

　当該企業は、住宅の品質確保の促進等に関する

法律が施行され、行政以外の実施機関が存在しな

いことから、建築関係団体が中心となって設立。

　事業が軌道に乗るまでは支援していく必要があ

り、処分は困難。

H.12. 7. 1 　当該法人の副会長が非常勤

常務取締役に就任

(社)香川県建築士

会

(株)香川県建築住

宅センター

70株

(20.0)

　規制緩和の目的から住宅性能評価、建築確認等

の業務を行うために設立された会社であり、中立

性及び公平性が求められるので、出資企業が偏ら

ないよう設立当初から、当法人が出資しているも

のである。また、上記の理由から、株式の処分は

困難である。

H.12. 5.20 　当法人の会長が代表取締役

社長に、常任理事1名が専務取

締役に、常任理事1名が常務取

締役に、理事1名が常務取締役

に、相談役1名が取締役に就任

(社)香川県建築士

事務所協会

60株

(17.1)

　規制緩和の目的から住宅性能評価、建築確認等

の業務を行うために設立された会社であり、中立

性及び公平性が求められるので、出資企業が偏ら

ないよう設立当初から、当法人が出資しているも

のである。また、上記の理由から、株式の処分は

困難である。

H.12. 5.20 　会長が常務取締役に就任

愛媛県 経済労働部管

理局観光物産

課

(社)新居浜市観光

協会

(株)マイントピア

別子

40株

(0.8)

　当該企業は、観光産業の振興、地域への貢献及

び文化性の重視を目的とし、観光客の誘致、来場

者の拡大及び施設の管理運営を業務としている新

居浜市の第三セクター。

　当法人の設立趣旨目的に沿うものであり、当該

企業の適正な業務運営に資するため出資。

　株式の処分は、保有に至った趣旨から直ちには

困難。

H.元. 4.10   当該企業の専務取締役１名

が当協会の副会長を兼任

高知県 (株)高知県建設会

館

48,708株

(19.3)

　当該企業は、業界発展の活動の場とするための

会館の建設・管理を目的として県内関係企業の出

資により設立。当該会館を使用する主たる団体と

して負担をするために株式を保有。

　当法人が使用する会館を確保するためであり、

処分は困難。

S.36

 ほか223回

　会長、副会長6名及び理事13

名が当該企業の社長、常務取

締役又は取締役を兼任

　会館改築時に当該企業へ貸

付金あり

西日本建設業保証

(株)

2,498株

(0.1)

　当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進と前払制度の拡充を期するため保有。

　設立経緯から処分は困難。

S.41. 8.25

   ほか4回

　当該企業の取締役2名及び参

与2名には、四国4県にある建

設業協会の会長が就任

土佐観光(株) 400株

(0.02)

　県の観光振興の一翼を担ったホテルが建設され

るに際し、当法人は、広く地場産業振興に寄与す

る観点から当該企業の株式を保有。

　非公開株式であり、適当な処分先が見つかって

いない。

S.23. 4.22

   ほか6回

(株)南国オフィス

パークセンター

200株

(1.01)

  当該企業は、高知県にＩＴ企業を誘致する核と

なる施設として、高知県及び南国市が主体となっ

て平成６年度に設立。南国市長が代表取締役に

なっており、両機関の強い要請で出資したもの。

設立の経緯から、処分は困難。

H6. 3月

   1回

総務部市町村

振興課

(社)大川村ふるさ

とむら公社

㈱むらびと本舗 3株

(0.32)

　県の畜産振興を担っている土佐はちきん地鶏の

生産から販売まで一貫して経営を行う新会社の設

立に際して、大川村の畜産業振興に寄与する観点

から当該企業の株式を保有後、平成２３年２月末

で、持ち株200株を大川村に株券譲渡し、残り３株

の保有となる。

H.21.6 　当法人役員１名が現在監査

役に就任

観光部観光振

興課

(社)宿毛市観光協

会

宿毛市産業振興

(株)

10株

(4.2)

　宿毛サニーサイドパークの建設により、管理運

営を行う組織が必要となったため、宿毛市、宿毛

商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合等が出

資して設立。観光振興に寄与するという観点から

株式を保有。

　非公開株式であるため、適当な処分先が見つか

らない。

H. 2. 9. 7 　会長が取締役に就任

土木部建築課

土木部建設管

理課

(社)高知県建設業

協会

［都道府県知事］
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データ等 付属資料 

資
料
64 

所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

福岡県 保険医療介護

部医療指導課

(社)福岡県医師会 （株）ケンイ 57株

(95.0)

　平成９年、産業医の業務中の災害に備え、福岡

県医師会が資本金の一部を仮払いし、有限会社ケ

ンイを設立。平成２２年、出資に変更。平成２３

年、議決権なしの株式を保有することとなった。

非上場株であり、処分が困難な状況。

H.22. 3.31 役員兼任4名

保険医療介護

部医療指導課

(社)福岡市歯科医

師会

T＆Dホールディン

グス（株）

25,600株

(0.01)

　当企業は、大同生命保険（株）の持株会社であ

り、平成１４年に大同生命保険が相互会社から株

式会社へ組織変更をした際、当該保険会社の有配

当保険の契約者であったため、寄与分として株式

が割り当てられ保有することとなった。

　当株式は、運用利益による法人運営資産として

保有し、現在に至る。

　株価の低下により早急な売却が困難であるが、

当該年度の処分を検討中。

H.14. 4. 1

保険医療介護

部医療指導課

(社)大牟田市医師

会

第一生命保険株式

会社

74株

（0.000007）

平成22年４月に第一生命保険が株式会社化した時

に、法人が同社の保険者であったことに伴い受け

取ったもので、今後売却する方向で検討中。

H.22. 4. 1

商工部新産

業・技術振興

課

(財)福岡県産業・

科学技術振興財団

九州ベンチャー

パートナーズ㈱

300株

(4.8)

　将来有望なベンチャー企業に対する投資機能と

育成機能を兼ね備えた地域密着型ベンチャーキャ

ピタル会社を設立するという趣旨に賛同して出

資。

　当該企業の設立趣旨から株式の処分は困難。

H.16. 2.25 　専務理事が当該企業の取締

役に就任

警察本部駐車

対策課

(社)福岡県自家用

自動車協会

(株)福岡交通会館 200株

(0.5)

　当該企業は、交通関係団体が事務所として使用

する会館の建設及び管理を目的として、当該交通

関係団体の出資により設立されたものである。

　当法人は、会館を使用する交通関係団体の一員

であり、同会館の維持管理につき応分の負担をす

るため、株式を保有している。

　当法人が、自ら使用する事務所の維持管理のた

めに保有している株式を直ちに処分することは困

難であるが、今後、処分に向けた更なる検討を行

う。

S.25.11.30

佐賀県 健康福祉本部

医務課

(社)佐賀県医師会 (株)佐賀医協 60株

(100)

　当法人の役員が発起人となり、昭和58年に会員

の福祉事業として、医師賠償責任保険、所得賠償

保険を取り扱う損害保険代理業務等を目的とする

当該企業を設立。その後、譲渡により株式を保

有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.58. 4.21 　理事が当該企業の役員を兼

任

産業労働部 (財)長崎県産業振

興財団

テスト・リサー

チ・ラボラトリー

ズ株式会社

260株

(5.1)

H.16. 2.20

　ほか１回

株式会社マザー＆

チャイルド

1200株

(15.4)

H.18. 3.31

   ほか1回

株式会社真人 300株

(27.6)

H.19. 1.10

 　ほか1回

ファーマコセル株

式会社

833株

(16.0)

H.19. 2.28

株式会社AVSS 2000株

(23.5)

H.19. 4.19

株式会社ステラ環

境科学

200株

(33.3)

H.19. 8.21

ＰＩＥＭ株式会社 400株

(33.3)

H.20. 5.26

 　ほか1回

株式会社ヴェクト 600株

(6.9)

H20. 7.11

長崎県 　当法人では、県のベンチャー支援施策の一環と

して、高い技術シーズと優れた事業計画を有し、

株式公開を視野に入れたベンチャー企業を対象と

し、株式の引き受けを含む資金支援と経営支援を

行い得る専門家の配置を軸とした事業を実施して

いる。

　本事業では、株式を保有することによる対象企

業の状況把握と適切な指導・助言の実施をスキー

ムの柱としており、企業の経営基盤が確立される

までの間は保有が必要。

　なお、投資の原資については、全額県予算によ

り措置され、株式保有割合も創業者の持ち株数と

同数を上限（「真人」以降は持ち株数未満）とい

う制度にしている。

［都道府県知事］
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付属資料 データ等 

資
料
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

熊本県 総務部県政情

報文書課

(社)八代青年会議

所

(株)エフエムやつ

しろ

10株

(1.2)

　地域づくりのため有用なものと考え出資。

　処分先候補と交渉中。

H. 9. 9. 1

   ほか1回

　役員の兼任、金銭の貸借、

取引等はなし。

商工観光労働

部産業支援課

(財)熊本県起業化

支援センター

(株)調和研水 200株

(27.8)

　当法人では、一定の要件を満たす、特に創業初

期のベンチャー企業を中心に株式を引き受けると

いう、本県独自の直接投資事業を実施。

　このように起業化支援のために株式を保有する

ことが当法人の事業であり、当分の間(原則として

10年間)の保有が必要。

　なお、1件につき、1,000万円以内かつ筆頭株主

にならない範囲という限度がある。

H.10. 2.18 　当法人が企業の株式を保有

(出資)することにより、企業

化を支援。

  役員の兼任、金銭の貸借、

取引等はなし。

(株)イーエム・エ

ンタープライズ

200株

(31.3)

H.12. 8.25

西日本エコロジー

(株)

20,000株

(29.4)

H.13. 6.26

(株)ビッグバイオ 1,000株

(45.5)

H.15. 6.13

(株)オフィス未来 100株

(41.6)

H.15. 7.17

(株)尚英企業 90株

(45.0)

H.16.12.24

(株)ニーズ 100株

(33.3)

H.17. 2.24

(株)地の塩社 50株

(3.4)

H.17. 2.24

(株)パワーバンク

システム

700株

(41.0)

H.17.12.26

日本牛乳野菜(株) 17株

(0.2)

H.18. 3.27

（株）上村エン

タープライズ

200株

(33.3)

H.18.11.28

（株）メイソウ 200株

(38.5)

H.18.11.30

イングリッシュハ

ウス（株）

200株

(22.0)

H.18.11.18

（株）エムイーエ

ス

200株

(23.8)

H.18.11.28

（株）エコルド 20,000株

(32.3)

H.18.11.22

（株）パストラル 200株

(37.0)

H.19. 5.17

千代の園酒造

（株）

1,000株

(17.7)

H.19. 4.26

（株）果実堂 125株

(1.5)

H.19.11.16

（株）ゼログラ

フィック

200株

(32.3)

H.19.11.14

（株）エコファク

トリー

400株

(45.5)

H.19.11.29

（株）くまもと健

康支援研究所

700株

(46.7)

H.20. 5.30

浜田醤油（株） 20,000株

(33.3)

H.20.11.26

（株）キューイシ

ステム

200株

(40.0)

H.20.11.21

天草池田電機

（株）

100株

(17.0)

H.21. 1.23

通潤酒造（株） 4,000株

(16.7)

H.20.12.19

（株）憲翔技研工

業

100株

(33.3)

H.20.12.26

グリーンサイエン

ス・マテリアル

（株）

200株

(40.0)

H.21. 4.27

（株）マミードル

チェ

200株

(45.4)

H.21.11.18

（株）ワイズ・

リーディング

1,000株

(48.8)

H.21.11.17

（株）ネローラ花

香房

500株

(45.0)

H.22.11.18

（株）ライズ 300株

(49.6)

H.22.12.16

（株）イー・エ

ル・テクノ

1,000株(15.8) H.22.12.17  

（株）一次産業

サービス

495株  (49.5) H.23. 4.25

（株）エコ・アー

ス

1,000株(49.9) H.23. 5.19

（株）ラクティブ

ジャパン

99株   (49.5) H.23.11.25

ゼロシステム

（株）

450株  (45.0) H.23.11.25

㈱クラッセ 96株

(48.0)

H.24.3.28

㈱ＴОＰ 1,000株

（19.7）

H.24.6.15

南日本特殊加工㈱ 100株

(47.6）

H.24.11.28

［都道府県知事］
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資
料
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

熊本県 土木部監理課 (社)熊本県建設業

協会

(株)熊本県建設会

館

5,209株

(86.8)

　当法人の設立時に事務所として使用する会館の

土地・建物を当該企業が保有しており、当法人は

当会館を使用する団体の一つとして株式を引き受

け保有することとなり、更に会館建設の際に当該

土地の所有名義が当法人となるよう、底地の権利

を確保するため当該企業の株式を取得。

　当法人が自ら所有する会館を保全するために保

有している株式であり、処分は困難。

S.39. 2.20 　役員兼務4名

　当該企業が有する土地の賃

貸借契約

　企業の事務等の業務委託契

約

宮崎県 県土整備部管

理課

(社)宮崎県建設業

協会

(株)宮崎県建設会

館

33,000株

(100)

　当該企業は、当法人が入居する会館の管理を目

的として設立。当初は各会員が出資し株式を取得

していたが、会館を一元管理するために、当法人

が会員から株式を取得したもの。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.44. 1.24   会長が社長に、理事が役員

に就任している

西日本建設業保証

(株)

498株

(0.02)

  当該企業は、公共工事の前払金保証事業に関す

る法律に基づき、建設工事請負契約の適正な施行

と建設業の健全な発展を目的として設立。当該企

業から当法人に株式保有の要望があり、保証事業

の促進及び前払制度の拡充を期する上から保有。

  適当な処分先が見つかっていない。

S.41. 8.25 　役員兼任なし

　会長が役員に就任している

鹿児島県 土木部監理課 (社)鹿児島県建設

業協会

西日本建設業保証

(株)

1,625株

(0.0008)

　西日本建設業保証(株)は建設業者の保証業務を

行っており，当法人の運営と密接な業務を行って

いるため，一部出資しているものであり，処分は

困難である。（なお，450株は無償提供を受けたも

のである。）

S.41.11. 6

   ほか3回

　会長が当該企業の参与を兼

任。

商工労働部産

業政策課

(財)沖縄県産業振

興公社

(株)沖縄産業振興

センター

200株

(3.2)

　当該企業は、官民一体となった産業振興策の効

果的な推進及び商工業者の利便性の確保を図るた

め、総合情報センター、研修、会議・イベント等

産業の活性化に必要な機能を併せ持った沖縄産業

支援センターの建設・管理・運営を行う第三セク

ターとして設立。当法人の設立目的である県内産

業の振興育成を積極的に推進するため株式を保

有。

　株式の保有は県の施策に基づいた事業の中での

保有であり、処分は適切でない。

H. 8. 3. 1 　当該企業が運営する施設に

当法人が入居

総務部人事課 (社)沖縄県官公庁

労働者共済会

旭橋都市再開発株

式会社

10株

(5.2)

　当共済会会館の敷地及び建物が再開発地域に

あった。

再開発を会社方式で行うことになり、再開発地域

に権利床又は床購入予定者で出資金(株)を出し合

い会社を設立することになったため。

　株の51％は県が保有し、その他を関係者で分割

保有し、売買は再開発の協約で厳しい条件が付い

ている（株を転売できるのは、権利床を転売する

場合のみで、総会の決議が必要となっている）。

　再開発が終わると株式会社は、清算（株も出資

額で清算する）して解散することになっている。

H.15. 9. 1 　理由は左記のとおり。

　再開発会社は、一般的な営

利企業とは違い、再開発組合

に変わる会社である。

［都道府県知事］
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資
料
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

宮城県 教育庁総務課 (財)蔵王町育英会 東北電力(株) 31,500株

(0.006)

　当法人の事業運営資金の確保のため株式を保

有。

　適当な処分先が見つかっていない。

H. 9. 1.13

  ほか10回

秋田県 教育庁総務課 秋田銘醸(株) 149,791株

(8.3)

　初代理事長が自己の所有する株式の一部を当

法人に寄付し、この配当金をもって奨学資金に

充当。その後、保有株式は、無償及び有償増資

を引き受けたほか、近年、二代目理事長の遺贈

があったことにより増加。

　適当な処分先が見つかっていない。

S. 8. 6. 8

   ほか7回

　評議員1名が当該企業の役員

を兼任(無給)

　当法人の事務局を当該企業

内に設置

ﾌｨﾃﾞｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

(株)

6,981株

(0.004)

　二代目理事長の遺贈等により株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。H21に持ち

株会社に株式移転。

S.46. 8. 2

   ほか6回

羽後交通(株) 72株

(0.01)

　当該企業の前身企業の初代社長を記念する法

人である関係で株式保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.27. 7

ﾌｨﾃﾞｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

(株)

9,843株

(0.006)

　当法人の三代目会長が、当該企業の前身企業

の頭取であった関係で株式保有。H21に持ち株会

社に株式移転。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.46.11

   ほか1回

(社)大仙市学校給

食協会

(株)大曲北仙地方

卸売市場

1,010株

(5.6)

　卸売市場の経営の弱体化を防ぎ、健全な運営

により、学校給食食材の安定供給を図るため株

式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.45. 7.21

   ほか2回

　給食食材納入業者

(株)荘内銀行 83,331株

(0.1)

S.25. 6.

   ほか1回

(株)山形しあわせ

銀行

51,750株

(0.1)

S.25. 6.

(社)東京ゴルフ倶

楽部

東京林園(株) 11,775株

(94.2)

　当法人は、土地所有会社の当該企業から土地

を賃借することによりゴルフ場を経営。昭和29

年、社団法人としての設立許可を申請するに当

たり、役員会において当該企業の株式を買い入

れることを決定し、その後も、安定した経営を

行うため、当該株式の購入を継続。

　当該企業所有の土地を賃借することにより、

当法人のゴルフ場経営が成り立っていることか

ら、安易に株式を処分することは、その経営基

盤に影響を及ぼしかねない。

S.30.11.17

ほか多数回

(財)遠山記念館 遠山偕成(株) 5,104株

(2.2)

　運用財産として株式を保有している。

　当該株式は、非上場の企業であり、適当な処

分先が見つかっていない。

S.53. 2.20 　理事長が当該企業の代表取

締役相談役を兼任

　評議員1名が当該企業の取締

役を兼任

東京都 教育庁総務部

総務課

(財)平山教育財団 (株)電波新聞社 17,734株

(9.5)

　当該企業から、株式及びその配当収入を当法

人の事業費に充てる目的で無償譲渡されたも

の。

　非公開株式であり、かつ株式の譲渡制限の定

めがあるため処分は困難。

S.元. 3.24

　 ほか1回

　当該企業及びその創業者に

より、当法人が設立

　当該企業から事務所を賃借

　理事長が当該企業の社長を

兼務

神奈川県 教育委員会教

育局行政課

(社)湯河原カンツ

リー倶楽部

湯河原ハイランド

サービス(株)

179,200株

(99.6)

　当該企業は、当初、当法人の社員がゴルフ場

利用の宿泊施設を経営するために設立。その設

立の際に一部出資。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.31.10.27 　理事5名が当該企業の取締役

又は監査役に就任

　当該企業の不動産を当法人

が賃借

県土整備部建

築指導課

教育委員会教

育局行政課

(財)川崎市まちづ

くり公社

みぞのくち新都市

(株)

660株

(11.0)

　当該企業は、川崎市の溝口駅北口地区市街地

再開発事業により建設された溝口再開発ビルの

管理運営のために設立。当法人は、同ビルの床

の所有者として出資(当該企業には、川崎市等も

出資)。

　当該ビルに大規模な施設を保有する当法人が

株式を処分することは、地元権利者や地域に与

える影響が大きく、当該ビルの運営上適当でな

いことから株式の処分は困難。

H. 7. 8.10

　 ほか1回

新潟県 教育庁高等学

校教育課

(財)吉田奨学財団 北日本興産(株) 397株

(19.8)

　当初の株式入手は、所有者の逝去による相続

人からの寄付。

　その後は、財団設立の母体である(株)ブルボ

ンの関連企業へ投資することで財産運用を図る

ため保有し、更に2回寄付を受け入れた。

　現在無配のため、適当な処分先が見つかって

いない。

S.51.12. 6

   ほか2回

　理事長が当該企業の取締役

を兼任

石川県 教育委員会事

務局生涯学習

課

(財)真柄教育振興

財団

真柄建設(株) 424,175株

(0.6)

　基本財産の強化のため保有。

  平成20年8月6日付けで上場廃止となり、

処分の見込みなし。

H.15. 4.30 　当法人は当該企業が50%出資

長野県 教育委員会事

務局教育総務

課

(財)松山記念館 松山(株) 30,000株

(1.5)

　寄附により取得。

　現在のところ処分予定なし。

H15.12.31 　理事長が当該企業の代表取

締役を務めている。

(株)ニッセー 42,450株

(21.7)

H. 3. 7.31

   ほか1回

(株)静岡カント

リー浜岡コース

20,000株

(20.0)

H. 3. 7.31

(株)静岡カント

リー島田ゴルフ

コース

18,550株

(18.6)

H. 3. 7.31

(株)静岡カント

リー袋井コース

14,000株

(4.7)

H. 3. 7.31

(株)東興 840株

(0.8)

H. 6. 3.31

［都道府県教育委員会］

(財)京野育英団

(財)斎藤宇一郎記

念会

山形県 教育庁文化財

保護推進課

(財)致道博物館 　当法人は、庄内藩主酒井氏に伝わる資料及び

土地建物の寄付を受けて設立した法人であり、

地域との結び付きから、地元金融機関の株式を

設立当初に取得。

　日常の金融取引及び借入れ

埼玉県 教育局教育総

務部総務課

静岡県 教育委員会教

育総務課

(財)川村文化振興

財団

　株式配当を当法人の収入に充てることを主な

目的に、当該株式の所有者から購入した。

　非公開株式で処分の相手先が見つかっていな

いこと及び現状において株式配当が当法人収入

の大半を占めていることにより処分が困難であ

る。

　当該企業は、理事3名が代表

取締役、取締役相談役、取締

役顧問を務めている。
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所管官庁 所管部局 特例民法法人名 営利企業名
保有株式数

(割合[％])

 保有することとなった理由及び

処分が困難な理由

当該株式

入手日

当該特例民法法人と

当該営利企業との関係

大阪府 教育委員会事

務局教育総務

企画課

(財)箕面市文化振

興事業団

箕面FMまちそだて

(株)

50株

(3.5)

  地域の文化振興を図るためのミニＦＭ局とし

て、箕面市や箕面商工会議所等と共に出資し平

成7年に設立。

　指導監督基準に従い株式の売却先を検討して

いるが、放送局免許の関係上売却先が限定さ

れ、処分困難。

H.7. 7.10 　設立発起人の一人

徳島県 三木産業(株) 310,500株

(15.5)

S.55. 7. 8

   ほか5回

　理事長が当該企業の代表取

締役会長に就任

　理事が代表取締役社長に就

任

大昭興業(株) 24,520株

(12.8)

S.55. 5.12

   ほか4回

　理事長が当該企業の監査役

に就任

　理事が代表取締役社長に就

任

(財)佐伯報恩会 小豆島総合開発

(株)

149,000株

(49.7)

　運用財産の管理運用を目的として購入。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.59. 9 資本関係のみ

(株)ダイヤランド 400株

(20.0)

H. 7. 8. 9 　理事長が代表取締役に就任

(株)ダイヤビル 2,000株

(10.0)

H. 7.11.24 　理事長が代表取締役に就任

四国機器(株) 160,000株

(20.0)

　運用財産の管理運用を目的として購入。

　適当な処分先が見つかっていない。

H. 9.10.13 　理事長が代表取締役に就任

愛媛県 教育委員会事

務局教育総務

課教職員厚生

室

(財)帝京育英財団 (株)帝京サービス 60,000株

(100)

　帝京大学グループのキャンパス内で、主に売

店・食堂及び駐車場等を営業している企業。設

立の際に要請があり出資。

　株式は非上場で、帝京グループの関連企業で

もあることから処分が困難。

S.57. 7.24 資本関係のみ

三荘企業(株) 200株

(0.2)

　医療用具及び教育器材等の販売を主に営業し

ている企業。設立後に協力要請があり出資。

　株式は非上場で、帝京グループの関連企業で

もあることから処分が困難。

S.63. 7.28 資本関係のみ

帝京大学香港国際

センター

840,000株

(93.3)

　日系企業の香港駐在員子女の幼稚園教育のた

め当該企業を設立し、出資。

　幼稚園教育事業継続のため、株式の保有は不

可欠であり、処分は困難。

H. 3.10. 7

   ほか1回

資本関係のみ

高知県 教育委員会事

務局教育政策

課

(財)高知県文教協

会

(株)高知放送 100株

(0.02)

　教育出版事業を通じて関連が深かったことか

ら株式を保有。

　適当な処分先が見つかっていない。

S.33. 6.30 　理事1名が取締役

大分県 教育庁教育改

革・企画課

(社)大分県サッ

カー協会

（株）大分フット

ボールクラブ

410株

(5.0)

　当該営利企業は、サッカーＪリーグ加盟球団

の運営母体として官民共同出資で設立されたも

ので、株式の保有は不可欠である。

H.15. 4. 1

鹿児島県 教育庁総務福

利課

(財)岩崎育英文化

財団

(株)鹿児島銀行 18,861,325株

(8.9)

　当法人設立者からの寄贈により株式を保有。

　現在のところ処分予定なし。

S.27.12 　当法人の預金預入銀行

(株)南日本銀行 2,384,347株

(2.9)

　当法人設立者からの寄贈により株式を保有。

　現在のところ処分予定なし。

S.27.12 　当法人の預金預入銀行

(株)琉球銀行 343,478株

(1.2)

　運用益を考え当該株式を保有。

　現在のところ処分予定なし。

H.11. 9.22

(株)宮崎太陽銀行 100,000株

(0.2)

　運用益を考え当該株式を保有。

　現在のところ処分予定なし。

H.13. 1.29

全日本空輸(株) 1,182,000株

(0.1)

　当法人設立者からの寄贈により株式を保有。

　平成22年2月23日、端株を処分した。それ以外

は、現在処分の予定なし

S.47. 4. 1

屋久島電工(株) 28,500株

(0.7)

　当法人設立者からの寄贈により株式を保有。

　現在のところ処分予定なし。

S.43. 2. 1

大分交通(株) 67,500株

(0.7)

　当法人設立者からの寄贈により株式を保有。

　現在のところ処分予定なし。

S.39. 9. 1

岩崎産業(株) 950,000株

(20.0)

　当法人設立者の寄贈により保有。

　株式の処分については、理事会で検討中。

S.50. 4.15 　理事長が当該企業の役員を

兼任

いわさきコーポ

レーション(株)

25株

(3.8)

　当法人設立者の寄贈により保有。

　平成17年3月、運用財産の管理運用を目的とし

て、追加購入。

　株式の処分については、理事会で検討中。

S.50. 4.15

  ほか1回

　理事長が当該企業の役員を

兼任

（株）ポリゴンピ

クチュアズ

60株

(0.3)

　美術を扱う会社ということで購入。

　株式の処分については、理事会で検討中。

H.12. 5.22

［都道府県教育委員会］

教育委員会事

務局教育文化

政策課

(社)三木文庫 　当法人の設立時に運用財産として寄付を受け

たもの。

　当法人は、管理費用の資金として保有株式の

配当収入が大きな財源となっており、会費収入

等だけでは、公益事業を継続して行うことが難

しく、株式の処分は困難。

香川県 教育委員会事

務局総務課

(財)木村奨学会 　運用財産として寄付されたもの。

　適当な処分先が見つかっていない。
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《全体》 (％)

事業

報告書

収支

計算書

正味財産

増減計算書

貸借

対照表
財産目録

社員名簿

(社団のみ)

事業

計画書

収支

予算書

国 所 管 98.3 98.4 96.2 94.2 96.0 96.3 95.8 93.5 96.1 95.3 95.9

都 道 府 県 所 管 87.0 88.1 82.7 80.7 75.0 79.2 80.8 73.9 82.9 82.3 81.3

合 計 89.5 90.3 85.7 83.7 79.6 83.0 84.1 78.9 85.8 85.1 84.6

《国所管》 (％)

事業

報告書

収支

計算書

正味財産

増減計算書

貸借

対照表
財産目録

社員名簿

(社団のみ)

事業

計画書

収支

予算書

内 閣 府 96.6 96.6 93.1 86.2 93.1 93.1 93.1 100.0 93.1 89.7 93.5

警 察 庁 100.0 100.0 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 80.0 92.3 92.3 92.4

金 融 庁 100.0 100.0 100.0 97.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7

消 費 者 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 97.5 97.5 96.8 94.9 95.6 95.6 94.9 91.4 96.2 94.9 95.5

法 務 省 100.0 100.0 100.0 91.9 100.0 100.0 98.8 98.6 100.0 98.8 98.9

外 務 省 93.3 94.4 82.2 83.3 83.3 82.2 81.1 61.2 81.1 81.1 82.1

財 務 省 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 99.4

文 部 科 学 省 96.7 96.8 92.4 92.0 92.8 93.0 92.4 83.1 92.0 92.3 92.3

厚 生 労 働 省 97.0 96.8 94.3 92.0 93.3 93.8 93.8 87.6 94.5 93.6 93.7

農 林 水 産 省 100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 100.0 99.6 99.4 99.6 99.6 99.7

経 済 産 業 省 99.6 99.6 99.2 97.5 98.7 99.2 97.1 100.0 99.2 98.7 98.9

国 土 交 通 省 99.3 99.5 98.6 96.5 97.7 98.8 98.6 95.9 98.8 98.1 98.3

環 境 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 100.0 100.0 98.3

防 衛 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 95.0

国 合 計 98.3 98.4 96.2 94.2 96.0 96.3 95.8 93.5 96.1 95.3 95.9

《本省庁所管》 (％)

事業

報告書

収支

計算書

正味財産

増減計算書

貸借

対照表
財産目録

社員名簿

(社団のみ)

事業

計画書

収支

予算書

内 閣 府 96.6 96.6 93.1 86.2 93.1 93.1 93.1 100.0 93.1 89.7 93.5

警 察 庁 100.0 100.0 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 80.0 92.3 92.3 92.4

金 融 庁 100.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2

消 費 者 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 97.7 97.7 96.9 94.5 95.3 95.3 94.5 90.6 96.1 94.5 95.5

法 務 省 100.0 100.0 100.0 91.9 100.0 100.0 98.8 98.6 100.0 98.8 98.9

外 務 省 93.3 94.4 82.2 83.3 83.3 82.2 81.1 61.2 81.1 81.1 82.1

財 務 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

文 部 科 学 省 96.7 96.8 92.4 92.0 92.8 93.0 92.4 83.1 92.0 92.3 92.3

厚 生 労 働 省 96.6 96.6 93.0 89.9 92.3 92.6 92.3 81.0 93.3 92.3 92.0

農 林 水 産 省 100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 100.0 99.6 99.4 99.6 99.6 99.7

経 済 産 業 省 99.6 99.6 99.2 97.5 98.7 99.2 97.1 100.0 99.2 98.7 98.9

国 土 交 通 省 99.6 99.6 98.8 97.1 98.8 98.8 98.3 92.6 98.8 98.3 98.2

環 境 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.9 100.0 100.0 99.1

防 衛 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 95.0

本 省 庁 合 計 97.9 98.0 95.0 93.2 94.9 95.0 94.3 89.4 94.7 94.4 94.6

《地方支分部局所管》 (％)

事業

報告書

収支

計算書

正味財産

増減計算書

貸借

対照表
財産目録

社員名簿

(社団のみ)

事業

計画書

収支

予算書

金 融 庁 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 支 部 局 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 92.3 96.7 96.7 96.5

財 務 省 支 部 局 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.9 99.3

厚 生 労 働 省 支 部 局 97.8 97.1 97.1 96.4 95.6 96.4 97.1 96.9 97.1 96.4 96.7

国 土 交 通 省 支 部 局 99.1 99.4 98.5 96.1 97.0 98.8 98.8 97.5 98.8 97.9 98.1

環 境 省 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 90.0

支 部 局 合 計 99.2 99.2 98.9 96.4 98.1 98.9 99.0 98.4 99.0 97.2 98.3

平　　均

平　　均

所管官庁

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿

（注） 1　平均は、定款又は寄附行為・役員名簿・事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録・社員名簿(社団のみ)・

          　事業計画書・収支予算書の公開割合の単純平均。

　　　 2　各項目の割合は、法人数を分母として計算。

平成24年度書類

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿

平成23年度書類

平成23年度書類

平成24年度書類

平成24年度書類

平　　均

定款又は

寄附行為
役員名簿

平成23年度書類 平成24年度書類

平　　均

平成23年度書類
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》 (％)

事業

報告書

収支

計算書

正味財産

増減計算書

貸借

対照表
財産目録

社員名簿

(社団のみ)

事業

計画書

収支

予算書

北 海 道 知 事 97.7 97.2 97.5 85.1 89.3 94.6 95.5 87.0 97.5 97.5 93.7

青 森 県 知 事 95.7 96.4 95.0 91.4 85.0 92.1 93.6 88.8 94.3 94.3 92.6

岩 手 県 知 事 94.5 96.7 89.1 87.4 83.1 86.3 88.0 82.0 89.1 89.1 88.5

宮 城 県 知 事 88.2 88.2 83.1 83.1 74.7 80.3 83.1 68.9 84.8 84.3 81.8

秋 田 県 知 事 97.7 98.5 87.1 83.3 77.3 83.3 83.3 80.0 86.4 85.6 86.1

山 形 県 知 事 94.1 95.0 91.1 90.1 79.2 86.1 87.1 81.0 91.1 91.1 88.5

福 島 県 知 事 93.0 94.0 89.4 87.9 77.9 83.9 85.4 80.5 88.9 88.4 86.9

茨 城 県 知 事 84.8 88.2 81.0 77.7 74.4 75.4 78.7 66.9 82.9 80.6 79.1

栃 木 県 知 事 96.6 95.7 87.9 87.9 82.8 87.9 87.9 83.1 88.8 87.9 88.8

群 馬 県 知 事 97.8 98.5 90.4 88.9 77.8 84.4 91.1 81.7 91.9 90.4 89.3

埼 玉 県 知 事 92.5 93.8 90.3 89.8 86.3 89.4 90.3 80.4 89.8 88.9 89.0

千 葉 県 知 事 74.8 82.2 64.0 62.1 58.4 61.7 62.1 56.9 67.8 62.1 65.2

東 京 都 知 事 74.7 77.7 76.4 76.0 74.2 75.5 75.1 67.5 76.0 76.4 75.0

神 奈 川 県 知 事 93.2 93.5 76.3 75.6 74.9 76.7 76.7 71.0 77.8 77.4 79.4

新 潟 県 知 事 95.3 95.9 92.7 88.1 89.1 92.2 91.7 86.2 92.2 92.2 91.5

富 山 県 知 事 98.2 98.2 93.8 84.1 84.1 86.7 90.3 89.9 93.8 92.0 91.1

石 川 県 知 事 89.9 94.7 85.8 79.9 74.6 82.8 83.4 85.0 85.8 85.8 84.9

福 井 県 知 事 96.6 95.9 90.4 89.7 74.7 81.5 88.4 75.8 90.4 90.4 87.4

山 梨 県 知 事 91.9 94.2 90.7 91.9 90.7 90.7 91.9 94.5 88.4 88.4 91.4

長 野 県 知 事 95.4 95.4 93.6 94.2 93.1 93.1 93.6 93.1 94.8 94.8 94.1

岐 阜 県 知 事 86.3 85.6 82.0 80.6 78.4 79.9 79.9 69.3 81.3 80.6 80.4

静 岡 県 知 事 96.2 95.6 94.9 93.7 90.5 93.0 94.9 90.3 94.3 94.3 93.8

愛 知 県 知 事 82.9 82.5 76.3 74.9 74.9 74.9 74.9 72.5 78.2 78.7 77.1

三 重 県 知 事 97.6 98.4 91.3 87.3 85.7 89.7 90.5 77.5 91.3 89.7 89.8

滋 賀 県 知 事 93.7 93.7 88.4 88.4 85.3 88.4 87.4 66.1 91.6 87.4 86.9

京 都 府 知 事 90.4 90.4 89.3 86.4 84.2 88.1 88.7 72.4 88.7 88.1 86.5

大 阪 府 知 事 74.8 75.6 71.4 69.2 65.8 70.6 71.4 65.5 70.6 70.6 70.7

兵 庫 県 知 事 97.2 97.2 94.5 94.5 92.4 93.8 93.1 84.9 94.5 93.8 93.4

奈 良 県 知 事 75.0 75.7 68.6 70.7 55.0 62.9 65.0 56.2 69.3 69.3 66.8

和 歌 山 県 知 事 69.1 71.8 71.8 68.2 56.4 67.3 63.6 60.0 70.9 69.1 66.8

鳥 取 県 知 事 96.3 96.3 95.4 95.4 92.6 95.4 94.4 94.4 96.3 95.4 94.9

島 根 県 知 事 81.8 84.6 75.5 74.1 64.3 69.9 72.7 78.3 76.2 75.5 75.4

岡 山 県 知 事 94.5 94.5 88.2 82.7 77.3 83.2 84.5 82.9 88.2 87.3 86.4

広 島 県 知 事 71.4 75.2 75.2 74.8 66.5 72.3 72.3 65.7 74.8 75.2 72.3

山 口 県 知 事 67.9 71.7 66.0 63.7 56.6 62.7 63.2 56.8 67.0 65.6 64.3

徳 島 県 知 事 92.4 91.3 91.3 87.0 67.4 73.9 83.7 85.0 91.3 89.1 85.1

香 川 県 知 事 85.3 87.2 76.1 74.3 64.2 69.7 71.6 67.9 73.4 75.2 74.4

愛 媛 県 知 事 92.7 93.5 91.1 91.1 86.2 88.6 91.1 78.6 91.9 91.9 89.7

高 知 県 知 事 85.8 85.8 79.4 77.3 70.9 74.5 75.2 67.9 77.3 78.7 77.2

福 岡 県 知 事 70.2 79.7 69.2 68.1 60.3 67.1 68.1 50.0 71.2 68.5 67.1

佐 賀 県 知 事 92.1 93.9 90.4 88.6 78.1 86.0 88.6 91.5 91.2 90.4 89.1

長 崎 県 知 事 91.1 90.6 86.9 82.7 79.1 83.8 85.9 81.2 86.4 85.9 85.4

熊 本 県 知 事 94.4 94.4 89.6 88.0 84.8 87.2 87.2 81.4 89.6 89.6 88.6

大 分 県 知 事 69.1 83.8 74.3 71.3 64.0 69.1 70.6 43.8 73.5 72.1 69.2

宮 崎 県 知 事 92.1 94.5 88.2 89.0 74.8 80.3 88.2 76.9 89.8 89.0 86.2

鹿 児 島 県 知 事 98.4 99.2 98.4 95.9 84.6 89.4 96.7 96.3 98.4 98.4 95.4

沖 縄 県 知 事 72.5 74.6 68.8 68.8 63.0 68.1 66.7 58.8 69.6 68.1 68.0

知 事 合 計 87.4 89.1 83.6 81.3 76.1 80.5 81.8 74.8 83.9 83.2 82.1

北 海 道 教 委 100.0 97.1 95.7 94.2 95.7 95.7 95.7 81.8 95.7 95.7 94.9

青 森 県 教 委 94.3 94.3 90.0 91.4 64.3 75.7 90.0 81.8 90.0 90.0 86.1

岩 手 県 教 委 98.1 98.1 96.2 98.1 90.4 94.2 96.2 100.0 94.2 96.2 96.0

宮 城 県 教 委 75.0 75.0 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 68.6

秋 田 県 教 委 96.0 96.0 76.0 76.0 64.0 68.0 76.0 75.0 76.0 76.0 77.9

山 形 県 教 委 94.2 94.2 88.4 88.4 66.7 82.6 88.4 63.6 88.4 88.4 84.2

福 島 県 教 委 98.1 96.3 94.4 94.4 88.9 90.7 94.4 85.7 92.6 94.4 92.9

茨 城 県 教 委 87.5 87.5 79.2 75.0 75.0 75.0 75.0 100.0 79.2 75.0 80.9

栃 木 県 教 委 97.7 97.7 95.5 93.2 81.8 95.5 95.5 85.7 93.2 93.2 92.8

群 馬 県 教 委 100.0 100.0 85.0 85.0 75.0 80.0 80.0 71.4 85.0 85.0 84.6

埼 玉 県 教 委 93.3 90.0 56.7 53.3 56.7 56.7 56.7 66.7 56.7 56.7 64.5

千 葉 県 教 委 97.5 92.5 90.0 90.0 82.5 85.0 90.0 75.0 95.0 95.0 89.2

東 京 都 教 委 66.3 65.4 60.6 60.6 58.7 59.6 58.7 58.3 61.5 60.6 61.2

神 奈 川 県 教 委 98.5 98.5 97.0 97.0 95.5 97.0 97.0 100.0 97.0 97.0 97.6

新 潟 県 教 委 83.3 81.3 68.8 66.7 54.2 56.3 64.6 28.6 68.8 66.7 64.0

富 山 県 教 委 85.7 85.7 78.6 82.1 67.9 78.6 75.0 0.0 78.6 82.1 71.6

石 川 県 教 委 93.3 93.3 95.6 95.6 77.8 93.3 91.1 100.0 95.6 95.6 93.2

福 井 県 教 委 83.3 83.3 83.3 83.3 80.0 83.3 83.3 66.7 83.3 83.3 81.1

山 梨 県 教 委 96.2 92.3 92.3 88.5 88.5 88.5 88.5 85.7 92.3 84.6 89.5

長 野 県 教 委 97.4 94.8 88.3 88.3 81.8 81.8 83.1 60.9 87.0 87.0 85.0

岐 阜 県 教 委 86.4 84.1 77.3 79.5 72.7 75.0 75.0 25.0 79.5 77.3 73.2

静 岡 県 教 委 100.0 96.0 95.2 95.2 84.7 88.7 92.7 71.7 94.4 94.4 91.3

愛 知 県 教 委 93.1 93.1 93.1 93.1 84.5 84.5 93.1 83.3 94.8 93.1 90.4

三 重 県 教 委 89.3 89.3 78.6 78.6 75.0 75.0 75.0 50.0 78.6 78.6 76.9

滋 賀 県 教 委 80.0 83.3 46.7 46.7 43.3 46.7 46.7 0.0 46.7 46.7 48.8

京 都 府 教 委 77.1 77.1 77.1 76.0 68.8 71.9 70.8 54.5 78.1 77.1 72.9

大 阪 府 教 委 58.3 60.4 55.2 52.1 52.1 52.1 49.0 37.5 54.2 54.2 52.4

兵 庫 県 教 委 83.1 83.1 80.0 80.0 70.8 75.4 78.5 60.0 80.0 80.0 77.0

奈 良 県 教 委 79.2 79.2 66.7 70.8 50.0 54.2 70.8 66.7 62.5 70.8 67.1

和 歌 山 県 教 委 19.2 17.3 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 5.9 7.7 7.7 9.8

鳥 取 県 教 委 100.0 100.0 95.8 91.7 87.5 91.7 95.8 100.0 95.8 95.8 95.6

島 根 県 教 委 78.9 73.7 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 25.0 60.5 60.5 60.5

岡 山 県 教 委 93.1 93.1 93.1 82.8 89.7 89.7 93.1 0.0 93.1 93.1 82.1

広 島 県 教 委 79.7 76.6 76.6 73.4 64.1 68.8 70.3 16.7 76.6 76.6 68.1

山 口 県 教 委 72.1 74.4 62.8 53.5 32.6 41.9 44.2 42.9 58.1 48.8 53.1

徳 島 県 教 委 91.7 91.7 91.7 83.3 75.0 75.0 91.7 100.0 91.7 91.7 88.5

香 川 県 教 委 97.0 93.9 90.9 87.9 81.8 84.8 90.9 100.0 90.9 87.9 90.7

愛 媛 県 教 委 97.4 97.4 94.7 94.7 81.6 81.6 94.7 25.0 94.7 92.1 85.5

高 知 県 教 委 93.5 96.8 93.5 90.3 67.7 83.9 93.5 60.0 90.3 90.3 86.1

福 岡 県 教 委 74.7 74.7 73.7 73.7 72.7 72.7 74.7 83.3 73.7 74.7 75.1

佐 賀 県 教 委 100.0 97.5 97.5 97.5 85.0 87.5 90.0 87.5 97.5 97.5 94.0

長 崎 県 教 委 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 66.7 100.0 100.0 96.4

熊 本 県 教 委 93.5 93.5 90.3 90.3 87.1 87.1 87.1 100.0 90.3 90.3 90.9

大 分 県 教 委 100.0 100.0 100.0 93.8 75.0 90.6 93.8 61.5 100.0 100.0 91.6

宮 崎 県 教 委 66.7 60.0 53.3 53.3 53.3 53.3 50.0 66.7 50.0 50.0 55.6

鹿 児 島 県 教 委 97.7 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 100.0 95.5 95.5 95.8

沖 縄 県 教 委 64.9 62.2 56.8 56.8 48.6 51.4 51.4 56.3 59.5 59.5 56.6

教 委 合 計 85.8 84.7 80.0 79.0 71.7 75.3 77.7 65.1 79.8 79.4 77.9

平成24年度書類
平　　均所管官庁

定款又は

寄附行為
役員名簿

平成23年度書類
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《全体》

法人数 社団 財団 割合（%） 割合（%） 割合（%）

国 所 管 2,868 1,794 1,074 2,548 88.8 1,641 91.5 907 84.5

都 道 府 県 所 管 10,050 5,232 4,818 5,944 59.1 3,554 67.9 2,390 49.6

合 計 12,877 7,004 5,873 8,455 65.7 5,174 73.9 3,281 55.9

(注)　共管重複分を除く実数。

《国所管》

法人数 社団 財団 割合（%） 割合（%） 割合（%）

内 閣 府 29 18 11 27 93.1 17 94.4 10 90.9

警 察 庁 13 5 8 13 100.0 5 100.0 8 100.0

金 融 庁 37 37 0 37 100.0 37 100.0 0 0.0

消 費 者 庁 4 4 0 4 100.0 4 100.0 0 0.0

総 務 省 158 58 100 154 97.5 57 98.3 97 97.0

法 務 省 86 72 14 85 98.8 72 100.0 13 92.9

外 務 省 90 49 41 73 81.1 41 83.7 32 78.0

財 務 省 408 400 8 393 96.3 385 96.3 8 100.0

文 部 科 学 省 697 243 454 561 80.5 217 89.3 344 75.8

厚 生 労 働 省 435 241 194 361 83.0 197 81.7 164 84.5

農 林 水 産 省 236 167 69 221 93.6 152 91.0 69 100.0

経 済 産 業 省 239 150 89 237 99.2 150 100.0 87 97.8

国 土 交 通 省 573 412 161 514 89.7 369 89.6 145 90.1

環 境 省 20 12 8 20 100.0 12 100.0 8 100.0

防 衛 省 7 2 5 7 100.0 2 100.0 5 100.0

国 合 計 2,868 1,794 1,074 2,548 88.8 1,641 91.5 907 84.5

(注)　国合計は、共管重複分を除く実数。

《本省庁所管》

法人数 社団 財団 割合（%） 割合（%） 割合（%）

内 閣 府 29 18 11 27 93.1 17 94.4 10 90.9

警 察 庁 13 5 8 13 100.0 5 100.0 8 100.0

金 融 庁 12 12 0 12 100.0 12 100.0 0 0.0

消 費 者 庁 4 4 0 4 100.0 4 100.0 0 0.0

総 務 省 128 32 96 125 97.7 32 100.0 93 96.9

法 務 省 86 72 14 85 98.8 72 100.0 13 92.9

外 務 省 90 49 41 73 81.1 41 83.7 32 78.0

財 務 省 15 7 8 15 100.0 7 100.0 8 100.0

文 部 科 学 省 697 243 454 561 80.5 217 89.3 344 75.8

厚 生 労 働 省 298 137 161 253 84.9 118 86.1 135 83.9

農 林 水 産 省 236 167 69 221 93.6 152 91.0 69 100.0

経 済 産 業 省 239 150 89 237 99.2 150 100.0 87 97.8

国 土 交 通 省 242 136 106 237 97.9 134 98.5 103 97.2

環 境 省 18 11 7 18 100.0 11 100.0 7 100.0

防 衛 省 7 2 5 7 100.0 2 100.0 5 100.0

本 省 庁 合 計 1,959 978 981 1,738 88.7 907 92.7 831 84.7

(注)　本省庁合計は、共管重複分を除く実数。

《地方支分部局所管》

法人数 社団 財団 割合（%） 割合（%） 割合（%）

金 融 庁 支 部 局 25 25 0 25 100.0 25 100.0 0 0.0

総 務 省 支 部 局 30 26 4 29 96.7 25 96.2 4 100.0

財 務 省 支 部 局 393 393 0 378 100.0 378 100.0 0 0.0

厚生労働 省支 部局 137 104 33 108 78.8 79 76.0 29 87.9

国土交通 省支 部局 331 276 55 277 83.7 235 85.1 42 76.4

環 境 省 支 部 局 2 1 1 2 100.0 1 100.0 1 100.0

支 部 局 合 計 909 816 93 810 89.1 734 90.0 76 81.7

(注)　支部局合計は、共管重複分を除く実数。

所管官庁

所管官庁
財　団開設法人合計 社　団

開設法人合計 社　団 財　団

開設法人合計 社　団 財　団
所管官庁

所管官庁
開設法人合計 社　団 財　団
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数 社団 財団 割合（%） 割合（%） 割合（%）

北 海 道 知 事 355 238 117 223 62.8 152 63.9 71 60.7

青 森 県 知 事 140 89 51 79 56.4 48 53.9 31 60.8

岩 手 県 知 事 183 128 55 102 55.7 78 60.9 24 43.6

宮 城 県 知 事 178 103 75 112 62.9 65 63.1 47 62.7

秋 田 県 知 事 132 90 42 71 53.8 50 55.6 21 50.0

山 形 県 知 事 101 58 43 50 49.5 34 58.6 16 37.2

福 島 県 知 事 199 118 81 118 59.3 69 58.5 49 60.5

茨 城 県 知 事 211 133 78 143 67.8 93 69.9 50 64.1

栃 木 県 知 事 116 59 57 72 62.1 45 76.3 27 47.4

群 馬 県 知 事 135 82 53 85 63.0 63 76.8 22 41.5

埼 玉 県 知 事 226 144 82 183 81.0 125 86.8 58 70.7

千 葉 県 知 事 214 137 77 154 72.0 115 83.9 39 50.6

東 京 都 知 事 229 157 72 171 74.7 130 82.8 41 56.9

神 奈 川 県 知 事 279 176 103 198 71.0 135 76.7 63 61.2

新 潟 県 知 事 193 117 76 148 76.7 94 80.3 54 71.1

富 山 県 知 事 113 69 44 88 77.9 56 81.2 32 72.7

石 川 県 知 事 169 80 89 96 56.8 51 63.8 45 50.6

福 井 県 知 事 146 91 55 70 47.9 46 50.5 24 43.6

山 梨 県 知 事 86 55 31 61 70.9 41 74.5 20 64.5

長 野 県 知 事 173 101 72 118 68.2 81 80.2 37 51.4

岐 阜 県 知 事 139 75 64 102 73.4 60 80.0 42 65.6

静 岡 県 知 事 158 93 65 106 67.1 63 67.7 43 66.2

愛 知 県 知 事 211 131 80 154 73.0 108 82.4 46 57.5

三 重 県 知 事 126 71 55 91 72.2 59 83.1 32 58.2

滋 賀 県 知 事 95 56 39 74 77.9 48 85.7 26 66.7

京 都 府 知 事 177 98 79 118 66.7 67 68.4 51 64.6

大 阪 府 知 事 377 206 171 275 72.9 164 79.6 111 64.9

兵 庫 県 知 事 145 73 72 95 65.5 53 72.6 42 58.3

奈 良 県 知 事 140 74 66 84 60.0 55 74.3 29 43.9

和 歌 山 県 知 事 110 70 40 50 45.5 37 52.9 13 32.5

鳥 取 県 知 事 108 54 54 78 72.2 42 77.8 36 66.7

島 根 県 知 事 143 83 60 65 45.5 49 59.0 16 26.7

岡 山 県 知 事 220 111 109 133 60.5 76 68.5 57 52.3

広 島 県 知 事 206 105 101 115 55.8 78 74.3 37 36.6

山 口 県 知 事 212 139 73 123 58.0 81 58.3 42 57.5

徳 島 県 知 事 92 60 32 60 65.2 45 75.0 15 46.9

香 川 県 知 事 109 56 53 64 58.7 37 66.1 27 50.9

愛 媛 県 知 事 123 70 53 77 62.6 54 77.1 23 43.4

高 知 県 知 事 141 78 63 71 50.4 52 66.7 19 30.2

福 岡 県 知 事 295 172 123 193 65.4 128 74.4 65 52.8

佐 賀 県 知 事 114 72 42 63 55.3 41 56.9 22 52.4

長 崎 県 知 事 191 117 74 97 50.8 64 54.7 33 44.6

熊 本 県 知 事 125 86 39 88 70.4 68 79.1 20 51.3

大 分 県 知 事 136 89 47 69 50.7 51 57.3 18 38.3

宮 崎 県 知 事 127 91 36 77 60.6 58 63.7 19 52.8

鹿 児 島 県 知 事 123 80 43 86 69.9 67 83.8 19 44.2

沖 縄 県 知 事 138 80 58 80 58.0 51 63.8 29 50.0

知 事 合 計 7,859 4,715 3,144 5,030 64.0 3,327 70.6 1,703 54.2

北 海 道 教 委 69 11 58 40 58.0 7 63.6 33 56.9

青 森 県 教 委 70 11 59 21 30.0 1 9.1 20 33.9

岩 手 県 教 委 52 13 39 32 61.5 8 61.5 24 61.5

宮 城 県 教 委 48 12 36 24 50.0 9 75.0 15 41.7

秋 田 県 教 委 25 4 21 5 20.0 0 0.0 5 23.8

山 形 県 教 委 69 11 58 18 26.1 5 45.5 13 22.4

福 島 県 教 委 54 7 47 20 37.0 2 28.6 18 38.3

茨 城 県 教 委 24 4 20 12 50.0 3 75.0 9 45.0

栃 木 県 教 委 44 7 37 15 34.1 1 14.3 14 37.8

群 馬 県 教 委 20 7 13 10 50.0 3 42.9 7 53.8

埼 玉 県 教 委 30 6 24 19 63.3 6 100.0 13 54.2

千 葉 県 教 委 40 8 32 16 40.0 5 62.5 11 34.4

東 京 都 教 委 104 24 80 52 50.0 15 62.5 37 46.3

神 奈 川 県 教 委 67 19 48 36 53.7 13 68.4 23 47.9

新 潟 県 教 委 48 14 34 22 45.8 6 42.9 16 47.1

富 山 県 教 委 28 1 28 15 53.6 0 0.0 15 53.6

石 川 県 教 委 45 10 35 23 51.1 5 50.0 18 51.4

福 井 県 教 委 30 6 24 15 50.0 5 83.3 10 41.7

山 梨 県 教 委 26 7 19 13 50.0 3 42.9 10 52.6

長 野 県 教 委 77 23 54 38 49.4 11 47.8 27 50.0

岐 阜 県 教 委 44 4 40 25 56.8 4 100.0 21 52.5

静 岡 県 教 委 124 92 32 21 16.9 11 12.0 10 31.3

愛 知 県 教 委 58 6 52 38 65.5 6 100.0 32 61.5

三 重 県 教 委 28 4 24 15 53.6 0 0.0 15 62.5

滋 賀 県 教 委 30 1 29 11 36.7 1 100.0 10 34.5

京 都 府 教 委 96 11 85 40 41.7 7 63.6 33 38.8

大 阪 府 教 委 96 24 72 45 46.9 15 62.5 30 41.7

兵 庫 県 教 委 65 20 45 32 49.2 12 60.0 20 44.4

奈 良 県 教 委 24 6 18 8 33.3 0 0.0 8 44.4

和 歌 山 県 教 委 52 17 35 11 21.2 2 11.8 9 25.7

鳥 取 県 教 委 24 2 22 13 54.2 2 100.0 11 50.0

島 根 県 教 委 38 4 34 14 36.8 1 25.0 13 38.2

岡 山 県 教 委 29 1 28 8 27.6 0 0.0 8 28.6

広 島 県 教 委 64 18 46 20 31.3 7 38.9 13 28.3

山 口 県 教 委 43 7 36 18 41.9 5 71.4 13 36.1

徳 島 県 教 委 12 4 8 4 33.3 1 25.0 3 37.5

香 川 県 教 委 33 4 29 12 36.4 2 50.0 10 34.5

愛 媛 県 教 委 38 4 34 7 18.4 0 0.0 7 20.6

高 知 県 教 委 31 10 21 8 25.8 2 20.0 6 28.6

福 岡 県 教 委 99 18 81 44 44.4 10 55.6 34 42.0

佐 賀 県 教 委 40 8 32 16 40.0 2 25.0 14 43.8

長 崎 県 教 委 29 6 23 20 69.0 4 66.7 16 69.6

熊 本 県 教 委 31 3 28 16 51.6 3 100.0 13 46.4

大 分 県 教 委 32 13 19 10 31.3 7 53.8 3 15.8

宮 崎 県 教 委 30 6 24 9 30.0 4 66.7 5 20.8

鹿 児 島 県 教 委 44 9 35 26 59.1 5 55.6 21 60.0

沖 縄 県 教 委 37 16 21 11 29.7 8 50.0 3 14.3

教 委 合 計 2,241 522 1,719 948 42.3 229 43.9 719 41.8

所管官庁
開設法人合計 社　団 財　団
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《全体》 (％)

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿 事業報告書 収支計算書

正味財産

増減計算書
貸借対照表 財産目録

社員名簿

(社団のみ)
事業計画書 収支予算書

国 所 管 77.6 80.7 74.0 71.5 73.3 74.8 71.2 60.3 74.2 73.6

都 道 府 県 所 管 25.5 33.5 22.0 19.4 19.3 20.5 18.2 22.9 23.2 19.4

合 計 37.0 43.8 33.4 30.8 31.1 32.4 29.8 32.3 34.4 31.3

(注)　各項目の割合は、活動法人数を分母として計算。

《国所管》 (％)

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿 事業報告書 収支計算書

正味財産

増減計算書
貸借対照表 財産目録

社員名簿

(社団のみ)
事業計画書 収支予算書

内 閣 府 93.1 93.1 89.7 89.7 89.7 93.1 82.8 72.2 89.7 82.8

警 察 庁 100.0 100.0 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 100.0 92.3 92.3

金 融 庁 100.0 100.0 100.0 97.3 100.0 100.0 100.0 97.3 100.0 100.0

消 費 者 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 93.7 96.8 92.4 91.1 92.4 92.4 91.8 77.6 93.7 92.4

法 務 省 98.8 97.7 93.0 84.9 94.2 95.3 93.0 95.8 93.0 93.0

外 務 省 60.0 73.3 55.6 51.1 53.3 53.3 48.9 28.6 53.3 50.0

財 務 省 82.6 87.3 83.3 83.3 84.8 88.2 79.7 38.8 85.3 89.0

文 部 科 学 省 63.7 67.9 57.0 54.1 54.2 55.5 52.7 53.9 56.4 55.8

厚 生 労 働 省 70.1 73.1 65.7 62.5 64.4 65.3 63.2 49.0 65.3 61.8

農 林 水 産 省 87.7 89.4 84.3 83.1 85.2 86.4 82.2 74.9 84.3 85.2

経 済 産 業 省 97.9 98.3 97.9 96.2 97.1 97.5 95.8 94.0 97.5 97.1

国 土 交 通 省 80.3 81.7 76.6 73.5 76.4 78.4 75.4 69.4 77.7 76.3

環 境 省 100.0 100.0 95.0 90.0 100.0 100.0 100.0 75.0 95.0 95.0

防 衛 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0

国 合 計 77.6 80.7 74.0 71.5 73.3 74.8 71.2 60.3 74.2 73.6

《本省庁所管》 (％)

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿 事業報告書 収支計算書

正味財産

増減計算書
貸借対照表 財産目録

社員名簿

(社団のみ)
事業計画書 収支予算書

内 閣 府 93.1 93.1 89.7 89.7 89.7 93.1 82.8 72.2 89.7 82.8

警 察 庁 100.0 100.0 92.3 92.3 92.3 92.3 92.3 100.0 92.3 92.3

金 融 庁 100.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 91.7 100.0 100.0

消 費 者 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 93.8 96.9 92.2 90.6 91.4 91.4 90.6 75.0 93.0 91.4

法 務 省 98.8 97.7 93.0 84.9 94.2 95.3 93.0 95.8 93.0 93.0

外 務 省 60.0 73.3 55.6 51.1 53.3 53.3 48.9 28.6 53.3 50.0

財 務 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 85.7 100.0 100.0

文 部 科 学 省 63.7 67.9 57.0 54.1 54.2 55.5 52.7 53.9 56.4 55.8

厚 生 労 働 省 70.1 74.8 65.4 61.4 63.4 64.1 61.4 51.1 63.8 59.7

農 林 水 産 省 87.7 89.4 84.3 83.1 85.2 86.4 82.2 74.9 84.3 85.2

経 済 産 業 省 97.9 98.3 97.9 96.2 97.1 97.5 95.8 94.0 97.5 97.1

国 土 交 通 省 95.0 96.7 93.0 89.7 93.4 94.6 93.8 84.6 94.2 92.1

環 境 省 100.0 100.0 94.4 88.9 100.0 100.0 100.0 81.8 94.4 94.4

防 衛 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0

本 省 庁 合 計 78.3 81.6 73.8 70.8 72.5 73.6 70.8 69.0 73.3 72.0

《地方支分部局所管》 (％)

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿 事業報告書 収支計算書

正味財産

増減計算書
貸借対照表 財産目録

社員名簿

(社団のみ)
事業計画書 収支予算書

金 融 庁 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 支 部 局 93.3 96.7 93.3 93.3 96.7 96.7 96.7 80.8 96.7 96.7

財 務 省 支 部 局 81.9 86.8 82.7 82.7 84.2 87.8 78.9 37.9 84.7 88.5

厚生労働 省支 部局 70.1 69.3 66.4 65.0 66.4 67.9 67.2 46.2 68.6 66.4

国土交通 省支 部局 69.5 70.7 64.7 61.6 64.0 66.5 61.9 62.0 65.6 64.7

環 境 省 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

支 部 局 合 計 76.3 78.9 74.4 73.0 74.9 77.6 71.9 49.9 76.0 77.0
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》 (％)

所管官庁
定款又は

寄附行為
役員名簿 事業報告書 収支計算書

正味財産

増減計算書
貸借対照表 財産目録

社員名簿

(社団のみ)
事業計画書 収支予算書

北 海 道 知 事 34.6 42.5 32.1 29.3 31.5 32.1 29.6 25.6 32.1 29.9

青 森 県 知 事 32.9 37.1 30.7 31.4 28.6 31.4 26.4 19.1 28.6 27.1

岩 手 県 知 事 23.0 31.7 20.8 17.5 16.4 18.6 17.5 17.2 20.8 16.9

宮 城 県 知 事 25.8 36.0 22.5 20.8 20.2 21.9 19.7 20.4 23.6 20.2

秋 田 県 知 事 25.8 26.5 16.7 12.1 14.4 14.4 12.9 17.8 15.9 10.6

山 形 県 知 事 20.8 33.7 19.8 18.8 20.8 22.8 18.8 29.3 21.8 16.8

福 島 県 知 事 25.1 33.7 22.6 18.6 20.6 21.6 18.1 19.5 23.6 20.6

茨 城 県 知 事 25.6 35.5 19.4 18.0 19.0 19.4 18.5 24.1 24.6 18.0

栃 木 県 知 事 19.8 24.1 17.2 15.5 12.1 12.1 10.3 16.9 19.0 15.5

群 馬 県 知 事 18.5 31.9 20.0 15.6 13.3 13.3 11.1 30.5 19.3 14.1

埼 玉 県 知 事 42.0 49.6 34.5 31.0 30.5 32.7 31.4 19.4 35.0 31.4

千 葉 県 知 事 34.1 43.0 31.3 28.0 25.2 28.0 24.3 32.1 31.8 29.0

東 京 都 知 事 23.1 35.4 17.9 19.7 16.2 17.0 15.3 20.4 18.8 17.5

神 奈 川 県 知 事 34.8 43.7 26.5 22.2 19.7 22.9 17.9 27.8 24.0 21.5

新 潟 県 知 事 51.8 63.7 44.6 39.9 40.9 43.0 40.9 45.3 45.1 40.4

富 山 県 知 事 54.9 63.7 48.7 44.2 45.1 48.7 46.9 43.5 59.3 47.8

石 川 県 知 事 18.3 38.5 18.9 11.2 17.8 18.9 14.8 30.0 19.5 20.1

福 井 県 知 事 19.9 27.4 21.9 19.2 19.9 19.2 19.2 15.4 24.0 18.5

山 梨 県 知 事 26.7 40.7 20.9 20.9 22.1 22.1 18.6 23.6 22.1 14.0

長 野 県 知 事 32.4 42.2 24.9 21.4 22.0 22.5 20.2 32.7 27.7 21.4

岐 阜 県 知 事 38.1 50.4 43.2 30.9 31.7 32.4 28.1 41.3 44.6 30.9

静 岡 県 知 事 31.0 41.8 24.1 22.8 21.5 23.4 20.3 24.7 28.5 22.2

愛 知 県 知 事 44.1 46.9 38.4 36.5 39.3 37.9 36.5 35.1 40.8 37.9

三 重 県 知 事 33.3 38.9 28.6 22.2 23.8 26.2 22.2 36.6 28.6 24.6

滋 賀 県 知 事 33.7 53.7 33.7 28.4 27.4 32.6 26.3 32.1 37.9 29.5

京 都 府 知 事 22.6 24.3 18.6 16.9 17.5 18.1 15.8 13.3 15.8 17.5

大 阪 府 知 事 32.6 40.6 28.6 24.1 26.0 28.6 25.5 24.3 27.1 24.9

兵 庫 県 知 事 26.9 38.6 27.6 26.9 25.5 26.9 22.8 24.7 28.3 24.1

奈 良 県 知 事 15.7 27.1 14.3 10.0 9.3 9.3 7.1 18.9 12.9 10.7

和 歌 山 県 知 事 10.9 19.1 10.0 10.0 9.1 11.8 8.2 12.9 13.6 8.2

鳥 取 県 知 事 53.7 54.6 50.0 48.1 49.1 50.0 49.1 35.2 50.9 48.1

島 根 県 知 事 14.0 22.4 11.9 12.6 12.6 12.6 10.5 22.9 14.7 11.9

岡 山 県 知 事 16.8 28.2 14.1 12.7 13.6 15.5 10.5 20.7 15.0 12.3

広 島 県 知 事 22.3 31.1 18.0 18.4 17.0 19.9 16.0 20.0 19.9 16.0

山 口 県 知 事 15.1 29.2 12.7 11.8 10.4 11.8 10.8 22.3 16.0 12.7

徳 島 県 知 事 17.4 26.1 15.2 9.8 10.9 12.0 9.8 20.0 14.1 9.8

香 川 県 知 事 33.0 43.1 26.6 26.6 23.9 26.6 25.7 30.4 27.5 27.5

愛 媛 県 知 事 28.5 34.1 26.0 19.5 20.3 22.8 20.3 22.9 29.3 20.3

高 知 県 知 事 20.6 23.4 16.3 13.5 12.8 13.5 12.8 21.8 13.5 12.8

福 岡 県 知 事 18.0 40.0 15.6 13.6 13.6 14.6 14.2 23.8 21.4 13.9

佐 賀 県 知 事 18.4 33.3 20.2 16.7 14.0 14.9 14.9 23.6 21.1 14.0

長 崎 県 知 事 24.6 30.4 20.4 20.9 20.4 21.5 19.4 19.7 20.4 21.5

熊 本 県 知 事 27.2 38.4 21.6 16.8 16.8 17.6 16.8 26.7 21.6 18.4

大 分 県 知 事 16.2 24.3 9.6 8.1 9.6 10.3 8.1 13.5 12.5 6.6

宮 崎 県 知 事 20.5 38.6 17.3 13.4 18.1 18.1 13.4 19.8 20.5 15.7

鹿 児 島 県 知 事 16.3 37.4 23.6 9.8 13.0 13.0 12.2 30.0 26.8 10.6

沖 縄 県 知 事 22.5 29.0 15.2 17.4 15.2 15.2 15.2 13.8 21.7 14.5

知 事 合 計 27.4 37.2 23.9 21.0 21.2 22.5 20.1 24.5 25.2 21.1

北 海 道 教 委 36.2 43.5 37.7 37.7 30.4 34.8 34.8 18.2 34.8 33.3

青 森 県 教 委 21.4 22.9 18.6 20.0 15.7 18.6 17.1 0.0 21.4 21.4

岩 手 県 教 委 40.4 42.3 30.8 34.6 32.7 32.7 28.8 30.8 30.8 30.8

宮 城 県 教 委 18.8 12.5 10.4 8.3 6.3 8.3 6.3 8.3 10.4 6.3

秋 田 県 教 委 20.0 20.0 20.0 20.0 16.0 16.0 20.0 0.0 20.0 20.0

山 形 県 教 委 10.1 13.0 13.0 11.6 8.7 10.1 10.1 27.3 11.6 10.1

福 島 県 教 委 11.1 16.7 11.1 9.3 11.1 11.1 11.1 14.3 9.3 9.3

茨 城 県 教 委 29.2 25.0 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 25.0 25.0 16.7

栃 木 県 教 委 20.5 18.2 13.6 11.4 11.4 11.4 11.4 0.0 15.9 15.9

群 馬 県 教 委 25.0 30.0 25.0 15.0 20.0 20.0 15.0 28.6 25.0 20.0

埼 玉 県 教 委 23.3 30.0 23.3 16.7 20.0 20.0 20.0 33.3 20.0 20.0

千 葉 県 教 委 12.5 17.5 10.0 10.0 12.5 12.5 10.0 12.5 12.5 10.0

東 京 都 教 委 18.3 18.3 12.5 14.4 8.7 11.5 8.7 12.5 13.5 12.5

神 奈 川 県 教 委 26.9 29.9 17.9 14.9 14.9 14.9 11.9 10.5 17.9 16.4

新 潟 県 教 委 16.7 14.6 12.5 8.3 12.5 12.5 10.4 7.1 16.7 10.4

富 山 県 教 委 28.6 32.1 17.9 25.0 14.3 17.9 14.3 0.0 21.4 25.0

石 川 県 教 委 20.0 17.8 13.3 8.9 15.6 17.8 13.3 10.0 17.8 13.3

福 井 県 教 委 23.3 13.3 10.0 6.7 10.0 6.7 10.0 0.0 13.3 10.0

山 梨 県 教 委 34.6 34.6 23.1 15.4 23.1 23.1 19.2 0.0 26.9 15.4

長 野 県 教 委 29.9 31.2 22.1 19.5 18.2 20.8 16.9 8.7 24.7 19.5

岐 阜 県 教 委 27.3 34.1 20.5 22.7 20.5 20.5 18.2 25.0 27.3 20.5

静 岡 県 教 委 11.3 10.5 11.3 8.9 6.5 7.3 6.5 4.3 10.5 7.3

愛 知 県 教 委 36.2 34.5 32.8 37.9 37.9 39.7 34.5 0.0 39.7 34.5

三 重 県 教 委 21.4 21.4 21.4 25.0 17.9 21.4 17.9 0.0 21.4 25.0

滋 賀 県 教 委 16.7 20.0 20.0 20.0 16.7 20.0 16.7 0.0 20.0 20.0

京 都 府 教 委 14.6 19.8 12.5 9.4 6.3 7.3 6.3 9.1 17.7 9.4

大 阪 府 教 委 25.0 31.3 19.8 13.5 13.5 14.6 12.5 12.5 17.7 14.6

兵 庫 県 教 委 13.8 16.9 10.8 4.6 7.7 9.2 4.6 0.0 12.3 4.6

奈 良 県 教 委 12.5 8.3 12.5 8.3 8.3 8.3 12.5 0.0 12.5 8.3

和 歌 山 県 教 委 9.6 5.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 5.9 3.8 3.8

鳥 取 県 教 委 41.7 33.3 41.7 33.3 37.5 37.5 33.3 0.0 37.5 41.7

島 根 県 教 委 10.5 15.8 7.9 5.3 5.3 5.3 2.6 0.0 10.5 5.3

岡 山 県 教 委 10.3 10.3 6.9 6.9 6.9 6.9 3.4 0.0 10.3 6.9

広 島 県 教 委 7.8 7.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 0.0 4.7 4.7

山 口 県 教 委 11.6 11.6 7.0 4.7 4.7 7.0 4.7 0.0 9.3 7.0

徳 島 県 教 委 8.3 16.7 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

香 川 県 教 委 18.2 21.2 18.2 12.1 15.2 15.2 15.2 0.0 21.2 15.2

愛 媛 県 教 委 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 0.0 7.9 5.3

高 知 県 教 委 3.2 9.7 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2

福 岡 県 教 委 15.2 11.1 10.1 10.1 11.1 10.1 9.1 5.6 10.1 11.1

佐 賀 県 教 委 30.0 20.0 17.5 15.0 10.0 12.5 12.5 0.0 27.5 12.5

長 崎 県 教 委 34.5 41.4 37.9 27.6 24.1 24.1 20.7 16.7 27.6 31.0

熊 本 県 教 委 25.8 25.8 22.6 16.1 16.1 16.1 9.7 33.3 22.6 16.1

大 分 県 教 委 9.4 9.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 3.1 0.0

宮 崎 県 教 委 10.0 6.7 3.3 0.0 3.3 3.3 0.0 16.7 3.3 0.0

鹿 児 島 県 教 委 31.8 36.4 27.3 20.5 18.2 25.0 15.9 11.1 27.3 22.7

沖 縄 県 教 委 5.4 16.2 2.7 5.4 2.7 2.7 2.7 6.3 10.8 2.7

教 委 合 計 19.6 20.7 15.7 14.0 13.1 14.1 12.2 8.2 17.0 14.0
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《全体》 (％)

平成23年度書類 平成24年度書類

事 業 報 告 書 収 支 計 算 書
正 味 財 産

増 減 計 算 書
貸 借 対 照 表 財 産 目 録

社 員 名 簿

( 社 団 の み )
事 業 計 画 書 収 支 予 算 書

国 所 管 97.5 95.9 97.1 97.5 97.6 93.5 97.4 96.8 96.6

都 道 府 県 所 管 95.1 93.0 85.5 91.0 93.5 81.1 94.5 94.8 91.0

合 計 95.7 93.7 88.2 92.5 94.4 84.4 95.2 95.2 92.4

《国所管》 (％)

平成23年度書類 平成24年度書類

事 業 報 告 書 収 支 計 算 書
正 味 財 産

増 減 計 算 書
貸 借 対 照 表 財 産 目 録

社 員 名 簿

( 社 団 の み )
事 業 計 画 書 収 支 予 算 書

内 閣 府 96.6 93.1 96.6 96.6 96.6 88.9 96.6 96.6 95.5

警 察 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

金 融 庁 100.0 97.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6

消 費 者 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 98.1 97.5 98.1 98.1 98.1 94.8 97.5 97.5 97.3

法 務 省 100.0 91.9 100.0 100.0 100.0 98.6 100.0 98.8 98.8

外 務 省 96.7 96.7 92.2 95.6 94.4 79.6 96.7 94.4 93.4

財 務 省 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 99.3

文 部 科 学 省 93.8 93.5 94.0 93.8 94.1 79.4 93.8 93.8 92.1

厚 生 労 働 省 95.9 94.5 95.4 96.1 96.3 82.2 95.2 94.7 93.6

農 林 水 産 省 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9

経 済 産 業 省 98.3 97.1 98.3 98.3 97.9 98.7 98.3 97.9 98.0

国 土 交 通 省 99.5 97.7 97.9 99.3 99.5 98.1 99.5 99.3 98.6

環 境 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 100.0 100.0 97.9

防 衛 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 93.8

国 合 計 97.5 95.9 97.1 97.5 97.6 93.5 97.4 96.8 96.6

《本省庁所管》 (％)

平成23年度書類 平成24年度書類

事 業 報 告 書 収 支 計 算 書
正 味 財 産

増 減 計 算 書
貸 借 対 照 表 財 産 目 録

社 員 名 簿

( 社 団 の み )
事 業 計 画 書 収 支 予 算 書

内 閣 府 96.6 93.1 96.6 96.6 96.6 88.9 96.6 96.6 95.5

警 察 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

金 融 庁 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0

消 費 者 庁 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 97.7 96.9 97.7 97.7 97.7 90.6 96.9 96.9 96.8

法 務 省 100.0 91.9 100.0 100.0 100.0 98.6 100.0 98.8 98.8

外 務 省 96.7 96.7 92.2 95.6 94.4 79.6 96.7 94.4 93.4

財 務 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

文 部 科 学 省 93.8 93.5 94.0 93.8 94.1 79.4 93.8 93.8 92.1

厚 生 労 働 省 95.0 93.3 94.6 95.3 95.6 75.9 94.3 94.0 92.3

農 林 水 産 省 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9

経 済 産 業 省 98.3 97.1 98.3 98.3 97.9 98.7 98.3 97.9 98.0

国 土 交 通 省 99.2 98.3 99.2 99.2 99.2 96.3 99.2 98.8 98.5

環 境 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 81.8 100.0 100.0 97.8

防 衛 省 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0 93.8

本 省 庁 合 計 96.6 95.5 96.5 96.6 96.7 89.6 96.5 96.2 95.5

《地方支分部局所管》 (％)

平成23年度書類 平成24年度書類

事 業 報 告 書 収 支 計 算 書
正 味 財 産

増 減 計 算 書
貸 借 対 照 表 財 産 目 録

社 員 名 簿

( 社 団 の み )
事 業 計 画 書 収 支 予 算 書

金 融 庁 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

総 務 省 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

財 務 省 支 部 局 100.0 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.9 99.1

厚 生 労 働 省 支 部 局 97.8 97.1 97.1 97.8 97.8 90.4 97.1 96.4 96.4

国 土 交 通 省 支 部 局 99.7 97.3 97.0 99.4 99.7 98.9 99.7 99.7 99.0

環 境 省 支 部 局 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

支 部 局 合 計 99.6 97.1 98.5 99.5 99.6 98.4 99.5 98.0 98.6

所管官庁 平 均

所管官庁 平 均

所管官庁 平 均

所管官庁 平 均

(注) １　平均は、事業報告書・収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録・社員名簿（社団のみ）・事業計画書・収支予算書の提

　　　出割合の単純平均。

      ２ 　各項目の割合は、「法人数」を分母として計算。
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》 (％)

平成23年度書類 平成24年度書類

事 業 報 告 書 収 支 計 算 書
正 味 財 産

増 減 計 算 書
貸 借 対 照 表 財 産 目 録

社 員 名 簿

( 社 団 の み )
事 業 計 画 書 収 支 予 算 書

北 海 道 知 事 97.7 84.8 89.6 95.2 96.1 93.3 98.0 98.0 94.1

青 森 県 知 事 97.9 94.3 87.1 93.6 96.4 95.5 97.9 97.9 95.1

岩 手 県 知 事 97.8 96.2 90.2 94.5 97.8 93.0 97.8 97.3 95.6

宮 城 県 知 事 98.3 98.3 84.8 92.1 96.6 93.2 98.9 99.4 95.1

秋 田 県 知 事 100.0 97.7 91.7 97.7 97.0 91.1 99.2 100.0 96.9

山 形 県 知 事 98.0 98.0 86.1 93.1 95.0 89.7 98.0 98.0 94.5

福 島 県 知 事 98.5 98.0 87.9 92.5 96.0 93.2 98.0 98.5 95.1

茨 城 県 知 事 95.7 92.4 85.8 92.4 93.8 85.7 96.7 95.7 92.4

栃 木 県 知 事 94.8 94.8 87.1 94.0 94.0 76.3 94.0 94.0 91.1

群 馬 県 知 事 98.5 97.8 85.9 91.9 98.5 89.0 98.5 99.3 95.1

埼 玉 県 知 事 96.9 95.6 91.2 95.1 96.5 91.0 96.9 97.3 95.0

千 葉 県 知 事 88.3 88.8 79.0 86.9 88.8 80.3 87.4 87.9 85.9

東 京 都 知 事 91.7 91.3 89.5 91.7 90.8 65.0 91.3 91.3 87.9

神 奈 川 県 知 事 96.4 94.6 93.2 96.1 96.1 88.1 96.1 96.4 94.5

新 潟 県 知 事 99.5 94.8 95.9 99.0 98.4 93.2 95.3 95.3 96.3

富 山 県 知 事 98.2 95.6 94.7 95.6 97.3 100.0 97.3 97.3 97.0

石 川 県 知 事 98.8 95.9 81.7 92.3 95.3 88.8 97.0 97.0 93.4

福 井 県 知 事 99.3 97.9 80.8 91.8 97.3 79.1 99.3 99.3 93.0

山 梨 県 知 事 98.8 98.8 95.3 97.7 98.8 94.5 98.8 98.8 97.9

長 野 県 知 事 98.8 98.8 98.3 98.3 98.3 98.0 97.7 98.8 98.4

岐 阜 県 知 事 98.6 96.4 93.5 96.4 96.4 90.7 98.6 97.1 96.0

静 岡 県 知 事 98.7 98.1 93.0 95.6 98.7 95.7 98.7 98.7 97.4

愛 知 県 知 事 97.6 96.7 93.4 95.7 97.6 90.1 97.2 97.6 95.9

三 重 県 知 事 94.4 86.5 92.1 95.2 94.4 74.6 94.4 93.7 90.6

滋 賀 県 知 事 95.8 96.8 93.7 96.8 96.8 76.8 95.8 95.8 93.8

京 都 府 知 事 94.9 85.9 87.6 94.4 93.8 64.3 94.9 94.9 88.9

大 阪 府 知 事 89.4 88.3 83.0 88.6 89.1 81.6 87.8 87.8 87.0

兵 庫 県 知 事 98.6 98.6 96.6 97.9 97.9 84.9 98.6 97.9 96.6

奈 良 県 知 事 95.7 98.6 68.6 86.4 91.4 62.2 95.0 97.1 86.9

和 歌 山 県 知 事 90.9 89.1 70.9 82.7 84.5 62.9 90.9 90.9 83.0

鳥 取 県 知 事 73.1 67.6 67.6 73.1 69.4 50.0 69.4 70.4 67.5

島 根 県 知 事 93.7 93.0 78.3 86.0 92.3 78.3 93.7 95.1 88.8

岡 山 県 知 事 96.4 89.1 88.2 92.7 95.9 84.7 95.9 96.8 92.5

広 島 県 知 事 94.7 92.2 80.1 87.9 90.8 85.7 93.7 94.7 90.1

山 口 県 知 事 93.4 83.5 84.4 90.6 90.1 66.9 93.4 93.9 86.9

徳 島 県 知 事 100.0 95.7 78.3 84.8 93.5 93.3 100.0 97.8 92.9

香 川 県 知 事 98.2 94.5 78.9 87.2 94.5 91.1 97.2 98.2 92.3

愛 媛 県 知 事 99.2 95.9 91.9 94.3 98.4 84.3 99.2 99.2 95.1

高 知 県 知 事 98.6 98.6 83.7 93.6 94.3 93.6 97.2 97.9 94.9

福 岡 県 知 事 98.0 96.6 71.5 87.5 93.9 41.9 97.6 99.0 85.9

佐 賀 県 知 事 99.1 97.4 86.8 94.7 96.5 91.7 98.2 100.0 95.5

長 崎 県 知 事 99.0 95.3 90.1 95.3 98.4 92.3 97.9 99.0 95.8

熊 本 県 知 事 97.6 96.0 91.2 94.4 95.2 79.1 97.6 96.0 93.4

大 分 県 知 事 93.4 91.9 80.9 89.7 92.6 65.2 86.0 86.0 85.8

宮 崎 県 知 事 94.5 98.4 76.4 85.8 97.6 84.6 95.3 96.9 91.1

鹿 児 島 県 知 事 97.6 95.9 85.4 90.2 97.6 91.3 98.4 98.4 94.3

沖 縄 県 知 事 95.7 94.2 87.0 93.5 91.3 91.3 95.7 94.2 92.8

知 事 合 計 96.1 93.5 86.2 92.3 94.5 83.2 95.5 95.7 91.9

北 海 道 教 委 95.7 95.7 94.2 95.7 95.7 81.8 95.7 95.7 94.0

青 森 県 教 委 95.7 97.1 68.6 81.4 95.7 81.8 95.7 97.1 89.3

岩 手 県 教 委 98.1 100.0 90.4 94.2 96.2 100.0 96.2 98.1 96.5

宮 城 県 教 委 85.4 85.4 83.3 83.3 83.3 66.7 91.7 91.7 83.8

秋 田 県 教 委 100.0 100.0 84.0 92.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0

山 形 県 教 委 87.0 88.4 69.6 81.2 89.9 72.7 88.4 88.4 83.1

福 島 県 教 委 96.3 96.3 88.9 92.6 96.3 100.0 96.3 96.3 95.3

茨 城 県 教 委 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 50.0 91.7 95.8 87.3

栃 木 県 教 委 97.7 95.5 84.1 97.7 97.7 71.4 95.5 95.5 91.8

群 馬 県 教 委 90.0 90.0 85.0 85.0 90.0 71.4 90.0 90.0 86.4

埼 玉 県 教 委 96.7 93.3 96.7 96.7 96.7 100.0 96.7 96.7 96.9

千 葉 県 教 委 97.5 97.5 82.5 85.0 92.5 87.5 97.5 97.5 92.5

東 京 都 教 委 82.7 83.7 83.7 83.7 83.7 66.7 82.7 82.7 81.5

神 奈 川 県 教 委 95.5 92.5 89.6 92.5 94.0 10.5 94.0 94.0 83.1

新 潟 県 教 委 95.8 95.8 85.4 85.4 87.5 42.9 97.9 95.8 85.9

富 山 県 教 委 89.3 92.9 85.7 89.3 85.7 0.0 85.7 85.7 76.9

石 川 県 教 委 95.6 97.8 80.0 95.6 93.3 90.0 97.8 97.8 93.6

福 井 県 教 委 100.0 100.0 83.3 93.3 100.0 66.7 96.7 100.0 92.5

山 梨 県 教 委 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 85.7 96.2 96.2 94.8

長 野 県 教 委 93.5 93.5 88.3 89.6 90.9 60.9 92.2 90.9 87.6

岐 阜 県 教 委 100.0 97.7 93.2 97.7 97.7 75.0 100.0 100.0 95.3

静 岡 県 教 委 94.4 95.2 84.7 87.9 92.7 69.6 94.4 94.4 89.1

愛 知 県 教 委 96.6 94.8 87.9 87.9 96.6 100.0 96.6 96.6 94.9

三 重 県 教 委 92.9 92.9 96.4 96.4 96.4 25.0 96.4 96.4 86.4

滋 賀 県 教 委 83.3 83.3 76.7 76.7 83.3 100.0 83.3 83.3 83.6

京 都 府 教 委 84.4 83.3 68.8 75.0 78.1 27.3 83.3 83.3 72.8

大 阪 府 教 委 90.6 90.6 84.4 84.4 88.5 45.8 89.6 89.6 83.1

兵 庫 県 教 委 96.9 96.9 89.2 93.8 92.3 65.0 93.8 95.4 90.4

奈 良 県 教 委 79.2 87.5 70.8 75.0 87.5 83.3 75.0 83.3 80.1

和 歌 山 県 教 委 57.7 57.7 55.8 55.8 57.7 23.5 57.7 57.7 53.3

鳥 取 県 教 委 95.8 91.7 83.3 95.8 95.8 100.0 95.8 95.8 94.4

島 根 県 教 委 97.4 97.4 94.7 94.7 97.4 50.0 94.7 92.1 89.8

岡 山 県 教 委 93.1 82.8 89.7 89.7 93.1 0.0 93.1 93.1 79.4

広 島 県 教 委 92.2 87.5 76.6 78.1 81.3 11.1 84.4 84.4 74.4

山 口 県 教 委 74.4 74.4 51.2 62.8 65.1 14.3 72.1 69.8 60.4

徳 島 県 教 委 91.7 83.3 75.0 75.0 91.7 100.0 91.7 91.7 87.6

香 川 県 教 委 97.0 93.9 90.9 90.9 97.0 100.0 97.0 93.9 95.1

愛 媛 県 教 委 94.7 94.7 81.6 81.6 94.7 0.0 94.7 92.1 79.5

高 知 県 教 委 93.5 87.1 74.2 90.3 93.5 80.0 87.1 93.5 87.5

福 岡 県 教 委 89.9 90.9 88.9 88.9 89.9 94.4 89.9 90.9 90.5

佐 賀 県 教 委 100.0 100.0 87.5 90.0 92.5 62.5 97.5 100.0 91.3

長 崎 県 教 委 89.7 93.1 93.1 93.1 93.1 0.0 89.7 93.1 80.6

熊 本 県 教 委 96.8 96.8 93.5 93.5 96.8 0.0 96.8 96.8 84.1

大 分 県 教 委 100.0 93.8 71.9 90.6 93.8 61.5 100.0 100.0 89.1

宮 崎 県 教 委 83.3 80.0 73.3 80.0 80.0 16.7 83.3 83.3 72.4

鹿 児 島 県 教 委 95.5 95.5 90.9 90.9 93.2 100.0 95.5 95.5 94.4

沖 縄 県 教 委 94.6 97.3 75.7 78.4 83.8 50.0 94.6 94.6 83.8

教 委 合 計 91.8 91.4 82.9 86.7 89.9 61.7 91.2 91.4 85.9

所管官庁 平均
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《本省庁所管》 (％)

立入検査の実施状況

21年度 22年度 23年度
21～23

年度

内 閣 府 27.6 48.3 27.6 100.0

警 察 庁 100.0 100.0 100.0 100.0

金 融 庁 33.3 33.3 58.3 100.0

消 費 者 庁 25.0 50.0 25.0 100.0

総 務 省 33.1 29.7 42.2 100.0

法 務 省 50.0 53.5 60.5 100.0

外 務 省 36.7 30.0 36.7 92.2

財 務 省 20.0 53.3 33.3 100.0

文 部 科 学 省 32.7 32.9 36.4 95.6

厚 生 労 働 省 35.8 35.9 32.6 92.3

農 林 水 産 省 61.4 66.5 65.7 100.0

経 済 産 業 省 36.8 30.8 35.3 99.6

国 土 交 通 省 49.6 51.2 49.2 99.2

環 境 省 66.7 38.9 27.8 100.0

防 衛 省 42.9 28.6 28.6 100.0

本 省 庁 合 計 40.2 40.3 42.1 97.0

《地方支分部局所管》 (％)

立入検査の実施状況

21年度 22年度 23年度
21～23

年度

金 融 庁 支 部 局 32.0 32.0 36.0 96.0

総 務 省 支 部 局 26.7 36.7 43.3 100.0

財 務 省 支 部 局 32.3 62.6 42.5 100.0

厚 生 労 働 省 支 部 局 39.2 37.7 33.1 98.5

国 土 交 通 省 支 部 局 48.8 45.9 52.6 98.8

環 境 省 支 部 局 0.0 100.0 0.0 100.0

支 部 局 合 計 39.0 51.4 44.6 99.2

所管官庁

所管官庁

《全体》 (％)

立入検査の実施状況

21年度 22年度 23年度
21～23

年度

国 所 管 39.9 43.6 42.8 97.7

都 道 府 県 所 管 32.9 30.2 23.3 68.4

合 計 34.5 33.3 27.8 75.2

(注) 1　本表は、各年度で所管している法人に関するものである。

《国所管》 (％)

立入検査の実施状況

21年度 22年度 23年度
21～23

年度

内 閣 府 27.6 48.3 27.6 100.0

警 察 庁 100.0 100.0 100.0 100.0

金 融 庁 32.4 32.4 43.2 97.3

消 費 者 庁 25.0 50.0 25.0 100.0

総 務 省 31.8 31.0 42.4 100.0

法 務 省 50.0 53.5 60.5 100.0

外 務 省 36.7 30.0 36.7 92.2

財 務 省 31.9 62.3 42.2 100.0

文 部 科 学 省 32.8 32.9 36.4 95.6

厚 生 労 働 省 36.9 36.4 32.7 94.3

農 林 水 産 省 61.4 66.5 65.7 100.0

経 済 産 業 省 36.8 30.8 35.3 99.6

国 土 交 通 省 49.1 48.2 51.1 99.0

環 境 省 60.0 45.0 25.0 100.0

防 衛 省 42.9 28.6 28.6 100.0

国 合 計 39.9 43.6 42.8 97.7

所管官庁

所管官庁

　　2　「21年度」は平成21年度法人数で、「22年度」は平成

　　　22年度法人数で、「23年度」は平成24年度法人数で、

　　　「21～23年度（３年間に１度以上実施）」は「平成24年

　　　度法人数」を用いて割合を計算。

(注)　消費者庁は平成21年９月発足のため、21年度以外の実施状況は

　　「－」表章とした。  
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》 

(％) (％)

立入検査の実施状況 立入検査の実施状況

21年度 22年度 23年度
21～23

年度
21年度 22年度 23年度

21～23

年度

北 海 道 知 事 45.4 55.8 19.7 98.0 北 海 道 教 委 30.3 31.1 55.5 96.6

青 森 県 知 事 36.4 27.1 39.3 90.7 青 森 県 教 委 30.5 34.0 30.9 94.8

岩 手 県 知 事 34.1 30.6 24.6 75.4 岩 手 県 教 委 33.3 38.1 25.4 88.9

宮 城 県 知 事 54.8 50.0 40.4 86.0 宮 城 県 教 委 33.8 38.2 36.8 92.6

秋 田 県 知 事 73.5 18.9 15.9 93.2 秋 田 県 教 委 47.1 50.0 26.5 100.0

山 形 県 知 事 24.8 48.5 31.7 89.1 山 形 県 教 委 33.6 30.1 31.9 91.2

福 島 県 知 事 36.3 27.1 11.1 49.7 福 島 県 教 委 1.5 10.3 17.6 26.5

茨 城 県 知 事 25.8 19.0 21.3 46.4 茨 城 県 教 委 30.8 40.0 30.0 95.0

栃 木 県 知 事 33.9 35.3 24.1 73.3 栃 木 県 教 委 28.6 36.6 45.1 91.5

群 馬 県 知 事 78.5 77.0 63.0 97.8 群 馬 県 教 委 25.0 37.8 32.6 91.3

埼 玉 県 知 事 47.8 32.9 36.4 92.0 埼 玉 県 教 委 34.7 40.8 32.7 95.9

千 葉 県 知 事 32.9 31.8 27.6 79.0 千 葉 県 教 委 11.8 2.6 20.8 35.1

東 京 都 知 事 1.3 0.4 0.9 1.7 東 京 都 教 委 23.1 16.0 0.0 37.9

神 奈 川 県 知 事 22.2 18.6 16.5 44.1 神 奈 川 県 教 委 30.4 8.8 13.5 52.4

新 潟 県 知 事 41.1 28.1 43.8 96.9 新 潟 県 教 委 30.8 35.9 33.3 98.7

富 山 県 知 事 44.2 19.5 13.3 70.8 富 山 県 教 委 23.6 23.6 16.4 56.4

石 川 県 知 事 28.0 20.7 17.8 55.0 石 川 県 教 委 14.7 39.7 41.2 73.5

福 井 県 知 事 35.6 39.7 23.3 84.9 福 井 県 教 委 41.7 34.0 37.3 100.0

山 梨 県 知 事 38.4 31.4 27.9 76.7 山 梨 県 教 委 19.6 46.8 38.3 100.0

長 野 県 知 事 39.3 28.3 30.1 91.9 長 野 県 教 委 29.5 34.8 30.3 91.7

岐 阜 県 知 事 39.1 33.1 31.7 75.5 岐 阜 県 教 委 48.0 26.7 37.3 97.3

静 岡 県 知 事 50.6 47.5 43.7 97.5 静 岡 県 教 委 31.4 34.8 19.8 85.0

愛 知 県 知 事 37.0 40.8 24.6 90.5 愛 知 県 教 委 34.3 33.3 31.0 98.0

三 重 県 知 事 56.5 31.7 38.1 88.1 三 重 県 教 委 29.2 41.7 33.3 100.0

滋 賀 県 知 事 54.7 51.6 50.5 70.5 滋 賀 県 教 委 27.7 13.8 15.4 55.4

京 都 府 知 事 45.5 29.9 8.5 74.0 京 都 府 教 委 34.0 23.9 24.5 80.3

大 阪 府 知 事 39.8 35.5 23.6 87.8 大 阪 府 教 委 37.8 43.8 22.7 87.6

兵 庫 県 知 事 24.3 13.8 4.8 33.1 兵 庫 県 教 委 34.0 26.9 20.5 64.1

奈 良 県 知 事 13.7 18.0 8.6 26.4 奈 良 県 教 委 27.5 42.5 25.0 95.0

和 歌 山 県 知 事 37.6 24.5 14.5 66.4 和 歌 山 県 教 委 25.3 0.0 57.1 74.7

鳥 取 県 知 事 10.2 1.9 2.8 11.1 鳥 取 県 教 委 32.4 45.9 27.0 97.3

島 根 県 知 事 30.1 24.5 11.2 61.5 島 根 県 教 委 24.1 6.9 48.3 72.4

岡 山 県 知 事 28.7 20.0 17.3 56.4 岡 山 県 教 委 15.7 33.3 42.3 84.6

広 島 県 知 事 23.8 28.2 25.7 60.7 広 島 県 教 委 2.0 11.1 9.1 20.2

山 口 県 知 事 5.7 6.6 2.4 9.9 山 口 県 教 委 17.9 6.4 12.8 33.3

徳 島 県 知 事 17.4 20.7 33.7 45.7 徳 島 県 教 委 3.7 100.0 0.0 100.0

香 川 県 知 事 29.4 40.4 33.9 75.2 香 川 県 教 委 26.7 18.3 15.0 60.0

愛 媛 県 知 事 25.2 5.7 8.9 36.6 愛 媛 県 教 委 13.7 16.2 10.8 36.5

高 知 県 知 事 8.5 18.4 14.2 26.2 高 知 県 教 委 45.2 37.0 37.0 100.0

福 岡 県 知 事 22.8 28.5 16.3 51.2 福 岡 県 教 委 2.8 15.4 23.8 42.0

佐 賀 県 知 事 33.6 23.0 42.5 85.1 佐 賀 県 教 委 37.8 26.1 43.5 97.8

長 崎 県 知 事 72.3 72.3 49.7 90.1 長 崎 県 教 委 29.3 36.6 31.7 97.6

熊 本 県 知 事 30.9 56.8 33.6 97.6 熊 本 県 教 委 32.0 34.0 32.0 96.0

大 分 県 知 事 12.8 19.1 10.3 19.9 大 分 県 教 委 41.5 2.4 35.7 71.4

宮 崎 県 知 事 30.4 41.7 22.0 76.4 宮 崎 県 教 委 39.5 23.1 15.4 76.9

鹿 児 島 県 知 事 42.3 33.3 36.6 91.1 鹿 児 島 県 教 委 25.4 26.8 28.2 73.2

沖 縄 県 知 事 14.5 18.8 28.3 51.4 沖 縄 県 教 委 19.3 0.0 19.3 35.1

知 事 合 計 34.1 30.6 23.9 67.2 教 委 合 計 27.4 26.8 26.2 73.9

所管官庁所管官庁

国所管
都道府
全 体
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《全体》

法人数

新公益法人

会計基準を

適用

旧公益法人

会計基準を

完全適用

平成20年度

会計基準を適

用

その他

国 所 管 2,868 2,096 437 283 52

都 道 府 県 所 管 10,050 4,670 2,607 2,032 741

合 計 12,877 6,736 3,041 2,307 793

《国所管》

法人数

新公益法人

会計基準を

適用

旧公益法人

会計基準を

完全適用

平成20年度

会計基準を適

用

その他

内 閣 府 29 22 4 3 0

警 察 庁 13 11 0 2 0

金 融 庁 37 33 1 2 1

消 費 者 庁 4 1 2 1 0

総 務 省 158 126 17 12 3

法 務 省 86 51 18 15 2

外 務 省 90 59 16 11 4

財 務 省 408 340 35 30 3

文 部 科 学 省 697 464 157 60 16

厚 生 労 働 省 435 318 60 43 14

農 林 水 産 省 236 189 31 16 0

経 済 産 業 省 239 193 23 22 1

国 土 交 通 省 573 405 84 76 8

環 境 省 20 15 3 2 0

防 衛 省 7 7 0 0 0

国 合 計 2,868 2,096 437 283 52

所管官庁

会計基準の適用状況別法人数

所管官庁

会計基準の適用状況別法人数

《本省庁所管》

法人数

新公益法人

会計基準を

適用

旧公益法人

会計基準を

完全適用

平成20年度

会計基準を適

用

その他

内 閣 府 29 22 4 3 0

警 察 庁 13 11 0 2 0

金 融 庁 12 11 0 1 0

消 費 者 庁 4 1 2 1 0

総 務 省 128 105 10 11 2

法 務 省 86 51 18 15 2

外 務 省 90 59 16 11 4

財 務 省 15 11 1 3 0

文 部 科 学 省 697 464 157 60 16

厚 生 労 働 省 298 211 40 33 14

農 林 水 産 省 236 189 31 16 0

経 済 産 業 省 239 193 23 22 1

国 土 交 通 省 242 201 20 20 1

環 境 省 18 14 3 1 0

防 衛 省 7 7 0 0 0

本 省 庁 合 計 1,959 1,418 313 188 40

《地方支分部局所管》

法人数

新公益法人

会計基準を

適用

旧公益法人

会計基準を

完全適用

平成20年度

会計基準を適

用

その他

金 融 庁 支 部 局 25 22 1 1 1

総 務 省 支 部 局 30 21 7 1 1

財 務 省 支 部 局 393 329 34 27 3

厚生労働省支部局 137 107 20 10 0

国土交通省支部局 331 204 64 56 7

環 境 省 支 部 局 2 1 0 1 0

支 部 局 合 計 909 678 124 95 12

所管官庁

会計基準の適用状況別法人数

所管官庁

会計基準の適用状況別法人数

 

(注) 合計は、共管重複分を除く実数。 
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《都道府県知事・都道府県教育委員会所管》

法人数

新公益法人

会計基準を

適用

旧公益法人

会計基準を

完全適用

平成20年度

会計基準を適

用

その他 法人数

新公益法人

会計基準を

適用

旧公益法人

会計基準を

完全適用

平成20年度

会計基準を適

用

その他

北 海 道 知 事 355 158 104 80 13 100 60 34 6 0

青 森 県 知 事 140 72 21 13 34 89 37 19 6 27

岩 手 県 知 事 183 104 39 33 7 59 30 13 15 1

宮 城 県 知 事 178 98 39 30 11 62 29 12 20 1

秋 田 県 知 事 132 60 33 30 9 33 16 8 4 5

山 形 県 知 事 101 37 38 15 11 98 29 33 34 2

福 島 県 知 事 199 102 45 46 6 62 20 33 8 1

茨 城 県 知 事 211 110 59 31 11 34 26 5 3 0

栃 木 県 知 事 116 55 38 22 1 65 31 20 14 0

群 馬 県 知 事 135 67 33 28 7 37 23 11 3 0

埼 玉 県 知 事 226 114 66 38 8 43 28 9 6 0

千 葉 県 知 事 214 96 64 46 8 66 37 19 10 0

東 京 都 知 事 229 119 65 24 21 197 122 44 23 8

神 奈 川 県 知 事 279 125 76 58 20 108 61 46 1 0

新 潟 県 知 事 193 120 46 22 5 71 37 18 16 0

富 山 県 知 事 113 62 25 6 20 45 21 17 5 2

石 川 県 知 事 169 80 43 41 5 60 26 29 4 1

福 井 県 知 事 146 70 43 28 5 46 29 10 5 2

山 梨 県 知 事 86 41 24 18 3 43 24 14 3 2

長 野 県 知 事 173 123 29 16 5 109 52 27 6 24

岐 阜 県 知 事 139 63 28 39 9 59 34 17 7 1

静 岡 県 知 事 158 83 42 24 9 179 56 70 17 36

愛 知 県 知 事 211 136 43 28 4 84 42 32 10 0

三 重 県 知 事 126 59 20 40 7 59 33 7 18 1

滋 賀 県 知 事 95 50 31 8 6 50 24 14 12 0

京 都 府 知 事 177 115 37 19 6 151 68 35 32 16

大 阪 府 知 事 377 178 76 99 24 145 66 41 27 11

兵 庫 県 知 事 145 92 29 19 5 127 61 34 29 3

奈 良 県 知 事 140 62 34 40 4 40 17 13 4 6

和 歌 山 県 知 事 110 34 29 42 5 80 22 30 24 4

鳥 取 県 知 事 108 45 7 42 14 36 17 7 11 1

島 根 県 知 事 143 43 58 33 9 46 16 16 13 1

岡 山 県 知 事 220 102 42 20 56 44 26 15 3 0

広 島 県 知 事 206 90 46 47 23 86 28 37 18 3

山 口 県 知 事 212 62 47 80 23 75 22 31 20 2

徳 島 県 知 事 92 37 27 7 21 19 7 4 7 1

香 川 県 知 事 109 45 29 24 11 50 24 12 1 13

愛 媛 県 知 事 123 73 24 24 2 48 25 13 2 8

高 知 県 知 事 141 49 40 42 10 65 12 10 20 23

福 岡 県 知 事 295 113 101 62 19 128 53 23 29 23

佐 賀 県 知 事 114 59 26 15 14 45 20 7 8 10

長 崎 県 知 事 191 87 43 57 4 36 11 7 16 2

熊 本 県 知 事 125 67 28 10 20 48 28 12 7 1

大 分 県 知 事 136 53 30 47 6 37 13 9 3 12

宮 崎 県 知 事 127 63 26 31 7 38 14 11 11 2

鹿 児 島 県 知 事 123 64 28 28 3 60 27 18 7 8

沖 縄 県 知 事 138 50 51 35 2 44 17 10 17 0

知 事 合 計 7,859 3,787 1,952 1,587 533 3,306 1,521 956 565 264

会計基準の適用状況別法人数

所管官庁

会計基準の適用状況別法人数
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《全体》 《都道府県知事所管》 《都道府県教育委員会所管》

所管官庁 休眠法人数 所管官庁 休眠法人数 所管官庁 休眠法人数

国 所 管 17 北 海 道 知 事 4 北 海 道 教 委 2

都 道 府 県 所 管 125 青 森 県 知 事 0 青 森 県 教 委 0

合 計 142 岩 手 県 知 事 0 岩 手 県 教 委 1

宮 城 県 知 事 2 宮 城 県 教 委 0

《国所管》 秋 田 県 知 事 1 秋 田 県 教 委 0

所管官庁 休眠法人数 山 形 県 知 事 1 山 形 県 教 委 1

内 閣 府 0 福 島 県 知 事 3 福 島 県 教 委 0

警 察 庁 0 茨 城 県 知 事 1 茨 城 県 教 委 1

金 融 庁 0 栃 木 県 知 事 3 栃 木 県 教 委 0

消 費 者 庁 0 群 馬 県 知 事 2 群 馬 県 教 委 0

総 務 省 1 埼 玉 県 知 事 0 埼 玉 県 教 委 0

法 務 省 0 千 葉 県 知 事 5 千 葉 県 教 委 0

外 務 省 0 東 京 都 知 事 4 東 京 都 教 委 8

財 務 省 0 神 奈 川県 知事 0 神 奈 川 県 教 委 0

文 部 科 学 省 9 新 潟 県 知 事 1 新 潟 県 教 委 0

厚 生 労 働 省 2 富 山 県 知 事 5 富 山 県 教 委 5

農 林 水 産 省 0 石 川 県 知 事 0 石 川 県 教 委 0

経 済 産 業 省 0 福 井 県 知 事 0 福 井 県 教 委 1

国 土 交 通 省 5 山 梨 県 知 事 6 山 梨 県 教 委 0

環 境 省 0 長 野 県 知 事 0 長 野 県 教 委 3

防 衛 省 0 岐 阜 県 知 事 2 岐 阜 県 教 委 5

国 合 計 17 静 岡 県 知 事 0 静 岡 県 教 委 0

愛 知 県 知 事 0 愛 知 県 教 委 0

《うち本省庁所管》 三 重 県 知 事 0 三 重 県 教 委 0

所管官庁 休眠法人数 滋 賀 県 知 事 3 滋 賀 県 教 委 4

内 閣 府 0 京 都 府 知 事 1 京 都 府 教 委 1

警 察 庁 0 大 阪 府 知 事 2 大 阪 府 教 委 0

金 融 庁 0 兵 庫 県 知 事 1 兵 庫 県 教 委 2

消 費 者 庁 0 奈 良 県 知 事 1 奈 良 県 教 委 0

総 務 省 1 和 歌 山県 知事 1 和 歌 山 県 教 委 0

法 務 省 0 鳥 取 県 知 事 0 鳥 取 県 教 委 0

外 務 省 0 島 根 県 知 事 1 島 根 県 教 委 0

財 務 省 0 岡 山 県 知 事 3 岡 山 県 教 委 0

文 部 科 学 省 9 広 島 県 知 事 11 広 島 県 教 委 3

厚 生 労 働 省 2 山 口 県 知 事 0 山 口 県 教 委 0

農 林 水 産 省 0 徳 島 県 知 事 3 徳 島 県 教 委 0

経 済 産 業 省 0 香 川 県 知 事 0 香 川 県 教 委 0

国 土 交 通 省 2 愛 媛 県 知 事 0 愛 媛 県 教 委 0

環 境 省 0 高 知 県 知 事 1 高 知 県 教 委 1

防 衛 省 0 福 岡 県 知 事 2 福 岡 県 教 委 0

本 省 庁 合 計 14 佐 賀 県 知 事 0 佐 賀 県 教 委 1

長 崎 県 知 事 1 長 崎 県 教 委 0

《うち地方支分部局所管》 熊 本 県 知 事 0 熊 本 県 教 委 0

所管官庁 休眠法人数 大 分 県 知 事 4 大 分 県 教 委 1

金 融 庁 支 部 局 0 宮 崎 県 知 事 4 宮 崎 県 教 委 0

総 務 省 支 部 局 0 鹿 児 島県 知事 0 鹿 児 島 県 教 委 0

財 務 省 支 部 局 0 沖 縄 県 知 事 6 沖 縄 県 教 委 0

厚生 労働 省支 部局 0 知 事 合 計 85 教 委 合 計 40

国土 交通 省支 部局 3

環 境 省 支 部 局 0

支 部 局 合 計 3
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《中央省庁割振分》 （平成２4年１２月１日現在）

所管官庁
割振調

整中等

理事確

認中等

 設立許

 可取消

 中等

 自主解

 散指導

 中等

その他
設立許

可取消

自主

解散
存続 その他

終了

割合

内 閣 府 1 1 1 100.0

警 察 庁 - －

金 融 庁 - －

消 費 者 庁 - －

総 務 省 5 5 3 1 1 100.0

法 務 省 6 1 1 5 2 2 1 83.3

外 務 省 8 8 8 －

財 務 省 - －

文 部 科 学 省 71 4 3 1 67 54 5 8 94.4

厚 生 労 働 省 57 3 2 1 54 53 1 94.7

農 林 水 産 省 52 52 46 6 100.0

経 済 産 業 省 65 2 2 63 60 1 1 1 96.9

国 土 交 通 省 13 1 1 12 12 92.3

環 境 省 3 3 3 100.0

防 衛 省 - －

小 計 281 11 0 0 1 8 2 270 242 8 16 4  

    （割  合） (100.0) (3.9) (0.0) (0.0) (0.4) (2.8) (0.7) (96.1) (86.1) (2.8) (5.7) (1.4)  

（省庁再編前の処理法人数） 211 211 190 11 8 2

合 計 492 11 0 0 1 8 2 481 432 19 24 6  

    （割  合） (100.0) (2.2) (0.0) (0.0) (0.2) (1.6) (0.4) (97.8) (87.8) (3.9) (4.9) (1.2)  

（注）１　各府省から提出された資料を内閣府が整理したものであり、原則として平成２4年1２月1日現在の状況。

      　     小計及び合計は共管を除いた実数である。

　　　２　府省別の数値は、平成13年１月の中央省庁再編に伴い、当該時点で処理未了であった法人を新府省別に再割振りを行ったもの

　　　　   について整理したものである。再編前に処理が終了していた211法人については、別途一括して掲載している。

　　　　

割　振

法人数

   未処理のもの 処理を終了、又は存続が確定したもの

96.1

97.8
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《都道府県知事部局割振分》 （平成２４年１２月１日現在）

所 管 官 庁 名
割振調

整中等

理事確

認中等

 設立許

 可取消

 中等

 自主解

 散指導

 中等

その他
設立許

可取消

自主

解散
存続 その他

終了

割合

北 海 道 知 事 38 1 1 37 27 5 4 1 97.4

青 森 県 知 事 13 0 13 8 1 4 100.0

岩 手 県 知 事 10 0 10 2 5 3 100.0

宮 城 県 知 事 13 0 13 10 1 2 100.0

秋 田 県 知 事 6 0 6 4 2 100.0

山 形 県 知 事 14 2 2 . 12 11 1 85.7

福 島 県 知 事 13 0 13 11 2 100.0

茨 城 県 知 事 21 2 2 19 11 5 3 90.5

栃 木 県 知 事 11 1 1 10 7 2 1 90.9

群 馬 県 知 事 15 0 15 15 100.0

埼 玉 県 知 事 15 0 . 15 13 1 1 100.0

千 葉 県 知 事 32 3 2 1 29 18 6 5 90.6

東 京 都 知 事 95 2 1 1 93 88 4 1 97.9

神 奈 川県 知事 38 0 38 31 7 100.0

新 潟 県 知 事 16 1 1 15 11 4 93.8

富 山 県 知 事 11 8 7 1 3 2 1 27.3

石 川 県 知 事 6 1 1 5 1 1 3 83.3

福 井 県 知 事 17 0 17 13 2 2 100.0

山 梨 県 知 事 19 0 . 19 19 100.0

長 野 県 知 事 19 0 19 15 1 3 100.0

岐 阜 県 知 事 12 4 4 8 4 3 1 66.7

静 岡 県 知 事 14 0 14 8 5 1 100.0

愛 知 県 知 事 19 0 19 14 2 3 100.0

三 重 県 知 事 12 0 12 10 1 1 100.0

滋 賀 県 知 事 8 1 1 7 4 2 1 87.5

京 都 府 知 事 10 2 1 1 8 4 1 3 80.0

大 阪 府 知 事 48 3 1 2 45 36 5 4 93.8

兵 庫 県 知 事 17 0 17 15 1 1 100.0

奈 良 県 知 事 2 0 2 1 1 100.0

和 歌 山県 知事 11 1 1 10 6 1 3 90.9

鳥 取 県 知 事 11 1 1 10 9 1 90.9

島 根 県 知 事 11 5 1 3 1 6 2 2 2 54.5

岡 山 県 知 事 27 1 1 26 20 2 4 96.3

広 島 県 知 事 29 0 . 29 23 2 4 100.0

山 口 県 知 事 14 0 . . 14 8 6 100.0

徳 島 県 知 事 25 1 . 1 24 5 14 4 1 96.0

香 川 県 知 事 17 0 . 17 14 3 100.0

愛 媛 県 知 事 17 0 17 11 2 4 100.0

高 知 県 知 事 28 0    28 15 8 4 1 100.0

福 岡 県 知 事 57 0 57 50 5 2 100.0

佐 賀 県 知 事 1 0 1 1 100.0

長 崎 県 知 事 9 0 9 5 4 100.0

熊 本 県 知 事 27 1 1 26 18 4 3 1 96.3

大 分 県 知 事 12 0 12 7 1 4 100.0

宮 崎 県 知 事 5 1 1 4 2 2 80.0

鹿 児 島県 知事 7 0 7 5 2 100.0

沖 縄 県 知 事 21 5 2 2 1 16 13 1 2 76.2

合 計 893 47 0 5 12 19 11 846 623 103 111 9

（ 割 合 ） (100) (5.3) (0.0) (0.6) (1.3) (2.1) (1.2) (94.7) (69.8) (11.5) (12.4) (1.0)

割　振

法人数

   未処理のもの 処理を終了、又は存続が確定したもの

94.7

国所管
都道府
全 体
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《都道府県教育委員会割振分》 （平成２４年１２月１日現在）

所 管 官 庁 名
割振調

整中等

理事確

認中等

 設立許

 可取消

 中等

 自主解

 散指導

 中等

その他
設立許

可取消

自主

解散
存続 その他

終了

割合

北 海 道 教 委 7 0 7 6 1 100.0

青 森 県 教 委 6 0 6 6 100.0

岩 手 県 教 委 2 0 2 2 100.0

宮 城 県 教 委 - －

秋 田 県 教 委 2 0 2 1 1 100.0

山 形 県 教 委 22 6 1 5 16 13 3 72.7  

福 島 県 教 委 2 0 2 1 1 100.0

茨 城 県 教 委 9 0 9 7 2 100.0

栃 木 県 教 委 6 3 1 1 1 3 2 1 50.0

群 馬 県 教 委 2 0 2 2 100.0

埼 玉 県 教 委 4 0 4 4 100.0

千 葉 県 教 委 3 0 3 2 1 100.0

東 京 都 教 委 28 10 10 18 15 1 1 1 64.3

神 奈 川県 教委 23 0 23 23 100.0  

新 潟 県 教 委 20 5 1 1 3 15 12 2 1 75.0

富 山 県 教 委 7 5 2 2 1 2 1 1 28.6

石 川 県 教 委 5 0 5 2 2 1 100.0

福 井 県 教 委 2 0 2 1 1 100.0

山 梨 県 教 委 8 0 8 8 100.0

長 野 県 教 委 11 2 . 1 1 9 2 5 2 81.8

岐 阜 県 教 委 2 1 1 1 1 50.0

静 岡 県 教 委 151 2 2 149 120 14 15 98.7

愛 知 県 教 委 9 1 . 1 8 4 4 88.9

三 重 県 教 委 10 0 10 8 2 100.0

滋 賀 県 教 委 1 0 1 1 100.0

京 都 府 教 委 9 2 1 1 7 6 1 77.8

大 阪 府 教 委 16 0 16 9 4 3 100.0

兵 庫 県 教 委 4 0 4 4 100.0

奈 良 県 教 委 1 0 1 1 100.0

和 歌 山県 教委 1 0 1 1 100.0

鳥 取 県 教 委 6 0 6 6 100.0

島 根 県 教 委 5 0 5 1 3 1 100.0

岡 山 県 教 委 5 0 5 5 100.0

広 島 県 教 委 16 3 1 2 13 8 5 81.3

山 口 県 教 委 11 0 11 11 100.0

徳 島 県 教 委 3 2 . 1 1 1 1 33.3

香 川 県 教 委 4 0 4 3 1 100.0

愛 媛 県 教 委 4 3 3 1 1 25.0

高 知 県 教 委 3 2 2 1 1 33.3

福 岡 県 教 委 15 0 . 15 12 1 2 100.0

佐 賀 県 教 委 7 0 7 6 1 100.0

長 崎 県 教 委 3 2 2 1 1 33.3

熊 本 県 教 委 8 0 . 8 6 1 1 100.0

大 分 県 教 委 11 0 . . . 11 4 2 5 100.0

宮 崎 県 教 委 1 0 1 1 100.0

鹿 児 島県 教委 10 0 10 8 2 100.0

沖 縄 県 教 委 14 2 1 1 12 8 1 3 85.7

合 計 499 51 0 14 5 19 13 448 339 49 55 5  

（ 割 合 ） (100) (10.2) (0.0) (2.8) (1.0) (3.8) (2.6) (89.8) (67.9) (9.8) (11.0) (1.0)
 

89.8

割　振

法人数

   未処理のもの 処理を終了、又は存続が確定したもの
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【委託等】 

（注）「分類」：指定事業の分類。1 検査等事業の委託等 2 検査等事業以外の事業の委託等 3 検査等事業の推薦等 4 検査等事業以外の事業の推薦等 
   「規定」：指定に係る根拠法令等のレベル。1 法律 2 政令 3 府省令 4 告示 5 通達 6 その他 
   「事業内容」：1 試験 2 講習研修 3 登録 4 交付表示 5 検査検定 6 助成 7 調査研究 8 促進啓発 9 指導助言 10 その他  

 

法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

金融庁 2 1 2,7 保険業法 第122条の2 保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成
及び研修や保険数理に関する必要な調査研究等

社 日本アクチュアリー会

2 1 7 信用保証協会法 第37条第1項 信用保証協会の債務保証業務に関する情報の収
集、分類、整理、保管等

社 全国信用保証協会連合会 経済産業省と
事業共管

2 1 6 第32条 農協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確保
を図るための資金貸付等の支援

社 ジェイエイバンク支援協会 農林水産省と
事業共管

2 6 漁協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確保
を図るための資金貸付等の支援

社 ジェイエフマリンバンク支援
協会

農林水産省と
事業共管

総務省 1 1 2 電波法 第39条の2 主任無線従事者講習 財 日本無線協会

1 1 第46条第1項 無線従事者国家試験 財 日本無線協会

2 1 10 電気通信事業法 第106条第1項 基礎的電気通信役務支援業務 社 電気通信事業者協会

文部科
学省

2 1 7,8,10 地域伝統芸能等を活用した行事
の実施による観光及び特定地域
商工業の振興に関する法律

第8条 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の
振興に関する催しの実施、調査研究及び広報等

財 地域伝統芸能活用センター 総務省、農林
水産省、経済
産業省、国土
交通省と事業
共管

厚生労
働省

1 1 1 臨床工学技士法 第17条第1項 臨床工学技士国家試験 財 医療機器センター

1 1 1 建築物における衛生的環境の確
保に関する法律

第8条第3項 建築物環境衛生管理技術者試験 財 ビル管理教育センター

1 1 1 理容師法 第4条の二 理容師国家試験 財 理容師美容師試験研修セン
ター

1 3 第5条の三 理容師名簿の登録 財 理容師美容師試験研修セン
ター

1 1 1 美容師法 第4条の二 美容師国家試験 財 理容師美容師試験研修セン
ター

1 3 第5条の三 美容師名簿の登録 財 理容師美容師試験研修セン
ター

1 1 5 職業能力開発促進法 第47条第1項 労働省の有する技能検定 社 調理技術技能センター

1 1 1 調理師法 第8条の3第2項 調理技術に関する審査 社 調理技術技能センター

1 3 1,2 調理師法施行規則 第18条 調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以
上の学力を有する者に係る講習

社 調理技術技能センター

1 1 技術考査の指定 社 全国調理師養成施設協会

1 1 1
労働安全衛生法

第75条の2第1項 免許試験の実施に関する業務の代行業務 財 安全衛生技術試験協会

1 1 第83条の2
労働安全・衛生コンサルタント試験の実施に関す
る業務の代行の業務

財 安全衛生技術試験協会

1 1 第85条の2 労働安全・衛生コンサルタントの登録の代行業務 社 安全衛生技術試験協会

1 1 1
作業環境測定法

第20条第1項 作業環境測定士試験の代行業務 財 安全衛生技術試験協会

1 3 第32条の2第1項 作業環境測定士の登録の代行業務 社 安全衛生技術試験協会

2 1 2,7,
8,9,10

介護労働者の雇用管理の改善等
に関する法律

第15条第1項 介護労働者に関する情報の収集・提供等、介護労
働者に対する援助等

財 介護労働安定センター

1 1 5 職業能力開発促進法 第47条第1項 労働者の有する技能検定 社 日本ホテル・レストランサー
ビス技能協会

社 調理技術技能センター

社 日本ピアノ調律師協会

農林水
産省

2 1 7,8,10 地域伝統芸能等を活用した行事
の実施による観光及び特定地域
商工業の振興に関する法律

第8条 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の
振興に関する催しの実施、調査研究及び広報等

財 地域伝統芸能活用センター 総務省、文部
科学省、経済
産業省、国土
交通省と事業
共管

2 1 6,7,8,
10

農業経営基盤強化促進法 第11条の2第1項 農地保有合理化法人に対する債務保証、資金貸
付、助成、農地保有合理化事業の啓発普及、調査
研究等

社 全国農地保有合理化協会

農林中央金庫及び特定農水産業
協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律
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法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

農林水
産省

2 1 6,7,9 木材の安定供給の確保に関する
特別措置法

第17条第1項 木材の買受に係る債務保証、木材の生産又は流通
等に関する情報の提供、地域団体に対する連絡調
整等

財 日本木材総合情報センター

2 1 6 主要食糧の需給及び価格の安定
に関する法律

第8条第1項 生産調整方針に基づく過剰米を区分保管するため
の資金の貸付け及び米穀の買受けに係る債務保証
等

社 米穀安定供給確保支援機構

2 2 6 第16条第1項第2号 外国の政府等に対する米穀の貸付 社 国際農林業協働協会

2 1 6 第32条 農協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確保
を図るための資金貸付等の支援

社 ジェイエイバンク支援協会 金融庁と事業
共管

2 6 漁協系統信用事業の効率化及び健全な運営の確保
を図るための資金貸付等の支援

社 ジェイエフマリンバンク支援
協会

金融庁と事業
共管

経済産
業省

1 1 4 火薬類取締法 第31条の2第1項 火薬類製造・取扱保安責任者免状交付 社 全国火薬類保安協会

1 1 第31条の3第1項 火薬類製造・取扱保安責任者試験 社 全国火薬類保安協会

1 1 1
特定工場における公害防止組織
の整備に関する法律 第8条の2 公害防止管理者等国家試験の実施 社 産業環境管理協会

環境省と事業
共管

1 1 1 中小企業支援法 第12条第2項 中小企業診断士試験 社 中小企業診断協会

2 1 7 信用保証協会法 第37条第1項 信用保証協会の債務保証業務に関する情報の収
集、分類、整理、保管等

社 全国信用保証協会連合会 金融庁と共管
事業

2 1 7，8，
10

地域伝統芸能等を活用した行事
の実施による観光及び特定地域
商工業の振興に関する法律

第8条 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の
振興に関する催しの実施、調査研究及び広報等

財 地域伝統芸能活用センター 総務省、文部
科学省、農林
水産省、国土
交通省と事業
共管

国土交
通省

1 1 1 マンションの管理の適正化の推
進に関する法律

第11条第1項 マンション管理士試験の実施に関する事務 財 マンション管理センター

1 3 第36条第1項 マンション管理士登録の実施に関する事務 財 マンション管理センター

1 1 第58条第1項 管理業務主任者試験 社 高層住宅管理業協会

2 2，7，
8，9，
10

第91条 マンションの管理の適正化に関する情報の提供、
技術支援、講習、指導助言、調査研究、広報活動
等

財 マンション管理センター

2 2,7,9,
10

第95条第2項 マンション管理業者の業務の改善向上を図るため
の社員に対する指導、苦情の解決、研修、調査研
究等

社 高層住宅管理業協会

2 1 3,7,10 宅地建物取引業法 第34条の2第5項 宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又
は建物の登録、情報提供、取引の適正化及び流通
の円滑化業務

社 近畿圏不動産流通機構

社 西日本不動産流通機構

2 1 6,7,10 民間都市開発の推進に関する特
別措置法

第3条第1項 民間都市開発事業への参加、資金の融通、基礎的
調査に対する助成、資金の斡旋、調査研究、公共
施設整備費用への無利子貸付、民間都市開発事業
の見込地の取得及び譲渡等

財 民間都市開発推進機構

1 1 1 建築士法 第15条の2 一級建築士試験 財 建築技術教育普及センター

2 1 10 船員の雇用の促進に関する特別
措置法

第7条第1項 船員雇用促進等事業 財 日本船員福利雇用促進セン
ター

1 1 1 船舶職員法及び小型船舶操縦者
法

第23条の12第1項、
第2項

小型船舶操縦士免許取得のための国家試験 財 日本海洋レジャー安全・振興
協会

1 1 1 旅行業法 第11条の3
第25条の2第1項

旅行業務取扱管理者試験 社 全国旅行業協会

2 6,7,9 第22条の2第1項 苦情の解決、研修、債権の弁済、旅行業者等の指
導、調査研究、広報

社 全国旅行業協会

2 1 7.8.10 地域伝統芸能等を活用した行事
の実施による観光及び特定地域
商工業の振興に関する法律

第8条 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業の
振興に関する催しの実施、調査研究及び広報等

財 地域伝統芸能活用センター

2 1 8 貨物自動車運送事業法 第38条第1項 地方貨物自動車運送適正化事業 社 ※47法人該当（別紙②）

環境省 1 1 1 特定工場における公害防止組織
の整備に関する法律

第8条の2 公害防止管理者等国家試験の実施 社 産業環境管理協会 経済産業省と
事業共管

2 1 6,8,9 土壌汚染対策法 第44条第1項 土壌汚染の除去等を行う者に対する助成、相談、
普及啓発

財 日本環境協会

農林中央金庫及び特定農水産業
協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律
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【委託等（登録機関による実施に準じた措置）】 

(注)「分類」：指定事業等の分類。1 検査等事業の委託等 2 検査等事業以外の事業の委託等 3 検査等事業の推薦等 4 検査等事業以外の事業の推薦等 
  「規定」：指定に係る根拠法令等のレベル。1 法律 2 政令 3 府省令 4 告示 5 通達 6 その他 
  「事業内容」：1 試験 2 講習研修 3 登録 4 交付表示 5 検査検定 6 助成 7 調査研究 8 促進啓発 9 指導助言 10 その他  

 

法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

厚生労
働省

2 3 2 労働安全衛生規則 第14条第2項第1号 指定産業医研修機関（産業医の選任要件となる研
修を実施する機関をいう。）

社 日本医師会

2 3 2 第13条第1項 社 日本医師会

社 日本歯科医師会

国土交
通省

1 1 5 海洋汚染等及び海上災害の防止
に関する法律

第9条の2 有害液体物質の事前処理の確認 社 日本油料検定協会

指定筆記試験免除講習機関（労働衛生コンサルタ
ント試験の筆記試験の全部が免除される講習を実
施する機関をいう。）

労働安全コンサルタント及び労
働衛生コンサルタント規則

 

 

 

 

 

 

 

【推薦等】 

(注)「分類」：指定事業等の分類。1 検査等事業の委託等 2 検査等事業以外の事業の委託等 3 検査等事業の推薦等 4 検査等事業以外の事業の推薦等 
  「規定」：指定等に係る根拠法令等のレベル。1 法律 2 政令 3 府省令 4 告示 5 通達 6 その他 

  「事業内容」：1 試験 2 審査証明 3 講習研修 4 登録 5 その他  

 

法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

農林水
産省

4 1 5 食品流通構造改善促進法 第11条第1項 認定構造改善事業に係る債務保証、事業等への参
加等

財 食品流通構造改善促進機構
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【推薦等（登録機関による実施）】 

(注)「分類」：指定事業等の分類。1 検査等事業の委託等 2 検査等事業以外の事業の委託等 3 検査等事業の推薦等 4 検査等事業以外の事業の推薦等 
  「規定」：指定等に係る根拠法令等のレベル。1 法律 2 政令 3 府省令 4 告示 5 通達 6 その他 

  「事業内容」：1 試験 2 審査証明 3 講習研修 4 登録 5 その他  

 

法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

総務省 3 1 2 消防法 第17条の2第1項 特殊消防用設備等の性能に関する評価 財 日本消防設備安全センター

3 2 3 消防法施行令 第3条第1項 防火管理者講習 財 日本防火協会

3 3 第4条の2の8第3項 自衛消防業務講習 財 日本消防設備安全センター

3 3 第47条第1項 防災管理者講習 財 日本防火協会

3 3 3 消防法施行規則 第4条の2の4第4項 防火対象物点検資格者講習 財 日本消防設備安全センター

3
2 第31条の4第1項 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に

ついての認定
財 日本消防設備安全センター

社 日本電気協会

3 3 第31条の6第6項 消防設備点検資格者講習 財 日本消防設備安全センター

3 3 第51条の12第3項 防災管理点検資格者講習 財 日本消防設備安全センター

3 1 3 電波法 第41条第2項 無線従事者養成課程 財 日本無線協会

3 3 無線従事者認定講習課程 財 日本無線協会

3 3 第48条の2第2項 船舶局無線従事者証明認定訓練 財 日本無線協会

3 1 5 電気通信事業法 第86条第1項 電気通信端末機器の技術基準適合に関する認定 財 電気通信端末機器審査協会

3 3 5 電気通信事業法施行規則 第32条第1項第5号 端末設備の接続の技術的条件の適合審査 財 電気通信端末機器審査協会

文部科
学省

3 1 1 放射性同位元素等による放射線
障害の防止に関する法律

第35条第2項 放射線取扱主任者講習 財 電子科学研究所

3 1 3 第36条の2第1項 放射性取扱主任者に係る定期講習 財 電子科学研究所

厚生労
働省

4 1 3 建築物における衛生的環境の確
保に関する法律

第7条第1項 建築物環境衛生管理技術者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 2 建築物における衛生的環境の確
保に関する法律施行規則

第3条の3 室内環境測定機器の較正事業 財 ビル管理教育センター

4 3 第25条第2号イ 清掃作業監督者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第25条第2号ロ 清掃作業監督者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第26条第2号イ 空気環境測定実施者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第26条第2号ロ 空気環境測定実施者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第26条の3第2号イ ダクト清掃作業監督者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第26条の3第2号ロ ダクト清掃作業監督者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第28条第4号イ 貯水槽清掃作業監督者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第28条第4号ロ 貯水槽清掃作業監督者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第28条の3第4号イ 排水管清掃作業監督者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第28条の3第4号ロ 排水管清掃作業監督者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第29条第3号イ 防除作業監督者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第29条第3号ロ 防除作業監督者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第30条第2号イ 統括管理者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第30条第2号ロ 統括管理者再講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第30条第5号イ 空調給排水管理監督者講習 財 ビル管理教育センター

4 3 第30条第5号ロ 空調給排水管理監督者再講習 財 ビル管理教育センター

3 1 1 水道法 第20条第3項 水道法に基づく水質検査 ※48法人該当（別紙③）

3 1 1 水道法 第34条の2第2項 簡易専用水道の管理に関する検査 ※75法人該当（別紙④）

3 3 3 水道法施行規則 第14条 水道技術管理者講習会 社 日本水道協会

3 1 2 薬事法 第23条の2第1項 指定管理医療機器等の製造販売の認証 財 医療機器センター
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法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

厚生労
働省

3 3 3 薬事法施行規則 第91条第3項 医療機器製造業の責任技術者の資格要件に係る講
習会

財 医療機器センター

3 3 第162条 高度管理医療機器医療機器等の販売業又は賃貸業
の営業管理者の資格要件に係る講習会

財 医療機器センター

3 3 第188条第1項 医療機器修理業の責任技術者の資格要件に係る基
礎講習会及び専門講習会

財 医療機器センター

3 1 2 食品衛生法 第25条第1項、第26
条第1項、第2項、
第3項

食品等の命令検査 ※39法人該当（別紙①）

3 1 3 労働安全衛生法 第14条、第61条第1
項

技能講習 ※98法人該当（別紙⑤）

3 1 2 労働安全衛生法 第38条第1項 特定機械等の製造時検査の代行の業務 社 日本ボイラ協会

3 2 第41条第2項 特定機械等の性能検査の代行の業務 社 日本ボイラ協会

3 2 第44条第1項 機械等の個別検定の代行の業務 社 日本ボイラ協会

3 2 第54条の3第1項 検査業者（他人の求めに応じて、特定自主検査を
行う者をいう。）

社 燕西蒲労災防止協会

社 静岡県労働基準協会連合会

3 3 第75条第3項 教習業務 社 鳥取県労働基準協会

財 産業教育センター

社 中部労働技能教習センター

社 日本ボイラ協会

社 日本建設大工工事業協会

社 大分県労働基準協会

社 大分産業機械技能教習所

3 3 3 労働安全衛生規則 第12条の3第1項 登録安全衛生推進者等養成講習機関（安全衛生推
進者又は衛生推進者の選任要件となる講習を実施
する機関をいう。）

※53法人該当（別紙⑥）

3 3 別表第9 登録計画作成参画者研修機関（大規模な工事等を
行う際の計画作成に参画させる必要のある者の資
格を得るための研修を実施する機関をいう。）

社 仮設工業会

3 1 3 作業環境測定法 第5条 作業環境測定士試験合格者等に対する講習の業務 社 日本作業環境測定協会

財 西日本産業衛生会

3 2 第33条第1項 作業環境測定機関（他人の求めに応じて、作業環
境測定を実施する機関をいう。）

社 岐阜県労働基準協会連合会

社 日本油料検定協会

社 鳥取県産業環境協会

財 日本予防医学協会

財 ヘルス・サイエンス・セン
ター

財 全日本労働福祉協会

財 産業保健協会

財 労働衛生協会

財 岐阜県産業保健センター

財 北海道労働保健管理協会

財 西日本産業衛生会

財 福岡県すこやか健康事業財団

財 山口県予防保健協会

財 大阪労働衛生センター第一病
院

財 千葉県薬剤師会検査センター

3 3 3 作業環境測定法施行規則 第17条第2号 登録試験免除講習機関（作業環境測定士試験の筆
記試験又は口述試験の一部又は全部が免除される
講習を実施する機関をいう。）

社 日本作業環境測定協会

3 3 第17条第16号 登録試験免除講習機関（作業環境測定士試験の筆
記試験又は口述試験の一部又は全部が免除される
講習を実施する機関をいう。）

社 日本作業環境測定協会

3 3 3 ボイラー及び圧力容器安全規則 第97条第3号イ
（４）

登録ボイラー実技講習機関（二級ボイラー技士免
許の受験資格を取得する講習を実施する機関をい
う。）

社 日本ボイラ協会

社 西北労働基準協会
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法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

厚生労
働省

3 3 2 粉じん障害防止規則 第26条第3項 登録較正機関（粉じん濃度の測定において労働基
準監督署長による特例許可を受けた場合に用いる
ことができる簡便な測定機器を定期に較正する機
関をいう。）

社 日本作業環境測定協会

農林水
産省

3 1 4 家畜改良増殖法 第32条の2第1項 家畜登録機関の家畜登録規程に係る承認 社 日本ホルスタイン登録協会

社 日本あか牛登録協会

社 日本短角種登録協会

社 畜産技術協会

3 1 5 飼料の安全性の確保及び品質の
改善に関する法律

第27条第1項 規格検定飼料の公定規格による検定 財 日本食品分析センター

財 日本肥糧検定協会

財 日本冷凍食品検査協会

財 食品環境検査協会

3 1 4 農山漁村滞在型余暇活動のため
の基盤整備の促進に関する法律

第18条 農林漁業体験民宿業者の登録 財 都市農山漁村交流活性化機構

3 1 4 農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律

第17条の2第1項 JAS規格に関する製造業者等の認定（登録認定機
関）

財 日本冷凍食品検査協会

財 食品環境検査協会

財 日本食品分析センター

社 全国漬物検査協会

社 日本果汁協会

財 大日本蚕糸会

社 全国愛農会

財 日本醤油技術センター

社 奈良県植物防疫協会

財 長野県農林研究財団

社 徳島県畜産協会

社 秋田県農業公社

社 岡山県農業開発研究所

社 京都府畜産振興協会

社 長崎県食品衛生協会

財 広島県環境保健協会

社 福岡県畜産協会

財 広島県い業会館

社 日本水産資源保護協会

経済産
業省

3 1 2 揮発油等の品質の確保等に関す
る法律

第16条の2第1項、
第17条の3第2項、
第17条の4第3項、
第17条の8第1項、
第2項、第3項、第
17条の10第1項、第
2項、第3項

揮発油販売業者等に義務付けられている揮発油・
軽油・灯油・重油の受託分析業務

社 全国石油協会

3 3 3 中小企業診断士の登録等及び試
験に関する規則

第20条第1項
第37条第1項

実務補習
理論政策更新研修

社 中小企業診断協会

3 2 3
特定工場における公害防止組織
の整備に関する法律施行令

第10条、第11条 公害防止管理者等資格認定講習の実施 社 産業環境管理協会
環境省と事業共管

社 日本砕石協会
環境省と事業共管

3 1 2 工業標準化法 第27条 JIS認証事業者に対する事務 財 日本車両検査協会

社 日本水道協会

国土交
通省

3 3 3 解体工事業に係る登録等に関す
る省令

第7条の2 登録講習(解体工事業) 社 全国解体工事業団体連合会

3 1 第7条の17 登録試験(解体工事業) 社 全国解体工事業団体連合会

3 1 3 マンションの管理の適正化の推
進に関する法律

第41条 マンション管理士の法定講習 財 マンション管理センター

3 3 第59条第1項 管理業務主任者登録に係る実務講習 社 高層住宅管理業協会

3 3 第60条第2項 管理業務主任者証の交付に係る講習 社 高層住宅管理業協会
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法令所
管官庁

分
類

根拠
規定

事業
内容

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法　人　名 備   考

国土交
通省

3 3 3 解体工事業に係る登録等に関す
る省令

第7条の2 登録講習(解体工事業) 社 全国解体工事業団体連合会

3 1 第7条の17 登録試験(解体工事業) 社 全国解体工事業団体連合会

3 1 3 マンションの管理の適正化の推
進に関する法律

第41条 マンション管理士の法定講習 財 マンション管理センター

3 3 第59条第1項 管理業務主任者登録に係る実務講習 社 高層住宅管理業協会

3 3 第60条第2項 管理業務主任者証の交付に係る講習 社 高層住宅管理業協会

国土交
通省

3 3 2 宅地造成等規制法施行規則 第5条第2項 擁壁の製造工場の審査、証明、証明書の交付 社 全国宅地擁壁技術協会

3 3 1 河川法施行規則 第27条の2 ダム管理技士試験 財 ダム水源地環境整備センター

3 1 3 建築士法 第22条の2 一級建築士定期講習 財 建築技術教育普及センター

3 3 1 建築士法施行規則 第17条の18第1項 建築設備士試験 財 建築技術教育普及センター

3 1 2 住宅の品質確保の促進等に関す
る法律

第31条第1項、第33
条第1項

住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者認定 財 日本住宅・木材技術センター

3 1 第59条 特別評価方法認定に係る試験 財 日本住宅・木材技術センター

3 3 1 自動車整備士技能検定規則 第6条第6項 自動車整備技能登録試験の実施 社 日本自動車整備振興会連合会

3 3 3 小型船造船業法施行規則 第9条第1項第2号、
第3号、第2項第2号

主任技術者養成講習 社 日本中小型造船工業会

3 1 3 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第4条第2項 海技士免許取得のための免許講習 財 日本船員福利雇用促進セン
ター

3 3 第23条の11 操縦免許証更新のための更新講習 財 日本海洋レジャー安全・振興
協会

3 3 3 船舶職員及び小型船舶操縦者法
施行規則

第84条 操縦免許証失効再交付講習 財 日本海洋レジャー安全・振興
協会

3 3 1 船舶料理士に関する省令 第2条第4号ｲ 船舶料理士に関する登録試験 財 日本船員福利雇用促進セン
ター

3 3 3 船員法施行規則 第9号表第1号2 危険物等取扱責任者の講習 財 日本船員福利雇用促進セン
ター

3 3 3 船員労働安全衛生規則 第3条第2項第1号 安全担当者（引火性液体等）の講習 財 日本船員福利雇用促進セン
ター

3 1 3 旅行業法 第12条の11 旅程管理業務に関する研修 社 全国農協観光協会

社 全国旅行業協会

環境省 3 2 3 特定工場における公害防止組織
の整備に関する法律施行令

第10条、第11条 公害防止管理者等資格認定講習の実施 社 産業環境管理協会 経済産業省と事業共管

社 日本砕石協会 経済産業省と事業共管
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社 青森県薬剤師会 社 北海道トラック協会

社 岩手県薬剤師会 社 青森県トラック協会

財 宮城県公衆衛生協会 社 岩手県トラック協会

財 宮城県公害衛生検査センター 社 宮城県トラック協会

財 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター 社 秋田県トラック協会

財 群馬県健康づくり財団 社 山形県トラック協会

社 埼玉県食品衛生協会 社 福島県トラック協会

財 千葉県薬剤師会検査センター 社 茨城県トラック協会

財 日本食品分析センター 社 栃木県トラック協会

財 日本冷凍食品検査協会 社 群馬県トラック協会

財 東京顕微鏡院 社 埼玉県トラック協会

社 日本食品衛生協会 社 千葉県トラック協会

財 食品環境検査協会 社 東京都トラック協会

財 日本乳業技術協会 社 神奈川県トラック協会

社 菓子・食品新素材技術センター 社 新潟県トラック協会

社 東京都食品衛生協会 社 山梨県トラック協会

財 マイコトキシン検査協会 社 富山県トラック協会

財 畜産生物科学安全研究所 社 福井県トラック協会

社 新潟県環境衛生中央研究所 社 石川県トラック協会

社 山梨県食品衛生協会 社 長野県トラック協会

社 長野県食品衛生協会 社 愛知県トラック協会

財 日本食品油脂検査協会 社 静岡県トラック協会

財 石川県予防医学協会 社 岐阜県トラック協会

社 浜松市薬剤師会 社 三重県トラック協会

社 愛知県薬剤師会 社 滋賀県トラック協会

社 滋賀県薬剤師会 社 京都府トラック協会

社 京都微生物研究所 社 大阪府トラック協会

社 大阪食品衛生協会 社 兵庫県トラック協会

社 日本油料検定協会 社 奈良県トラック協会

財 兵庫県予防医学協会 社 和歌山県トラック協会

財 岡山県健康づくり財団 社 岡山県トラック協会

財 鳥取県保健事業団 社 広島県トラック協会

財 広島県環境保健協会 社 山口県トラック協会

財 山口県予防保健協会 社 鳥取県トラック協会

社 香川県薬剤師会 社 島根県トラック協会

財 愛媛県総合保健協会 社 高知県トラック協会

社 高知県食品衛生協会 社 愛媛県トラック協会

財 佐賀県環境科学検査協会 社 徳島県トラック協会

社 長崎県食品衛生協会 社 香川県トラック協会

社 福岡県トラック協会

社 佐賀県トラック協会

社 長崎県トラック協会

社 熊本県トラック協会

社 大分県トラック協会

社 宮崎県トラック協会

社 鹿児島県トラック協会

社 沖縄県トラック協会

①食品衛生法
②貨物自動車運送事業者

（第３８条第１項）　　　（第２５条第１項、
　　　　第２６条第１項、第２項、第３項）
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財 宮城県公衆衛生協会 財 佐賀県環境科学検査協会 社 大分県薬剤師会

財 宮城県公害衛生検査センター 社 群馬県薬剤師会 財 北九州市環境整備協会

社 熊本県薬剤師会 財 三重県環境保全事業団 財 沖縄県環境科学センター

財 鹿児島県環境技術協会 財 東京都予防医学協会 財 食品薬品安全センター

社 埼玉県環境検査研究協会 財 ビル管理教育センター 社 鹿児島県薬剤師会

財 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター 社 日本食品衛生協会 社 徳島県薬剤師会

財 三重県環境保全事業団 財 日本文化用品安全試験所 社 青森県薬剤師会

社 岩手県薬剤師会 財 岐阜県公衆衛生検査センター 財 中部微生物研究所

財 石川県予防医学協会 財 神奈川県予防医学協会 社 富山県薬剤師会

財 北陸保健衛生研究所 財 北里環境科学センター 社 長野県薬剤師会

財 千葉県薬剤師会検査センター 財 札幌市水道サービス協会 社 足立区薬剤師会

社 長野県薬剤師会 財 静岡県生活科学検査センター 社 下関市薬剤師会

社 長野市薬剤師会 財 関西環境開発センター 財 山口県予防保健協会

社 上田薬剤師会 財 関西環境管理技術センター 社 京都微生物研究所

社 上伊那薬剤師会 財 大阪防疫協会 財 茨城県薬剤師会公衆衛生検査センター

社 新潟県環境衛生中央研究所 社 埼玉県環境検査研究協会 財 北九州生活科学センター

社 京都微生物研究所 財 千葉県薬剤師会検査センター 社 福岡市薬剤師会

社 長崎県食品衛生協会 財 北陸公衆衛生研究所 財 高知県環境検査センター

社 大阪府薬剤師会 財 山形県理化学分析センター 社 姫路市医師会

財 佐賀県環境科学検査協会 財 福島県保健衛生協会 財 兵庫県予防医学協会

社 青森県薬剤師会 社 岩手県薬剤師会 財 宮城県公衆衛生協会

財 北里環境科学センター 社 愛知県薬剤師会 財 岡山県健康づくり財団

社 香川県薬剤師会 社 香川県薬剤師会 財 福岡市水道サービス公社

財 栃木県保健衛生事業団 財 北九州上下水道協会 財 秋田県総合保健事業団

社 和歌山県薬剤師会 社 北九州市薬剤師会 社 東京都食品衛生協会

財 東京都予防医学協会 社 滋賀県薬剤師会 財 広島県環境保健協会

社 東京都食品衛生協会 社 京都保健衛生協会 社 神奈川県保健協会

社 鹿児島県薬剤師会 社 長崎県食品衛生協会 財 東京顕微鏡院

社 滋賀県薬剤師会 財 鳥取県保健事業団 財 愛媛県総合保健協会

財 山口県予防保健協会 財 仙台市水道サービス公社 財 日本環境衛生センター

社 山梨県食品衛生協会 社 石川県薬剤師会 社 新潟県環境衛生中央研究所

社 高知県食品衛生協会 財 石川県予防医学協会 財 新潟県環境分析センター

財 岡山県健康づくり財団 財 旭川市水道協会 社 長野市薬剤師会

財 秋田県総合保健事業団 財 栃木県保健衛生事業団 社 神奈川県貯水槽協会

財 ひょうご環境創造協会 財 新潟県環境衛生研究所 社 上田薬剤師会

財 兵庫県予防医学協会 財 上越環境科学センター 財 北陸保健衛生研究所

財 広島県環境保健協会 財 宮崎県公衆衛生センター 財 千葉県環境財団

社 富山県薬剤師会

財 愛媛県総合保健協会

社 県央研究所

社 愛知県薬剤師会

財 中部微生物研究所

財 東京顕微鏡院

社 浜松市薬剤師会

財 鳥取県保健事業団

財 日本食品分析センター

財 栃木県環境技術協会

財 福岡県すこやか健康事業団

③水道法
（第２０条第３項）

④水道法
（第３４条の２第２項）
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社 日本ボイラ協会 社 徳島県労働基準協会連合会

社 総合経営管理協会 社 愛媛労働基準協会

財 労働安全衛生管理協会 社 福岡経営者労働福祉協会

社 日本建築大工技能士会 財 産業教育センター

社 北海道労働基準協会連合会 社 福岡県労働基準協会連合会

財 北海道労働保健管理協会 社 佐賀県労働基準協会

社 西北労働基準協会 社 長崎県労働基準協会

社 福島県労働基準協会 社 熊本県労働基準協会

社 喜多方労働基準協会 社 大分県労働基準協会

社 相馬労働基準協会 社 大分産業機械技能教習所

社 会津労働基準協会 社 宮崎労働基準協会

社 富岡労働基準協会 社 沖縄県労働基準協会

社 白河労働基準協会 社 日本砕石協会

社 須賀川労働基準協会 社 日本溶接技術センター

社 福島労働基準協会 社 日本鳶工業連合会

社 郡山労働基準協会 社 全国中小建築工事業団体連合会

社 栃木県労働基準協会連合会 社 東京都自動車整備振興会

社 わたらせ技能講習センタ 社 北海道溶接協会

社 群馬労働基準協会連合会 社 北見地域職業訓練センター運営協会

社 高崎労働基準協会 社 苫小牧地域職業訓練センター運営協会

社 川口地区労働基準協会 社 留萌地域人材開発センター運営協会

社 川越地区労働基準協会 社 日高地域人材開発センター運営協会

社 春日部労働基準協会 社 富良野地域人材開発センター運営協会

社 熊谷地区労働基準協会 社 北海道鳶土木工業連合会

社 秩父地区労働基準協会 社 中空知地域職業訓練センター協会

社 行田地区労働基準協会 財 角川学園

財 安全衛生普及センター 社 東京電業協会

社 新潟県労働衛生医学協会 社 東京中小建築業協会

社 燕西蒲労災防止協会 社 新潟県建築組合連合会

社 富山県労働基準協会 社 富山県建築組合連合会

社 七尾労働基準協会 社 愛知県技能士会連合会

社 加賀労働基準協会 社 愛知県農林公社

社 奥能登総合労働基準協会 社 名古屋運搬機械化協会

社 石川県労働基準協会連合会 社 生野産業会

社 福井県労働基準協会 社 奈良県建設業振興会

社 山梨県労働基準協会連合会 社 全兵庫建設業協会

社 中部労働技能教習センター 社 わかやま森林と緑の公社

社 岐阜県労働基準協会連合会 社 鳥取県建築技能近代化協会

社 飛騨地区労働基準協会連合会 社 島根県建築組合連合会

社 静岡県労働基準協会連合会 社 広島県建築センター協会

社 名古屋南労働基準協会 社 鹿児島県建造物解体業連合会

社 京都上労働基準協会 社 沖縄産業開発青年協会

社 舞鶴労働基準協会 社 宮崎県産業開発青年協会

社 京都南労働基準協会 財 高知県山村林業振興基金

社 大阪溶接協会 社 日本建設大工工事業協会

社 西野田労働基準協会 社 いわき労働基準協会

社 兵庫労働基準連合会 社 大阪府トラック協会

社 鳥取県労働基準協会 社 長崎県建造物解体工業会

社 山口県労働基準協会

⑤労働安全衛生法
（第１４条、第６１条第１項）
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社 京都上労働基準協会 社 筑西労働基準協会

社 熊本県労働基準協会 社 白河労働基準協会

社 北海道労働基準協会連合会 社 須賀川労働基準協会

社 山口県労働基準協会 社 福島労働基準協会

社 岐阜県労働基準協会連合会 社 郡山労働基準協会

社 群馬労働基準協会連合会 社 京都南労働基準協会

社 西北労働基準協会 社 青梅労働基準協会

社 舞鶴労働基準協会 社 三鷹労働基準協会

社 静岡県労働基準協会連合会 社 高崎労働基準協会

社 沖縄県労働基準協会 社 新潟県労働衛生医学協会

社 鳥取県労働基準協会 財 日本経営教育センター

社 いわき労働基準協会 財 地方公務員安全衛生推進協会

社 佐賀県労働基準協会 財 安全衛生普及センター

社 大分県労働基準協会 社 七尾労働基準協会

社 山梨県労働基準協会連合会 社 加賀労働基準協会

社 兵庫労働基準連合会 社 大阪中央労働基準協会

社 愛媛労働基準協会 社 大阪南労働基準協会

社 長崎県労働基準協会 社 西野田労働基準協会

社 福岡県労働基準協会連合会 社 東大阪労働基準協会

社 福井県労働基準協会 社 岸和田労働基準協会

社 富山県労働基準協会 社 北大阪労働基準協会

社 栃木県労働基準協会連合会 社 和泉大津地区労働基準協会

社 池袋労働基準協会 社 宮崎労働基準協会

社 水戸労働基準協会 社 富岡労働基準協会

社 土浦労働基準協会 社 日立労働基準協会

社 相馬労働基準協会 社 奥能登総合労働基準協会

社 会津労働基準協会

⑥労働安全衛生規則
（第１２条の３第１項）
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（注）「分類」：指定事業の分類。1 検査等事業の委託等 2 検査等事業以外の事業の委託等 3 検査等事業の推薦等 4 検査等事業以外の事業の推薦等 
   「根拠規定」：指定等に係る根拠法令等のレベル。1 法律 2 政令 3 府省令 4 告示 5 通達 6 条例他 

 

１ 法律等により各都道府県が委託等している事務・事業 

 

 (1) 全都道府県が国所管法人に委託等している事務・事業                平成 24年 12月 1日現在 

 

分
類

規
定

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法人名 備   考

3 1 クリーニング業法 第8条の2第1項 クリーニング師研修 財 全国生活衛生営業指導センター 厚生労働大臣が法人指定

3 1 クリーニング業法 第8条の3 クリーニング業務従事者講習 財 全国生活衛生営業指導センター 厚生労働大臣が法人指定

3 1 理容師法 第11条の4第2項 管理理容師資格認定講習会 財 理容師美容師試験研修センター 厚生労働大臣が法人指定

3 1 美容師法 第12条の3第2項 管理美容師資格認定講習会 財 理容師美容師試験研修センター 厚生労働大臣が法人指定

1 1 宅地建物取引業法 第16条の2第1項 宅地建物取引主任者資格試験 財 不動産適正取引推進機構 国土交通大臣が法人指定

1 1 建築士法 第15条の17第1項 二級建築士試験・木造建築士試験 財 建築技術教育普及センター 各都道府県知事が法人指定

1 1 行政書士法 第4条第1項 行政書士試験 財 行政書士試験研究センター 総務大臣が法人指定

1 1 消防法 第13条の5第1項 危険物取扱者試験 財 消防試験研究センター 総務大臣が法人指定

1 1 消防法 第17条の9第1項 消防設備士試験 財 消防試験研究センター 総務大臣が法人指定

2 1 電子署名に係る地方公共団体の
認証業務に関する法律

第34条第1項 認証業務の実施に関する事務 財 自治体衛星通信機構 総務大臣が法人指定

2 1 被災者生活再建支援法 第4条第1項 被災者生活再建支援金の支給に関する事務 財 都道府県会館 内閣総理大臣が法人指定

2 1 住民基本台帳法 第30条の10第1項 住民基本台帳ネットワークに係る事務 財 地方自治情報センター 総務大臣が法人指定  

 

 

 (2) 都道府県所管法人等に委託等している事務・事業                  平成 24年 12月 1日現在 

 

分
類

規
定

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法人名 備   考

財 北海道交通安全協会 北海道公安委員会が法人指定

社 宮城県交通安全協会 宮城県公安委員会が法人指定

社 秋田県防犯協会連合会 秋田県公安委員会が法人指定

財 茨城県交通安全協会 茨城県公安委員会が法人指定

財 群馬県交通安全協会 群馬県公安委員会が法人指定

財 埼玉県交通安全協会 埼玉県公安委員会が法人指定

財 新潟県交通安全協会 新潟県公安委員会が法人指定

財 石川県交通安全協会 石川県公安委員会が法人指定

社 福井県交通安全協会 福井県公安委員会が法人指定

財 山梨県交通安全協会 山梨県公安委員会が法人指定

財 岐阜県交通安全協会 岐阜県公安委員会が法人指定

財 愛知県交通安全協会 愛知県公安委員会が法人指定

財 京都府交通安全協会 京都府公安委員会が法人指定

財 大阪府交通安全協会 大阪府公安委員会が法人指定

財 奈良県交通安全協会 奈良県公安委員会が法人指定

財 鳥取県交通安全協会 鳥取県公安委員会が法人指定

財 岡山県交通安全協会 岡山県公安委員会が法人指定

財 山口県交通安全協会 山口県公安委員会が法人指定

社 愛媛県交通安全協会 愛媛県公安委員会が法人指定

社 高知県交通安全協会 高知県公安委員会が法人指定

財 福岡県交通安全協会 福岡県公安委員会が法人指定

財 佐賀県交通安全協会 佐賀県公安委員会が法人指定

財 熊本県交通安全協会 熊本県公安委員会が法人指定

財 宮崎県交通安全協会 宮崎県公安委員会が法人指定

財 鹿児島県交通安全協会 鹿児島県公安委員会が法人指定

財 沖縄県交通安全協会連合会 沖縄県公安委員会が法人指定

2 道路交通法 道路又は交通の状況についての調査、道路におけ
る工作物又は物件の設置の状況についての調査等

1 第108条の31第1項
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分
類

規
定

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法人名 備   考

2 1 道路交通法 第108条の31第1項 交通安全活動推進センターとして行う事業 財 三重県交通安全協会 三重県公安委員会が法人指定

2 1 道路交通法 第51条の3第1項 車両の移動及び保管に関する事務 財 奈良県交通安全協会 奈良県公安委員会が法人指定

社 岩手県防犯協会連合会 岩手県公安委員会が法人指定

社 秋田県防犯協会連合会 秋田県公安委員会が法人指定

社 埼玉県防犯協会連合会 埼玉県公安委員会が法人指定

社 新潟県防犯協会 新潟県公安委員会が法人指定

財 富山県防犯協会 富山県公安委員会が法人指定

社 石川県防犯協会連合会 石川県公安委員会が法人指定

財 山梨県防犯協会 山梨県公安委員会が法人指定

社 長野県防犯協会連合会 長野県公安委員会が法人指定

社 愛知県防犯協会連合会 愛知県公安委員会が法人指定

社 大阪府防犯協会連合会 大阪府公安委員会が法人指定

社 岡山県防犯協会 岡山県公安委員会が法人指定

社 徳島県防犯協会 徳島県公安委員会が法人指定

社 愛媛県防犯協会連合会 愛媛県公安委員会が法人指定

財 佐賀県防犯協会 佐賀県公安委員会が法人指定

社 秋田県防犯協会連合会 秋田県公安委員会が法人指定

社 新潟県防犯協会 新潟県公安委員会が法人指定

社 岡山県防犯協会 岡山県公安委員会が法人指定

2 1 風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律

第39条第1項 風俗環境浄化協会として行う事業 社 三重県防犯協会連合会 三重県公安委員会が法人指定

社 青森県浄化槽検査センター 青森県知事が法人指定

社 岩手県浄化槽協会 岩手県知事が法人指定

社 茨城県水質保全協会 茨城県知事が法人指定

社 埼玉県浄化槽協会 埼玉県知事が法人指定

社 埼玉県環境検査研究協会

社 千葉県浄化槽検査センター 千葉県知事が法人指定

社 東京都生活水環境システム協会 東京都知事が法人指定

財 日本環境衛生センター 神奈川県知事が法人指定

社 神奈川県生活水保全協会

財 神奈川県労働衛生福祉協会

社 新潟県環境衛生中央研究所 新潟県知事が法人指定

社 富山県浄化槽協会 富山県知事が法人指定

社 長野県浄化槽協会 長野県知事が法人指定

財 岐阜県環境管理技術センター 岐阜県知事が法人指定

財 静岡県生活科学検査センター 静岡県知事が法人指定

社 愛知県薬剤師会 愛知県知事が法人指定

社 愛知県浄化槽協会

財 中部微生物研究所

社 滋賀県生活環境事業協会 滋賀県知事が法人指定

社 京都保健衛生協会

社 京都微生物研究所

財 鳥取県保健事業団 鳥取県知事が法人指定

社 岡山環境検査センター 岡山県知事が法人指定

社 倉敷環境検査センター

財 岡山県健康づくり財団

社 山口県浄化槽協会 山口県知事が法人指定

社 沖縄県環境整備協会 沖縄県知事が法人指定

社 北海道看護協会 北海道知事が法人指定

社 青森県看護協会 青森県知事が法人指定

社 宮城県看護協会 宮城県知事が法人指定

社 山形県看護協会 山形県知事が法人指定

社 静岡県看護協会 静岡県知事が法人指定

社 鳥取県看護協会 鳥取県知事が法人指定

社 岡山県看護協会 岡山県知事が法人指定

社 広島県看護協会 広島県知事が法人指定�

社 長崎県看護協会 長崎県知事が法人指定

社 熊本県看護協会 熊本県知事が法人指定

社 宮崎県看護協会 宮崎県知事が法人指定

社 沖縄県看護協会 沖縄県知事が法人指定

2 1 看護師等の人材確保の促進に関
する法律

第14条第1項 看護職員の就業促進、看護業務等の普及啓発、訪
問看護従事者の資質向上に必要な事業（ナースセ
ンター事業）

社 佐賀県看護協会 佐賀県知事が法人指定

社 京都府獣医師会

社 京都保健衛生協会

財 岡山県健康づくり財団 厚生労働省が法人指定
（岡山県）

財 高知県食鳥検査センター 厚生労働省が法人指定
（高知県）

1 1 食品衛生法 第28条第4項 食品等の収去試験に関する事務 財 広島県環境保健協会 広島県知事が法人指定�

京都府知事が法人指定
前年度調査報告漏れ

厚生労働省が法人指定
（京都府）

2

1

1

2

1

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律

浄化槽法

看護師等の人材確保の促進に関
する法律

食鳥処理の事業の規則及び食鳥
検査に関する法律

風俗営業の営業所の管理者に対する講習の実施等

風俗営業の許可に係る営業所の構造設備調査

浄化槽の水質に関する検査

未就業看護師等の就業の促進に必要な事業・訪問
看護支援事業

食鳥検査

1

1

1

1

1

第39条第1項

第39条第2項

第57条第1項

第14条第1項

第21条第1項
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分
類

規
定

法　令　等　名 条　項 事　業　内　容
種
類

法人名 備   考

社 岩手県緑化推進委員会 岩手県知事が法人指定

財 山形県みどり推進機構 山形県知事が法人指定

社 茨城県緑化推進機構 茨城県知事が法人指定

社 とやま緑化推進機構 富山県知事が法人指定

財 石川県緑化推進委員会 石川県知事が法人指定

社 静岡県緑化推進協会 静岡県知事が法人指定

社 兵庫県緑化推進協会 兵庫県知事が法人指定

財 奈良県緑化推進協会 奈良県知事が法人指定

社 鳥取県緑化推進委員会 鳥取県知事が法人指定

社 岡山県緑化推進協会 岡山県知事が法人指定

財 やまぐち農林振興公社 山口県知事が法人指定

社 長崎県緑化推進協会 長崎県知事が法人指定

財 大分県森林整備センター 大分県知事が法人指定

社 宮城県農業公社 宮城県知事が法人指定

社 秋田県農業公社 秋田県知事が法人指定

社 埼玉県農林公社 埼玉県知事が法人指定

社 新潟県農林公社 新潟県知事が法人指定

財 いしかわ農業人材機構 石川県知事が法人指定

社 長野県農業担い手育成基金 長野県知事が法人指定

社 岐阜県農畜産公社 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県農業振興公社 静岡県知事が法人指定

社 兵庫みどり公社 兵庫県知事が法人指定

財 奈良県農業振興公社 奈良県知事が法人指定

財 鳥取県農業農村担い手育成機構 鳥取県知事が法人指定�

財 岡山県農林漁業担い手育成財団 岡山県知事が法人指定

財 広島県農林振興センター 広島県知事が法人指定�

財 やまぐち農林振興公社 山口県知事が法人指定

財 徳島県農業開発公社 徳島県知事が法人指定

財 長崎県農林水産業担い手育成基金 長崎県知事が法人指定

社 大分県農業農村振興公社 大分県知事が法人指定

社 北海道畜産物価格安定基金協会 北海道知事が法人指定

社 青森県畜産協会 青森県知事が法人指定

社 宮城県畜産協会 宮城県知事が法人指定

社 秋田県農業公社 秋田県知事が法人指定

社 山形県畜産協会 山形県知事が法人指定

社 埼玉県畜産会 埼玉県知事が法人指定

社 千葉県畜産協会 千葉県知事が法人指定

社 神奈川県肉用子牛価格安定基金協会 神奈川県知事が法人指定

社 富山県畜産振興協会 富山県知事が法人指定

社 石川県畜産協会 石川県知事が法人指定

社 岐阜県畜産協会 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県畜産協会 静岡県知事が法人指定

社 愛知県畜産協会 愛知県知事が法人指定

社 滋賀県畜産振興協会 滋賀県知事が法人指定

社 京都府畜産振興協会 京都府知事が法人指定
前年度調査報告漏れ

社 鳥取県畜産推進機構 鳥取県知事が法人指定

社 広島県畜産協会 広島県知事が法人指定�

社 山口県畜産振興協会 山口県知事が法人指定

社 徳島県畜産協会 徳島県知事が法人指定

社 高知県肉用子牛価格安定基金協会 高知県知事が法人指定

社 福岡県畜産協会 福岡県知事が法人指定

社 佐賀県畜産協会 佐賀県知事が法人指定

社 長崎県畜産物価格安定基金協会 長崎県知事が法人指定

社 大分県畜産協会 大分県知事が法人指定

社 鹿児島県畜産協会 鹿児島県知事が法人指定

2 1 肉用小牛清算安定等特別措置法 第7条第1項 肉用小牛生産者補給金制度 社 奈良県肉用小牛価格安定基金協会 奈良県知事が法人指定

2

2

2

緑の募金による森林整備等の推
進に関する法律

青年等の就農促進のための資金
の貸付け等に関する特別措置法

肉用子牛生産安定等特別措置法

緑の募金の管理、森林整備等に係る業務・助成等

就農支援資金の貸付け等

肉用子牛生産者補給金制度

1

1

1

第5条第1項

第5条第1項

第7条第1項
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財 みやぎ林業活性化基金 宮城県知事が法人指定

財 秋田県林業労働対策基金 秋田県知事が法人指定

財 山形県みどり推進機構 山形県知事が法人指定

社 福島県森林・林業・緑化協会 福島県知事が法人指定

社 茨城県林業協会 茨城県知事が法人指定

財 群馬県森林・緑整備基金 群馬県知事が法人指定

社 埼玉県農林公社 埼玉県知事が法人指定

社 新潟県農林公社 新潟県知事が法人指定

財 山梨県林業公社 山梨県知事が法人指定

財 長野県林業労働財団 長野県知事が法人指定

社 岐阜県森林公社 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県山林協会 静岡県知事が法人指定

社 滋賀県造林公社 滋賀県知事が法人指定
従前から指定を受けてい
たびわ湖造林公社を
H24.3.1に吸収合併したこ
とに伴い指定

財 京都府林業労働支援センター 京都府知事が法人指定
前年度調査報告漏れ

財 兵庫県営林緑化労働基金 兵庫県知事が法人指定

財 奈良県林業基金 奈良県知事が法人指定

財 鳥取県林業担い手育成財団 鳥取県知事が法人指定

社 島根県林業公社 島根県知事が法人指定

財 岡山県林業振興基金 岡山県知事が法人指定

財 広島県農林振興センター 広島県知事が法人指定�

財 徳島県林業労働力確保支援センター 徳島県知事が法人指定

財 高知県山村林業振興基金 高知県知事が法人指定

財 佐賀県森林整備担い手育成基金 佐賀県知事が法人指定

社 長崎県林業協会 長崎県知事が法人指定

財 鹿児島県林業担い手育成基金 鹿児島県知事が法人指定

社 宮城県農業公社 宮城県知事が法人指定

社 秋田県農業公社 秋田県知事が法人指定

社 埼玉県農林公社 埼玉県知事が法人指定

社 神奈川県農業公社 神奈川県知事が法人指定

社 石川県農業開発公社 石川県知事が法人指定

財 長野県農業開発公社 長野県知事が法人指定

社 静岡県農業振興公社 静岡県知事が法人指定

社 愛知県農林公社 愛知県知事が法人指定

社 兵庫みどり公社 兵庫県知事が法人指定

財 奈良県農業振興公社 奈良県知事が法人指定

財 鳥取県農業農村担い手育成機構 鳥取県知事が法人指定�

財 岡山県農林漁業担い手育成財団 岡山県知事が法人指定

財 広島県農林振興センター 広島県知事が法人指定�

財 やまぐち農林振興公社 山口県知事が法人指定

財 徳島県農業開発公社 徳島県知事が法人指定

財 長崎県農業振興公社 長崎県知事が法人指定

財 鹿児島県地域振興公社 鹿児島県知事が法人指定

社 北海道栽培漁業振興公社 北海道知事が法人指定

財 秋田県栽培漁業協会 秋田県知事が法人指定
前回調査漏れ

社 大分県漁業公社 大分県知事が法人指定

財 宮崎県水産振興協会 宮崎県知事が法人指定

1 5 あんしん賃貸支援事業実施要領 第10条第1項 あんしん賃貸支援事業の登録代行事務 社 かながわ住まい・まちづくり協会 神奈川県知事が法人指定

社 かながわ住まい・まちづくり協会 神奈川県知事が法人指定

財 富山県建築住宅センター 富山県知事が法人指定

財 鹿児島県住宅・建築総合センター 鹿児島県知事が法人指定

2 1 障害者の雇用の促進等に関する
法律

第27条第1項 支援対象障害者に対する職業準備訓練等 社 愛知県セルプセンター 愛知県知事が法人指定

財 山形県企業振興公社 山形県知事が法人指定

財 埼玉県産業振興公社 埼玉県知事が法人指定

財 にいがた産業創造機構 新潟県知事が法人指定

財 石川県産業創出支援機構 石川県知事が法人指定

財 しずおか産業創造機構 静岡県知事が法人指定

財 やまぐち産業振興財団 山口県知事が法人指定

財 長崎県産業振興財団 長崎県知事が法人指定

財 くまもとテクノ産業財団 熊本県知事が法人指定

2 1 中小企業支援法 第7条第2項 電子計算機を利用して行うその経営管理に対し、
経営の診断又は指導を行う事業等

財 奈良県中小企業支援センター 奈良県知事が法人指定

2

2

2

1

2

林業労働力の確保の促進に関す
る法律

農業経営基盤強化促進法

沿岸漁場整備開発法

高齢者の居住の安定確保に関す
る法律

中小企業支援法

資金・機械の貸付け、研修の開催、林業労働力の
確保に関する情報提供等

農地保有合理化事業

水産動物の種苗放流・放流効果の実証

高齢者円滑入居賃貸住宅の登録事務

電子計算機を利用して行うその経営管理に対し、
経営の診断又は指導を行う事務等

1

1

1

1

1

第11条第1項

第5条第2項

第15条第1項

第17条第1項

第7条第1項
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社 茨城県計量協会 茨城県知事が法人指定

社 埼玉県計量協会 埼玉県知事が法人指定

社 新潟県計量協会 新潟県知事が法人指定

社 静岡県計量協会 静岡県知事が法人指定

社 愛知県計量連合会 愛知県知事が法人指定

社 熊本県計量協会 熊本県知事が法人指定

社 茨城県計量協会 茨城県知事が法人指定

社 埼玉県計量協会 埼玉県知事が法人指定

社 静岡県計量協会 静岡県知事が法人指定

社 愛知県計量連合会 愛知県知事が法人指定

社 熊本県計量協会 熊本県知事が法人指定

財 山形県企業振興公社 山形県知事が法人指定

財 長崎県産業振興財団 長崎県知事が法人指定

社 全日本不動産協会 青森県知事が法人指定

社 岩手県宅地建物取引業協会 岩手県知事が法人指定

社 全日本不動産協会 埼玉県知事が法人指定

社 神奈川県宅地建物取引業協会 神奈川県知事が法人指定

社 不動産協会

社 全日本不動産協会

社 日本住宅建設産業協会

社 新潟県宅地建物取引業協会 新潟県知事が法人指定

社 石川県宅地建物取引業協会 石川県知事が法人指定

社 長野県宅地建物取引業協会 長野県知事が法人指定

社 岐阜県宅地建物取引業協会 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県宅地建物取引業協会 静岡県知事が法人指定

財 大阪府宅地建物取引主任者センター 大阪府知事が法人指定

社 鳥取県宅地建物取引業協会 鳥取県知事が法人指定

社 島根県宅地建物取引業協会 島根県知事が法人指定

社 広島県宅地建物取引業協会 広島県知事が法人指定

社 山口県宅地建物取引業協会 山口県知事が法人指定

社 徳島県宅地建物取引業協会 徳島県知事が法人指定

社 全日本不動産協会 宮崎県知事が法人指定

社 全日本不動産協会 青森県知事が法人指定

社 岩手県宅地建物取引業協会 岩手県知事が法人指定

社 宮城県宅地建物取引業協会 宮城県知事が法人指定

社 山形県宅地建物取引業協会 山形県知事が法人指定

社 全日本不動産協会 福島県知事が法人指定

社 茨城県宅地建物取引業協会 茨城県知事が法人指定

社 栃木県宅地建物取引業協会 栃木県知事が法人指定

社 群馬県宅地建物取引業協会 群馬県知事が法人指定

社 全日本不動産協会 埼玉県知事が法人指定

社 千葉県宅地建物取引業協会 千葉県知事が法人指定

社 全日本不動産協会

社 日本住宅建設産業協会

社 不動産協会

社 全日本不動産協会 東京都知事が法人指定

社 神奈川県宅地建物取引業協会 神奈川県知事が法人指定

社 不動産協会

社 全日本不動産協会

社 日本住宅建設産業協会

社 新潟県宅地建物取引業協会 新潟県知事が法人指定

社 富山県宅地建物取引業協会 富山県知事が法人指定

社 石川県宅地建物取引業協会 石川県知事が法人指定

社 長野県宅地建物取引業協会 長野県知事が法人指定

社 岐阜県宅地建物取引業協会 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県宅地建物取引業協会 静岡県知事が法人指定

社 全日本不動産協会

社 日本住宅建設産業協会

財 大阪府宅地建物取引主任者センター 大阪府知事が法人指定

社 奈良県宅地建物取引業協会 奈良県知事が法人指定

社 鳥取県宅地建物取引業協会 鳥取県知事が法人指定

社 島根県宅地建物取引業協会 島根県知事が法人指定

社 岡山県宅地建物取引業協会 岡山県知事が法人指定

社 岡山県不動産協会

社 広島県宅地建物取引業協会 広島県知事が法人指定

社 徳島県宅地建物取引業協会 徳島県知事が法人指定

社 長崎県宅地建物取引業協会 長崎県知事が法人指定

社 宅地建物取引業協会 大分県知事が法人指定

1

1

4

3

2

計量法

計量法

中小企業の新たな事業活動の促
進に関する法律

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法

指定定期検査機関制度

指定計量証明検査機関制度

高度技術の開発を行う者等への債務保証等の支援

宅地建物取引業に係る講習

宅地建物取引主任者証交付に係る講習

1

1

1

1

1

第20条第1項

第117条第1項

第26条第1項

第22条の2第2項

第22条の2第2項
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財 岩手県消防協会 岩手県知事が法人指定

社 宮城県危険物安全協会連合会 宮城県知事が法人指定

社 千葉県危険物安全協会連合会 千葉県知事が法人指定

財 新潟県危険物安全協会 新潟県知事が法人指定

社 長野県危険物安全協会 長野県知事が法人指定

社 静岡県危険物安全協会連合会 静岡県知事が法人指定

社 三重県危険物安全協会 三重県知事が法人指定

社 滋賀県防火保安協会連合会 滋賀県知事が法人指定

社 兵庫県危険物安全協会 兵庫県知事が法人指定

社 奈良県防災安全協会 奈良県知事が法人指定

社 山口県危険物安全協会連合会 山口県知事が法人指定

社 徳島県危険物安全協会連合会 徳島県知事が法人指定

社 長崎県危険物保安協会 長崎県知事が法人指定

社 熊本県危険物安全協会 熊本県知事が法人指定

社 大分県危険物安全協会 大分県知事が法人指定

社 宮崎県危険物安全協会 宮崎県知事が法人指定

社 宮城県消防設備協会 宮城県知事が法人指定

社 茨城県消防設備協会 茨城県知事が法人指定

財 栃木県消防設備保安協会 栃木県知事が法人指定

社 千葉県消防設備協会 千葉県知事が法人指定

財 新潟県消防設備協会 新潟県知事が法人指定

財 富山県消防設備保守協会 富山県知事が法人指定

社 石川県消防設備協会 石川県知事が法人指定

社 長野県消防設備協会 長野県知事が法人指定

財 静岡県消防設備協会 静岡県知事が法人指定

財 三重県消防設備保守協会 三重県知事が法人指定

社 滋賀県防火保安協会連合会 滋賀県知事が法人指定

社 奈良県防災安全協会 奈良県知事が法人指定

社 岡山県消防設備協会 岡山県知事が法人指定

財 山口県消防設備協会 山口県知事が法人指定

財 徳島県消防設備保守協会 徳島県知事が法人指定

財 大分県消防設備安全協会 大分県知事が法人指定

財 宮崎県消防設備保守協会 宮崎県知事が法人指定

社 鹿児島県消防設備安全協会 鹿児島県知事が法人指定

財 新潟県環境保全事業団 新潟県知事が法人指定

財 とやま環境財団 富山県知事が法人指定

社 いしかわ環境パートナーシップ県民会議 石川県知事が法人指定

財 ひょうご環境創造協会 兵庫県知事が法人指定

財 山口県予防保健協会 山口県知事が法人指定

財 鹿児島県環境技術協会 鹿児島県知事が法人指定

社 全国保育士養成協議会 北海道知事が法人指定

青森県知事が法人指定

山形県知事が法人指定

茨城県知事が法人指定

東京都知事が法人指定

新潟県知事が法人指定

富山県知事が法人指定

石川県知事が法人指定

岐阜県知事が法人指定

奈良県知事が法人指定

鳥取県知事が法人指定

広島県知事が法人指定

山口県知事が法人指定

長崎県知事が法人指定

2 1 介護保険法 第69条の8第2項た
だし書

介護支援専門員専門研修 社 広島県シルバーサービス振興会 広島県知事が法人指定�

2 1 介護保険法 第69条の33第1項 介護支援専門員更新研修 社 広島県シルバーサービス振興会 広島県知事が法人指定�

1 1 介護保険法 第115条の30第1項 介護サービス情報公表に係る介護サービス事業者
に対する調査

社 秋田県社会福祉士会 秋田県知事が法人指定

1 1 介護保険法 第115条の36第1項 介護サービス情報の公表制度に係る調査事務 社 広島県シルバーサービス振興会 広島県知事が法人指定�

1 1 介護保険法 第115条の42第1項 介護サービス情報の公表制度に係る情報公表事務 社 広島県シルバーサービス振興会 広島県知事が法人指定�

2 6 介護支援専門員資質向上事業実
施要綱（厚生労働省老健局長通
知）

介護支援専門員実務従事者基礎研修 社 広島県シルバーサービス振興会 広島県知事が法人指定�

1

1

2

1

消防法

消防法

地球温暖化対策の推進に関する
法律

児童福祉法

危険物取扱者保安講習

消防設備士講習

地球温暖化対策に関する普及啓発等

保育士試験

1

1

1

1

第13条の23

第17条の10

第24条第1項

第18条の9第1項
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財 シルバーリハビリテーション協会 青森県知事が法人指定

財 介護労働安定センター

財 総合健康推進財団

財 介護労働安定センター 茨城県知事が法人指定

社 茨城県歯科医師会

社 石岡市医師会

財 介護労働安定センター 東京都知事が法人指定

社 東京都歯科医師会

財 富山キリスト教青年会 富山県知事が法人指定

財 介護労働安定センター

財 介護労働安定センター 石川県知事が法人指定

財 金沢市福祉サービス公社

社 石川勤労者医療協会

社 尾北医師会 愛知県知事が法人指定

社 名古屋市シルバー人材センター

財 介護労働安定センター 兵庫県知事が法人指定

財 介護労働安定センター 鳥取県知事が法人指定

社 鳥取県シルバー人材センター連合会

社 島根県シルバー人材センター連合会 島根県知事が法人指定

社 山口県歯科医師会 山口県知事が法人指定

財 介護労働安定センター

財 介護労働安定センター 高知県知事が法人指定

財 介護労働安定ｾﾝﾀｰ 宮崎県知事が法人指定

財 宮崎県母子寡婦福祉連合会

社 鹿児島県歯科医師会 鹿児島県知事が法人指定

財 介護労働安定センター 秋田県知事が法人指定

社 秋田県歯科医師会

財 介護労働安定センター 宮崎県知事が法人指定

財 北海道生活衛生営業指導センター 北海道知事が法人指定

財 宮城県生活衛生営業指導センター 宮城県知事が法人指定

財 福島県生活衛生営業指導センター 福島県知事が法人指定

財 群馬県生活衛生営業指導センター 群馬県知事が法人指定

財 埼玉県生活衛生営業指導センター 埼玉県知事が法人指定

財 千葉県生活衛生営業指導センター 千葉県知事が法人指定

財 東京都生活衛生営業指導センター 東京都知事が法人指定

財 新潟県生活衛生営業指導センター 新潟県知事が法人指定

財 富山県生活衛生営業指導センター 富山県知事が法人指定

財 静岡県生活衛生営業指導センター 静岡県知事が法人指定

財 愛知県生活衛生営業指導センター 愛知県知事が法人指定

財 広島県生活衛生営業指導センター 広島県知事が法人指定

財 大分県生活衛生営業指導センター 大分県知事が法人指定

財 茨城県生活衛生営業指導センター 茨城県知事が法人指定

財 滋賀県生活衛生営業指導センター 滋賀県知事が法人指定

2 5 国民生活金融公庫（環境衛生資
金貸付）の融資に係る手続きに
ついて（厚生省生活衛生局長通
知）

沖縄県振興開発金融公庫（生活衛生資金貸付）の
一般貸付に係る推薦事務

財 沖縄県生活衛生営業指導センター 沖縄県知事が法人指定

1 1 住宅の品質確保の促進等に関す
る法律

第7条第1項 住宅の性能評価 財 鹿児島県住宅･建築総合センター 鹿児島県知事が法人指定

1

1

2

2

介護保険法施行令

介護保険法施行令

国民生活金融公庫（環境衛生資
金貸付）の融資に係る手続きに
ついて（厚生省生活衛生局長通
知）

国民生活金融公庫(環境衛生資
金貸付)の融資に係る手続きに
ついて(厚生省生活衛生局長通
知)

介護員養成研修

日本政策金融公庫（生活衛生資金貸付）の一般貸
付に係る推薦事務

国民生活金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付
に係る推薦事務

介護員養成研修

2

2

5

5

第3条第1項

第3条第2項
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財 北海道生活衛生営業指導センター 北海道知事が法人指定

財 宮城県生活衛生営業指導センター 宮城県知事が法人指定

財 福島県生活衛生営業指導センター 福島県知事が法人指定

財 茨城県生活衛生営業指導センター 茨城県知事が法人指定

財 群馬県生活衛生営業指導センター 群馬県知事が法人指定

財 埼玉県生活衛生営業指導センター 埼玉県知事が法人指定

財 千葉県生活衛生営業指導センター 千葉県知事が法人指定

財 東京都生活衛生営業指導センター 東京都知事が法人指定

財 神奈川県生活衛生営業指導センター 神奈川県知事が法人指定

財 新潟県生活衛生営業指導センター 新潟県知事が法人指定

財 富山県生活衛生営業指導センター 富山県知事が法人指定

財 岐阜県生活衛生営業指導センター 岐阜県知事が法人指定

財 静岡県生活衛生営業指導センター 静岡県知事が法人指定

財 愛知県生活衛生営業指導センター 愛知県知事が法人指定

財 三重県生活衛生営業指導センター 三重県知事が法人指定

財 滋賀県生活衛生営業指導センター 滋賀県知事が法人指定

財 京都府生活衛生営業指導センター 京都府知事が法人指定
前年度調査報告漏れ

財 兵庫県生活衛生営業指導センター 兵庫県知事が法人指定

財 広島県生活衛生営業指導センター 広島県知事が法人指定

財 熊本県生活衛生営業指導センター 熊本県知事が法人指定

財 大分県生活衛生営業指導センター 大分県知事が法人指定

財 沖縄県生活衛生営業指導センター 沖縄県知事が法人指定

社 北海道全調理師会 北海道知事が法人指定

社 茨城県調理師連合会 茨城県知事が法人指定

社 日本全職業調理士協会

社 日本料理研究会

社 日本中国料理協会

社 東京都施設給食協会

社 神奈川県調理師連合会 神奈川県知事が法人指定

社 富山県調理師会 富山県知事が法人指定

社 石川県調理師会 石川県知事が法人指定

社 長野県調理師会 長野県知事が法人指定

社 岐阜県調理師連合会 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県調理師協会 静岡県知事が法人指定

社 奈良県調理師連合会 奈良県知事が法人指定

社 鳥取県調理師連合会 鳥取県知事が法人指定

社 岡山県食品衛生協会 岡山県知事が法人指定

社 徳島県調理師会 徳島県知事が法人指定

財 日本住宅・木造技術センター 山形県知事が法人指定

財 神奈川県建築安全協会 神奈川県知事が法人指定

財 富山県建築住宅センター 富山県知事が法人指定

財 石川県建築住宅総合センター 石川県知事が法人指定

財 日本建築総合試験所 岐阜県知事が法人指定

財 日本住宅・木材技術センター

財 日本建築センター

財 山口県建築住宅センター 山口県知事が法人指定

財 熊本県建築住宅センター 熊本県知事が法人指定

社 大分県建築士会 大分県知事が委託

財 鹿児島県住宅･建築総合センター 鹿児島県知事が法人指定

財 神奈川県建築安全協会 神奈川県知事が法人指定

財 富山建築住宅センター 富山県知事が法人指定

財 山口県建築住宅センター 山口県知事が法人指定

社 高知県建設技術公社 高知県知事が法人指定

財 大分県建築住宅センター 大分県知事が法人指定

社 高知県建設技術公社 高知県知事が法人指定

財 鹿児島県住宅･建築総合センター 鹿児島県知事が法人指定

1 1 建築基準法 第77条の35の2 建築物の構造計算適合性判定 財 山口県建築住宅センター 山口県知事が法人指定

社 北海道シルバー人材センター連合会 北海道知事が法人指定

財 いきいき埼玉 埼玉県知事が法人指定

社 静岡県シルバー人材センター連合会 静岡県知事が法人指定

社 鳥取県シルバー人材センター連合会 鳥取県知事が法人指定

社 島根県シルバー人材センター連合会 島根県知事が法人指定

社 沖縄県シルバー人材センター連合 沖縄県知事が法人指定

2 1 地方自治法 第244条の2 維持管理等運転業務の管理 財 和歌山県下水道公社 和歌山県知事が法人指定

2 1 地方自治法 第244条の2 和歌山県勤労福祉会館の管理運営 財 和歌山県勤労福祉会館の管理運営 和歌山県知事が法人指定

2 2 地方自治法施行令 第158条第1項 使用料の徴収事務 財 富山県健康スポーツ財団 富山県知事が法人指定

2 2 地方自治法施行令 第158条第1項 手数料の徴収事務 財 愛知県労働協会 愛知県知事が法人指定

2

2

1

1

1

2

生活衛生関係営業の運営の適正
化及び振興に関する法律

調理師法

建築基準法

建築基準法

建築基準法

高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律

生活衛生関係営業に関する相談・苦情処理等

調理師就業届出受理業務

建築物の構造計算適合性判定

建築物の確認及び検査

臨時的かつ短期的な就業等を希望する者に対する
紹介・講習等

1

1

1

1

1

1

第44条第1項

第57条の3第1項

第5条の2第2項

東京都知事が法人指定
調理師就業届出について
は、隔年実施であるた
め、実施年度に届出業務
に関する協定を締結して
いる。

第18条の2第1項

第6条の2
第7条の2

第77条の18

建築物等の建築確認、中間・完了検査
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2 1 火薬類取締法 第31条の2 火薬類取扱・製造保安責任者免状の交付事務 社 全国火薬類保安協会 経済産業大臣が法人指定

社 青森県建築士会 青森県知事が法人指定

前年度調査記載漏れ

社 山形県建築士会 山形県知事が法人指定

社 福島県建築士会 福島県知事が法人指定

社 茨城県建築士会 茨城県知事が法人指定

社 栃木県建築士会 栃木県知事が法人指定

社 埼玉建築士会 埼玉県知事が法人指定

社 千葉県建築士会 千葉県知事が法人指定

社 東京建築士会 東京都知事が法人指定

社 神奈川県建築士会 神奈川県知事が法人指定

社 岐阜県建築士会 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県建築士会 静岡県知事が法人指定

社 三重県建築士会 三重県知事が法人指定

社 和歌山県建築士会 和歌山県知事が法人指定

社 島根県建築士会 島根県知事が法人指定�新規

社 岡山県建築士会 岡山県知事が法人指定

社 広島県建築士会 広島県知事が法人指定

社 山口県建築士会 山口県知事が法人指定

社 高知県建築士会 高知県知事が法人指定

社 社団法人長崎県建築士会 長崎県知事が法人指定

社 熊本県建築士会 熊本県知事が法人指定

社 大分県建築士会 大分県知事が法人指定

社 宮崎県建築士会 宮崎県知事が法人指定

社 青森県建築士事務所協会 青森県知事が法人指定

前年度調査記載漏れ

社 山形県建築士事務所協会 山形県知事が法人指定

社 福島県建築士事務所協会 福島県知事が法人指定

社 茨城県建築士事務所協会 茨城県知事が法人指定

社 栃木県建築士事務所協会 栃木県知事が法人指定

社 埼玉県建築士事務所協会 埼玉県知事が法人指定

社 千葉県建築士事務所協会 千葉県知事が法人指定

社 神奈川県建築士事務所協会 神奈川県知事が法人指定

社 新潟県建築士事務所協会 新潟県知事が法人指定

社 岐阜県建築士事務所協会 岐阜県知事が法人指定

社 静岡県建築士事務所協会 静岡県知事が法人指定

社 愛知県建築士事務所協会 愛知県知事が法人指定

社 島根県建築士事務所協会 島根県知事が法人指定�新規

社 岡山県建築士事務所協会 岡山県知事が法人指定

社 広島県建築士事務所協会 広島県知事が法人指定

社 山口県建築士事務所協会 山口県知事が法人指定

社 高知県建築士事務所協会 高知県知事が法人指定

社 社団法人長崎県建築士事務所協会 長崎県知事が法人指定

社 熊本県建築士事務所協会 熊本県知事が法人指定

社 大分県建築士事務所協会 大分県知事が法人指定

社 宮崎県建築士事務所協会 宮崎県知事が法人指定

2

2

建築士法

建築士法

二級建築士等登録事務

建築士事務所登録等事務

1

1

第10条の20第1項

第26条の3第1項
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２ 条例等により各都道府県が委託等している事務・事業                平成 24年 12月 1日現在 

 

都道府県名
分
類

規
定

法　令　等　名 条　項
指定管
理者制

度
事　業　内　容

種
類

法人名 備   考

北海道 2 6 北海道食品衛生責任者講習会運
営要綱

第5 ○ 食品衛生責任者養成講習会及び実務講習会の実施 社 北海道食品衛生協会

4 6 北海道立アイヌ総合センター条
例

第4条 ○ 北海道立アイヌ総合センターの管理 社 北海道アイヌ協会

4 6 北海道立オホーツク流氷科学セ
ンター条例

第４条 ○ 北海道立オホーツク流氷科学センターの管理 財 オホーツク生活文化振興財団

4 6 第４条 ○ 財 オホーツク地域振興機構

財 十勝圏振興機構

4 6 北海道立都市公園条例 第2条 ○ 北海道立都市公園の管理 財 北海道子どもの国協会

財 北方文化振興協会
（教育庁との共管法人）

財 函館市住宅都市施設公社

2 6 北海道営住宅条例 第63条 ○ 財 北海道住宅管理公社

財 函館市住宅都市施設公社

2 6 北海道立少年自然の家条例 第４条 ○ 北海道立砂川少年自然の家の管理・運営 財 北海道子どもの国協会 北海道教育委員会が法人指定

2 6 北海道立博物館条例 第４条 ○ 北海道立北方民族博物館の管理・運営 財 北方文化振興協会 北海道教育委員会が法人指定

青森県 2 6 青森県食品衛生推進員事業実施
要領

第6 青森県食品衛生推進員事業 社 青森県食品衛生協会

2 6 食品衛生責任者の取扱いについ
て

1－(4） 食品衛生責任者養成講習会 社 青森県食品衛生協会

2 6 青森県県税条例 第30条第1項 証紙代金収納計器による自動車税・自動車取得税
に係る収納印の表示等

社 青森県自動車会議所

2 6 県単野菜・花き価格安定対策事
業実施要領

第2、第3 野菜・花き生産者補給金の資金造成 社 青森県青果物価格安定基金協会

4 6 第3第1項 社 青森県建築士会

社 青森県建築士事務所協会

2 6 青森県指定管理者による公の施
設の管理に関する条例

第2条 ○ 青森県身体障害者福祉センターねむのき会館の管
理

財 青森県身体障害者福祉団体連合会

2 6 青森県指定管理者による公の施
設の管理に関する条例

第2条 ○ 青森県視覚障害者情報センターの管理 社 青森県視覚障害者福祉連合会

岩手県 4 6 第3条 社 岩手県建築士会 前年度報告漏れ

社 岩手県建築士事務所協会 前年度報告漏れ

2 6 森林公園条例 第1条の２ ○ 森林公園の管理 社 岩手県緑化推進委員会

4 6 県営住宅等条例 第50条 ○ 県営住宅の管理 財 岩手県建築住宅センター

4 6 県営特定公共賃貸住宅等条例 第36条 ○ 県営特定公共賃貸住宅の管理 財 岩手県建築住宅センター

宮城県 2 2 クレー射撃場条例 第3条 ○ 宮城県クレー射撃場の管理 社 宮城県猟友会

2 2 サンクチュアリセンター条例 第4条 ○ 宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターの管
理

財 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

2 6 産業交流センター条例 第3条 ○ みやぎ産業交流センターの管理 財 みやぎ産業交流センター

2 6 宮城県県税条例 第97条 自動車二税証紙代金収納計器取扱事務 社 宮城県自動車会議所

2 6 宮城県県税条例 第97条 軽自動車自動車取得税証紙収納計器取扱事務 社 全国軽自動車協会連合会宮城県事務取扱
所

2 6 流域下水道条例 第3条 ○ 流域下水道の維持管理 財 宮城県下水道公社

2 6 公共育成牧場条例 第4条 ○ 県営岩出山牧場の管理 社 宮城県農業公社

2 6 母子福祉センター条例 第4条 ○ 母子福祉センターの管理運営 財 宮城県母子福祉連合会

2 6 県立都市公園条例 第2条 宮城県総合運動公園の管理 財 宮城県スポーツ振興財団 宮城県教育委員会が法人指定

2 6 総合運動場条例 第3条 総合運動場の管理 財 宮城県スポーツ振興財団 宮城県教育委員会が法人指定

2 6 婦人会館条例 第4条 婦人会館の管理 財 みやぎ婦人会館 宮城県教育委員会が法人指定

山形県 4 6 山形県産業創造支援センター条
例

第7条 ○ 山形県産業創造支援センターの管理 財 山形県企業振興公社

4 6 山形県観光情報センター条例 第2条 ○ 山形県観光情報センターの管理 社 山形県観光物産協会

2 6 山形県県民の森条例 第3条 ○ 山形県県民の森の管理運営 財 山形県みどり推進機構

2 6 山形県源流の森条例 第3条 ○ 山形県源流の森の管理運営 財 山形県みどり推進機構

2 6 山形県生涯学習センター条例 第７条 ○ 山形県生涯学習センターの管理 財 山形県生涯学習文化財団

2 6 山形県体育施設条例 第８条 ○ 山形県体育館、山形県武道館の管理 財 山形市体育協会 山形県教育委員会が法人指定

福島県 2 6 福島県昭和の森条例 第８条第１項 ○ 昭和の森の管理 財 猪苗代町振興公社

2 6 ふくしま海洋科学館条例 第４条第１項 ○ ふくしま海洋科学館の管理運営業務 財 ふくしま海洋科学館

2 6 福島県男女共生センター条例 第４条 ○ 福島県男女共生センターの運営・維持管理、施設
利用料金の徴収、その他知事が定める業務

財 福島県青少年育成・男女共生推進機構

2 1 肉用子牛生産安定等特別措置法 第7条第1項 肉用子牛生産者補給金制度 社 福島県畜産振興協会

4 6 福島県都市公園条例 第４条の２ ○ 県営都市公園の管理運営 財 福島県都市公園・緑化協会

4 6 福島県総合緑化センター条例 第４条 ○ 福島県総合緑化センターの管理運営 財 福島県都市公園・緑化協会

茨城県 1 6 茨城県土木工事施工管理基準の
運用制定について

－
土木部所管公共工事に係る品質管理試験 財 茨城県建設技術管理センター

4 6 茨城県県営住宅条例 第66条 ○ 県営住宅及び共同施設の管理 財 茨城住宅管理協会

4 6 茨城県立県民文化センターの設
置及び管理に関する条例

第13条 ○ 茨城県立県民文化センターの管理 財 いばらき文化振興財団

4 6 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及
び茨城県立カントリープラザ
「鵜の岬」の設置及び管理に関
する条例

第9条 ○ 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」及び茨城県立カント
リープラザ「鵜の岬」の管理

財 茨城県開発公社

2 6 茨城県立青少年会館の設置及び
管理に関する条例

第9条 ○ 茨城県立青少年会館の管理 社 茨城県青少年育成協会

4 6 社会福祉施設等の設置及び管理
に関する条例

第6条 ○ 茨城県立母子の家の管理 社 茨城県母子寡婦福祉連合会

4 6 つくば国際会議場の設置及び管
理に関する条例

第10条 ○ つくば国際会議場の管理 財 茨城県科学技術振興財団

4 6 社会福祉施設等の設置及び管理
に関する条例

第6条 ○ 聴覚障害者福祉センターやすらぎの管理 社 茨城県聴覚障害者協会

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 茨城県建築士会

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 茨城県建築士事務所協会

建築士を対象とする講習の指定
に関する規程

北海道立地域食品加工技術センターの管理北海道立地域食品加工技術セン
ター条例

道営住宅の入退去管理、家賃・敷金・駐車場使用
料の徴収収納業務、施設の修繕・保守点検業務

建築士を対象とする講習青森県建築士を対象とする講習
の指定に関する要綱

建築士を対象とする講習
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栃木県 4 6 栃木県総合文化センター設置及
び管理条例

第８条の２第１項 ○ 栃木県総合文化センターの管理 財 とちぎ未来づくり財団

4 6 栃木県風土記の丘資料館条例 第９条第１項 ○ 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館の管理及び運
営

財 とちぎ未来づくり財団 栃木県教育委員会が法人指定

4 6 栃木県子ども総合科学館条例 第８条 ○ 栃木県子ども総合科学館の管理及び運営 財 とちぎ未来づくり財団

4 6 栃木県立とちぎ海浜自然の家条
例

第８条の２第１項 ○ 栃木県立とちぎ海浜自然の家の管理及び運営 財 とちぎ未来づくり財団 栃木県教育委員会が法人指定

4 6 栃木県立なす高原自然の家設置
及び管理条例

第９条の２第１項 ○ 栃木県立なす高原自然の家の管理及び運営 財 とちぎ未来づくり財団 栃木県教育委員会が法人指定

4 6 栃木県風土記の丘資料館条例 第９条第１項 ○ 栃木県立なす風土記の丘資料館の管理及び運営 財 とちぎ未来づくり財団 栃木県教育委員会が法人指定

群馬県 2 6 群馬県立日本絹の里の設置及び
管理に関する条例

第4条 ○ 群馬県立日本絹の里の管理・運営 財 群馬県蚕糸振興協会

2 6 群馬県勤労福祉センターの設置
及び管理に関する条例

第３条 ○ 群馬県勤労福祉センターの管理運営 財 群馬県勤労福祉センター

2 6 群馬県立森林公園の設置及び管
理に関する条例

第14条 ○ 群馬県立森林公園の指定管理（さくらの里、みか
ぼ森林公園）

社 群馬県林業公社

2 6 群馬県総合スポーツセンターの
設置及び管理に関する条例

第2条の2 ○ 群馬県総合スポーツセンターの管理 財 群馬県スポーツ協会 群馬県教育委員会が法人指定

埼玉県 2 6 埼玉県食品衛生責任者資格制度
運営要綱

第4条 食品衛生責任者に対する知識の普及、管理の審査 社 埼玉県食品衛生協会

2 6 埼玉県食品衛生責任者実務講習
会実施要項

第4条 食品衛生責任者に対する知識の普及、管理の審査 社 埼玉県食品衛生協会

2 6 埼玉県県民活動総合センター条
例

第14条第1項 ○ 埼玉県県民活動総合センターの管理運営 財 いきいき埼玉

4 6 埼玉県母子福祉センター条例 第4条 ○ 埼玉県母子福祉センターの管理運営 財 埼玉県母子寡婦福祉連合会

4 6 埼玉県産業文化センター条例 第14条 ○ 埼玉県産業文化センター(ソニックシティホール)
の管理運営

財 埼玉県産業文化センター

4 6 埼玉県農林公園条例 第11条 ○ 農林公園管理業務 社 埼玉県農林公社

2 6 埼玉県種苗センター条例 第8条 ○ 埼玉県種苗センターの管理業務委託 社 埼玉県農林公社

2 6 埼玉県森林科学館条例 第12条 ○ 埼玉県森林科学館の管理 社 埼玉県農林公社

2 6 埼玉県県民の森条例 第7条 ○ 埼玉県県民の森の管理 社 埼玉県農林公社

4 6 埼玉県都市公園条例 第22条第1項及び第
2項

○ 県営公園の管理運営 財 公園緑地管理財団

4 6 埼玉県都市公園条例 第22条第1項及び第
2項

○ 県営公園の管理運営 財 埼玉県生態系保護協会

4 6 埼玉県自然学習センター条例 第13条第1項及び第
2項

○ 埼玉県自然学習センターの管理 財 埼玉県生態系保護協会

4 6 埼玉県都市公園条例 第22条第1項及び第
2項

○ 埼玉県北本自然観察公園の管理 財 埼玉県生態系保護協会

4 6 さいたま文学館条例 第12条 ○ さいたま文学館の管理運営 財 けやき文化財団

4 6 埼玉県県民活動総合センター条
例

第14条第1項 ○ 埼玉県県民活動総合センターの管理運営 財 いきいき埼玉

4 6 さいたま文学館条例 第12条 ○ さいたま文学館の管理運営 財 けやき文化財団 埼玉県教育委員会が法人指定

千葉県 2 6 千葉県自然公園施設設置管理条
例

第5条 ○ 海中公園施設の管理運営 財 千葉県勝浦海中公園センター

4 6 千葉県青少年女性会館設置管理
条例

第7条 ○ 千葉県青少年女性会館の管理 財 千葉県青少年協会

4 6 千葉県港湾管理条例 第18条 ○ 港湾施設の管理 財 富津市施設利用振興公社

4 6 千葉県港湾管理条例 第18条 ○ 港湾施設の管理 社 木更津港湾愛護協会

東京都 4 6 東京都リハビリテーション病院
条例

第10条第1項 ○ 東京都リハビリテーション病院の運営 社 東京都医師会

4 6 東京都立心身障害者口腔保健セ
ンター条例

第7条第1項 ○ 東京都都立心身障害者口腔保健センターの運営 社 東京都歯科医師会

神奈川県 4 6 神奈川県都市公園条例 第23条 ○ 神奈川県立城ヶ島公園の管理 社 三浦市観光協会

新潟県 4 6 新潟県関岬キャンプ場条例 第14条 ○ キャンプ場の管理運営 財 休暇村協会

4 6 新潟県起業化支援・交流拠点施
設条例

第18条第２項 ○ 新潟県起業化支援・交流拠点施設の管理 財 にいがた産業創造機構

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 新潟県建築士事務所協会

4 6 新潟県食品衛生責任者制度運営
要綱

第4の1･第4の2 食品衛生責任者講習会の開催 社 新潟県食品衛生協会

2 6
新潟県フグ中毒の
防止に関する要綱 第5条第2項

フグ取扱衛生責任者
講習会の開催 社 新潟県食品衛生協会

4
6 新潟県都市公園条例 第15条の3 ○ 新潟県立大潟水と森公園の管理運営 財 新潟県都市緑花センター

新潟県 4 6 新潟県埋蔵文化財センター条例 第7条第1項 ○ 新潟県埋蔵文化財センターの管理 財 新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県教育委員会が法人指定

4 6 新潟県健康づくり・スポーツ医
科学センター条例

第14条第1項 ○ 健康づくり・スポーツ医科学センターの管理運営 財 新潟県体育協会 新潟県教育委員会が法人指定

富山県 4 6 富山県民共生センター条例 第5条 ○ 富山県民共生センターの管理 財 富山県女性財団

4 6 富山県国際健康プラザ条例 第7条 ○ 富山県国際健康プラザの管理 財 富山県健康スポーツ財団

4 6 富山県立イタイイタイ病資料館
条例

第5条 ○ 富山県立イタイイタイ病資料館の管理 財 富山県健康スポーツ財団

4 6 第3条第1項 社 富山県建築士会

社 富山県建築士事務所協会

4 6 富山県営体育施設条例 第4条 ○ 富山県営体育施設の管理 財 富山県体育協会 富山県教育委員会が法人指定

4 6 富山県営体育施設条例 第4条 ○ 富山県営体育施設の管理 財 高岡市体育協会 富山県教育委員会が法人指定

建築士に対する講習会建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱
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石川県 4 6 石川県立山中漆器産業技術セン
ター条例

第2条 ○ 石川県立山中漆器産業技術センターの管理 財 山中漆器産業技術センター

4 6 石川県ふれあい昆虫館条例 第2条 ○ 石川県ふれあい昆虫館の管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 いしかわ動物園条例 第2条 ○ いしかわ動物園の管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 石川県海の自然生態館条例 第2条 ○ 石川県海の自然生態館の管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 のと海洋ふれあいセンター条例 第2条 ○ のと海洋ふれあいセンターの管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 石川県産業展示館条例 第3条 ○ 石川県産業展示館の管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 石川県湖南運動公園条例 第2条 ○ 石川県湖南運動公園の管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 石川県都市公園条例 第2条の2 財 木場潟公園協会

財 石川県県民ふれあい公社

4 6 石川県自然公園施設条例 第3条 財 白山観光協会

財 白山市地域振興公社

4 6 石川県女性センター条例 第2条 ○ 石川県女性センターの管理 財 石川県女性センター

4 6 石川県母子福祉センター条例 第3条 ○ 石川県母子福祉センターの管理 財 石川県母子寡婦福祉連合会

4 6 石川県立音楽堂条例 第2条 ○ 石川県立音楽堂の管理 財 石川県音楽文化振興事業団

4 6 石川県国際交流センター条例 第2条 ○ 石川県国際交流センターの管理 財 石川県国際交流協会

4 6 石川ハイテク交流センター条例 第2条 ○ 石川ハイテク交流センターの管理 財 石川県産業創出支援機構

4 6 石川県流域下水道条例 第3条 ○ 流域下水道の管理 財 石川県下水道公社

4 6 学校以外の教育機関等設置に関
する条例

第4条 ○ 白山青年の家管理 財 白山市地域振興公社

4 6 学校以外の教育機関等設置に関
する条例

第4条 ○ 白山ろく少年自然の家管理 財 白山市地域振興公社

4 6 学校以外の教育機関等設置に関
する条例

第4条 ○ 鹿島少年自然の家管理 財 石川県県民ふれあい公社

4 6 学校以外の教育機関等設置に関
する条例

第4条 ○ 能登少年自然の家管理 財 石川県県民ふれあい公社

2 6 学校以外の教育機関等設置に関
する条例

第4条 ○ 石川県埋蔵文化財センターの管理 財 石川県埋蔵文化財センター

2 1 石川県体育施設条例 第3条 ○ 体育施設の管理 財 内灘町公共施設等管理公社

2 1 石川県体育施設条例 第3条 ○ 体育施設の管理 財 石川県県民ふれあい公社

2 1 石川県体育施設条例 第3条 ○ 体育施設の管理 財 石川県体育協会

福井県 4 6 ふくい健康の森の設置および管
理に関する条例

第4条 ○ ふくい健康の森の管理 財 福井県健康管理協会

4 6 福井県産業振興施設の設置およ
び管理に関する条例

第4条第1項 ○ 福井県産業振興施設の管理 財 福井県産業会館

4 6 福井県国際交流会館の設置およ
び管理に関する条例

第5条第1項 ○ 福井県国際交流会館の管理 財 福井県国際交流協会

2 6 テクノポート福井総合公園の設
置および管理に関する条例

第3条 ○ テクノポート福井総合公園の管理 財 福井県企業公社

4 6 福井県若狭湾エネルギー研究セ
ンターの設置および管理に関す
る条例

第4条 ○ 福井県若狭湾エネルギー研究センターの管理 財 若狭湾エネルギー研究センター

4 6 福井県立音楽堂の設置および管
理に関する条例

第4条 ○ 福井県立音楽堂の管理 財 福井県文化振興事業団 福井県教育委員会が法人指定

山梨県 2 6 山梨県立地域産業振興センター
設置及び管理条例

第3条 ○ 山梨県立地域産業振興センターの指定管理。地域
で生産される工業製品、農産物等の展示等

財 山梨県郡内地域地場産業振興センター

2 6 山梨県立国際交流センター設置
及び管理条例

第3条 ○ 山梨県立国際交流センターの指定管理。国際交流
活動等に関する講座開催、調査研究、相談等

財 山梨県国際交流協会

2 6 山梨県立武田の杜保健休養林設
置及び管理条例

第4条 ○ 山梨県立武田の杜保健休養林の指定管理。森林・
鳥獣に関する知識普及、鳥獣の保護、野外活動機
会の提供等

財 山梨県林業公社

2 6 山梨県立県民の森保健休養施設
設置及び管理条例

第4条 ○ 山梨県県民の森保健休養施設の指定管理。自然に
関する知識習得に資する野外活動機会の提供等

財 山梨県林業公社

2 6 山梨県都市公園条例 第10条 ○ 山梨県立都市公園（森林公園金川の森）の指定管
理。森林に関する知識普及のための催し、交通安
全講習の開催等

財 山梨県林業公社

2 6 山梨県立防災安全センター設置
及び管理条例

第4条 ○ 山梨県立防災安全センターの指定管理。防災に関
する教育・訓練・調査研究・展示等

財 山梨県消防協会

長野県 4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条 建築士に対する講習会 社 長野県建築士会

岐阜県 2 6 岐阜県食品衛生責任者設置要綱 第3条、第7条 食品衛生責任者の養成及び再講習会 社 岐阜県食品衛生協会

4 6 岐阜産業会館の設置及び管理に
関する条例

第9条 ○ 岐阜産業会館の管理運営 財 岐阜産業会館

2 6 岐阜県流域下水道条例 第3条 木曽川右岸流域下水道の維持管理 財 岐阜県浄水事業公社

2 6 セラミックパークＭＩＮＯ条例 第10条 ○ 県有施設セラミックパークＭＩＮＯの管理運営 財 セラミックパーク美濃

2 6 岐阜県長良川球技場条例 第９条第１項 ○ 岐阜県長良川球技場の管理 財 岐阜県イベント・スポ－ツ振興事業団

都市公園の管理

自然公園施設の管理○

○
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静岡県 静岡県税賦課徴収条例 第55条,第71条 自動車税の証紙代金収納計器の取扱い等 社 静岡県自動車会議所 国土交通省が法人指定

4 6 静岡県労政会館の設置及び管理
に関する条例

第11条第1項 ○ 静岡県労政会館の管理 財 静岡県労働福祉事業協会 静岡県知事が法人指定

4 6 静岡県コンベンションアーツセ
ンターの設置及び管理に関する
条例

第14条第1項 ○ 静岡県コンベンションアーツセンターの管理 財 静岡県文化財団 静岡県知事が法人指定

4 6 静岡県総合健康センターの設置
及び管理に関する条例

第10条第1項 ○ 静岡県総合健康センターの指定管理業務 財 しずおか健康長寿財団 静岡県知事が法人指定

4 6 静岡県浜松内陸コンテナ基地の
設置及び管理に関する条例

第11条第1項 ○ 浜松内陸コンテナ基地の管理・運営 財 静岡県コンテナ輸送振興協会 静岡県知事が法人指定

4 6 静岡県家畜共同育成場の設置及
び管理に関する条例

第9条1項 ○ 静岡県家畜共同育成場の管理・運営 社 静岡県畜産協会 静岡県知事が法人指定

2 6 食品衛生法施行条例 第2条 食品衛生責任者要請講習会 社 静岡県食品衛生協会 静岡県知事が法人指定

4 6 静岡県舞台芸術公園の設置及び
管理に関する条例

第7条1項 ○ 静岡県舞台芸術公園の管理 財 静岡県舞台芸術センター 静岡県知事が法人指定
（所管官庁の変更）

4 6 静岡県都市公園条例 第8条の7第1項 ○ 県営都市公園(静岡県草薙総合運動場)の管理運営 財 静岡県体育協会 静岡県教育委員会が法人指定

4 6 静岡県立水泳場及び静岡県富士
水泳場の設置及び管理に関する
条例

第13条 ○ 静岡県立水泳場の管理 財 静岡県体育協会 静岡県教育委員会が法人指定

4 6 静岡県武道館の設置及び管理に
関する条例

第13条 ○ 静岡県武道館の管理 財 静岡県体育協会 静岡県教育委員会が法人指定

愛知県 4 6 愛知県労働者福祉施設条例 第8条 ○ 労働者福祉施設の管理 財 愛知県労働協会

4 6 愛知県農林業振興施設条例 第8条 ○ 愛知県植木センターの管理 社 愛知県農林公社

4 6 愛知県流域下水道条例 第6条第2号 ○ 愛知県下水道科学館の管理 財 愛知水と緑の公社

4 6 愛知県流域下水道条例 第6条第1号 ○ 流域下水道の施設の管理 財 愛知水と緑の公社

4 6 愛知県観光施設条例 第9条 ○ 犬山国際ユースホステルの管理 社 愛知県観光協会 昨年度報告漏れ。国所管法人

三重県 2 6 食品衛生責任者取扱要綱 第4 食品衛生責任者養成講習（再講習） 財 三重県食品衛生協会

4 6 三重県母子福祉センター条例 第3条第1項 ○ 三重県母子福祉センターの管理 財 三重県母子寡婦福祉連合会

4 6 三重県流域下水道条例 第4条 ○ 流域下水道施設の維持管理 財 三重県下水道公社

4 6 三重県交通安全研修センター条
例

第3条第1項 ○ 三重県交通安全研修センターの管理 財 三重県交通安全協会

滋賀県 4 6 滋賀県琵琶湖流域下水道条例 第9条 ○ 流域下水道の管理 財 滋賀県下水道公社

2 1 地方自治法 第244条の2第3項 ○ 滋賀県立伊吹運動場の指定管理 財 伊吹山麓青少年育成事業団 滋賀県教育委員会が法人指定

京都府 2 6 京都府の施設の管理等に関する
条例

第６条 京都府立総合見本市会館の管理・運営 財 京都府総合見本市会館 前年度調査報告漏れ

4 6 京都府立少年自然の家条例 第４条第１項 ○ 京都府立少年自然の家の管理 財 京都府少年教育振興会

兵庫県 2 6 特設水道条例 第7条第4項 特設水道の水質検査 財 ひょうご環境創造協会

4 6 兵庫県立姫路労働会館の設置及
び管理に関する条例

第7条 ○ 兵庫県立姫路労働会館の管理 財 兵庫県勤労福祉協会

4 6 兵庫県中央労働センターの設置
及び管理に関する条例

第7条 ○ 兵庫県中央労働センターの管理 財 兵庫県勤労福祉協会

4 6 兵庫県立但馬ドームの設置及び
管理に関する条例

第7条第1項 ○ 兵庫県立但馬ドームの管理 財 兵庫県勤労福祉協会

4 6 兵庫県立三木山森林公園の設置
及び管理に関する条例

第7条第1項 ○ 兵庫県立三木山森林公園の管理 社 兵庫みどり公社

4 6 ひょうご環境体験館の設置及び
管理に関する条例

第7条 ○ ひょうご環境体験館の管理 財 ひょうご環境創造協会

4 6 兵庫県立ふるさとの森公園の設
置及び管理に関する条例

第5条 ○ 兵庫県立国見の森公園の管理 財 しそう森林王国協会

4 6 兵庫楽農生活センターの設置及
び管理に関する条例

第7条 ○ 兵庫楽農生活センターの管理 社 兵庫みどり公社

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 兵庫県建築士会

4 6 兵庫県立弓道場の設置及び管理
に関する条例

第8条第1項 ○ 兵庫県立弓道場の管理 社 兵庫県高等学校教育振興会 兵庫県教育委員会が法人指定

奈良県 2 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第３条第1項 建築士のための指定講習会 社 奈良県建築士会

2 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第３条第1項 建築士事務所の管理講習会 社 奈良県建築士事務所協会

和歌山県 4 6 和歌山県児童福祉施設設置及び
管理条例

第８条 ○ 和歌山県立和歌山すみれホームの管理運営 社 和歌山県母子寡婦福祉連合会

2 3 和歌山県民文化会館設置及び管
理条例

第８条 ○ 和歌山県民文化会館駐車場の指定管理 財 和歌山県文化振興財団

鳥取県 4 6 鳥取県立県民文化会館の設置及
び管理に関する条例

第3条 ○ 鳥取県立県民文化会館の管理 財 鳥取県文化振興財団

4 6 鳥取県立倉吉未来中心の設置等
に関する条例

第3条 ○ 鳥取県立倉吉未来中心の管理 財 鳥取県文化振興財団

4 6 鳥取県立童謡館の設置及び管理
に関する条例

第3条 ○ 鳥取県立童謡館の管理 財 鳥取童謡・おもちゃ館

4 6 鳥取県立米子コンベンションセ
ンターの設置及び管理に関する
条例

第3条 ○ 鳥取県立米子コンベンションセンターの管理 財 とっとりコンベンションビューロー

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士に対する講習会 社 鳥取県建築士会

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士に対する講習会 社 鳥取県建築士事務所協会

4 6 鳥取県食品衛生法施行細則 第11条の2第2項 食品衛生責任者に対する講習会 社 鳥取県食品衛生協会

4 6 鳥取県立生涯学習センターの設
置及び管理に関する条例

第３条 ○ 鳥取県立生涯学習センターの施設の管理 財 鳥取県教育文化財団 鳥取県教育委員会が法人指定

島根県 2 6 島根県立男女共同参画センター
条例

第4条 ○ 島根県立男女共同参画センターの管理等 財 しまね女性センター

2 6 食品衛生法施行条例 別表第1の第3の2 食品衛生責任者の養成及び実務講習 社 島根県食品衛生協会

4 6 島根県立産業交流会館条例 第7条 ○ 島根県立産業交流会館の管理 財 くにびきメッセ

2 6 島根県立しまね海洋館条例 第3条 ○ 島根県立しまね海洋館の管理 財 しまね海洋館

4 6 建築士を対象とする講習会の指
定に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 島根県建築士会

4 6 建築士を対象とする講習会の指
定に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 島根県建築士事務所協会

4 6 島根県立武道施設条例 第4条 ○ 島根県立武道館の管理等 財 島根県体育協会 島根県教育委員会が法人指定

4 6 島根県立体育施設条例 第3条 ○ 島根県立プール・体育館・サッカー場の管理等 財 島根県体育協会 島根県教育委員会が法人指定
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岡山県 2 6 岡山県都市公園条例 第3条 ○ 総合グラウンド（岡山武道館を除く）の管理 社 岡山県総合協力事業団

2 6 岡山武道館条例 第４条 ○ 武道館の施設及び設備の使用許可及び利用料金の
徴収等に関すること等

財 財団法人岡山県武道振興会

2 6 岡山県牛窓ヨットハーバー条例 第４条 ○ 岡山県牛窓ヨットハーバーの管理等 財 財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会

2 6 岡山県健康づくりセンター条例 第４条 ○ 岡山県南部健康づくりセンターの管理 財 岡山県健康づくり財団

1 6 食品衛生法施行条例 第2条 食品衛生責任者養成講習会 社 岡山県食品衛生協会

2 6 岡山県ふぐ調理等規制条例 第7条第1項 ふぐ調理等に係る講習会 社 岡山県食品衛生協会

2 6 岡山セラミックスセンター条例 第4条 ○ 岡山セラミックスセンターの管理運営 財 岡山セラミックス技術振興財団

4 6 岡山県立森林公園条例 第3条 ○ 岡山県立森林公園の管理 財 上齋原振興公社

2 6 岡山県立青少年農林文化セン
ター三徳園条例

第3条 ○ 岡山県立青少年農林文化センター三徳園の管理 財 岡山県農林漁業担い手育成財団

2 6 岡山県都市公園条例 第3条 ○ 倉敷スポーツ公園の管理 財 倉敷スポーツ公園

広島県 2 6 広島県食品衛生推進員設置要綱 第3 食品衛生推進員事業 社 広島県食品衛生協会

2 6 広島県食品衛生責任者養成講習
会実施要領

2 食品衛生責任者養成等講習会 社 広島県食品衛生協会

2 6 広島県健康福祉センター設置及
び管理条例

第４条第１項 ○ 広島県健康福祉センターの管理 財 財団法人広島県地域保健医療推進機構

2 6 広島県民文化センター設置及び
管理条例

第4条第1項 ○ 広島県民文化センターの管理，運営，利用許可な
ど

財 県民センター

2 6 広島県立もみのき森林公園設置
及び管理条例

第4条第1項 ○ 広島県立もみのき森林公園の管理，運営，利用許
可など

財 もみのき森林公園協会

2 6 広島県立中央森林公園設置及び
管理条例

第4条第1項 ○ 広島県立中央森林公園の管理，運営，利用許可な
ど

財 中央森林公園協会

2 6 自然公園施設の設置及び管理に
関する条例

第7条第1項 ○ 野呂山公園施設の管理，運営，利用許可など 財 野呂山観光開発公社

4 6 広島県栽培漁業センター設置及
び管理条例

第4条第1項 ○ 広島県栽培漁業センターの管理 社 広島県栽培漁業協会

2 6 広島県立広島国際協力センター
設置及び管理条例

第4条第1項 ○ 広島県立広島国際協力センターの管理 財 ひろしま国際センター 広島県知事が法人指定

山口県 4 6 山口県健康づくりセンター条例 第10条第1項 ○ 山口県健康づくりセンターの管理 財 山口県健康福祉財団

2 6 山口県母子福祉施設条例 第8条第1項 ○ 山口県母子福祉センターの管理 財 山口県母子寡婦福祉連合会

4 6 山口県立都市公園条例 第14条第1項 ○ 維新百年記念公園の管理 財 山口県施設管理財団

4 6 山口県フラワーランド条例 第11条第1項 ○ 山口県フラワーランドの管理 財 やない花のまちづくり振興財団

4 6 山口県営住宅条例 第45条の2 ○ 県営住宅の管理 財 山口県施設管理財団

徳島県 4 6 徳島県郷土文化会館の設置及び
管理に関する条例

第３条 ○ 徳島県郷土文化会館の運営 財 徳島県文化振興財団

4 6 徳島県立文学書道館の設置及び
管理に関する条例

第３条第１項 ○ 徳島県立文学書道館の管理 財 徳島県文化振興財団

4 6 徳島県立産業観光交流センター
の設置及び管理に関する条例

第３条第１項 ○ 徳島県立産業観光交流センターの管理 財 徳島県観光協会

4 6 徳島県立男女共同参画交流セン
ターの設置及び管理に関する条
例

第３条第１項 ○ 徳島県立男女共同参画交流センターの管理
（ホール、研究室等を利用に供する業務等）

財 徳島県観光協会

4 6 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設
置及び管理に関する条例

第３条 ○ 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営 財 徳島県文化振興財団

4 6 徳島県都市公園条例 第２条 ○ 徳島県日峯大神子広域公園、徳島県文化の森総合
公園、徳島県蔵本公園及び徳島県新町川公園の管
理

財 徳島県建設技術センター

4 6 徳島県立中央武道館の設置及び
管理に関する条例

第３条第１項 ○ 徳島県立中央武道館の管理 財 徳島県スポーツ振興財団

4 6 徳島県都市公園条例 第２条 ○ 徳島県蔵本公園、徳島県鳴門総合運動公園スポー
ツ施設の管理

財 徳島県スポーツ振興財団

愛媛県 2 6 愛媛県立都市公園条例 第15条 ○ 愛媛県総合運動公園の管理 財 愛媛県スポーツ振興事業団

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士に対する講習 社 愛媛県建築士会

4 1 宅地建物取引業法 第22条の2第2項 宅地建物取引主任者証交付にかかる講習 社 全日本不動産協会

福岡県 2 6 福岡県立あまぎ水の文化村条例 3条 ○ 福岡県立あまぎ水の文化村の管理運営 財 あまぎ水の文化村

4 6 福岡県建設技術情報センター条
例

第5条 ○ 福岡県建設技術情報センターの管理、建設資材に
関する各種試験

財 福岡県建設技術情報センター

4 6 福岡県立久留米スポーツセン
ター条例

第3条 ○ センターの利用の許可、施設の維持・保守に関す
る業務

財 福岡県スポーツ振興公社

4 6 福岡県立体育・スポーツ条例 第6条 ○ 体育等施設の利用許可、使用料の徴収、施設の維
持及び保守に関する業務

財 福岡県スポーツ振興公社

4 6 福岡県青少年科学館条例 第3条 ○ 科学館の利用の許可、施設の維持及び保守に関す
る業務

財 福岡県教育文化奨学財団

佐賀県 1 6 佐賀県立男女共同参画セン
ター・佐賀県立生涯学習セン
ター設置条例

第３条第１項 ○ 佐賀県立男女共同参画センター・佐賀県立生涯学
習センターの管理

「財」財団法人佐賀県女性と生涯学習財団

4 6 佐賀県解放会館条例 第3条第1項 ○ 佐賀県解放会館の管理 社 佐賀県部落解放推進協議会

2 6 佐賀県少年自然の家設置条例 第3条第1項 ○ 佐賀県少年自然の家の管理 財 佐賀県教育文化振興財団 佐賀県教育委員会が法人指定

2 6 佐賀県立生涯学習センター設置
条例

第3条第1項 ○ 佐賀県立生涯学習センターの管理 財 佐賀県女性と生涯学習財団 佐賀県教育委員会が法人指定
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長崎県 4 6 長崎県亜熱帯植物園条例 第2条 ○ 長崎県亜熱帯植物園の管理 財 長崎市野母崎振興公社

4 6 長崎県立都市公園条例 第21条 ○ 長崎県立総合運動公園の管理 社 長崎県公園緑地協会

4 6 長崎県立都市公園条例 第21条 ○ 平戸公園及び田平公園の管理 社 長崎県公園緑地協会

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 長崎県建築士会

4 6 建築士を対象とする講習の指定
に関する要綱

第3条第1項 建築士を対象とする講習 社 長崎県建築士事務所協会

4 6 長崎県県民の森条例 第３条 ○ 長崎県民の森の管理 社 長崎県林業コンサルタント

熊本県 2 6 熊本県身体障害者福祉センター
条例

第3条第1項 聴覚障害者情報提供センターの管理 財 熊本県ろう者福祉協会

1 6 昭和58年8月25日付け環企第74
号・環指第105号　厚生省環境
衛生局企画・指導課長連名通知

日本政策金融公庫への借入の際に必要とされる県
知事推薦の内容審査

財 熊本県生活衛生営業指導センター

4 6 熊本武道館条例 第10条 ○ 武道館の管理 財 熊本県武道振興会 熊本県教育委員会が法人指定

4 6 藤崎台県営野球場条例 第10条 ○ 藤崎台県営野球場の管理 財 熊本県スポーツ振興事業団 熊本県教育委員会が法人指定

4 6 熊本県都市公園条例 第16条 ○ 都市公園の管理 財 熊本県スポーツ振興事業団 熊本県教育委員会が法人指定

4 6 熊本県立総合体育館条例 第10条 ○ 体育館の管理 財 熊本県スポーツ振興事業団 熊本県教育委員会が法人指定

4 6 熊本県総合射撃場条例 第10条 ○ 射撃場の管理 財 熊本県スポーツ振興事業団 熊本県教育委員会が法人指定

大分県 4 6 大分県立総合文化センターの設
置及び管理に関する条例

第4条 ○ 大分県立総合文化センターの管理 財 大分県文化スポーツ振興財団

4 6 大分県県民の森における公の施
設の設置及び管理に関する条例

第8条 ○ 大分県県民の森指定管理 社 大分県治山林道協会 （公財）森林ネットおお
いたとの共同事業体

3 6 土木工事の施工管理基準及び規
格値

４－（５） 建設材料に関する各種試験 財 大分県建設技術センター

4 6 大分県都市公園条例 第14条 ○ 大洲総合運動公園の管理 財 大分県公園協会 （㈱）ファビルスとの共
同事業体

宮崎県 4 6 公の施設に関する条例 第10条の2第3項 ○ 施設の管理 財 宮崎県機械技術振興協会

4 6 教育関係の公の施設に関する条
例

第4条 ○ 宮崎県体育館及び宮崎県ライフル射撃場の管理 財 宮崎県スポーツ施設協会 宮崎県教育委員会が法人指定

4 6 都市公園条例 第15条の2 ○ 宮崎県総合運動公園（有料公園施設のみ）の管理 財 宮崎県スポーツ施設協会 宮崎県教育委員会が法人指定

鹿児島県 4 6 鹿児島県都市公園条例 第2条の3 ○ 都市公園の管理 財 鹿児島県地域振興公社

4 6 フラワーパークかごしまの設置
及び管理に関する条例

第3条 ○ フラワーパークかごしまの管理 財 鹿児島県地域振興公社

4 6 森の研修館かごしまの設置及び
管理に関する条例

第4条 ○ 森の研修館かごしまの管理 財 鹿児島県林業担い手育成基金

4 6 鹿児島県営住宅条例 第55条 ○ 県営住宅の管理 財 鹿児島県住宅・建築総合センター
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1,000万円
未満

1,000万円以
上

1億円未満

1億円
以上

10億円
未満

10億円以上
交付額

（千円）
伸び率
（％）

交付
法人数

交付額
（千円）

交付
法人数

内 閣 府 169,122,225 1 0 0 0 1 168,959,990 104,145.2 0 162,235 1

警 察 庁 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0

金 融 庁 132,450,000 1 0 0 0 1 99,647,743 303.8 ▲ 2 32,802,257 3

消 費 者 庁 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0

総 務 省 221,143,340 3 0 0 0 3 191,037,270 634.5 ▲ 7 30,106,070 10

法 務 省 0 0 0 0 0 0 ▲ 107,176 ▲ 100.0 ▲ 2 107,176 2

外 務 省 3,924,342 4 0 1 2 1 ▲ 4,980,481 ▲ 55.9 ▲ 10 8,904,823 14

財 務 省 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0

文 部 科 学 省 674,839 26 16 8 2 0 ▲ 9,368,110 ▲ 93.3 ▲ 35 10,042,949 61

厚 生 労 働 省 16,381,878 44 9 19 11 5 ▲ 19,807,078 ▲ 54.7 ▲ 39 36,188,956 83

農 林 水 産 省 37,531,665 47 10 27 4 6 16,025,631 74.5 ▲ 33 21,506,034 80

経 済 産 業 省 163,889,330 21 6 8 4 3 110,229,410 205.4 ▲ 24 53,659,920 45

国 土 交 通 省 7,490,230 21 9 8 2 2 ▲ 3,625,819 ▲ 32.6 ▲ 14 11,116,049 35

環 境 省 0 0 0 0 0 0 ▲ 2,093,498 ▲ 100.0 ▲ 8 2,093,498 8

防 衛 省 0 0 0 0 0 0 ▲ 373,761 ▲ 100.0 ▲ 1 373,761 1

合 計 145 44 60 23 18

(割合(％)) (100) (30.3) (41.4) (15.9) (12.4)

（注）１　平成23年度決算ベース。「合計」欄の各数値は共管による重複を除いた実数。
　　   2　本資料における補助金等とは、平成23年度決算書のコード番号における目番号が「16」の補助金、負担金、交付金、補給金等を指す。

(参考)平成22年度決算ﾍﾞｰｽ

444,991,847 290,114,379

所 管 官 庁 名
交付額

（千円）
交付

法人数

対前年度増減

187.3 ▲ 149 154,877,468 294
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1,000万円
未満

1,000万円
以上

1億円未満

1億円
以上

10億円
未満

10億円
以上

交付額
（千円）

伸び率
（％）

交付
法人数

交付額
（千円）

交付
法人数

内 閣 府 778,191 2 0 1 1 0 418,312 116.2 ▲ 1 359,879 3

警 察 庁 0 0 0 0 0 0 ▲ 78,855 ▲ 100.0 ▲ 1 78,855 1

金 融 庁 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0

消 費 者 庁 17,419 1 0 1 0 0 ▲ 477 ▲ 2.7 ▲ 1 17,896 2

総 務 省 893,794 9 2 3 4 0 ▲ 803,140 ▲ 47.3 ▲ 2 1,696,934 11

法 務 省 0 0 0 0 0 0 ▲ 3,056,269 ▲ 100.0 ▲ 3 3,056,269 3

外 務 省 788,630 4 2 1 1 0 ▲ 2,485,834 ▲ 75.9 ▲ 13 3,274,464 17

財 務 省 9,355 2 2 0 0 0 ▲ 22,428 ▲ 70.6 0 31,783 2

文 部 科 学 省 4,243,914 25 9 12 3 1 ▲ 6,833,328 ▲ 61.7 ▲ 54 11,077,242 79

厚 生 労 働 省 6,570,160 26 7 13 4 2 ▲ 5,595,744 ▲ 46.0 ▲ 68 12,165,904 94

農 林 水 産 省 2,292,567 28 10 13 5 0 ▲ 1,258,641 ▲ 35.4 ▲ 13 3,551,208 41

経 済 産 業 省 4,151,922 31 8 12 11 0 ▲ 14,238,885 ▲ 77.4 ▲ 56 18,390,807 87

国 土 交 通 省 252,837 8 3 4 1 0 ▲ 3,315,411 ▲ 92.9 ▲ 19 3,568,248 27

環 境 省 29,027 3 2 1 0 0 ▲ 2,434,574 ▲ 98.8 ▲ 16 2,463,601 19

防 衛 省 0 0 0 0 0 0 ▲ 37,314 ▲ 100.0 ▲ 1 37,314 1

合 計 121 39 51 28 3

(割合(％)) (100) (32.2) (42.1) (23.1) (2.5)

（注）１　平成23年度決算ベース。「合計」欄の各数値は共管による重複を除いた実数。
　　   ２　本資料における委託費とは、平成23年度決算書のコード番号における目番号が「14」のものを指す。

所 管 官 庁 名
交付額

（千円）
交付

法人数

対前年度増減 (参考)平成22年度決算ﾍﾞｰｽ

19,322,173 ▲ 27,124,244 ▲ 58.4 ▲ 211 46,446,417 332
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（単位：千円）
所管官庁名 種類 法人名 金額

総務省 (社) デジタル放送推進協会 50,483,168

厚生労働省 (財) 労災保険情報センター 4,095,241

(財) 二十一世紀職業財団 1,913,071

(財) 産業雇用安定センター 1,905,470

(財) 介護労働安定センター 1,797,202

(社) 日本医師会 1,326,100

農林水産省 (社) 配合飼料供給安定機構 9,773,444

(財) 食品流通構造改善促進機構 8,643,638

(財) 農林水産長期金融協会 7,686,621

(社) 日本養鶏協会 3,219,407

(財) 日本鯨類研究所 2,515,195

経済産業省 (社) 全国石油協会 27,966,627

(財) 海外産業人材育成協会 2,127,506

国土交通省 (財) 民間都市開発推進機構 5,190,000
内閣府
総務省

(財) 都道府県会館 169,122,225

金融庁
経済産業省

(社) 全国信用保証協会連合会 132,450,000

総務省
国土交通省

(社) 移動通信基盤整備協会 1,537,947

外務省
農林水産省

(社) 国際農林業協働協会 3,565,776

(注) 1 平成２３年度決算ベース。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計　１８法人）

　　  2 国からの補助金等のみ。  
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（単位：千円）
所管官庁名 種類 法人名 金額

文部科学省 (財) 日本分析センター 2,442,619

厚生労働省 (財) 労災サポートセンター 2,774,171

(財) 労災保険情報センター 1,551,824

(注) 1 平成２３年度決算ベース。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計　3法人）

　　  2 国からの委託費のみ。
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北 海 道 知 事 315 70 2,691,122 48 4,175,092

青 森 県 知 事 132 26 1,290,883 24 766,051

岩 手 県 知 事 183 29 1,437,957 31 1,330,780

宮 城 県 知 事 177 33 1,856,519 34 2,254,728

秋 田 県 知 事 129 31 2,104,971 38 2,560,163

山 形 県 知 事 98 19 1,834,640 17 2,829,469

福 島 県 知 事 193 44 4,434,823 39 5,601,047

茨 城 県 知 事 208 35 2,049,886 43 30,507,244

栃 木 県 知 事 114 20 522,030 27 2,881,165

群 馬 県 知 事 133 45 1,402,947 28 1,093,217

埼 玉 県 知 事 222 67 4,386,747 31 2,895,502

千 葉 県 知 事 213 23 336,996 41 3,250,949

東 京 都 知 事 227 47 2,206,956 42 20,123,993

神 奈 川 県 知 事 266 69 1,854,446 37 3,387,976

新 潟 県 知 事 192 35 2,610,998 35 2,688,271

富 山 県 知 事 111 40 1,097,458 30 1,789,356

石 川 県 知 事 163 50 2,793,872 41 3,968,390

福 井 県 知 事 141 26 1,409,731 23 1,643,486

山 梨 県 知 事 86 32 2,601,444 22 1,218,475

長 野 県 知 事 168 24 1,102,524 20 3,627,195

岐 阜 県 知 事 134 38 1,476,131 32 2,915,995

静 岡 県 知 事 153 33 762,409 23 6,074,843

愛 知 県 知 事 202 35 1,742,976 25 12,012,467

三 重 県 知 事 110 23 717,623 26 1,080,661

滋 賀 県 知 事 95 35 703,316 23 4,746,237

京 都 府 知 事 174 44 1,209,558 35 2,750,236

大 阪 府 知 事 371 44 1,694,603 42 4,273,176

兵 庫 県 知 事 138 32 1,556,773 17 2,451,117

奈 良 県 知 事 137 36 1,134,474 34 697,579

和 歌 山 県 知 事 109 21 170,083 18 801,061

鳥 取 県 知 事 98 33 1,021,820 25 573,979

島 根 県 知 事 137 15 1,266,386 18 704,231

岡 山 県 知 事 207 43 2,306,894 39 2,668,513

広 島 県 知 事 204 40 2,022,199 41 5,811,500

山 口 県 知 事 209 32 2,100,489 43 2,335,790

徳 島 県 知 事 91 23 1,566,942 27 1,511,146

香 川 県 知 事 105 20 234,293 23 1,716,128

愛 媛 県 知 事 121 21 747,636 22 968,521

高 知 県 知 事 139 22 1,449,214 30 443,362

福 岡 県 知 事 282 69 3,656,581 39 9,813,131

佐 賀 県 知 事 113 27 440,795 31 939,793

長 崎 県 知 事 169 30 777,704 32 1,237,558

熊 本 県 知 事 120 24 2,689,532 19 875,293

大 分 県 知 事 135 26 910,122 26 918,357

宮 崎 県 知 事 127 31 745,702 42 1,694,676

鹿 児 島 県 知 事 122 25 3,566,735 21 1,722,620

沖 縄 県 知 事 121 27 4,671,124 26 1,264,734

知 事 合 計 7,594 1,614 81,369,064 1,430 171,595,253

所管官庁名

補　助　金　等 委　託　費

法 人 数 交 付 法 人 数 交 付 額 （ 千 円 ） 交 付 法 人 数 交 付 額 （ 千 円 ）
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北 海 道 教 委 68 6 658,137 2 190,669

青 森 県 教 委 70 4 1,007,788 6 1,325,731

岩 手 県 教 委 51 5 586,958 1 78,804

宮 城 県 教 委 46 6 292,173 4 699,138

秋 田 県 教 委 25 3 547,671 0 0

山 形 県 教 委 67 5 114,603 3 539,772

福 島 県 教 委 54 4 303,421 2 137,320

茨 城 県 教 委 23 5 276,332 2 120,695

栃 木 県 教 委 44 6 436,711 3 1,644,025

群 馬 県 教 委 20 5 164,666 2 295,445

埼 玉 県 教 委 26 5 152,915 2 314,435

千 葉 県 教 委 39 4 548,487 1 16,389

東 京 都 教 委 101 5 162,085 3 544,239

神 奈 川 県 教 委 67 6 262,985 1 5,771

新 潟 県 教 委 46 5 227,675 1 710,191

富 山 県 教 委 28 4 9,532 2 116,423

石 川 県 教 委 45 15 775,529 6 1,512,513

福 井 県 教 委 29 5 68,138 1 504

山 梨 県 教 委 26 1 201 2 29,323

長 野 県 教 委 76 6 24,367 3 894,230

岐 阜 県 教 委 44 3 154,060 4 445,822

静 岡 県 教 委 113 4 207,390 3 99,230

愛 知 県 教 委 54 6 1,223,965 1 1,807

三 重 県 教 委 28 1 44,286 2 37,850

滋 賀 県 教 委 30 1 64,476 1 83,819

京 都 府 教 委 95 12 488,646 4 494,264

大 阪 府 教 委 95 3 598,401 3 102,143

兵 庫 県 教 委 65 10 2,653,537 4 60,017

奈 良 県 教 委 24 4 186,079 0 0

和 歌 山 県 教 委 52 5 41,919 1 307,556

鳥 取 県 教 委 24 5 126,767 3 1,164,653

島 根 県 教 委 37 1 6,287 2 510,514

岡 山 県 教 委 28 2 510,179 1 5,590

広 島 県 教 委 64 3 124,551 0 0

山 口 県 教 委 43 6 216,661 1 13,342

徳 島 県 教 委 12 1 21,026 0 0

香 川 県 教 委 32 1 87,409 3 3,791

愛 媛 県 教 委 37 2 56,432 1 2,031

高 知 県 教 委 31 5 89,230 3 125,571

福 岡 県 教 委 95 12 1,221,133 5 765,686

佐 賀 県 教 委 40 7 174,110 5 740,927

長 崎 県 教 委 26 3 920,394 2 96,767

熊 本 県 教 委 30 1 193 2 632,884

大 分 県 教 委 32 6 80,969 0 0

宮 崎 県 教 委 29 4 78,707 0 0

鹿 児 島 県 教 委 43 5 447,487 2 30,493

沖 縄 県 教 委 33 4 838,313 2 60,765

教 委 合 計 2,187 222 17,282,981 102 14,961,139

所管官庁名

補　助　金　等 委　託　費

法 人 数 交 付 法 人 数 交 付 額 （ 千 円 ） 交 付 法 人 数 交 付 額 （ 千 円 ）

 

（注）１　平成23年度決算ベース。

        ２　補助金等、委託費とは、それぞれ、地方自治法施行規則第15条第2項別記中、節の項「19　負担金、補助及び交付金」、

　　　　　「13　委託料」を指す。
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 １ 検査等の委託・推薦等に関する事項 

 

すべて措置済 一部措置済 未措置 すべて措置済 一部措置済 未措置

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 2 2 0 0 2 0 0

推 薦 等 13 8 5 0 13 0 0

計 15 10 5 0 15 0 0

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 0 0 0 0 0 0 0

推 薦 等 2 2 0 0 2 0 0

計 2 2 0 0 2 0 0

委 託 等 16 14 2 0 15 1 0

推 薦 等 22 9 13 0 22 0 0

計 38 23 15 0 37 1 0

委 託 等 0 0 0 0 0 0 0

推 薦 等 4 0 4 0 4 0 0

計 4 0 4 0 4 0 0

委 託 等 4 4 0 0 4 0 0

推 薦 等 4 4 0 0 4 0 0

計 8 8 0 0 8 0 0

委 託 等 8 5 3 0 7 1 0

推 薦 等 20 7 13 0 20 0 0

計 28 12 16 0 27 1 0

委 託 等 1 1 0 0 1 0 0

推 薦 等 1 0 1 0 1 0 0

計 2 1 1 0 2 0 0

委 託 等 － － － － － － －

推 薦 等 － － － － － － －

計 － － － － － － －

委 託 等 30 25 5 0 28 2 0

推 薦 等 65 30 35 0 65 0 0

計 95 55 40 0 93 2 0

事務・事業数
府省が講ずべき措置

法 務 省

外 務 省

法人が講ずべき措置

財 務 省

内 閣 府

警 察 庁

金 融 庁

総 務 省

国 土 交 通 省

環 境 省

防 衛 省

合 計

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省

農 林 水 産 省

経 済 産 業 省

（注） 「合計」は、共管による重複を除いた実数である。

 

 

 

 

 

 

資料  

80 
 

国の関与等を透明化・合理化するための措置の進捗状況 

319 



 

付属資料 データ等 

資
料
80 

 ２ 補助金等の交付等に関する事項 

 （１）実施計画の対象事項に対する措置及び新規発生防止のための措置 

すべて措置済 一部措置済 未措置 すべて措置済 一部措置済 未措置

実 施 計 画 掲 載 事 項 1 0 1 0 0 0 0 0

新 規 発 生 事 項 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1 0 1 0 0 0 0 0

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 4 4 0 0 1 1 0 0

新 規 発 生 事 項 4 2 0 2 3 2 0 1

計 8 6 0 2 4 3 0 1

実 施 計 画 掲 載 事 項 1 1 0 0 1 1 0 0

新 規 発 生 事 項 8 6 2 0 6 3 3 0

計 9 7 2 0 7 4 3 0

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 1 1 0 0 1 1 0 0

新 規 発 生 事 項 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1 1 0 0 1 1 0 0

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 － － － － － － － －

新 規 発 生 事 項 － － － － － － － －

計 － － － － － － － －

実 施 計 画 掲 載 事 項 7 6 1 0 3 3 0 0

新 規 発 生 事 項 12 8 2 2 9 5 3 1

計 19 14 3 2 12 8 3 1

合 計

厚 生 労 働 省

農 林 水 産 省

経 済 産 業 省

国 土 交 通 省

環 境 省

防 衛 省

金 融 庁

総 務 省

法 務 省

外 務 省

財 務 省

文 部 科 学 省

件数
助成・給付

事業法人数

内 閣 府

警 察 庁

（注）1 実施計画掲載事項は、例外事項に限る。

2 「助成・給付事業法人数」の各省庁の「計」及び「合計」は、法人の重複を除いた実数である。
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 ２ 補助金等の交付等に関する事項 

 （２）特例民法法人向け補助金等全般に対する措置 

すべて措置済 一部措置済 未措置 すべて措置済 一部措置済 未措置

内 閣 府 3 3 0 0 3 0 0

警 察 庁 0 0 0 0 0 0 0

金 融 庁 1 1 0 0 1 0 0

消 費 者 庁 1 1 0 0 1 0 0

総 務 省 9 7 1 1 9 1 0

法 務 省 0 0 0 0 0 0 0

外 務 省 3 3 0 0 3 0 0

財 務 省 2 2 0 0 2 0 0

文 部 科 学 省 37 31 4 2 34 4 0

厚 生 労 働 省 59 53 4 2 44 11 3

農 林 水 産 省 56 56 0 0 51 4 1

経 済 産 業 省 43 43 0 0 42 1 0

国 土 交 通 省 18 16 1 1 16 1 1

環 境 省 2 2 0 0 2 0 0

防 衛 省 0 0 0 0 0 0 0

合 計 201 185 10 6 175 21 5

対象法人数
府省がホームページに掲載すべき事項 法人が措置すべき事項
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３ 新規発生防止のための措置 

  【第三者分配型補助金等】 

 ①実施計画において例外事項とされたもの 

補助金等 やむを得ないとする理由等 備考

【 厚生労働省】

血液確保事業等補助金 （財) 友愛福祉財団
HIV訴訟の裁判上の和解に基づき、当該法人が国及び関連企業からの拠出により行うこととされた事業で

ある。このため、国自ら実施することができない事業である。
－

医薬品等健康被害対策事業費補

助金
(財) 友愛福祉財団

HIV訴訟原告団と厚生労働大臣との恒久対策協議により創設された事業であり、当該法人の設立趣旨や

事業の透明性確保の点からも現行の事業形態が適切である。
－

【 農林水産省】

配合飼料価格安定対策事業費補

助金
(社) 配合飼料供給安定機構 国からの補助金と民間の資金を一体化して当該事業を実施しているため、現在の事業方式を維持する。 －

【 国土交通省】

自動車事故対策費補助金 （財） 交通遺児等育成基金
　国からの補助金と民間の資金を一体化して当該事業を実施しているため、現在の事業方式を維持する必

要がある。

関係特例民法法人の名称

 

 

 

 ②新規発生事項 

補助金等 やむを得ないとする理由等 備考

（ 平成1 5 年度新規発生事項）

【 厚生労働省】

育児休業労働者等支援交付金 （財） 二十一世紀職業財団

当交付金の大部分は助成金に関する費用であるが、助成金の支給業務については、支給のための審査業

務や支払い業務を伴い、このための人員等が必要なものであることから、国が直接実施するよりも、専門的

知識・ノウハウと全国的な展開能力を有するものが実施することが適切である。

　このため、育児・介護雇用安定助成金の支給業務については、育児・介護休業法第３９条第１項第２号に

基づき、育児・介護休業法第３６条の指定法人であり、労働者の仕事と家庭の両立支援事業についてのノ

ウハウ等を有する２１世紀職業財団に行わせているところである。

平成２４年度から解消

（ 平成2 １年度新規発生事項）

【 厚生労働省】

短時間労働者均衡待遇推進等助

成金
（財） 二十一世紀職業財団

助成金の支給業務については、支給のための審査業務や支払い業務を伴い、このための人員等が必要な

ものであることから、国が直接実施するよりも、専門的な知識・ノウハウと全国的な展開能力を有するものが

実施することが適切である。

　 このため、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給業務については、パートタイム労働法第２８条第

１項に基づき、パートタイム労働法第２５条の指定法人であり、パートタイム労働者の雇用管理改善等につ

いてノウハウ等を有する２１世紀職業財団に行わせているところである。

　 平成１９年のパートタイム労働法の改正により、パートタイム労働法に基づく指定法人としての業務範囲

を助成金の支給に関する業務などに限定し、それ以外の業務については廃止したことから、「第三者分配

型」が生じた。

平成２４年度から解消

（ 平成2 2 年度新規発生事項）

【 厚生労働省】

厚生労働科学研究費補助金 （社） 日本医師会

本事業は、医療上必要であるが採算性等の理由により、企業等による治験が実施されにくい医薬品等につ

いて、質の高い医師主導治験の実施可能な体制の確立を目的としたものである。

これらのために、日本医師会は、医療機関のネットワークの更なる形成や研究の企画・立案、研究課題の募

集及び採択、各種の折衝及び事務処理等の事業を自ら行っている。さらに、日本医学会分科会から、わが

国で可及的速やかに薬事承認を受けることが望ましいとして推薦された医薬品等に対する効率的な医師主

導治験の実施のために、当該治験を実施する研究者に対して資金を分配している。したがって、事業をすべ

て第三者に委託しているものではない。

なお、当該法人は、医療機関のネットワークや薬事規制のノウハウを有していること、これまで継続的に実

施している実績があることといった専門性を有している。

厚生労働科学研究費補助金 （財） ヒューマンサイエンス振興財団

本事業は、官民共同研究方式で医療現場のニーズに応じた研究を実施することを目的としており、企業と

研究者のニーズ及び研究の方向性をマッチングさせる事業主体が必要となる。ヒューマンサイエンス振興

財団は、100社近い製薬企業を会員として擁していること、また、企業において医薬品等の開発に携わった

出向者を抱えていることから、企業や医療現場のニーズを把握しており、さらにすでに官民共同出資のＦＡ

として実績と専門性を有するので、事業主体として適している。

なお、当財団は官民共同出資のための事業を行っており、それを第三者に委託しているものではない。

【 農林水産省】

国産水産物安定供給推進事業 （財） 魚価安定基金

本事業は、水産物価格の安定と国民への水産物の安定供給を目的とし、価格低落時に漁業者から水産物

を買い取り、漁期外に放出する際に経費の一部を助成するものである。

　事業実施主体の選定にあたっては、公募に基づき、第三者委員会の審査を経て、上記事業内容を一体的

に行える者として、当該法人が選定されたため、結果的に第三者分配型補助金となったものである。

－

関係特例民法法人の名称

（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに
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（ 平成２３年度新規発生事項）

【 農林水産省】

国内産糖・いもでん粉供給円滑化

事業費補助金
（財） 日本特産農産物協会

　本事業は、さとうきび・でん粉原料用かんしょの安定生産を図るため、甘しゃ糖・かんしょでん粉製造事業

者が気象災害により著しく操業度が低下した場合、減収による製造コストの上昇の一定割合について補て

んを実施する「甘しゃ糖・かんしょでん粉製造事業者気象災害緩和対策事業」及び国内産いもでん粉製造

事業者が国内産いもでん粉の高付加価値化・低コスト化に向けた施設整備等を実施する「国内産いもでん

粉の高付加価値化・低コスト化推進事業」を一体的に運用する形式をとっているところである。

　本事業の基金管理団体の選定に当たっては、公募に基づき第三者委員会の審査を経て、当該法人が選

定されたため、結果的に第三者分配型補助金となったものである。

平成24年度から解消

農山漁村6次産業化対策事業

農林水産物等輸出課題解決対策

事業

(社) 全国農協乳業協会

　本事業は、輸出に取り組む産地や事業者等が直面している課題を解決し、その解決策を普及啓発する取

組を支援するものである。

　本事業の実施に当たっては、事業実施計画を承認し、交付決定をするものであるが、承認した計画では、

総事業費に占める委託費の割合は50％未満であったが、事業開始後において、試験輸送や普及啓発につ

いて当初計画より少ない経費で実施したため、必然的に総事業費も減額したことから、相対的に委託費の

割合が50％を超えたものである。

　なお、本事業の実施者の選定に当たっては、農水省ホームページ等において広く一般に公募し、国際部

長が開催する外部委員を含む選定審査委員会において、審査要領に基づき審査を行い選定した。

平成24年度から解消

担い手育成・確保対策事業費等

補助金（農地売買円滑化事業費）
(社) 全国農地保有合理化協会

  本事業は、４７都道府県に設置されている農地保有合理化法人が行う農地の売買に伴い生じた売買差損

について、実施主体が当該農地保有合理化法人に対しその一定割合を補てんすることで、農業者の負担を

軽減し、規模拡大に意欲的な農業者の農地取得を促進する事業である。

　本事業の実施主体については、農地保有合理化法人からの売買契約単位での申請に対して、１契約ごと

に審査を行い助成金を交付するか否かを判断できる団体である必要があり、これを要件に公募し、第三者

委員会の意見も踏まえ、選定したものである。

　平成23年度から解消

農業経営金融対策費補助金 (財) 農林水産長期金融協会

　本事業は、農業経営基盤強化資金の借入者である多数の認定農業者等に対して利子助成を実施するも

のである。

　事業実施主体である（財）農林水産長期金融協会が、個々の借入者との約定日の都度、借入者の口座に

利子助成金を送金することは非効率であり、事務コストの増加につながることであることから、融資機関によ

る代理受領方式を採用しているところである。

　このような資金の流れとなっているため、結果的に第三者分配型補助金となったものである。

  平成２１年１１月の事業仕分けによる評価結果を受

け、平成２２年度に基金を国庫返還し、本事業の実施に

当たっては、平成２２年度より毎年度の必要な額を予算

措置することとした。

（ 平成２４年度新規発生事項）

【 農林水産省】

鶏卵生産者経営安定対策事業費

補助金
（社） 日本養鶏協会

　本事業は、鶏卵の標準取引価格が補填基準価格を下回った場合、その差額の９割を鶏卵生産者に補填

等する事業であり、国からの補助金と生産者からの積立金により実施されるものである。

　事業実施主体については公募を行っており、外部有識者による選定委員会において、当該法人が事業

の実施に必要な事務処理能力を有する団体として選定されたものであり、このような資金の流れとなってい

るため、結果的に第三者分配型となったものである。

（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに（注）表中「措置予定時期」の欄について、「平成13年度」とある場合は、13年度の末までにおける予算措置等の所要の措置を通じ、 翌年度より直ちに
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【補助金依存型特例民法法人】 

 ③実施計画において例外事項とされたもの 

やむを得ないとする理由等 備　考

（財） 世界政経調査会

我が国の情報調査の必要性から，内閣官房の委託により当該事業を行っている法人の存在は不可欠であり，委託費の廃止は

困難である。自己収入拡大の方途も限られており，補助金等の年収比率を２／３未満に改善することは困難であるが，事業を総

合的に見直し，法人の統廃合等，管理業務の共通化による経費削減を図るとともに，個別の業務内容の見直し等，事業の効率

的実施を行うことにより，平成１７年度までに段階的に委託費を１５％削減した。また，平成１８年度７月以降，「基本方針２００６」

に基づき，公益法人向け補助金等についても５年間で５％以上の抑制を図ることとされ，毎年度，前年度予算額の１００分の１に

相当する額以上の削減を行っている。さらに，平成23年4月１日には，（社）国民出版協会及び(社)国際情勢研究会を吸収合併

し，管理費を中心に前年度と比べて約１４％削減した。引き続き，事業の総合的見直しや効率的・効果的運営に努める。

－

（財） 二十一世紀職業財団

女性の雇用管理改善に係る支援事業については、専門的知識・ノウハウと全国的な展開能力を有する当該法人以外に担う主体

が存在せず、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等による国の指定等に基づく業務

であることから、国が直接実施することは適切でなく、補助金等の年収比率を2/3未満に引き下げることは困難である。

平成２４年度から解消

(財) 友愛福祉財団

HIV訴訟の裁判上の和解に基づき、当該法人が国及び関連企業からの拠出により行うこととされた事業及びHIV訴訟原告団と厚

生労働大臣との恒久対策協議により創設された事業を行っており、当該法人の設立趣旨や事業の透明性確保の点からも国が

直接実施することは困難なため、補助金等の年収比率を2/3未満に引き下げることは困難である。

－

関係特例民法法人の名称

【 内閣府】

【 厚生労働省】

 

 

 

 ④新規発生事項 

やむを得ないとする理由等 備考

(財) 農林水産長期金融協会

　当法人が実施している「農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業」については、平成21年11月の事業仕分けの結果を

踏まえて創設され、平成22年度から実施。その結果、補助金としての7,516,517千円の収入が、総収入に占める割合の３分の２

以上を占めることとなったため、「補助金依存型」となったもの。

  平成２１年１１月の事業仕分けによる評価結果を受け、平成２

２年度に基金を国庫返還し、本事業の実施に当たっては、平成２

２年度より毎年度の必要な額を予算措置することとした。

(財) 食品流通構造改善促進機構

平成２３年度補正予算（第４号）（平成２４年２月８日成立）において緊急的に措置された農山漁村６次産業化緊急対策推進事業

及び農山漁村再生可能エネルギー導入等緊急対策推進事業を緊急に実施するため当法人の既存の基金を活用する必要があっ

た。　その結果、補助金としての8,643,638千円の収入が、総収入に占める割合が３分の２以上をしめることとなったため、「補助

金依存型」となったもの。

平成24年度から解消

関係特例民法法人の名称

（ 平成2 3 年度新規発生事項）

【 農林水産省】
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データ等 付属資料 

資

料

80 

（単位：千円）

（平成21年度新規発生事項）

【金融庁・経済産業省】
(社)全国信用保証協会連合会

平成20年度

（決算ベース）

平成21年度

（決算ベース）

平成22年度

（決算ベース）

平成23年度

(決算ベース）

平成24年度

国からの補助金等収入(A) 55,519,048 104,000,000 30,800,000 132,450,000 3,900,000

年間収入(B) 77,814,586 195,611,514 79,858,959 182,531,514 73,279,014

補助金等依存率(A)/(B) 71.3% 53.2% 38.6% 72.6% 5.3%

補助金依存状態解消のための改善計画
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データ等 付属資料 

資
料
81 

 

 

 

 

内 閣 府 29 24 ( 82.8 ) 内 閣 府 22 17 ( 77.3 )

警 察 庁 13 13 ( 100.0 ) 警 察 庁 13 12 ( 92.3 )

金 融 庁 37 37 ( 100.0 ) 金 融 庁 16 13 ( 81.3 )

消 費 者 庁 4 4 ( 100.0 ) 消 費 者 庁 4 2 ( 50.0

総 務 省 158 149 ( 94.3 ) 総 務 省 86 82 ( 95.3 )

法 務 省 86 74 ( 86.0 ) 法 務 省 11 8 ( 72.7 )

外 務 省 90 58 ( 64.4 ) 外 務 省 40 32 ( 80.0 )

財 務 省 408 406 ( 99.5 ) 財 務 省 60 59 ( 98.3 )

文 部 科 学 省 697 607 ( 87.1 ) 文 部 科 学 省 174 148 ( 85.1 )

厚 生 労 働 省 435 380 ( 87.4 ) 厚 生 労 働 省 119 101 ( 84.9 )

農 林 水 産 省 236 227 ( 96.2 ) 農 林 水 産 省 162 158 ( 97.5 )

経 済 産 業 省 239 227 ( 95.0 ) 経 済 産 業 省 108 105 ( 97.2 )

国 土 交 通 省 573 545 ( 95.1 ) 国 土 交 通 省 285 269 ( 94.4 )

環 境 省 20 17 ( 85.0 ) 環 境 省 12 11 ( 91.7 )

防 衛 省 7 7 ( 100.0 ) 防 衛 省 6 6 ( 100.0 )

合 計 2,868 2,616 ( 91.2 ) 合 計 1,004 916 ( 91.2 )

１　役員名簿への常勤・非常勤の別の ２　役員名簿への国家公務員出身者の最終

付記の状況 官職の付記の状況

府省名

対象法人数

（役員に国家公務員

出身者がいる法人数）

付記している

法人数

対象法人数

（国所管のすべて

の法人数）

府省名
付記している

法人数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料  

81 
 

公務員制度改革大綱に基づく措置の進捗状況 

(注)１ 合計は共管による重複を除いた実数である。
２ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。

(注)１ 国家公務員出身者とは、本府省課長・企画官相当職以上及び地方支分部局の本府

省課長・企画官相当職以上の経験者をいう。

2 合計は共管による重複を除いた実数である。
3 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。
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付属資料 データ等 

資
料
81 

内 閣 府 3 2 ( 66.7 ) 2 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 33.3 0 ( 0.0 ) 2 ( 66.7 ) 2 ( 66.7 )

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

金 融 庁 1 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 )

消 費 者 庁 1 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 )

総 務 省 13 12 ( 92.3 ) 12 ( 92.3 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 7.7 ) 0 ( 0.0 ) 11 ( 84.6 ) 11 ( 84.6 )

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

外 務 省 6 4 ( 66.7 ) 4 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 66.7 ) 3 ( 50.0 )

財 務 省 2 2 ( 100.0 ) 2 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 100.0 ) 2 ( 100.0 )

文 部 科 学 省 60 43 ( 71.7 ) 40 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 17 ( 28.3 ) 6 ( 10.0 ) 42 ( 70.0 ) 29 ( 48.3 )

厚 生 労 働 省 124 114 ( 91.9 ) 110 ( 88.7 ) 4 ( 3.2 ) 10 ( 8.1 ) 2 ( 1.6 ) 113 ( 91.1 ) 108 ( 87.1 )

農 林 水 産 省 67 67 ( 100.0 ) 64 ( 95.5 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 64 ( 95.5 ) 63 ( 94.0 )

経 済 産 業 省 51 51 ( 100.0 ) 50 ( 98.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 50 ( 98.0 ) 46 ( 90.2 )

国 土 交 通 省 30 29 ( 96.7 ) 28 ( 93.3 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 3.3 ) 0 ( 0.0 ) 29 ( 96.7 ) 28 ( 93.3 )

環 境 省 6 4 ( 66.7 ) 4 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 66.7 ) 4 ( 66.7 )

防 衛 省 1 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 )

合 計 325 292 ( 89.8 ) 280 ( 86.2 ) 4 ( 1.2 ) 33 ( 10.2 ) 7 ( 2.2 ) 286 ( 88.0 ) 262 ( 80.6 )

内 閣 府 3 2 ( 66.7 ) 2 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 66.7 ) 2 ( 66.7 )

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

金 融 庁 1 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 )

消 費 者 庁 1 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 )

総 務 省 13 11 ( 84.6 ) 11 ( 84.6 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 15.4 ) 0 ( 0.0 ) 10 ( 76.9 ) 10 ( 76.9 )

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

外 務 省 6 4 ( 66.7 ) 4 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 66.7 ) 3 ( 50.0 )

財 務 省 2 2 ( 100.0 ) 2 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 100.0 ) 2 ( 100.0 )

文 部 科 学 省 60 42 ( 70.0 ) 40 ( 66.7 ) 1 ( 1.7 ) 18 ( 30.0 ) 5 ( 8.3 ) 39 ( 65.0 ) 31 ( 51.7 )

厚 生 労 働 省 124 110 ( 88.7 ) 109 ( 87.9 ) 1 ( 0.8 ) 13 ( 10.5 ) 2 ( 1.6 ) 109 ( 87.9 ) 103 ( 83.1 )

農 林 水 産 省 67 66 ( 98.5 ) 66 ( 98.5 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 1.5 ) 0 ( 0.0 ) 63 ( 94.0 ) 61 ( 91.0 )

経 済 産 業 省 51 51 ( 100.0 ) 50 ( 98.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 50 ( 98.0 ) 47 ( 92.2 )

国 土 交 通 省 30 27 ( 90.0 ) 27 ( 90.0 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 10.0 ) 0 ( 0.0 ) 27 ( 90.0 ) 27 ( 90.0 )

環 境 省 6 4 ( 66.7 ) 4 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 66.7 ) 4 ( 66.7 )

防 衛 省 1 1 ( 100.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 )

合 計 325 284 ( 87.4 ) 280 ( 86.2 ) 2 ( 0.6 ) 40 ( 12.3 ) 6 ( 1.8 ) 276 ( 84.9 ) 256 ( 78.8 )

３　役員の報酬に関する規程の整備・公開状況

府省名

対象

法人数
規程を定めている法

人数
規程を公開している法

人数

うち閲覧及びインター

ネットによる公開のす

べてを実施している法

人数

うち具体的な支給水準

が明らかになるよう規

程を定めている法人数

うち次期理事会等

において具体的な

支給水準が明らか

になるよう規程を

改正予定の法人数

規程を

定めて

いない

法人数

うち次期理事会

等において具体

的な支給水準が

明らかになるよ

う規程を整備予

定の法人数

４　役員の退職金に関する規程の整備・公開状況

府省名

対象

法人数

うち閲覧及びインター

ネットによる公開のす

べてを実施している法

人数

規程を公開している法

人数

うち次期理事会等

において具体的な

支給水準が明らか

になるよう規程を

改正予定の法人数

うち具体的な支給水

準が明らかになるよ

う規程を定めている

法人数

規程を定めている法

人数

うち次期理事会

等において具体

的な支給水準が

明らかになるよ

う規程を整備予

定の法人数

規程を

定めて

いない

法人数

（注）１平成23年度決算ベースにおいて国から補助金・委託費等の交付を受けている所管特例民法法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の

委託等、推薦等を受けている所管特例民法法人が対象。

２ 合計は共管による重複を除いた実数である。

３ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。

（注）１ 平成23年度決算ベースにおいて国から補助金・委託費等の交付を受けている所管特例民法法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推

薦等を受けている所管特例民法法人が対象。

２ 合計は共管による重複を除いた実数である。

３ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。
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資
料
81 

 

内 閣 府 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

金 融 庁 1 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

消 費 者 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

総 務 省 3 1 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 33.3 ) 1 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - - ( - ) - ( - ) - ( - )

外 務 省 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

財 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

文 部 科 学 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

厚 生 労 働 省 11 4 ( 36.4 ) 1 ( 9.1 ) 1 ( 9.1 ) 2 ( 18.2 ) 3 ( 27.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

農 林 水 産 省 5 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 20.0 ) 4 ( 80.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

経 済 産 業 省 6 1 ( 16.7 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 33.3 ) 3 ( 50.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

国 土 交 通 省 5 1 ( 20.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 20.0 ) 2 ( 40.0 ) 1 ( 20.0 ) 0 ( 0.0 )

環 境 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

防 衛 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

合 計 30 7 ( 23.3 ) 1 ( 3.3 ) 1 ( 3.3 ) 7 ( 23.3 ) 13 ( 43.3 ) 1 ( 3.3 ) 0 ( 0.0 )

内 閣 府 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

金 融 庁 1 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

消 費 者 庁 0 - - - - - - - - - - - -

総 務 省 3 1 ( 33.3 ) 1 ( 33.3 ) 1 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

外 務 省 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

財 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

文 部 科 学 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

厚 生 労 働 省 11 6 ( 54.5 ) 2 ( 18.2 ) 3 ( 27.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

農 林 水 産 省 5 0 ( 0.0 ) 3 ( 60.0 ) 2 ( 40.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

経 済 産 業 省 6 1 ( 16.7 ) 0 ( 0.0 ) 4 ( 66.7 ) 1 ( 16.7 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

国 土 交 通 省 5 1 ( 20.0 ) 1 ( 20.0 ) 3 ( 60.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

環 境 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

防 衛 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

合 計 30 9 ( 30.0 ) 7 ( 23.3 ) 13 ( 43.3 ) 1 ( 3.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

400万円

未満の

法人数

府省名

800

万円以上

1,200

万円未満

の法人数

対象

法人数

退職金

を支給

しない

法人数

５　有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

府省名
対象

法人数

有給役員の

いない

法人数

400

万円以上

800

万円未満

の法人数

400万円

未満の

法人数

800

万円以上

1,200

万円未満

の法人数

1,600

万円以上

2,000

万円未満

の法人数

1,200

万円以上

1,600

万円未満

の法人数

2,000

万円以上

の法人数

1,200

万円以上

1,600

万円未満

の法人数

1,600

万円以上

の法人数

400

万円以上

800

万円未満

の法人数

６　有給常勤役員の平均退職金額規模別法人数

（注）１ 平成23年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管特例民法法人、国からの補助金・委託費等

による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管特例民法法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受け

ている所管特例民法法人（国と特に密接な関係を持つ特例民法法人）が対象。

２ 合計は共管による重複を除いた実数である。
３ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。

４ 平均年間報酬額は、役員報酬に関する規程に基づき、常勤の各役員に支給した場合の年間報酬の平均額を算出したものである。

なお、規程を定めていない法人については、平成22年度の実績又は平成23年度支給見込みに基づき算出したものである。

（注）１ 平成23年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の2分の1以上を第三者に交付する所管特例民法法人、国からの補助金・委託費等

による収入額が年間収入額の3分の2以上を占める所管特例民法法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受け

ている所管特例民法法人（国と特に密接な関係を持つ特例民法法人）が対象。

２ 合計は共管による重複を除いた実数である。
３ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。

４ 平均退職金額は、退職金に関する規程の有無にかかわらず、常勤役員の平均退職金額を算出できる法人については、

仮に勤続2年で退職した場合に支給される退職金額を算出し、これを基に算出したものである。

退職金に関する規程がある場合には、当該規程に基づき算出し、規程がない場合には、過去の支給実績等を基に算出している。

退職金が、役員のクラス、年齢、経験等によって様々である場合には、調査日時点における役員の状況も勘案した上で、算出している。
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付属資料 データ等 

資
料
81 

内 閣 府 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

金 融 庁 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

消 費 者 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

総 務 省 3 3 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

外 務 省 1 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 )

財 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

文 部 科 学 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

厚 生 労 働 省 11 11 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

農 林 水 産 省 5 5 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

経 済 産 業 省 6 5 ( 83.3 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 16.7 )

国 土 交 通 省 5 5 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

環 境 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

防 衛 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - )

合 計 30 29 ( 96.7 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 3.3 )

７　報酬・退職金等の改善状況

府省名 対象法人数
改善すべき点の

なかった法人数

改善を行った

法人数

改善を検討中

の法人数

（注）１ 平成23年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の２分の１以上を第三者に交付する所管特例民法法人、国

からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の３分の２以上を占める所管特例民法法人及び国から検査・認定・

資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管特例民法法人（国と特に密接な関係を持つ特例民法法人）が

対象。
２ 合計欄は共管による重複を除いた実数を計算したものである。

３ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。

４ 改善すべき点の有無は、個々の法人の運営状況等を踏まえ、当該法人を所管する各府省がそれぞれ判断を行っている。

 

内 閣 府 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 0 1

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - - -

金 融 庁 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 1 0

消 費 者 庁 0 - ( - ) - ( - ) - - -

総 務 省 3 2 ( 66.7 ) 0 ( 0.0 ) 1 0 1

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - - -

外 務 省 1 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 1 0

財 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - - -

文 部 科 学 省 0 - ( - ) - ( - ) - - -

厚 生 労 働 省 11 9 ( 81.8 ) 0 ( 0.0 ) 1 8 0

農 林 水 産 省 5 4 ( 80.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 2 1

経 済 産 業 省 6 6 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 5 0

国 土 交 通 省 5 5 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 2 2 1

環 境 省 0 - ( - ) - ( - ) - - -

防 衛 省 0 - ( - ) - ( - ) - - -

合 計 30 26 ( 86.7 ) 0 ( 0.0 ) 5 17 4

規程を整備している

法人数

８　役員の在任年齢に関する規程の整備状況

規程を整備

していない法人のう

ち整備を検討中の法

人数

府省名
対象

法人数

常勤の理事の在任年齢の

上限別法人数

65歳以下
65歳超

70歳以下
70歳超

（注）1 平成23年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の２分の１以上を第三者に交付する所管特例民法法人、国からの

補助金・委託費等による収入額が年間収入額の３分の２以上を占める所管特例民法法人及び国から検査・認定・資格付与等の

事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管特例民法法人（国と特に密接な関係を持つ特例民法法人）が対象。

２ 合計欄は共管による重複を除いた実数を計算したものである。

３ 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。  
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内 閣 府 1 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

警 察 庁 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

金 融 庁 1 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

消 費 者 庁 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

総 務 省 3 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 66.7 ) 1 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

法 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

外 務 省 1 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 100.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

財 務 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

文 部 科 学 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

厚 生 労 働 省 11 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 5 ( 45.5 ) 3 ( 27.3 ) 3 ( 27.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

農 林 水 産 省 5 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 40.0 ) 2 ( 40.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 20.0 ) 0 ( 0.0 )

経 済 産 業 省 6 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 16.7 ) 3 ( 50.0 ) 2 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

国 土 交 通 省 5 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 3 ( 60.0 ) 2 ( 40.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )

環 境 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

防 衛 省 0 - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )

合 計 30 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 6 ( 20.0 ) 13 ( 43.3 ) 10 ( 33.3 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 3.3 ) 0 ( 0.0 )

400

万円以上

600

万円未満

の法人数

600

万円以上

800

万円未満

の法人数

800

万円以上

1,000

万円未満

の法人数

有給常勤職員の平均年間給与額規模別法人数

府省名

対

象

法

人

数

有給職員のいない

法人数

200万円

未満の

法人数

1,000

万円以上

1,200

万円未満

の法人数

1,200

万円以上

の法人数

200

万円以上

400

万円未満

の法人数

(注) 1 合計は共管による重複を除いた実数である。

2 括弧内は対象法人全体に占める割合（％）を示す。

3 有給常勤職員の平均年間給与額は、調査時点における平成23年度支給見込額である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料  

82 
 

国と特に密接な関係をもつ特例民法法人の職員の給与 

333 


	資料40
	資料41
	資料42
	資料43
	資料44
	資料45
	資料46
	資料47
	資料48
	資料49
	資料50
	資料51
	資料52
	資料53
	資料54
	資料55
	資料56
	資料57
	資料58
	資料59
	資料60
	資料61
	資料62
	資料63
	資料64
	資料65
	資料66
	資料67
	資料68
	資料69
	資料70
	資料71
	資料72
	資料73
	資料74
	資料75
	資料76
	資料77
	資料78
	資料79
	資料80
	資料81
	資料82

